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第１節 振替口座簿とその記録事項

内 容 備 考

１．振替口座簿の区分 

振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 

２．口座管理機関の口座 

振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 

① 自己口

② 顧客口

３．振替口座簿の記録事項 

（１）自己口の記録事項等

    ａ 保有欄・質権欄の区分 

加入者（口座管理機関である者を除く。）の口座及び加入者が口座管理機関である場合の自己口（以

下「自己口」という。）は、その加入者の保有する振替新株予約権付社債を記録する欄（以下「保有欄」

という。）と当該加入者が質権者であるときに、質権の目的である振替新株予約権付社債（以下「質権

新株予約権付社債」という。）を記録する欄（以下「質権欄」という。）に区分するものとする。 

ｂ 記録事項 

  自己口には、次に掲げる事項を記録するものとする。 

① 加入者の氏名又は名称及び住所

② 銘柄及び銘柄コード

③ 銘柄ごとの数（次の④に掲げるものを除く。）

④ 加入者が質権者であるときは、その旨、質権新株予約権付社債の銘柄ごとの数、当該数のうち新

株予約権付社債権者ごとの数並びに当該新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

⑤ 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに③及び④の数のうち信託財産であるものの数

⑥ ③又は④の数の増加又は減少の記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記録が

された日

⑦ 加入者が外国人保有制限銘柄の外国人等であるときはその旨

⑧ 振替新株予約権付社債の処分の制限に関する事項

（業第 173 条第１項） 

（業第 173 条第２項、施第 238 条第１項か

ら第３項） 

※ 口座管理機関は、加入者（当該加入者

の質権新株予約権付社債の新株予約権

付社債権者を含む。）に係る加入者口座

コードを、当該加入者の氏名又は名称に

付記するものとする。

※ 振替新株予約権付社債の数について

は、実務上、金額を用いるものとする。 

※ 口座管理機関は、その開設する口座に

記録する質権新株予約権付社債の新株

予約権付社債権者の氏名又は名称及び

住所を、機構に対する加入者情報の照

会（質権新株予約権付社債の新株予約

権付社債権者の加入者口座コードを指
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内 容 備 考

（２）顧客口の記録事項

顧客口には、次に掲げる事項を記録する。

① 加入者の氏名又は名称及び住所

② 銘柄及び銘柄コード

③ 銘柄ごとの数

（３）信託財産である旨の記録

ａ 加入者からの申請による記録

（ａ）信託の記録 

ア 加入者による申請

（ア）受託者による申請

信託の受託者である加入者は、直近上位機関に対し、次に掲げる事項を示して、その口座（顧

客口を除く。）に記録された振替新株予約権付社債について、振替新株予約権付社債が信託財産で

ある旨の記録をすることの申請（以下「信託財産表示の申請」という。）をすることができる。 

① 受託者の口座

② 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数

③ ①の口座において信託の記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

（イ）受益者又は委託者による申請

定）により得た情報により記録するこ

とができるものとする。（当該照会は、

当該質権新株予約権付社債についての

担保新株予約権付社債の届出がされて

いる場合（第２章第３節「振替手続」

を参照。）に限って、届出がされた新株

予約権付社債の加入者口座コードにつ

いて可能である。また、口座管理機関

が間接口座管理機関である場合には、

その上位機関である直接口座管理機関

を通じて上記の照会を行う。直接口座

管理機関は、下位機関からの委託を受

けて、機構に対し当該照会を行う。） 

（業第 173 条第３項、施第 238 条第４項） 

（業第 175 条第１項及び第２項） 

（業第 175 条第３項及び第４項） 
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内 容 備 考

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託財産表示の申請をすることができる。この場合に

おいては、受益者又は委託者は、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位

の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利

が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。 

イ 機構及び口座管理機関の手続

機構及び口座管理機関は、その加入者から信託財産表示の申請を受けたときは、当該申請に係る

口座において、当該申請に係る振替新株予約権付社債について信託財産である旨の記録（（１)ｂ⑤

に掲げる事項の記録をいう。以下同じ。）をしなければならない。 

（ｂ）信託の記録の抹消 

ア 加入者による申請

振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付

社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合には、受託者及び受益者は、受託者の直

近上位機関に対し、次に掲げる事項を示して、信託の記録の抹消の申請（以下「信託財産表示の抹

消申請」という。）をすることができる。受益者が信託財産表示の抹消申請をする場合においては、

申請に際して、申請の原因を示し、かつ、当該申請の原因及び自己が受益者である旨を証する資料

を提出しなければならない。 

① 受託者の口座

② 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数

③ ①の口座において信託の記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

イ 機構及び口座管理機関の手続

機構及び口座管理機関は、その加入者から信託財産表示の抹消申請を受けたときは、当該申請に

係る口座において、当該申請に係る振替株式について信託財産である旨の記録を抹消しなければな

らない。 

（４）加入者が外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の記録

ａ 加入者からの申告（書類の提示）に基づく記録

（ａ）外国人である旨の記録

ア 加入者による申請

加入者は、外国人保有制限銘柄の外国人等であるとき又は外国人保有制限銘柄の外国人等となっ

たときは、直近上位機関に対し、その旨を記した書類又は資料を提示して申告（次のイにおいて「外

（業第 175 条第５項） 

（業第 176 条） 

（業第 25条第８項） 

※ 左記の事項は、口座管理機関と加入者
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内 容 備 考

国人等申告」という。）しなければならない。 

イ 機構及び口座管理機関における手続

機構及び口座管理機関は、加入者から外国人等申告があったときは、その加入者の口座に加入者

が外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の記録をしなければならない。（加入者情報の管理につい

ては第１章第６節「加入者情報の管理」を参照。） 

（ｂ）外国人である旨の記録の抹消 

ア 加入者による申請

加入者は、外国人保有制限銘柄の外国人等でなくなったときは、直近上位機関に対し、その旨の

申告（次のイにおいて「外国人等抹消申告」という。）をしなければならない。 

イ 機構及び口座管理機関における手続

機構及び口座管理機関は、加入者から外国人等抹消申告があったときは、その加入者の口座の加

入者が外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の記録を抹消しなければならない。（加入者情報の管

理については第１章第６節「加入者情報の管理」を参照。） 

ｂ 機構からの通知に基づく記録 

機構からの加入者情報更新済通知に基づく記録及び記録の抹消については、第１章第６節「加入者

情報の管理」を参照。 

（５）処分の制限に関する事項の記録

機構及び口座管理機関は、執行裁判所等から差押命令等の送達を受けたときは、その内容に従い、加入者

の口座に処分の制限に関する事項の記録をしなければならない。 

（６）口座の増加記録日と異なる取得日の記録

機構及び口座管理機関は、その加入者が発行者から交付されるべき振替新株予約権付社債を取得した日と

当該振替新株予約権付社債の増加を口座に記録した日が異なるときは、その取得日を当該振替新株予約権付

社債の増加の記録に付記する。 

との契約事項である。（「口座管理機関に

よる口座の開設及び廃止」（第１章第４

節「機構加入者及び口座管理機関」を参

照。） 

（業第 31条第１項第４号） 

（業第 173 条第２項第７号） 

（業第 173 条第２項第９号） 

※ 以下の振替新株予約権付社債につい

ては、発行者から交付されるべき振替

新株予約権付社債を取得した日と当該

振替新株予約権付社債の増加を口座に

記録した日が異なる可能性がある。 
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内        容 備   考 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付される場合 交付される手続 

取得条項付商品の

一部取得の対価の

振替新株予約権付

社債 

一般の新規記録

手続又は一般の

振替手続 

合併等の対価新株

予約権付社債（消

滅会社等が振替株

式等でない） 

一般の新規記録

手続又は一般の

振替手続 

 

合併等により承継

された新株予約権

付社債（消滅会社

等の新株予約権付

社債が振替新株予

約権付社債でない

場合） 

一般の新規記録

手続又は一般の

振替手続 

 

新株予約権付社債

の無償割当等に係

る調整新株予約権

付社債 

配分明細 

一般の新規記録手続の場合には、新規

記録通知情報データにより新規記録日

と効力発生日の両方のデータが口座管

理機関に通知される。また、配分明細に

よっても口座簿記録日と効力発生日の

両方のデータが通知される。 

一般の振替手続の場合には、振替済通

知や口座処理明細には、効力発生日の項

目はないが、口座管理機関は、次に掲げ

る通知により効力発生日を知ることが

可能である。 

交付される場合 効力発生日の通

知方法 

取得条項付商品の 機構報により発
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）記録事項の変更 

ａ 振替口座簿の記録事項につき変更が生じたことを知ったとき 

    機構及び口座管理機関は、その備える振替口座簿の記録事項につき変更が生じたことを知ったとき

は、直ちに、当該振替口座簿にその記録をしなければならない。 

 

 

 

 

ｂ 口座の移管が行われたとき 

機構及び口座管理機関は、口座の移管に係る振替の手続において、振替元口座に減少の記録をした

日と振替先口座に増加の記録をした日が異なっているときは、その加入者の申出により、振替先口座

の増加の記録日に振替元口座の減少の記録日を付記しなければならない。 

 

４．機構における取扱い 

（１）口座の取扱い 

ａ 開設する機構加入者口座 

  機構が開設する機構加入者口座は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるものとする。 

① 機構加入者が口座管理機関である場合 自己口及び顧客口 

② 機構加入者が口座管理機関でない場合 自己口 

一部取得の対価の

振替新株予約権付

社債 

行者の決定事項

として通知され

る。 

合併等の対価新株

予約権付社債（消

滅会社等が振替株

式等でない） 

機構報により発

行者の決定事項

として通知され

る。 

合併等により承継

された新株予約権

付社債（消滅会社

等の新株予約権付

社債が振替新株予

約権付社債でない

場合） 

機構報により発

行者の決定事項

として通知され

る。 

 

（業第 174 条） 

※ 「振替口座簿の記録事項につき変更が

生じたことを知ったとき」とは、加入者

からの変更届又は機構からの加入者情

報更新済通知により加入者の住所等の

変更を知ったときや、機構からの通知に

より銘柄名の変更を知ったときである。 

 

（業第 173 条第２項第 10号） 

 

 

 

 

 

 

（業 19 条第１項） 

※ 口座は、課税の種別に応じて、課税口

と非課税口の区分を行わないものとす

る。 
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内 容 備 考

ｂ 口座区分の属性区分及び利用目的 

振替新株予約権付社債に関する区分口座コード毎の口座の種類及び属性区分の対応は以下の通り。 

（口座の種類及び属性区分については第１章第４節「機構加入者及び口座管理機関」を参照。） 

コード 口座の種類 属性区分 

００ 

自己口 

保有口 

０１～１９ 保有口 

２０～３９ 信託口 

４０～４９ 保有口、担保専用口又は信託口 

５０～５９ 予備（無指定） 

６０～６９ 

顧客口 

顧客口 

７０～７９ 顧客口 

８０～８９ 顧客口又は外国人株式記録口 

９０～９７ 自己口又は顧客口 保有口又は顧客口若しくは外国人株式記録口 

９８ 
自己口 

質権口 

９９ 質権口又は質権信託口 

（２）振替口座簿の記録に関する取扱い

ａ 機構加入者等の氏名等の記録

機構は、その備える振替口座簿に記録すべき次に掲げる事項を、株主等通知用データとして登録さ

れた情報により記録する。 

① 機構加入者の名称及び住所

② 質権口に記録する新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

ｂ 信託財産である旨の記録 

（ａ）機構加入者からの申請による記録 

※ 振替新株予約権付社債の数について

は、実務上、金額を用いるものとする。 

※ 振替新株予約権付社債の数について

は、金額を円単位で表示するものとす

る。

※ 機構加入申請者又は機構加入者は、口

座の開設又は区分口座の開設の申請を

するときは、開設を申請する機構加入者

口座又は区分口座の属性区分及び利用

目的を明示する（第 1章第４節「機構加

入者及び口座管理機関」を参照）。振替

新株予約権付社債の口座は、振替株式の

口座の開設と、同時に開設される。

※ 振替新株予約権付社債であっても、担

保専用口及び外国人株式記録口に記録

することは可能であるが、振替株式にお

ける特別株主の申出等に係る機能を利

用することはできない。

（業第 173 条第２項、施第 238 条第１項か
ら第３項） 
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内 容 備 考

ア 信託口又は質権信託口による記録

（ア）信託口又は質権信託口の記録

機構加入者が信託の受託者である場合、信託財産である振替株式等は信託口又は質権信託口に

記録しなければならない。

（イ）信託口又は質権信託口の機能

信託口とは、機構加入者が信託の受託者である場合に、信託財産である振替新株予約権

付社債（質権の目的であるものを除く。）に限って記録するための機構加入者口座の自己口

の区分口座であり、質権信託口とは、信託財産である質権の目的の振替新株予約権付社債

に限って記録するための機構加入者口座の自己口の区分口座である。機構は、当該区分口

座に記録された振替新株予約権付社債については、その全てに一律に信託財産である旨の

記録を行う。 

（ウ）信託口又は質権信託口の開設

機構加入者は、機構に対し、原則として区分口座の開設の申請をするときに、当該区分

口座を信託口として利用する旨又は質権信託口として利用する旨を申告することで、信託

口又は質権信託口の開設を受けることができる。 

ｃ 処分の制限に関する事項の記録 

機構は、機構加入者の口座に処分の制限に関する事項の記録（以下当該事項の記録をした振替新株

予約権付社債の数を「凍結残高」という。）をするときは、機構加入者の振替口座簿上で凍結する方法

により行い、普通口座残高と別の凍結残高として記録する。また、当該記録をしたときは、当該口座

凍結の対象となった区分口座を開設する口座管理機関に対し、帳表ファイル（機構加入者別口座残高

表）及び統合Ｗｅｂ端末（証券口座残高一覧）にて凍結残高を含む残高の情報を通知する。 

（３）信託財産名義の取扱い

ａ 信託財産名義の取扱い

 機構加入者は、機構に対し、当該機構加入者の信託口に記録された振替新株予約権付社債の全部又は

一部につき、当該機構加入者口座の名義以外（以下「信託財産名義」）という。）を総新株予約権付社債

権者通知に際して会社に通知する取扱い（以下「信託財産名義の取扱い」という。）の申出をすることが

できる。 

※ 「信託口」と「信託財産名義の取扱い

の包括的な申出」（（３）ｂ参照）とは、

一体のものではなく、信託財産名義の取

扱いの包括的な申出を行わない信託口

の開設を受けることも可能である。

※ 機構加入者は、複数の信託口又は質権

信託口の開設を受けることが可能であ

る。
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内        容 備   考 
 

ｂ 信託財産名義の取扱いの包括的な申出 

 

（ａ）機構加入者による信託財産名義の取扱いの包括的な申出の申請 

機構加入者は、機構に対し、当該機構加入者の信託口について、信託財産名義の取扱いの包括的な

申出（当該信託口に記録された振替新株予約権付社債について、当該機構加入者が信託財産名義管理

簿を備えて信託財産名義ごとの数及びその増減等を管理し、当該信託口に記録された振替新株予約権

付社債についての総新株予約権付社債権者通知及び振替口座簿記録事項通知等に係る必要な情報を機

構に対して報告するための事務（以下「信託財産名義管理事務」という。）を行うことの申出をいう。

以下同じ。）を申請することができる。 

 

（ｂ）申請方法 

機構加入者は、機構に対し、原則として信託口の区分口座の開設の申請をするときに、当該信託口

について信託財産名義の取扱いの包括的な申出の申請をする。 

 

（ｃ）機構による承認 

機構は、機構加入者から信託財産名義の取扱いの包括的な申出の申請を受けた場合であって、当該

機構加入者が信託財産名義管理事務を適正かつ円滑に行うことができることその他の機構が定める要

件を満たしていると認めるときは、当該申請の承認（以下、機構が当該承認をした信託口を「信託財

産名義通知信託口」という。）をする。 

 

ｃ 信託財産名義に係る加入者の情報の取扱い 

    信託財産名義に係る加入者の情報の取扱いについては、第１章第６節「加入者情報の管理」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）区分口座の残高管理に関する取扱い 

区分口座の残高管理に関する取扱いについては、第２章第１節「振替口座簿とその記載事項等」に準じる。 

 

 

 

 

※ 左記の「当該機構加入者口座の名義」

とは、例えば「○○信託銀行株式会社」

であり、信託財産名義とは例えば「○○

信託銀行株式会社（年金信託口）」であ

る。 

 

 

 

（業第 233 条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 233 条第２項） 

※ 信託財産名義管理簿には、次に掲げる

事項を記録する。 

① 信託財産名義通知信託口の機構加

入者コード 

② 信託財産名義の加入者口座コード 

③ ②の加入者口座コードごとの銘柄

及び数 

④ ③の数についての増減が生じたと

きは、増加又は減少の別、その数及び

当該増減が生じた日 

 

 

以 上 
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第２節 銘柄情報の通知

内 容 備 考

１．銘柄情報の通知に係る手続 

（１）発行する新株予約権付社債が上場新株予約権付社債の場合

ａ 銘柄コード等の通知 

機構は、発行者が振替新株予約権付社債の発行を決定した日（以下「発行決議日」という。）の翌々

営業日に銘柄コード、ＩＳＩＮコード、銘柄正式名称、発行者名、発行者略称を発行代理人に対し、Target

保振サイトにより通知する。 

ｂ 発行代理人による銘柄情報の通知 

発行代理人は、発行者が振替新株予約権付社債の発行条件を決定した場合には、発行条件を決定した

日（以下「条件決定日」という。）の翌営業日の午後０時 30 分までに機構に対し、ファイル伝送又は

Target 保振サイトにＣＳＶファイルをアップロードすることにより発行する振替新株予約権付社債の

銘柄に関する情報（以下「銘柄情報」という。）を通知する。また、発行代理人は、Target 保振サイト

から機構に対し、発行要項を送付する。 

※ 本通知に係る手続は、第３節「新規

記録手続」の前に実施する。銘柄情報

の通知を含めた新規記録の標準日程

については、資料３－３－３を参照。

※ 銘柄情報の通知の処理フローは、資

料３－２－２を参照。

※ 発行者は、発行決議日の２週間前ま

でに機構に対し、電話等により事前相

談を行う。

（業第 178 条第１項、施第 240 条） 

※ 発行代理人は、ＣＳＶファイルのア

ップロードにより銘柄情報を通知す

る場合には、１銘柄につき、１ファイ

ルでファイルを作成する。

※ 発行代理人は、ＣＳＶファイルによ

り銘柄情報を通知する場合には、機構

が提供するエクセルマクロにより銘

柄情報の項目チェックを行う。発行代

理人は、自社システムにより同様のチ

ェックを行うことも可能である。

※ 発行代理人は、ファイル伝送により

機構に銘柄情報を通知した場合には、

機構に対し、Target 保振サイトによ

り通知した旨を連絡する。

※ 発行代理人がファイル伝送により

銘柄情報を通知する場合には、１銘柄

につき、１レコードでファイルを作成
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内 容 備 考

（ａ）銘柄に関する事項 

① 振替新株予約権付社債の銘柄コード

② 振替新株予約権付社債のＩＳＩＮコード

③ 振替新株予約権付社債の銘柄

④ 発行者の略称

⑤ 振替新株予約権付社債の銘柄の回号

⑥ 上場新株予約権付社債に該当するか否かの別

⑦ 新株予約権付社債が上場されている場合の金融商品取引所

（ｂ）社債に関する事項 

① 振替新株予約権付社債に保証が付されているときは、その旨及びその内容

② 振替新株予約権付社債が担保付社債信託法第 24 条第２項において準用する同条第１項の担保付

社債その他の担保権の設定がされたものであるときは、その旨及びその内容（担保付社債であると

きは、同法第 24 条第１項第１号から第４号に掲げる事項を含む。）

③ 数回に分けて金銭の払込みがあるときは、その旨

④ 他の発行者と合同して発行するときは、その旨

⑤ 振替新株予約権付社債に劣後特約が付されているときは、その旨

⑥ 振替新株予約権付社債に責任財産限定特約が付されているときは、その旨

⑦ 振替新株予約権付社債に係る銘柄情報の通知である旨

⑧ 振替新株予約権付社債の募集開始日

⑨ 払込日

⑩ 各社債の金額

⑪ 一定の日までに振替新株予約権付社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合に

おいて、振替新株予約権付社債の全部を発行しないこととするときは、その旨

する。 

※ 発行要項は、ＰＤＦの形式で送付す

る。

※ 発行代理人は、機構非関与銘柄につ

いても、発行要項を送付する必要があ

る。

※ 銘柄情報の項目の設定要領は、資料

３－２－１及び資料３－２－５を参

照。

※ 元利払日程通知の配信の都合上、元

利払期日と払込日との間は、中４営業

日以上空けるものとする。ただし、第

三者割当てにより発行された非上場

新株予約権付社債の場合で、元利金の

受領先が元利払いの日程を把握して

いる場合には、元利払期日と払込期日

との間を中３営業日まで短縮するこ

とが可能である。
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内        容 備   考 
⑫ 振替新株予約権付社債の発行総額 

⑬ 発行代理人の代理人コード 

⑭ 支払代理人の代理人コード 

⑮ 発行者が資金決済会社を定めた場合における資金決済会社の資金決済会社コード 

⑯ 振替新株予約権付社債が機構関与銘柄であるか又は機構非関与銘柄であるかの別 

⑰ 個別承認方式の採用の有無（振替新株予約権付社債が機構関与銘柄である場合に限る。） 

⑱ 社債管理者の社債管理者コード 

 

（ｃ）利払に関する事項 

① 償還期日、繰上償還期日又は利払期日が休業日に該当する場合の取扱いに関する事項 

② 振替新株予約権付社債の利払いが固定利率、変動利率又は割引債であるかの別 

③ 利払期日 

④ 償還期日直前の利払期日における利払いの有無 

⑤ 利率 

⑥ １円あたりの利子額（振替新株予約権付社債の銘柄の発行条件に従って、１円単位の利金計算に

より得られた値をいう。以下同じ。） 

 

（ｄ）満期償還に関する事項 

① 償還期日 

② 償還価額 

 

（ｅ）コールオプションに関する事項 

① コールオプションの行使に伴う繰上償還に係る事項 

② 繰上償還期日 

③ 繰上償還に係る償還価額 

④ １円あたりの利子額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 小数点以下 13 位未満の端数が生じ

た場合には、切捨てる。 

 

 

 

 

 

 

※ 発行時において、コールオプション

条項が設定されている場合には、コー

ルオプション有無フラグにコールオ

プション有りを設定する。 

※ 発行時において、繰上償還期日を決

定していない場合には、コールオプシ

ョン有無フラグにコールオプション

未行使を設定する。 

※ 期中にコールオプションの行使を

決定するときは、コールオプション行

使フラグをコールオプション行使に

変更するとともに繰上償還期日、償還
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内        容 備   考 
 

 

 

（ｆ）プットオプションに関する事項 

① プットオプションの行使に伴う繰上償還に係る事項 

② 行使期間開始日 

③ 行使期間終了日 

④ 繰上償還期日 

⑤ 繰上償還に係る償還価額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｇ）新株予約権に関する事項 

① 新株予約権の総数 

② 新株予約権の行使期間開始日 

③ 新株予約権の行使期間終了日 

④ 新株予約権の発行価額 

⑤ 新株予約権の行使価額 

 

⑥ 行使請求受付場所 

 

 

（ｈ）取得条項に関する事項 

価額、１円あたりの利子額を設定す

る。 

 

 

※ 発行時において、プットオプション

条項が設定されている場合には、プッ

トオプション有無フラグにプットオ

プション有りを設定する。 

※ 発行時において、プットオプション

の行使期間を決定していない場合に

は、プットオプション行使フラグにプ

ットオプション不可能を設定する。 

※ 期中にプットオプションの行使期

間を決定したときは、プットオプショ

ン行使フラグをプットオプション行

使可能に変更するとともに、行使期間

開始日、行使期間終了日、繰上償還期

日、償還価額を設定する。 

※ プットオプション行使期間終了日

と繰上償還期日との間は、中１営業日

以上空けるものとする。 

 

 

 

※ 新株予約権の行使価額の変更は、上

場新株予約権付社債についてのみ変

更後の行使価額を機構に通知するも

のとし、第三者割当てにより発行され

た非上場新株予約権付社債について

は、機構への通知は不要とする。 

※ ⑥の「行使請求受付場所」とは株主

名簿管理人をいう。 
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内        容 備   考 
① 振替新株予約権付社債に取得条項が付されているときは、その旨 

② 取得条項に係る取得日 

③ 取得対価の種類 

 

（ｉ）新株予約権を行使した場合に生じた端数に関する事項 

・ 新株予約権を行使した場合に生じた端数の取扱い 

 

（ｊ）特例新株予約権付社債に関する事項 

・ 特例新株予約権付社債又は非特例新株予約権付社債の別 

 

（ｋ）元利金手数料に関する事項 

① 元金手数料率 

② 元金手数料率基準 

③ 利金手数料率 

④ 利金手数料基準 

 

ｃ 機構による銘柄情報の確認 

 （ａ）入力項目のチェック 

ア 機構による入力項目の確認及び発行代理人への確認結果の通知 

機構は、ファイル伝送により発行代理人から銘柄情報の通知を受けた場合には、振替システムに

より入力項目について不備の有無を確認し、その結果を発行代理人に通知する。 

 

 

 

 

 

イ 入力項目に不備があった場合の発行代理人による銘柄情報の訂正 

発行代理人は、機構から入力項目に不備があった旨の通知を受けた場合には、銘柄情報を修正し、

条件決定日の翌営業日の午後４時までに機構に対し、ファイル伝送により通知する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、発行代理人からＣＳＶファ

イルのアップロードにより通知され

た場合には、振替システムによる入力

項目のチェックは行わない。 

※ 左記の通知は、振替システムにより

行う。 

 

 

※ 機構は、銘柄情報の再送を受けたと

きは、（ａ）アの確認を行い、不備が

あった場合には発行代理人に連絡す

る。連絡を受けた発行代理人は直ちに

不備を訂正するものとする。 

※ 発行代理人は、ファイル伝送により

機構に銘柄情報を通知した場合には、
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3－2－6 

内 容 備 考

（ｂ）銘柄情報と発行要項との内容の一致の確認 

ア 機構による確認及び発行代理人への確認結果の通知

機構は、（ａ）の確認の結果、入力項目に不備がないことを確認したときは、発行代理人より通

知された銘柄情報について、エクセルマクロによるチェックを行うとともに銘柄情報の内容と発行

要項とに差異がないかを確認し、その結果を発行代理人に対し、Target 保振サイトにより通知す

る。 

イ 銘柄情報と発行要項との内容に不一致があった場合の発行代理人による銘柄情報の訂正

発行代理人は、機構から入力項目に不備があった旨の通知を受けた場合には、銘柄情報を修正し、

条件決定日の翌営業日から起算して、２営業日目の日の午後４時までに機構に対し、ファイル伝送

又は Target 保振サイトへのＣＳＶファイルのアップロードにより通知する。 

ｄ 機構による銘柄情報の通知 

 機構は、以下により統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

（ａ）統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

機構加入者、発行代理人及び支払代理人は、条件決定日の翌営業日から起算して３営業日目の日

から振替新株予約権付社債の取扱廃止の日までの午前７時から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末

により銘柄情報のＣＳＶファイルをダウンロードすることができる。 

機構に対し、Target 保振サイトによ

り通知した旨を連絡する。 

※ 機構は、銘柄情報の再送を受けたと

きは、（ｂ）アの確認を行い、不備が

あった場合には、発行代理人に連絡す

る。発行代理人は、直ちに銘柄情報を

訂正するものとする。

※ ＣＳＶファイルのダウンロードは、

以下の方法による。

① 機構が提供した日の銘柄情報の

全部を取得する場合には、機構が通

知した日、銘柄コードを指定せず、

ダウンロードする。

② 特定の銘柄について機構が提供

した全情報を取得する場合には、銘

柄コードを指定してダウンロードす

る。

③ 特定の日に提供された全銘柄の

銘柄情報を取得する場合には、機構

が通知した日を指定してダウンロー

ドする。
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3－2－7 

内 容 備 考

（ｂ）ファイル伝送による方法 

 機構は、機構加入者に対して、条件決定日の翌営業日から起算して３営業日目の午前３時から午

後８時までの間、ファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

（２）発行する新株予約権付社債が非上場新株予約権付社債の場合

ａ 発行者による取扱申請手続

発行者は、非上場新株予約権付社債の発行の決定を行った場合には、機構に対し、発行の決定日（以

下「発行決議日」という。）に当該新株予約権付社債を機構が取扱うことについての申請（以下「取扱

申請」という。）を行う。発行者は、取扱申請を行う場合には、機構に対し、非上場新株予約権付社債

取扱申請書及び発行要項（以下「取扱申請書類」という。）を Target 保振サイトにより提出する。 

ｂ 機構による審査手続 

 機構は、取扱申請の内容について審査を行い、発行者に対し、Target 保振サイト等により取扱い

の可否を通知する。 

④ 特定の日に提供された特定の銘

柄情報を取得する場合には、銘柄コ

ード及び機構からの通知日を指定し

てダウンロードする。

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人

に対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情

報を提供するものとし、ファイル伝送

形式による提供は、行わないものとす

る。

※ 機構加入者は、ファイル伝送により

銘柄情報を取得する場合には、機構が

提供した日の銘柄情報に限り取得す

ることができる。

※ 発行者は、発行決議日の２週間前ま

でに機構に対し、電話等により事前相

談を行う。

※ 機構に対する取扱申請書類の提出

手続を発行代理人が行うことも可能

とする。

※ 非上場新株予約権付社債取扱申請

書は、機構ホームページに掲載の書式

（ST03-04）を参照。

※ 機構は、発行者から提出された取扱

申請書類により取扱申請に係る新株

予約権付社債が機構の取扱要件を満

たすものであることが確認できる場

合には、当該新株予約権付社債を取扱

うものとする。
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内 容 備 考

ｃ 銘柄コード等の付番申請手続 

 機構は、取扱申請に係る新株予約権付社債が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できた

場合には、発行決議日の翌営業日から起算して２営業日目の日に証券コード協議会に対し、銘柄コー

ド及びＩＳＩＮコードの付番をメール等により申請する。 

ｄ 銘柄コード等の付番手続 

証券コード協議会は、銘柄コード及びＩＳＩＮコードを付番し、発行決議日の翌営業日から起算し

て３営業日目の日に機構に対し、メール等により通知する。 

ｅ 発行代理人に対する銘柄コード等の通知 

機構は、発行決議日の翌営業日から起算して４営業日目の日に、銘柄コード、ＩＳＩＮコード、銘

柄正式名称、発行者名、発行者略称を発行代理人に対し、Target 保振サイトにより通知する。 

ｆ 発行代理人による銘柄情報の通知 

発行代理人は、発行決議日の翌営業日から起算して５営業日目の日（発行者が条件決定日を設ける

場合には、条件決定日の翌営業日）の午後０時 30分までに機構に対し、ファイル伝送又は Target 保

振サイトにＣＳＶファイルをアップロードすることにより銘柄情報を通知する。また、発行代理人は、

Target 保振サイトから機構に対し、発行要項を送付する。 

（業第 178 条第１項、施第 240 条） 

※ 発行代理人は、ＣＳＶ形式により銘

柄情報を通知する場合には、１銘柄に

つき、１ファイルでデータを作成する

ものとする。１回につき、複数の電子

ファイルを添付して送付することは、

可能である。

※ 発行代理人は、ＣＳＶファイルによ

り銘柄情報を通知する場合には、機構

が提供するエクセルマクロにより銘

柄情報の項目チェックを行う。発行代

理人は、自社システムにより同様のチ

ェックを行っておくことも可能であ

る。
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ 機構による銘柄情報の確認 

 （ａ）入力項目のチェック 

ア 機構による入力項目の確認及び発行代理人への確認結果の通知 

機構は、ファイル伝送により発行代理人から銘柄情報の通知を受けた場合には、振替システムに

より入力項目について不備の有無を確認し、その結果を発行代理人に通知する。 

 

 

 

 

 

イ 入力項目に不備があった場合の発行代理人による銘柄情報の訂正 

発行代理人は、機構から入力項目に不備があった旨の通知を受けた場合には、銘柄情報を修正し、

発行決議日の翌営業日から起算して５営業日目の日（発行者が条件決定日を設ける場合には、条件

決定日の翌営業日）の午後４時までに機構に対し、ファイル伝送により通知する。 

    

 

 

（ｂ）銘柄情報と発行要項との内容の一致の確認 

※ 発行代理人は、ファイル伝送により

銘柄情報を通知した場合には、機構に

対し、Target 保振サイトにより通知

した旨を連絡する。  

※ 発行代理人がファイル伝送形式に

より銘柄情報を通知する場合には、１

銘柄につき、１レコードでデータを作

成するものとする 

※ 発行要項は、ＰＤＦの形式により送

付する。 

※ 発行代理人は、機構非関与銘柄につ

いても、発行要項を送付する必要があ

る。 

※ 銘柄情報の項目の設定要領は、資料

３－２－１を参照。 

 

 

 

 

※ 機構は、発行代理人からＣＳＶファ

イルのアップロードにより通知され

た場合には、振替システムによる入力

項目のチェックは行わない。 

※ 左記の通知は、振替システムにより

行う。 

 

 

※ 機構は、銘柄情報の再送を受けたと

きは、（ａ）アの確認を行い、不備が

あった場合には発行代理人に連絡す

る。連絡を受けた発行代理人は直ちに

不備を訂正するものとする。 
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内 容 備 考

ア 機構による確認及び発行代理人への確認結果の通知

機構は、（ａ）の確認の結果、入力項目に不備がないことを確認したときは、発行代理人より通

知された銘柄情報について、エクセルマクロによるチェックを行うとともに銘柄情報の内容と発行

要項とに差異がないかを確認し、その結果を発行代理人に対し、Target 保振サイトにより通知す

る。 

イ 銘柄情報と発行要項との内容に不一致があった場合の発行代理人による銘柄情報の訂正

発行代理人は、機構から入力項目に不備があった旨の通知を受けた場合には、銘柄情報を修正し、

発行決議日の翌営業日から起算して６営業日目の日（発行者が条件決定日を設ける場合には、条件

決定日の翌営業日から起算して、２営業日目の日）の午後４時までに機構に対し、ファイル伝送又

は Target 保振サイトへのＣＳＶファイルのアップロードにより通知する。 

ｈ 機構による銘柄情報の通知 

 機構は、以下により統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

（ａ）統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

機構加入者、発行代理人及び支払代理人は、発行決議日の翌営業日から起算して７営業日目の日

（条件決定日から起算して４営業日目の日）から振替新株予約権付社債の取扱廃止の日までの午前

７時から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末により銘柄情報のＣＳＶファイルをダウンロードする

ことができる。 

※ 機構は、銘柄情報の再送を受けたと

きは、（ｂ）アの確認を行い、不備が

あった場合には発行代理人に連絡を

する。発行代理人は、直ちに銘柄情報

を訂正するものとする。

（業第 178 条第２項） 

※ ＣＳＶファイルのダウンロードは、

以下の方法による。

① 機構が提供した日の銘柄情報の

全部を取得する場合には、機構が通

知した日、銘柄コードを指定せず、

ダウンロードする。

② 特定の銘柄について機構が提供

した全情報を取得する場合には、銘

柄コードを指定してダウンロードす

る。

③ 特定の日に提供された全銘柄の

銘柄情報を取得する場合には、機構

が通知した日を指定してダウンロー

ドする。

④ 特定の日に提供された特定の銘

柄情報を取得する場合には、銘柄コ

ード及び機構からの通知日を指定し

てダウンロードする。
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内        容 備   考 
 

 

（ｂ）ファイル伝送による方法 

   機構は、機構加入者に対して、発行決議日の翌営業日から起算して７営業日目の日（条件決定日

の翌営業日から起算して３営業日目の日）の午前３時から午後８時までの間、ファイル伝送により

銘柄情報を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ 発行者に対する銘柄コード等の通知 

機構は、発行決議日の翌営業日から起算して７営業日目の日（発行者が条件決定日を設ける場合に

は、条件決定日の翌営業日から起算して３営業日目の日）に銘柄コード及びＩＳＩＮコードを発行

者に対し、Target 保振サイトにより通知する。 

 

２．銘柄情報の変更に係る手続 

 

 

（１）支払代理人による銘柄情報の変更通知 

   支払代理人は、期中において発行者が新株予約権付社債の内容に関する決議、決定を行ったこと等にと

もない、取扱開始時に機構に対して通知した銘柄情報が変更となる場合には、銘柄情報の変更を決定した

日以降、速やかに機構に対し、ファイル伝送又は Target 保振サイトへのＣＳＶファイルのアップロード

により銘柄情報の変更通知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、発行代理人、支払代理人に

対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報

を提供するものとし、ファイル伝送形

式による提供は、行わないものとす

る。 

※ 機構加入者は、ファイル伝送により

銘柄情報を取得する場合には、機構が

提供した日の銘柄情報に限り取得す

ることができる。 

 

 

※ 第１章第１節２．（４）「発行者への

取扱開始日の通知」とあわせて行う。 

 

 

※ 銘柄情報の変更の処理フローは、資

料３－２－３を参照。 

 

（業第 179 条第１項） 

※ 銘柄情報の変更通知は、原則として

発行者が変更を決定した日の翌営業

日の午後０時 30 分までに機構に対し

て通知する。機構への通知が午後 

０時 30 分以降となる場合には、機構

による銘柄情報の確認が翌営業日に

なることに留意する。 

※ 支払代理人は、ファイル伝送により

銘柄情報の変更通知をした場合には、

機構に対し、Target 保振サイトにより

通知した旨を連絡する。 
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内        容 備   考 
 

（２）機構による銘柄情報の確認 

  ａ 入力項目のチェック 

（ａ）機構による入力項目の確認及び支払代理人への確認結果の通知 

機構は、ファイル伝送により支払代理人より銘柄情報の変更通知を受けた場合には、振替システムに

より入力項目について不備の有無を確認し、その結果を支払代理人に通知する。 

 

 

 

 

 

  （ｂ）入力項目に不備があった場合の支払代理人による銘柄情報の変更通知の訂正 

機構から入力項目に不備があった旨の通知を受けた支払代理人は、銘柄情報の変更通知内容を修正

し、当日の午後４時までに機構に対し、ファイル伝送により通知する。 

     

 

 

ｂ 銘柄情報の変更通知と適時開示情報等との内容の一致確認 

（ａ）機構による確認及び支払代理人への確認結果の通知 

  機構は、ａの結果、入力項目に不備がないことを確認したときは、支払代理人より通知された銘柄情

報の変更通知について、エクセルマクロによるチェックを行うとともに変更内容と発行者の適時開示情

報等とに差異がないかを確認し、その結果を支払代理人に Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｂ）銘柄情報の変更通知と適時開示情報等との内容に不一致があった場合の支払代理人による銘柄情報

の変更通知内容の訂正 

  支払代理人は、機構から入力項目に不備があった旨の連絡を受けた場合には、銘柄情報の変更通知内

容を修正し、銘柄情報の変更通知を行った日（以下「銘柄情報変更通知日」という。）の翌営業日の午

後４時までに機構に対し、ファイル伝送又はＣＳＶファイルのアップロードにより通知する。 

 

 

 

（３）機構による銘柄情報の変更通知 

   機構は、以下により統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝送により銘柄情報の変更通知を行う。 

  ａ 統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

 

 

 

 

※ 機構は、Target 保振サイトへのＣＳ

Ｖファイルのアップロードにより通

知された場合には、振替システムによ

る入力項目のチェックは行わない。 

※ 左記の通知は、振替システムにより

行う。 

 

 

※ 機構は、銘柄情報の再送を受けたと

きは、ａ（ａ）の確認を行い、不備が

あった場合には支払代理人に連絡を

する。連絡を受けた支払代理人は直ち

に不備を訂正するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、銘柄情報の再送を受けたと

きは、ｂ（ａ）の確認を行い、不備が

あった場合には支払代理人に連絡を

する。支払代理人は、直ちに銘柄情報

を訂正するものとする。 

 

（業第 179 条第２項） 
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内        容 備   考 
    機構加入者、発行代理人及び支払代理人は、銘柄情報変更通知日の翌営業日から起算して２営業日目

の日から振替新株予約権付社債の取扱廃止の日までの午前７時から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末

による銘柄情報の変更内容に関するＣＳＶファイルをダウンロードすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ ファイル伝送による方法 

    機構は、機構加入者に対して、銘柄情報変更通知日の翌営業日から起算して、２営業日目の日の午前

３時から午後８時までの間、ファイル伝送により銘柄情報の変更内容を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）銘柄情報の変更通知の受付制限 

   機構は、振替新株予約権付社債の元利払処理に影響が生じないよう、特定の項目について、一定期間、

銘柄情報の変更通知の受付を制限する。 

※ ＣＳＶファイルのダウンロードは、

以下の方法による。 

 ① 機構が提供した日の銘柄情報の

全部を取得する場合には、機構が通

知した日、銘柄コードを指定せず、

ダウンロードする。 

 ② 特定の銘柄について機構が提供

した全情報を取得する場合には、銘

柄コードを指定してダウンロードす

る。 

 ③ 特定の日に提供された全銘柄の

銘柄情報を取得する場合には、機構

が通知した日を指定してダウンロー

ドする。 

 ④ 特定の日に提供された特定の銘

柄情報を取得する場合には、銘柄コ

ード及び機構からの通知日を指定し

てダウンロードする。 

 

 

※ 機構は、発行代理人、支払代理人に

対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報

を提供するものとし、ファイル伝送形

式による提供は、行わないものとす

る。 

※ 機構加入者は、ファイル伝送により

銘柄情報を取得する場合には、機構が

提供した日の銘柄情報に限り取得す

ることができる。 

 

 

※ 銘柄情報の変更通知の受付を制限

する項目は、資料３－２－４を参照。 
以 上 
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項番 項目名 新規 変更 取消 形式 桁数 設定値

１-1 銘柄コード 必須 必須 必須 数値（固定） 9 銘柄コード

１-2 ISINコード 必須 必須 必須 文字（固定） 12 ＩＳＩＮコード

2-1 適用日 必須 必須 必須 数値（固定） 8
ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※新規の場合は払込日、変更の場合は変更適用日を入力。即日適用の場合は"99999999"を入力。

2-2 提供日 必須 必須 必須 数値（固定） 8
ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※代理人は”00000000”を入力。銘柄情報の提供日は機構が入力。

3 新規変更取消区分 必須 必須 必須 数値（固定） 1
”0”：新規（取扱開始時の銘柄情報の場合に入力）、”1”：変更（取扱開始後の変更情報の場合に入力）、
”2”：取消（機構に通知した銘柄情報をすべて取り消す場合に入力）

4 銘柄正式名称 必須 選択 － 文字（可変） 200 ※全角文字で入力（最大２００文字まで）。

5 発行者略称 必須 選択 － 文字（可変） 8 ※全角文字で入力（最大８文字まで）。

6 回号等 必須 選択 － 文字（可変） 6
ｎ回ｍ号　（例）２０回の場合”２０回”　３回１号の場合”３回１号”
※全角文字で入力（最大６文字まで）。

７ 募集区分 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”K”：公募、”D”：第三者割当、”M”：無償割当

8-1 上場区分（東証） 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：東京証券取引所非上場、”1”：東京証券取引所上場

8-2 予備 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”固定

8-3 上場区分（名証） 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：名古屋証券取引所非上場、”1”：名古屋証券取引所上場

8-4 上場区分（福証） 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：福岡証券取引所非上場、”1”：福岡証券取引所上場

8-5 上場区分（札証） 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：札幌証券取引所非上場、”1”：札幌証券取引所上場

8-6 予備 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”固定

9 保証区分 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：無保証、”2”：銀行保証、”3”：保証協会及び銀行保証、”9”：その他保証

10 担保区分 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：無担保、”1”：一般担保、”2”：物上担保、”9”：その他担保

11 分割発行有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1
物上担保付でない場合　”0”
物上担保付の場合　”N”：分割発行なし、”Y”：分割発行あり

12 合同発行フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：合同発行でない、”Y”：合同発行

13 劣後特約有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：劣後特約なし、”Y”：劣後特約あり

14 責任財産限定特約有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：責任財産限定特約なし、”Y”：責任財産限定特約あり

15 債券種類 必須 選択 － 数値（固定） 2
”80”：新株予約権付社債
”99”：その他

16 募集開始日 必須 選択 － 数値（固定） 8 ｙｙｙｙｍｍｄｄ

17 払込日 必須 選択 － 数値（固定） 8
ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※無償割当の場合は、割当日を入力。

18 各社債の金額 必須 選択 － 数値（可変） 14 整数部１４桁（単位：円）

19 打切発行フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：打切り発行でない、”Y”：打切り発行

20 発行総額 必須 選択 － 数値（可変） 14 整数部１４桁（単位：円）

発行・支払代理人による振替新株予約権付社債の銘柄情報項目の設定について

○ 取扱開始時における銘柄情報の通知、取扱開始後における変更情報の通知及び通知済みの銘柄情報または変更情報を取り消す場合に、以下の項目を設定する。
○ 変更情報を通知する場合は、必須欄を入力のうえ、選択欄の中から変更する項目に所定の情報を入力。
○ 銘柄正式名称、発行者略称、回号、社内処理項目は全角文字で入力。それ以外の項目は、半角文字で入力。

基本項目

上場区分

銘柄

社債
に関する事項

資料3－2－１
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項番 項目名 新規 変更 取消 形式 桁数 設定値

21 発行代理人コード 必須 選択 － 数値（固定） 5
代理人コード
※金融・証券区分コード〔1桁〕＋証券会社等標準コード若しくは統一金融機関コード〔４桁〕

又は、”９”＋代理人固有名コード（機構が附番）〔４桁〕

22 支払代理人コード 必須 選択 － 数値（固定） 5
代理人コード
※金融・証券区分コード〔1桁〕＋証券会社等標準コード若しくは統一金融機関コード〔４桁〕

又は、”9”＋代理人固有名コード（機構が附番したコード）〔４桁〕

23 資金決済会社コード 必須 選択 － 数値（固定） 7
資金決済会社コード
※金融機関等コード〔４桁〕＋店舗コード〔３桁〕

24 機構関与方式採用フラグ 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”0”：機構非関与方式、”1”：機構関与方式

25 個別承認採用フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1
機構関与方式の場合　”N”：採用しない、”Y”：採用する
機構非関与方式の場合　”0”

26 社債管理者
社債管理者コード
（1）～（10）

必須 選択 － 数値（固定） 4(10)

統一金融機関コード〔４桁〕
※社債管理者が複数の場合は、（１）～（１０）に連続して入力。重複入力は不可。社債管理者が未決定の場合
は”9999”を入力。残りは”0000”を入力。
※社債管理者が不設置の場合は、全て”0000”を入力。

27 休日処理 休日処理区分 必須 選択 － 数値（固定） 1
”1”：前営業日に繰り上げ、”2”：翌営業日に繰下げ、
”3”：原則翌営業日に繰下げ、但し、翌月になる場合は、前営業日に繰り上げ

28 利払 利付割引区分 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”F”：固定利率、”V”：変動利率、”Z”：割引債（ゼロクーポン債を含む）

29 利払期日（1）～（12） 必須 選択 － 数値（固定） 4(12)

ｍｍｄｄ
※利付割引区分が”F”または”V”の場合に入力。利払期日が複数ある場合は、（１）～（１２）に連続して入力。重
複入力は不可。利払期日が未決定の場合は”9999”を入力。残りは”0000”を入力。
※２月末日の場合は”0299”と入力。
※利付割引区分が”Z”の場合は、全て”0000”を入力。

30 最終利払有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1
”N”：満期直前の利払日に利払いなし、”Y”：満期直前の利払日に利払いあり
※利付割引区分が”Ｆ”または”V”の場合に入力。最終利払有無が未決定の場合は、”9”を入力。
※利付割引区分が”Z”の場合は、”0”を入力。

31 初回利払期日 必須 選択 － 数値（固定） 8
ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※利付割引区分が”F”の場合に入力。
※利付割引区分が”V”または”Z”の場合は、”00000000”を入力。

32 利率 必須 選択 － 数値（可変） 10
整数部２桁、小数点１桁、小数部７桁（単位：％）
※利付割引区分が”F”の場合に入力。利率が未決定の場合は、”99.9999999”を入力。
※利付割引区分が”V”または”Z”の場合は、”0”を入力。

33 １円あたりの利子額（初期） 必須 選択 － 数値（可変） 15
整数部１桁、小数点１桁、小数部1３桁（単位：円）
※利付割引区分が”F”の場合に入力。利子額が未決定の場合は、”9.9999999999999”を入力。
※利付割引区分が”V”または”Z”の場合は、”0”を入力。

34 １円あたりの利子額（通常） 必須 選択 － 数値（可変） 15
整数部１桁、小数点１桁、小数部1３桁（単位：円）
※利付割引区分が”F”の場合に入力。利子額が未決定の場合は、”9.9999999999999”を入力。
※利付割引区分が”V”または”Z”の場合は、”0”を入力。

35 １円あたりの利子額（終期） 必須 選択 － 数値（可変） 15
整数部１桁、小数点１桁、小数部1３桁（単位：円）
※利付割引区分が”F”の場合に入力。利子額が未決定の場合は、”9.9999999999999”を入力。
※利付割引区分が”V”または”Z”の場合は、”0”を入力。

36 利払期日(今回） 必須 選択 － 数値（固定） 8
ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※利付割引区分が”V”の場合に入力。
※利付割引区分が”F”または”Z”の場合は、”00000000”を入力。

利払
（固定利率）

利払
（固定利率、
　変動利率）
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項番 項目名 新規 変更 取消 形式 桁数 設定値

37 利率(今回） 必須 選択 － 数値（可変） 10

整数部２桁、小数点１桁、小数部７桁（単位：％）
※利付割引区分が”V”の場合に入力。利率が未決定の場合は、”99.9999999”を入力。
※今回の利率が予め決まっている場合に入力。
※利付割引区分が”F”または”Z”の場合は、”0”を入力。

38 １円あたりの利子額（今回） 必須 選択 － 数値（可変） 15
整数部１桁、小数点１桁、小数部1３桁（単位：円）
※利付割引区分が”V”の場合に入力。利子額が未決定の場合は、”9.9999999999999”を入力。
※利付割引区分が”F”または”Z”の場合は、”0”を入力。

39 利払期日(次回） 必須 選択 － 数値（固定） 8
ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※利付割引区分が”V”の場合に入力。次回利払期日が未決定の場合は、”99999999”を入力。
※利付割引区分が”F”または”Z”の場合は、”00000000”を入力。

40 利率(次回） 必須 選択 － 数値（可変） 10

整数部２桁、小数点１桁、小数部７桁（単位：％）
※利付割引区分が”V”の場合に入力。利率が未決定の場合は、”99.9999999”を入力。
※次回の利率が予め決まっている場合に入力。
※利付割引区分が”F”または”Z”の場合は、”0”を入力。

41 １円あたりの利子額（次回） 必須 選択 － 数値（可変） 15
整数部１桁、小数点１桁、小数部1３桁（単位：円）
※利付割引区分が”V”の場合に入力。利子額が未決定の場合は、”9.9999999999999”を入力。
※利付割引区分が”F”または”Z”の場合は、”0”を入力。

42 満期償還期日 必須 選択 － 数値（固定） 8 ｙｙｙｙｍｍｄｄ

43 償還価額 必須 選択 － 数値（可変） 14

整数部１４桁（単位：円）
※「各社債の金額」あたりの金額
※発行時に設定された償還価額を示す。コールオプション又はプットオプションにより繰上償還が行われる場合
でも当該償還価額は変更しない。

44 コールオプション有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：コールオプションなし、”Ｙ”：コールオプションあり

45 コールオプション行使フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1
”Ｎ”：コールオプション未行使、”Ｙ”：コールオプション行使
※コールオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”0”を入力。

46 繰上償還期日 必須 選択 － 数値（固定） 8

ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※コールオプション有無フラグが”Ｙ”、コールオプション行使フラグが”N”の場合に、繰上償還期日が未決定のと
きは、”99999999”を入力。
※コールオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”00000000”を入力。

47 償還価額 必須 選択 － 数値（可変） 14

整数部１４桁（単位：円）
※「各社債の金額」あたりの金額
※コールオプション有無フラグが”Ｙ”、コールオプション行使フラグが”N”の場合に、償還価額が未決定のとき
は、”99999999999999”を入力。
※コールオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”0”を入力。

48 １円あたりの利子額 必須 選択 － 数値（可変） 15

整数部１桁、小数点１桁、小数部1３桁（単位：円）
※コールオプション有無フラグが”Ｙ”、コールオプション行使フラグが”N”の場合に、利子額が未決定のときは、”
9.99999999999999”を入力。
※コールオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”0”を入力。

49 プットオプション有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：プットオプションなし、”Ｙ”：プットオプションあり

50 プットオプション行使フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1
”N”：プットオプション不可能、”Ｙ”：プットオプション行使可能
※プットオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”0”を入力。

51 行使期間開始日 必須 選択 － 数値（固定） 8

ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※プットオプション有無フラグが”Ｙ”、プットオプション行使フラグが”N”の場合に、行使期間が未決定のときは、”
99999999”を入力。
※プットオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”00000000”を入力。

利払
(変動利率）

コールオプション
（全額償還）

償還

3

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



項番 項目名 新規 変更 取消 形式 桁数 設定値

52 行使期間終了日 必須 選択 － 数値（固定） 8

ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※プットオプション有無フラグが”Ｙ”、プットオプション行使フラグが”Ｎ”の場合に、行使期間が未決定のときは、”
99999999”を入力。
※プットオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”00000000”を入力。

53 繰上償還期日 必須 選択 － 数値（固定） 8

ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※プットオプション有無フラグが”Ｙ”、プットオプション行使フラグが”N”の場合に、繰上償還期日が未決定のとき
は、”99999999”を入力。
※プットオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”00000000”を入力。

54 償還価額 必須 選択 － 数値（可変） 14

整数部１４桁（単位：円）
※「各社債の金額」あたりの金額
※プットオプション有無フラグが”Ｙ”、プットオプション行使フラグが”N”の場合に、償還価額が未決定のときは、”
99999999999999”を入力。
※プットオプション有無フラグが”Ｎ”の場合は、”0”を入力。

55 新株予約権の総数 必須 選択 － 数値（可変） 14 整数部１４桁（単位：個）

56 新株予約権の行使期間開始日 必須 選択 － 数値（固定） 8 ｙｙｙｙｍｍｄｄ

57 新株予約権の行使期間終了日 必須 選択 － 数値（固定） 8 ｙｙｙｙｍｍｄｄ

58 新株予約権の発行価額 必須 選択 － 数値（可変） 12
整数部７桁、小数点１桁、小数部４桁（単位：円）
※新株予約権の発行が無償の場合は”０”を入力。

59 新株予約権の行使価額 必須 選択 － 数値（可変） 17
整数部１４桁、小数点１桁、小数部２桁（単位：円）
※転換価額を入力。

60 行使請求受付場所 必須 選択 － 数値（固定） 2
TAコード
※ＴＡコード（機構が付番したコード）〔２桁〕

61 取得条項有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：取得条項なし、”Ｙ”：取得条項あり

62 取得条項に係る取得日 必須 選択 － 数値（固定） 8

ｙｙｙｙｍｍｄｄ
※取得条項有無フラグが”Ｙ”の場合に、取得日が未決定のときは、”99999999”を入力。その後、取得日を決定
した場合には、変更情報通知により反映。
※取得条項有無フラグが”N”の場合は、”00000000”を入力。

63 取得対価（交付財産）の種類 必須 選択 － 文字（固定） 1
”0”：なし、”1”：株、”2”：ＣＢ、”3”：Ｗ、”4”：ＳＢ、”5”：現金、
”6”：株と現金、”7”：ＣＢと現金、”8”：Wと現金、”9”：ＳＢと現金、”A”その他

64 端数償還金 端数償還金有無フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：端数償還金なし、”Y”：端数償還金あり

65 特例債 特例新株予約権付社債フラグ 必須 選択 － 文字（固定） 1 ”N”：特例社債でない、”Y”：特例社債（特例新株予約権付社債の銘柄情報の場合に入力）

66 元金手数料率 必須 選択 － 数値（可変） 18 整数部３桁、小数点１桁、小数部１４桁（100円単位あたりの料率を(1/100）円単位で設定）

67 元金手数料率基準 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”1”：実質金額基準、”2”：名目金額基準

68 利金手数料率 必須 選択 － 数値（可変） 18 整数部３桁、小数点１桁、小数部１４桁（100円単位あたりの料率を(1/100）円単位で設定）

69 利金手数料基準 必須 選択 － 数値（固定） 1 ”1”：元金基準、”2”：利金基準 、”3”：割引債・ゼロクーポン債

70 社内処理用項目１ 任意 任意 任意 文字（可変） 35 ※全角文字で入力（最大３５文字まで）。

71 社内処理用項目２ 任意 任意 任意 文字（可変） 35 ※全角文字で入力（最大３５文字まで）。

プットオプション

新株予約権
に関する事項

社内処理用項目

元利払手数料率

取得条項
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振替新株予約権付社債の銘柄情報の通知・提供に関する処理フロー 

 
（上場ＣＢの場合） 

日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

発行決議 

（Ｘ） 

     

 
 

Ｘ+２～ 

 

 

 

   機構は、金融商品取引所の所報等から銘柄コード、ISIN

コード、銘柄正式名称、発行者名、発行者略称の情報を

入手し、Target 保振サイトにより通知する。 

条件決定 

（Ｙ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｙ+１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 発行代理人は、機構に対し、発行要項を Target 保

振サイトから PDF の形式で送付するとともに、銘柄

情報を入力したファイルを作成し、ファイル伝送に

より通知する。発行要項、銘柄情報の通知は、午後

０時３０分までに行う。発行代理人は、銘柄情報の

通知が完了した場合には、機構に対し、速やかにそ

の旨を Target 保振サイトより連絡する。 

② 機構は、発行代理人からファイル伝送により銘柄情

報が通知された場合には、振替システムにより形式

チェックを行い、確認結果を通知する。 

③ 発行代理人は、確認結果がエラーであった場合に

は、正しいファイルを作成し、午後４時までに機構

に対しファイル伝送により通知する。発行代理人

は、銘柄情報の通知が完了した場合には、機構に対

し、速やかに Target 保振サイトによりその旨を連

絡する。 

資料 3－2－2 

銘柄コード、

ISIN コード

等 

発行要項 

銘柄情報 

確認結果 

システムによる

形式チェック 

Target 保振サイト 

Target 保振サイト 

ファイル伝送 

ファイル伝送 

【ファイル伝送により銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 

送信連絡 

送信連絡 

ファイル伝送 
訂正 

Target 保振サイト 
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日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

 

 

 

 

 

 

Ｙ+２ 

 

 

 

 

    ① 機構は、発行代理人から通知された銘柄情報ファイ

ルについてエクセルマクロにより形式チェックを

行うとともに銘柄情報の内容が発行要項と差異が

ないかを目視により確認し、確認結果を通知する。

機構は、確認結果がエラーであった場合には、機構

は、その旨を Target 保振サイトにより発行代理人

へ通知する。 

② 発行代理人は、確認結果がエラーであった場合に

は、正しいファイルを作成し午後４時までに機構に

対しファイル伝送により通知する。発行代理人は、

銘柄情報の通知が完了した場合には、機構に対し、

速やかに Target 保振サイトによりその旨を連絡す

る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ｙ＋１ 

～Ｙ+２ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ① 発行代理人は、機構に対し、発行要項を Target 保

振サイトから PDF の形式で送付するとともに、銘柄

情報を入力したファイルを作成し、機構が提供する

エクセルマクロにより形式チェックを行い、Target

保振サイトからＣＳＶファイルにより通知する。発

行要項、銘柄情報の通知は、Ｙ+１の日の午後０時

３０分までに行う。 

 （注）機構の提供するエクセルマクロを使用せず、同

様のチェックを発行代理人の社内システムで行う

ことも可能とする。 

② 機構は、発行代理人から、Target 保振サイトにより

銘柄情報が通知された場合には、エクセルマクロに

より、形式チェックを行うとともに、通知された銘

柄情報の内容が発行要項と差異がないかを目視に

より確認し、確認結果を通知する。機構は、確認結

エクセルマクロに

よる形式チェック 

【ファイル伝送により銘柄情報を授受する場合】 

【Target 保振サイトにより銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 

送信連絡 

エクセルマクロに

よる形式チェック 

エクセルマクロに

よる形式チェック 

内容確認

（目視） 

確認結果 

訂正 

発行要項 
Target 保振サイト 

Target 保振サイト 
銘柄情報 

内容確認

（目視） 

ファイル伝送 

Target 保振サイト 
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日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

 

 

 

 

 

 

 

果がエラーであった場合には、誤ったファイルを添

付して通知する。 

③ 発行代理人は、形式チェック又は、目視確認の結果、

エラーであった場合には、正しいファイルを作成

し、Ｙ+２の日の午後４時までに機構に対し Target

保振サイトからＣＳＶファイルにより通知する。 

 
 

Ｙ＋３ 

 

   

 

 機構は、銘柄情報を機構加入者に対しては、ファイル伝

送（午前３時～午後８時）又は統合 Web 端末（午前７時

～午後８時）により、発行代理人に対しては、統合 Web

端末（午前７時～午後８時）により通知する。 

払込期日 
    機構は、公示のために機構の HP に発行要項を PDF によ

り掲示する。 

以 上 

 

 

公示 

銘柄情報 

ファイル伝送、 

統合 Web 端末 

確認結果 

訂正 

統合 Web 端末 

Target 保振サイト 
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（第三者割当てにより発行される非上場ＣＢの場合） 

日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

発行決議 

（Ｘ） 

 

 

 

 

  発行者は、機構に対し、取扱申請書類（発行要項）を

Target 保振サイトにより提出する。 

（注）取扱申請書の機構への送信又は提出は、発行代理

人等発行者の代理人が行うことも可能とする。 

 

 

 

Ｘ＋１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機構は、申請内容を審査し、Target 保振サイトにより、

取扱いの可否を発行者へ通知する。 

 

Ｘ＋２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機構は、証券コード協議会に対し、メール等により銘柄

コード、ISIN コードの付番を申請する。 

 

Ｘ＋３ 

 

    機構は、証券コード協議会より付番された銘柄コード、

ISIN コードを、メール等により受領する。 

 

Ｘ＋４ 

 

    機構は、発行代理人に対し、銘柄コード、ISIN コード、

銘柄正式名称、発行者名、発行者略称を Target 保振サ

イトにより通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 発行代理人は、機構に対し、発行要項を Target 保

振サイトから PDF の形式で送付するとともに、銘柄

情報を入力したファイルを作成し、ファイル伝送に

より通知する。発行要項、銘柄情報の通知は、午後

０時３０分までに行う。 

② 発行代理人は、銘柄情報の通知が完了した場合に

は、機構に対し、速やかに Target 保振サイトによ

取扱可否連絡 

申請内容審査 

Target 保振サイト 

Target 保振サイト 

取扱申請書類 
Target 保振サイト 

銘柄コード・ISIN

コード付番申請 

銘柄コード・ISIN

コード受領 

銘柄コード、ISIN

コード等通知 

【ファイル伝送により銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 
発行要項 
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日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

 

 

 

 

Ｘ＋５ 

又は 

Ｙ＋１ 

（Ｙは条

件決定

日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りその旨を連絡する。 

③ 機構は、発行代理人からファイル伝送により銘柄情

報が通知された場合には、振替システムにより形式

チェックを行い、確認結果を通知する。 

④ 発行代理人は、確認結果がエラーであった場合に

は、正しいファイルを作成し、午後４時までに機構

に対しファイル伝送により通知する。発行代理人

は、銘柄情報の通知が完了した場合には、機構に対

し、速やかに Target 保振サイトによりその旨を連

絡する。 

 

 

 

 

 

Ｘ＋６又

はＹ＋２ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 機構は、発行代理人から通知された銘柄情報ファイ

ルについてエクセルマクロにより形式チェックを

行うとともに銘柄情報の内容が発行要項と差異が

ないかを目視により確認し、確認結果を通知する。

機構は、確認結果がエラーであった場合には、機構

は、その旨を Target 保振サイトにより発行代理人

へ通知する。 

② 発行代理人は、確認結果がエラーであった場合に

は、正しいファイルを作成し、午後４時までに機構

に対しファイル伝送により通知する。発行代理人

は、銘柄情報の通知が完了した場合には、機構に対

し、速やかに Target 保振サイトによりその旨を連

絡する。 

ファイル伝送 

ファイル伝送 

送信連絡 

Target 保振サイト 

Target 保振サイト 

送信連絡 

銘柄情報 

確認結果 

システムによる

形式チェック 

ファイル伝送 
訂正 

【ファイル伝送により銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 

エクセルマクロに

よる形式チェック 

内容確認

（目視） 

確認結果 
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日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｘ＋５～

Ｘ＋６ 

又は 

Ｙ＋１～

Ｙ＋２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 発行代理人は、機構に対し、発行要項を Target 保

振サイトから PDF の形式で送付するとともに、銘柄

情報を入力したファイルを作成し、機構が提供する

エクセルマクロにより形式チェックを行い、Target

保振サイトからＣＳＶファイルにより通知する。発

行要項、銘柄情報の通知は、Ｘ+５又はＹ+１の日の

午後０時３０分までに行う。 

（注）機構の提供するエクセルマクロを使用せず、

同様のチェックを発行代理人の社内システムで

行うことも可能とする。 

② 機構は、発行代理人から、Target 保振サイトにより

銘柄情報が通知された場合には、エクセルマクロに

より、形式チェックを行うとともに、通知された銘

柄情報の内容が発行要項と差異がないかを目視に

より確認し、確認結果を通知する。機構は、確認結

果がエラーであった場合には、誤ったファイルを添

付して通知する。 

③ 発行代理人は、形式チェック又は、目視確認の結果、

エラーであった場合には、正しいファイルを作成

し、Ｘ+６又はＹ+２の日の午後４時までに機構に対

して Target 保振サイトからＣＳＶファイルにより

通知する。 

 

ファイル伝送 

訂正 

送信連絡 

Target 保振サイト 

【Target 保振サイトにより銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 

Target 保振サイト 

発行要項 

エクセルマクロに

よる形式チェック 

銘柄情報 

訂正 

Target 保振サイト 

エクセルマクロに

よる形式チェック 

確認結果 

内容確認

（目視） 

 Target 保振サイト 
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日 程 発行者 発行代理人 機 構 機構加入者等 処理概要 

 

 

 

Ｘ＋７又

はＹ＋３ 

 

 

 

    ① 機構は、銘柄情報を機構加入者に対しては、ファイ

ル伝送（午前３時～午後８時）又は統合 Web 端末（午

前７時～午後８時）により、発行代理人に対しては、

統合 Web 端末（午前７時～午後８時）により通知す

る。 

 

② 機構は、発行者に対し、銘柄コード、ISIN コードを

Target 保振サイトにより通知する。 

 

払込期日 
 

 

   機構は、公示のために機構のホームページに発行要項を

PDF により掲示する。 

                                                                  以 上 

統合 Web 端末 

銘柄情報 

ファイル伝送、

統合 Web 端末 

公示 

銘柄コード・ISIN コ

ード通知  Target 保振サイト 
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 1

振替新株予約権付社債の銘柄情報の変更に関する処理フロー 

 
日 程 支払代理人 機 構 機構加入者 処理概要 

銘柄情報変

更決定日 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

銘柄情報変

更 通 知 日

（Ｘ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 支払代理人は、発行者が期中において、新株予約権付社債の内容に

関する決議・決定を行ったこと等に伴い、取扱開始時に通知した銘

柄情報が変更となる場合には、原則として、速やかに銘柄情報変更

ファイルを作成し、機構に対し、ファイル伝送により通知する（注

１、２）。支払代理人は、銘柄情報の変更通知が完了した場合には、

速やかに Target 保振サイトによりその旨を通知する。 

（注１）銘柄情報の変更通知は、原則として発行者が決定した日の

翌営業日までに機構に通知するものとする。 

（注２）銘柄情報の変更の主な事例として、商号変更等による銘柄

名の変更、株式分割等に伴う予約権行使価格の調整、予約権行

使受付場所の変更、変動利付債の利率の変更等がある。 

② 機構は、支払代理人から通知された銘柄情報変更ファイルについて

振替システムにより形式チェックを行い、確認結果を通知する。 

③ 支払代理人は、システムによる形式チェックの結果、エラーがあっ

た場合には、支払代理人は、正しいファイルを作成し、午後４時ま

でに機構に対し、ファイル伝送により通知する。支払代理人は、銘

柄情報の変更の通知が完了した場合には、機構に対し、速やかに

Target 保振サイトによりその旨を連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 機構は、支払代理人から通知された銘柄情報変更ファイルについて

エクセルマクロにより形式チェックを行うとともに支払代理人より

通知された銘柄情報の変更内容が発行者の適時開示情報と差異がな

いかを目視により確認し、確認結果を Target 保振サイトより通知す

る。 

② 支払代理人は、確認結果がエラーであった場合には、正しいファイ

【ファイル伝送により銘柄情報を授受する場合】 

確認結果 

システムによ

る形式チェッ

ク 

ファイル伝送 

送信連絡 
Target 保振サイト 

【ファイル伝送により銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 

資料 3－2－3 

送信連絡 

ファイル伝送 
銘柄情報変更 

ファイル伝送 
訂正 

エクセルマクロに

よる形式チェック 
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日 程 支払代理人 機 構 機構加入者 処理概要 

 

 

Ｘ～ 

Ｘ+１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ルを作成し、Ｘ+１の日の午後４時までに機構に対し、ファイル伝送

により通知する。支払代理人は、銘柄情報の変更の通知が完了した

場合には、機構に対し、速やかに Target 保振サイトによりその旨を

連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銘柄情報変

更 通 知 日

（Ｘ）～ 

Ｘ+１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 支払代理人は、発行者が期中において、新株予約権付社債の内容に

関する決議・決定を行ったこと等に伴い、取扱開始時に通知した銘

柄情報が変更となる場合には、速やかに銘柄情報変更ファイルを作

成し、機構が提供するエクセルマクロにより形式チェックを行い、

機構に対し、Target 保振サイトからＣＳＶファイルにより通知する

（注１、２）。 

（注１）銘柄情報の変更通知は、原則として発行者が決定した日の

翌営業日の午後０時 30 分までに機構に通知するものとする。 

（注２）銘柄情報の変更の主な事例として、商号変更等による銘柄

名の変更、株式分割等に伴う予約権行使価格の調整、予約権行

使受付場所の変更、変動利付債の利率の変更等がある。 

② 機構は、支払代理人から通知された銘柄情報変更ファイルについて

エクセルマクロにより形式チェックを行うとともに支払代理人より

通知された銘柄情報の変更内容が発行者の適時開示情報と差異がな

いかを目視により確認し、確認結果を通知する。機構は、確認結果

がエラーであった場合には、誤ったファイルを添付して通知する。 

【Target 保振サイトにより銘柄情報を授受する場合】 

Target 保振サイト 

内容確認

（目視） 

エクセルマクロに

よる形式チェック 

Target 保振サイト 

送信連絡 

確認結果 

内容確認

（目視） 

Target 保振サイト 

ファイル伝送 
訂正 

銘柄情報変更 

エクセルマクロに

よる形式チェック 
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日 程 支払代理人 機 構 機構加入者 処理概要 

 

 

 

 

 

 

 

③ 支払代理人は、形式チェック又は、目視確認の結果、エラーがあっ

た場合には、正しいファイルを作成し、Ｘ+１の日の午後４時までに

機構に対し、Target保振サイトからＣＳＶファイルにより通知する。 

 

 

 

Ｘ＋２ 

 

 

   機構は、銘柄情報を機構加入者に対しては、ファイル伝送（午前３時～

午後８時）又は統合 Web 端末（午前７時～午後８時）により、支払代理

人に対しては、統合 Web 端末（午前７時～午後８時）により通知する。 

 

 

以 上 

銘柄情報 

統合 Web 端末 ファイル伝送、 

統合 Web 端末 

確認結果 

Target 保振サイト 

訂正 

Target 保振サイト 
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変更時に通知期限がある銘柄情報項目について 

 

銘柄変更における通知期限がある項目の一覧を以降に示す。 
 

項番 項目名 通知する期限 

1    ※ ファイル伝送のフォーマットと構成を合わせるために予
備欄として記載。 2    

3 

基本項目 

銘柄コード   

4 ISIN コード   

5 適用日  

6 提供日   

7 新規変更取消区分   

8 

銘柄 

銘柄正式名称 適用日の３営業日前 ＊注１  

9 発行者略称 適用日の３営業日前 ＊注１ 

10 回号等 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

11 募集区分 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

12 

上場区分 

上場区分(東証) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

13 予備  

14 上場区分(名証) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

15 上場区分(福証) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

16 上場区分(札証) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

17 予備  

18 
社債 

に関する事項 

保証区分 適用日の３営業日前 ＊注１ 

19 担保区分 適用日の３営業日前 ＊注１ 

20 分割発行有無フラグ 適用日の３営業日前 ＊注１ 

資料 3－2－4 
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項番 項目名 通知する期限 

21 合同発行フラグ 適用日の３営業日前 ＊注１ 

22 劣後特約有無フラグ 適用日の３営業日前 ＊注１ 

23 責任財産限定特約有無フラグ 適用日の３営業日前 ＊注１ 

24 債券種類 適用日の３営業日前 ＊注１ 

25 募集開始日 適用日の３営業日前 ＊注１ 

26 払込日 適用日の３営業日前 ＊注１ 

27 各社債の金額 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

28 打切発行フラグ 適用日の３営業日前 ＊注１ 

29 発行総額 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

30 発行代理人コード 適用日の３営業日前 ＊注１ 

31 支払代理人コード 元利払期日、繰上償還期日の９営業日前   ＊注２ 

32 資金決済会社コード 元利払期日、繰上償還期日の９営業日前   ＊注２ 

33 機構関与方式採用フラグ 元利払期日、繰上償還期日の９営業日前   ＊注２ 

34 個別承認採用フラグ 元利払期日、繰上償還期日の９営業日前   ＊注２ 

35 

 

社債管理者 

 

社債管理者コード(1) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

36 社債管理者コード(2) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

37 社債管理者コード(3) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

38 社債管理者コード(4) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

39 社債管理者コード(5) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

40 社債管理者コード(6) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

41 社債管理者コード(7) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

42 社債管理者コード(8) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

43 社債管理者コード(9) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

44 社債管理者コード(10) 適用日の３営業日前 ＊注１ 
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項番 項目名 通知する期限 

45 休日処理 休日処理区分 元利払期日、繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

46 利払 利付割引区分 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注１ 

47 

利払 

(固定、変動) 

利払期日(1) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

48 利払期日(2) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

49 利払期日(3) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

50 利払期日(4) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

51 利払期日(5) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

52 利払期日(6) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

53 利払期日(7) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

54 利払期日(8) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

55 利払期日(9) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

56 利払期日(10) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

57 利払期日(11) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

58 利払期日(12) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

59 最終利払有無フラグ 最終利払期日の９営業日前   ＊注２ 

60 

利払 

(固定利率) 

初回利払期日 初回利払期日の９営業日前   ＊注２ 

61 利率 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

62 １円あたりの利子額(初期) 初回利払期日の９営業日前   ＊注２ 

63 １円あたりの利子額(通常) 利払期日の９営業日前   ＊注２ 

64 １円あたりの利子額(終期) 満期償還日の９営業日前   ＊注２ 

65 

利払 

(変動利率) 

利払期日(今回) 今回利払期日の９営業日前   ＊注２ 

66 利率(今回) 今回利払期日の５営業日前   ＊注２ 

67 １円あたりの利子額(今回) 今回利払期日の５営業日前   ＊注２ 

68 利払期日(次回) 適用日の３営業日前 ＊注１ 
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項番 項目名 通知する期限 

69 利率(次回) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

70 １円あたりの利子額(次回) 適用日の３営業日前 ＊注１ 

71 
償還 

満期償還期日 償還期日の９営業日前 ＊注２ 

72 償還価額 償還期日の９営業日前 ＊注２ 

73 

コールオプション 

(全額償還) 

コールオプション有無フラグ 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注１ 

74 コールオプション行使フラグ 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

75 繰上償還期日 
繰上償還期日の９営業日前かつ、元利払期日から６営業日以
上開ける。 ＊注２ 

76 償還価額 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

77 １円あたりの利子額 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

78 

プットオプション 

プットオプション有無フラグ 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

79 プットオプション行使フラグ 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

80 行使期間開始日 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

81 行使期間終了日 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

82 繰上償還期日 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

83 償還価額 繰上償還期日の９営業日前 ＊注２ 

84 

新株予約権 

に関する事項 

新株予約権の総数 適用日の３営業日前 ＊注１ 

85 新株予約権の行使期間開始日 適用日の３営業日前 ＊注１ 

86 新株予約権の行使期間終了日 適用日の３営業日前 ＊注１ 

87 新株予約権の発行価額 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

88 新株予約権の行使価額 適用日の３営業日前 ＊注１ 

89 行使請求受付場所 適用日の３営業日前 ＊注１ 

90 

取得条項 

取得条項有無フラグ 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

91 取得条項に係る取得日 
適用日の３営業日前かつ、元利払期日がある場合は、当該元

利払期日から６営業日以上空ける。 ＊注１ 
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項番 項目名 通知する期限 

92 取得対価(交付財産)の種類 適用日の３営業日前 ＊注１ 

93 端数償還金 端数償還金有無フラグ 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

94 特例債 特例新株予約権付社債フラグ 機構取扱開始日の３営業日前 ＊注２ 

95 

元利払手数料率 

元金手数料率 適用日の３営業日前 ＊注１ 

96 元金手数料率基準 適用日の３営業日前 ＊注１ 

97 利金手数料率 適用日の３営業日前 ＊注１ 

98 利金手数料基準 適用日の３営業日前 ＊注１ 

99 
社内処理用項目 

社内処理用項目１   

100 社内処理用項目２   

      ＊注１ ---- 適用日に即時適用”99999999“を指定した場合は、原則として提供日が適用日となります 

      ＊注２ ---- 適用日に即時適用”99999999“を指定する場合は、通知期限以前に変更情報を通知して下さい 

 

 

以 上 
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振替新株予約権付社債の銘柄情報の通知・提供に係る事務処理要領 

 

 

平成２６年４月 

 

第１．５版 

資料３－２－５ 
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１． 振替新株予約権付社債の銘柄情報の通知・提供方法について 

項  目 内  容 備  考 

 

１．銘柄情報等の通知 

（１）通知時期 

 ａ．発行時における銘

柄情報等の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．期中における銘柄

情報の変更通知 

 

 

 

 

 

 

○ 発行代理人は、会社が機構の取扱対象となる新株予約権付社債を発行する場合に

は、機構に対して、銘柄情報を通知する。 

○ 発行代理人は、会社が振替新株予約権付社債の利率、新株予約権行使価格等の発行

条件を決定した日の翌営業日に、機構に対して、当該振替新株予約権付社債の銘柄

情報ファイル及び発行要項を送信する。 

○ 発行代理人は、銘柄情報を機構に通知する場合には、機構が定める銘柄情報項目ご

との通知期限までに通知する必要がある。この場合の通知期限は、原則として期中

における銘柄情報の変更通知における通知期限に準じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 支払代理人は、会社が振替新株予約権付社債を発行した後、当該振替新株予約権付

社債の内容に関する決議若しくは決定を行ったことに伴い、銘柄情報が変更となる

場合には、原則として会社が決定した日の翌営業日に、機構に対して、銘柄情報変

更ファイルを送信する。 

○ 支払代理人は、銘柄情報の変更通知を機構に通知する場合には、機構が定める銘柄

 

 

 

○ 発行代理人は、元利払方式

が機構関与方式、機構非関

与方式の如何に関わらず、

機構に対して、銘柄情報を

通知する。 

○ 具体的な事務フローについ

ては、資料３－２－２（振

替新株予約権付社債の銘柄

情報の通知・提供に関する

処理フロー）参照。 

○ 銘柄情報の変更通知におけ

る通知期限については、資

料３－２－４（変更時に通

知期限がある銘柄情報項目

について）を参照。 

 

○ 具体的な事務フローについ

ては、資料３―２－３（振

替新株予約権付社債の銘柄

情報の変更に関する処理フ

ロー）参照。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

（２）通知形式 

  ａ．銘柄情報の通知 

 

 

 

  ｂ.発行要項の通知 

 

 

（３）ＣＳＶ形式により通

知する場合の手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ファイル伝送により

通知する場合の手続 

 

情報項目ごとの通知期限までに通知する必要がある。 

 

 

 

 

 

○ 発行・支払代理人は、銘柄情報をＣＳＶ形式又はファイル伝送により通知する。Ｃ

ＳＶ形式で銘柄情報を通知する場合には、Target保振サイトにより行う。 

 

 

○ 発行・支払代理人は、発行要項をＰＤＦで作成し、Target保振サイトにより通知す

る。 

 

○ 発行・支払代理人は、ＣＳＶ形式により銘柄情報を通知する場合には、１銘柄につ

き１電子ファイルでデータを作成する。 

 

○ 発行・支払代理人は、ＣＳＶ形式により銘柄情報ファイルを作成する場合には、機

構が提供するエクセルマクロを使用して、銘柄情報の項目チェックを行う。 

○ 機構は、発行・支払代理人から通知を受けたときは、エクセルマクロによる形式チ

ェックを行うとともに通知された銘柄情報の内容が発行要項と差異がないかを確

認し、確認結果をTarget保振サイトにより通知する。確認結果がエラーであった場

合には、エラー内容をTarget保振サイトにより通知する。 

 

○ 発行・支払代理人は、ファイル伝送により銘柄情報を通知する場合には、１銘柄に

つき１レコードでデータを作成する。 

○ 機構は、発行・支払代理人から通知を受けたときは、振替システムによる形式チェ

○ 機構が定める通知期限につ

いては、資料３－２－４（変

更時に通知期限がある銘柄

情報項目について）を参照。 

 

 

○ 銘柄情報の変更通知につい

ても同様。 

 

 

 

 

 

○ １回に複数の電子ファイル

を添付して通知することが

可能。 

○ 機構の提供するエクセルマ

クロを使用せず、同様のチ

ェックを各発行・支払代理

人の社内システムで行うこ

とも可能。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

２．銘柄情報の提供 

（１）提供時期 

 

 

 

 

（２）提供形式 

 

 

 

 

（３）ＣＳＶ形式により提

供を受ける場合の手続 

 

 

 

 

 

 

 

ックを行い、確認結果を振替システムにより通知する。 

○ 振替システムによる形式チェックの結果、正常だった場合には、エクセルマクロに

よる形式チェックを行うとともに通知された銘柄情報の内容が発行要項と差異が

ないかを確認し、確認結果をTarget保振サイトにより通知する。確認結果がエラー

であった場合には、エラー内容をTarget保振サイトにより通知する。 

 

 

○ 機構は、発行・支払代理人から銘柄情報ファイル又は銘柄情報変更ファイルの通知

を受けたときは、当該ファイルの内容を確認のうえ、発行・支払代理人から受領し

た日の２営業日後に、機構加入者及び発行・支払代理人に対して当該情報を提供す

る。 

 

○ 機構は、機構加入者に対し、ＣＳＶ形式又はファイル伝送により銘柄情報を提供す

る。 

○ 機構は、発行・支払代理人に対し、ＣＳＶ形式により銘柄情報を提供する。 

○ ＣＳＶ形式で銘柄情報を提供する場合には、統合Ｗｅｂ端末により行う。 

 

○ 機構加入者及び発行・支払代理人は、次の方法により、銘柄情報を取得する。 

① その日に機構が提供した銘柄情報の全部を取得する場合 

銘柄コードを指定せずにダウンロードする。 

② それまでに機構が提供した特定の銘柄に係る銘柄情報を取得する場合 

銘柄コードを指定してダウンロードする。 

③ 提供日を指定して銘柄情報（その日に提供された全銘柄）を取得する場合 

機構が銘柄情報を提供した日を指定してダウンロードする。 

④ 提供日を指定して特定の銘柄に係る銘柄情報を取得する場合 

銘柄コード及び機構が銘柄情報を提供した日を指定してダウンロードする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 機構は、発行・支払代理人

に対し、ファイル伝送によ

る銘柄情報の提供は行わな

い。 
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項  目 内  容 備  考 

 

（４）ファイル伝送形式に

より提供を受ける場合

の手続 

 

○ 機構加入者は、機構がその日に提供した銘柄情報のみを取得する。 

 

 

 

 

○ その日よりも前の日に提供

した銘柄情報は取得不可。 

 

以 上 
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２．振替新株予約権付社債の銘柄情報の設定方法について 

項  目 内  容 備  考 

 

１．銘柄コード・ＩＳＩＮ

コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．適用日 

 

 

 

 

 

 

 

３．提供日 

 

○ 上場新株予約権付社債について、機構は、金融商品取引所の所報等（非上場新株予

約権付社債については証券コード協議会）から銘柄コード及びＩＳＩＮコードの情

報を入手し、銘柄コード、ＩＳＩＮコード、銘柄正式名称、発行者名、発行者略称

を発行代理人に対し、Target 保振サイトより通知する。発行・支払代理人は、Target 

保振サイトより当該情報を入手し、銘柄情報項目を設定する。 

 

 

 

 

 

 

○ 新規の場合は、払込日（無償割当により新株予約権付社債が発行される場合には、

割当日、合併等の対価、取得条項付株式等の対価、全部取得条項付種類株式の対価、

取得請求権付株式の対価として新株予約権付社債が交付される場合、新株予約権付

社債が承継される場合には、効力発生日）、変更の場合は、変更適用日を設定する。

変更の効力が既に発生している場合には、即時適用を示すオール９を設定する。 

○ 通知済みの銘柄情報を全て取消す場合又は変更情報を取消す場合には、即時適用を

示すオール９を設定する。 

 

○ 発行・支払代理人は、オールゼロを設定する。 

 

○ 銘柄情報項目については、

資料３－２－１（発行・支

払代理人による振替新株予

約権付社債の銘柄情報項目

の設定について）参照。 

○ ＩＳＩＮコードは振替シス

テムでは取扱わないが、金

融機関の社内管理上広く使

用されていることを踏ま

え、銘柄情報項目とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 機構は、銘柄情報提供日を
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

４．新規変更取消区分 

（１）銘柄情報の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）銘柄情報の取消   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発行・支払代理人は、期中において、通知済みの銘柄情報の変更を行う場合には、

基本項目（銘柄コード、ＩＳＩＮコード、適用日、提供日、新規変更取消区分）に

必要な入力を行うとともに変更する項目に変更後の情報を設定して、銘柄情報ファ

イルを送信する。新規変更取消区分には、「変更」を設定する。 

○ 複数の項目を変更する場合、それらの項目の適用日が同一である場合には、１ファ

イルで銘柄情報ファイルを作成し、適用日が異なる場合には、適用日ごとにファイ

ルを分けて作成する。 

○ 機構は、元利払処理に影響がないよう、特定の項目について、元利払期日の一定日

前から変更情報の受付を制限する。 

 

○ 発行・支払代理人は、通知済みの銘柄情報を全て取消す場合には、基本項目（銘柄

コード、ＩＳＩＮコード、適用日、提供日、新規変更取消区分）及び社内処理用項

目欄（社内処理用項目１）に必要な入力を行い、銘柄情報ファイルを送信する。新

規変更取消区分には、「取消」を設定し、社内処理用項目欄（社内処理用項目１）

には、取消の理由を入力する。 

 

（例）Ｈ１９．９．２８に機構に通知した次の銘柄情報（新規及び変更情報）をＨ１

９．１０．１に取消すケース 

① 適用日Ｈ１９．１０．５ 新規情報 

② 適用日Ｈ１９．１１．１ 変更情報（行使請求受付場所の変更） 

①、②を全て取消す場合（通知を無かったことにする場合） 

・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

設定して機構加入者に通知

する。 

 

 

○ 変更に際して通知期限を設

ける銘柄情報項目について

は、資料３－２－３(変更時

に通知期限がある銘柄情報

項目について)参照。 

○ ファイルの作成方法及び機

構に対する通知期限につい

ては、銘柄情報の取消、訂

正の場合も同様。 

 

○ 通知済みの銘柄情報を全て

取消す場合（「取消」を使用

する場合）には、払込日の

３営業日前までに機構に通

知する必要がある。 

 

○ 左記の例で①のみを取消す

ことは不可。 

○ 左記の例で②のみを取消

す場合には、新規変更取消

区分の「取消」は使用せず、

「変更」により行う。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規変更取消区分欄には、「取消」を設定 

・適用日欄には、「即時適用」を設定 

・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、取消の理由を入力（例.上場

延期のため） 

・その他の項目は、空欄 

 

○ 発行・支払代理人は、通知済みの変更情報を取消す場合には、新規変更取消区分を

「変更」に設定し、変更該当項目を変更前の情報に戻したうえで、ファイルを送信

する。社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、変更の取消である旨を入力す

る。 

 

（例１）Ｈ１９．９．２８に機構に通知した次の銘柄情報（新規及び変更情報）を変

更情報の適用日前であるＨ１９．１０．１に取消すケース 

① 適用日Ｈ１９．１０．５ 新規情報 

② 適用日Ｈ１９．１１．１ 変更情報（行使請求受付場所の変更） 

②で変更した行使請求受付場所を取消す場合（変更を無かったことにする場合） 

・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

・新規変更取消区分欄には、「変更」を設定 

・適用日欄には、変更情報の適用日Ｈ１９．１１．１を西暦で設定 

・行使請求受付場所欄に変更前のＴＡコードを設定 

・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「変更（適用日２００７．

１１．１）の取消」と入力 

 

（例２）上記のケースで変更情報適用日後であるＨ１９．１１．２に取消すケース 

    ・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

    ・新規変更取消区分欄には、「変更」を設定 

○ 新規変更取消区分が「取消」

に設定される場合には、必

ず、適用日欄には、「即時適

用」を設定する。 

 

 

○ 変更情報の取消とは、適用

日の直前の状態に戻すこと

である。 

○ 新規変更取消区分の「変更」

の意味が、情報の変更のた

めの「変更」なのか、それ

とも変更分の取消のための

「変更」なのかを区別する

ため、社内処理用項目欄（社

内処理用項目１）に変更の

理由を入力する。 

○ 取消の理由を社内処理用項

目２に入力することは、不

可。 

 

 

 

○ 適用日以降に取消す場合

（既に効力が発生している

変更情報を取消す場合）に
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）銘柄情報の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

    ・適用日欄には、「即時適用」を設定 

    ・行使請求受付場所欄に変更前のＴＡコードを設定 

    ・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「変更（適用日２００７．１  

     １.１）の取消」と入力 

 

（例３）Ｈ１９．１１．１に機構に通知（機構から機構加入者に対しては、２営業日

後の１１．３に提供）した新規変更取消区分を即時適用として通知した変更情報

を取消すケース 

○ 適用日 即時適用 変更情報（行使請求受付場所の変更） 

    ・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

    ・新規変更取消区分欄には、「変更」を設定 

    ・適用日欄には、「即時適用」を設定 

    ・行使請求受付場所欄に変更前のＴＡコードを設定 

    ・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「即時適用（提供日２００７．

１１．３）の取消」と入力 

 

 

 

○ 発行・支払代理人は、通知済みの新規情報の一部を訂正する場合には、新規変更取 

消区分を「変更」に設定し、訂正該当項目を訂正後の情報に変更したうえで、ファ

イルを送信する。社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、新規分の訂正であ

る旨を入力する。 

（例）Ｈ１９．９．２８に機構に通知した次の銘柄情報のうち、①の新規情報の項目

の一部について、変更情報の適用日前であるＨ１９．１０．１に訂正するケース

（例.利率の訂正） 

① 適用日Ｈ１９．１０．５ 新規情報 

は、適用日欄に「即時適用」

を設定する。 

 

 

 

○ 即時適用で通知した変更情

報を取消す場合には、適用

日欄に「即時適用」を設定

する。 

○ 発行・支払代理人は、即時

適用で通知した変更情報を

取消す場合には、機構が機

構加入者に対して変更情報

を提供した日を統合Ｗｅｂ

端末で確認し、社内処理用

項目欄（社内処理用項目１）

に入力する。 

 

○ 新規変更取消区分の「変更」

の意味が、情報の変更のた

めの「変更」なのか、それ

とも変更分の訂正のための

「変更」なのかを区別する

ため、社内処理用項目欄（社

内処理用項目１）に訂正の

理由を入力する。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 適用日Ｈ１９．１１．１ 変更情報（行使請求受付場所の変更） 

・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

・新規変更取消区分には、「変更」を設定 

・適用日欄には、Ｈ１９．１０．５を西暦で設定 

・利率欄に正しい利率を設定 

・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「新規の訂正」と入力 

 

○ 発行・支払代理人は、通知済みの変更情報を訂正する場合には、新規変更取消区分

を「変更」に設定し、訂正該当項目を訂正後の情報に変更したうえで、ファイルを

送信する。社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、変更の訂正である旨を入

力する。 

 

（例１）Ｈ１９．９．２８に機構に通知した次の銘柄情報のうち、②の変更情報の項

目の一部について、変更情報の適用日前であるＨ１９．１０．１に訂正するケー

ス（例.「行使請求受付場所」の訂正） 

① 適用日Ｈ１９．１０．５ 新規情報 

② 適用日Ｈ１９．１１．１ 変更情報（行使請求受付場所の変更） 

    ・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

・新規変更取消区分には、「変更」を設定 

・適用日欄には、Ｈ１９．１１．１を西暦で設定 

・行使請求受付場所欄には、正しいＴＡコードを設定 

・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「変更（適用日２００７．

１１．１）の訂正」と入力 

 

（例２）上記のケースで変更情報適用日後であるＨ１９．１１．２に訂正するケース 

    ・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

○ 訂正の理由を社内処理用項

目２に入力することは、不

可。 

 

 

 

 

○ 変更情報の訂正とは、適用

日の直前の状態とは、異な

る状態に修正することであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適用日以降に訂正する場合

（既に効力が発生している
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）変更、訂正を行う際

の留意事項 

 

 

 

 

 

    ・新規変更取消区分欄には、「変更」を設定 

    ・適用日欄には、「即時適用」を設定 

    ・行使請求受付場所欄には、正しいＴＡコードを設定 

    ・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「変更（適用日２００７．１  

     １.１）の訂正」と入力 

 

（例３）Ｈ１９．１１．１に機構に通知（機構から機構加入者に対しては、２営業日

後の１１．３に提供）した新規変更取消区分を即時適用として通知した変更情報

を訂正するケース 

○ 適用日 即時適用 変更情報（行使請求受付場所の変更） 

    ・銘柄コード、ＩＳＩＮコードには、所定のコードを設定 

    ・新規変更取消区分欄には、「変更」を設定 

    ・適用日欄には、「即時適用」を設定 

    ・行使請求受付場所欄には、正しいＴＡコードを設定 

    ・社内処理用項目欄（社内処理用項目１）には、「即時適用（提供日２００７．

１１．３）の訂正」と入力 

 

 

 

○ 銘柄情報の変更又は訂正を行う場合において、その項目について、その適用日以降

の日を適用日とする別の変更又は訂正が既に入力されている場合には、その入力に

ついても、訂正する必要がある。 

（例） 

① Ｈ１９.１０．１にＨ２０．２．１を適用日とする行使請求受付場所の変更（Ａ

→Ｂに変更）を入力 

② ①の変更は、入力ミスであることが判明。Ｈ１９．１０．２に行使請求受付

変更情報を訂正する場合）

には、適用日欄に「即時適

用」を設定する。 

 

 

 

○ 即時適用で通知した変更情

報を訂正する場合には、適

用日欄に「即時適用」を設

定する。 

○ 発行・支払代理人は、即時

適用で通知した変更情報を

訂正する場合には、機構が

機構加入者に対して変更情

報を提供した日を口座振替

端末で確認し、社内処理用

項目欄（社内処理用項目１）

に入力する。 

 

○ 左記の事例において、Ｈ１

９．１１．１時点では、Ａ

からＤへの行使請求受付場

所の変更は、未だ適用日を

迎えていないため、効力が

発生しておらず、Ｃ→Ｄの

変更を行うことにより行使
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．銘柄正式名称 

 

 

 

 

 

 

 

６．募集区分 

 

 

 

 

７．上場区分 

 

 

 

場所の変更の訂正（Ａ→Ｃ）を入力 

③ その後、当初の予定が変更となり、Ｈ１９．１２．１から行使請求受付場所

がＡからＤに変更されることとなったため、発行・支払代理人は、Ｈ１９．１

１．１にＨ１９．１２．１を適用日とする行使請求受付場所の変更（Ａ→Ｄ）

を入力した。 

  ・このようなケースの場合には、発行・支払代理人は、Ｈ２０．２．１を適用日

とする行使請求受付場所の変更（Ａ→Ｃ）についても、Ｈ１９．１１．１に変

更情報の訂正によりＣ→Ｄへ訂正する必要がある。 

 

○ 会社が商号変更をした場合には、銘柄正式名称も変更となる。 

 

 （例）ほふり商事株式会社からほふりホールディングス株式会社に商号が変更され

た場合 

（変更前）ほふり商事株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

  （変更後）ほふりホールディングス株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債 

 

○ 発行する新株予約権付社債が上場新株予約権付社債の場合には、「公募」、非上場新

株予約権付社債の場合には、「第三者割当」を設定する。また、無償割当により発

行される場合には、「無償割当」を設定する。  

 

 

○ 発行する振替新株予約権付社債がフェニックス銘柄である場合には、上場区分（東

証）、上場区分（名証）、上場区分（福証）、上場区分（札証）、を各々非上場に設

定し、社内処理用項目２に「フェニックス銘柄に指定」と設定する。 

 

請求受付場所は、適用日の

直前の状態とは異なる状態

（適用日直前は、Ａ）とな

るため、変更情報の取消で

はなく、変更情報の訂正と

して取扱う。 

 

 

 

○ 一般債振替制度とは、取扱

いが異なる。 

 

 

 

 

 

 

○ 非上場新株予約権付社債を

公募により発行する場合

は、「第三者割当」を設定す

る。 

 

○ 振替制度では、フェニック

ス銘柄についても機構の取

扱対象となる。 
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項  目 内  容 備  考 

８．募集開始日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．払込日 

 

 

 

 

10．各社債の金額 

 

11．打切発行フラグ 

 

 

 

 

 

 

○ 募集開始日には、それぞれ次の日を設定する。 

① 上場新株予約権付社債 

募集開始日を設定する。 

② 非上場新株予約権付社債（募集開始日が設定される場合）   

募集開始日を設定する。 

③ 非上場新株予約権付社債（募集開始日が設定されない場合） 

  払込日を設定する。 

④ 新株予約権付社債の無償割当て 

  割当日を設定する。 

⑤ コーポレートアクションにより振替新株予約権付社債が交付される場合 

 効力発生日を設定する。 

 

○ 無償割当により新株予約権付社債が発行される場合には、割当日を設定する。 

○ 合併等の対価、取得条項付株式等の対価、全部取得条項付種類株式の対価、取得請

求権付株式の対価として新株予約権付社債が交付される場合、新株予約権付社債が

承継される場合には、効力発生日を設定する。 

 

14 桁（単位：円）で設定する。 

 

○ 原則「Ｙ」（打切発行）を設定する。ただし、例外として会社が振替新株予約権付

社債の募集に際して、打切発行でない旨の決定をした場合には、「Ｎ」（打切発行で

ない）を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成１８年５月１日から施

行された会社法では、社債

は、打切発行が原則とされ、

打切発行でない社債を発行

する場合には、会社は、そ

の旨の決定をすることが必

要であるとされている。 
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項  目 内  容 備  考 

12．発行総額 

 

 

13．社債管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.利払（固定利率、変動利

率） 

（１）最終利払有無フラグ 

  

 

 

○ 新株予約権の行使、買入消却等により振替新株予約権付社債の発行総額が減額と

なった場合でも、発行総額を変更することは不要。 

 

○ 非上場新株予約権付社債の場合において、会社が社債管理者を設置せず、財務代理

人を設置する場合には、オールゼロを設定する。 

 

○ 社債管理者コード（１）～（１０）を変更する場合には、変更とならない社債管理

者コードも設定する。 

（例） 

社債管理者Ａ(０００１)、Ｂ(０００２)、Ｃ(０００３)を新規登録した後、Ａ(０

００１)、Ｃ(０００３)に変更する場合 

  

（新規登録時）              

    （１）０００１、（２）０００２、（３）０００３、（４）～（１０）には、オール

ゼロを設定する。 

 （変更通知） 

  （１）０００１、（２）０００３、（３）～（１０）には、オールゼロを設定する。 

 

 

 

 

 

○ 満期償還日直前の利払日に利払いがある場合には、「Ｙ」、利払いがない場合には、

「Ｎ」を設定する。利付割引区分が割引債（ゼロクーポン債を含む。）の場合には、

ゼロを設定する。 

 

 

 

 

○ 機構は、会社から直接、財

務代理人を設置又は変更し

た旨の通知を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ （例）の場合、変更通知で

は、社債管理者Ｃの社債管

理者コード０００３は、

（２）に設定する。 

 

 

 

○ 満期償還期日に利金が支払

われるか否かを示すもので

ないことに留意することが

必要。 
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項  目 内  容 備  考 

（２）利払期日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利払日を変更する場合には、適用日欄に変更前の最終利払日の翌営業日を設定す

る。ただし、即日適用が可能な場合には、適用日欄に即日適用を意味するオール９

を設定する。 

 

（例１）毎月の利払日を３０日から１５日に変更する。機構への通知日が１／５、２

月利払分から変更する場合 

・ 適用日欄には、変更前最終利払日の翌営業日を設定する。例えば、１／３０が

月曜日の場合には、翌営業日である１／３１を適用日欄に設定する。 

・ 変更後の利払日は、利払期日欄に１／１５、２／１５、３／１５、・・・・と

それぞれ設定する。 

（例２）毎月の利払日を３０日から１５日に変更する。機構への通知日が１／５、１

月利払分から変更する場合 

・ 例１のケースと異なり、即日適用が可能であるので、適用日欄には、即日適用

日を意味するオール９を設定する。 

・ 変更後の利払日は、利払期日欄に１／１５、２／１５、３／１５、・・・・と

それぞれ設定する。 

 

○ 利払期日（１）～（１２）を変更する場合には、変更とならない利払期日も設定す

る。 

（例） 

利払期日を毎月末から３月末、９月末の年２回に変更する場合 

 

（新規登録時） 

（１）０１３１、（２）０２９９、（３）０３３１、（４）０４３０、（５）０５３

１、（６）０６３０、（７）０７３１、（８）０８３１、（９）０９３０、（１０）

１０３１、（１１）１１３０、（１２）１２３１ 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

15．利払（固定利率）、利払

（変動利率） 

 ・１円あたりの利子額 

 

 

 

 

 

 

16.利払（固定利率） 

 ・初回利払期日 

 

17．利払（変動利率） 

（１）利払期日（今回）、利

払期日（次回） 

 

（２）利払期日（今回） 

 

 

 

 

 

 

 （変更通知） 

  （１）０３３１、（２）０９３０、（３）～（１２）には、オールゼロを設定する。 

 

 

 

○ １円あたりの利子額は、利率に利金額計算期間を乗じて算出する（計算の結果、小

数点以下第１３位未満の端数が生じた場合には、切捨てる。）。 

 

（例）利率１％、利金額計算期間１７０日／３６５日 

    １円あたりの利子額＝ 

０．０１×（１７０日／３６５日）＝０．００４６５７５３４２４６５ 

 

 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

○ 利払期日（今回）が設定されている場合で、未だ当該利払期日が終了していない場

合には、適用日を当該利払期日終了後の日として、次の利払期日を利払期日（今回）

に設定することはできない。 

（例） 

利払期日（今回） ２００９０３３１ 

  利率（今回）   １％ 

  １円あたりの利子額（今回）０.００５ 

 

 

 

 

 

○ 機構では、利率と１円あた

りの利子額との整合性につ

いてチェックは行わないた

め、設定に際しては、十分

な留意が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 当該利払期日に係る１円あ

たりの利子額（１円あたり

の利子額（今回））について

も同様 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利率（今回）、利率（次

回） 

 

 

 

（４）利払期日（今回）、利

率（今回）、１円あたりの

利子額（今回）、利払期日

（次回）、利率（次回）、

１円あたりの利子額（次

回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  利払期日（次回） ２００９０９３０ 

  利率（次回）   ２％ 

  １円あたりの利子額（次回）０．０１ 

 ・２００９．３．３１の利払が終了していない段階においては、適用日を今回利払

期日終了後の日として、２００９．９．３０を利払期日(今回）に設定することは

できない。 

 

○ 変動利付債の場合において次回の適用利率が決定した場合には、利払期日、適用利

率、１円あたりの利子額をそれぞれ「次回」の欄に設定し、前回の利率変動時に「次

回」の欄に設定していた利払期日、適用利率、１円あたりの利子額を「今回」の欄

に設定する。 

 

○ 利払（変動利率）の項目（利払期日（今回）、利率（今回）、１円あたりの利子額（今

回）、利払期日（次回）、利率（次回）、１円あたりの利子額（次回））のうち、いず

れかの項目が変更になった場合には、他の項目についても設定する。 

（例） 

（利率（次回）の決定前） 

   利払期日（今回）２００９０３３１ 

   利率（今回）１％ 

   １円あたりの利子額（今回）０．００５ 

   利払期日（次回）２００９０９３０ 

   利率（次回）未定 

   １円あたりの利子額（次回）未定 

  

（利率（次回）の決定時） 

   利払期日（今回）２００９０３３１ 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18．償還 

 ・満期償還期日 

 

 

19．コールオプション（全

額償還） 

（１）コールオプション有

無フラグ 

 

 

 

 

 

 

   利率 （今回）１％ 

   １円あたりの利子額（今回）０．００５ 

   利払期日（次回）２００９０９３０ 

   利率（次回）２％ 

   １円あたりの利子額（次回）０．０１ 

  ・このようなケースでは、値が変更とならない利払期日（今回）、利率（今回）、

１円 あたりの利子額（今回）、利払期日（次回）についても設定する。 

 

○ 満期償還期日よりも後の利払日は、存在しないため、満期償還期日が利払期日（今

回）となる場合には、利払期日（次回）、利率（次回）、１円あたりの利子額（次回）

には、オール９を設定する。 

 

 

○ 永久債の場合は、満期償還期日には、オール９を設定する。 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

 

○ 発行時において、コールオプション条項が設定されている場合には、コールオプシ

ョン有無フラグに「Ｙ」（コールオプションあり）を設定する。 

○ 例えば、１３０％コールオプション条項のようなコールオプション条項により新株

予約権付社債が繰上償還される場合以外にも、例えば、新株予約権付社債の発行会

社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることが株主総会で

決議された場合等、一定の条件が生じた場合に新株予約権付社債の繰上償還が可能

となる権利が会社に付与されている場合があるが、このような場合には、コールオ

プション有無フラグに「Ｙ」（コールオプションあり）を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 会社がコールオプションを

行使する場合には、発行・

支払代理人は、銘柄情報変

更ファイルを機構に対し、

送信する。 
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項  目 内  容 備  考 

 

（２）コールオプション行

使フラグ 

 

 

 

 

（３）繰上償還期日 

 

 

 

20.プットオプション 

（１）プットオプション有

無フラグ 

 

 

 

 

（２）プットオプション行

使フラグ 

 

 

 

 

（３）行使期間開始日、行

使期間終了日 

 

○ 発行時においては、コールオプション行使フラグに「Ｎ」（コールオプション未行

使）を設定する。 

○ 期中に、コールオプションの行使（繰上償還期日）を決定したときは、コールオプ

ション行使フラグを「Ｙ」（コールオプション行使）に変更するとともに、繰上償

還期日、償還価額、１円あたりの利子額を設定する。 

 

○ 利払日よりも後に繰上償還期日が設定される場合には、利払日と繰上償還期日を中

６営業日空けて設定する。 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

○ 発行時において、プットオプション条項が設定されている場合には、プットオプシ

ョン有無フラグに「Ｙ」（プットオプションあり）を設定する。 

 

 

 

 

○ 発行時において、プットオプションの行使期間を決定していない場合には、プット

オプション行使フラグに「Ｎ」（プットオプション不可能）を設定する。 

○ 期中に、プットオプションの行使期間を決定したときは、プットオプション行使フ

ラグを「Ｙ」（プットオプション行使可能）に変更するとともに、行使期間開始日、

行使期間終了日、繰上償還期日、償還価額を設定する。 

 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

○ 満期償還期日及びその償還

価額を変更することは不

要。 

 

 

 

○ 利払日よりも前に繰上償還

が設定される場合には、利

払日と繰上償還期日の間を

空けることは不要。 

 

○ 新株予約権付社債権者がプ

ットオプション行使をする

場合には、口座管理機関は、

プットオプション行使請求

を機構に対し、送信する。 

 

○ 満期償還期日及びその償還

価額を変更することは不

要。 
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20 

 

項  目 内  容 備  考 

 

（４）繰上償還期日 

 

21．新株予約権に関する事   

 項 

（１）新株予約権の総数 

 

 

（２）新株予約権の行使期

間開始日、新株予約権の

行使期間終了日 

 

（３）新株予約権の行使期

間終了日 

 

 

 

 

 

 

（４）新株予約権の行使  

価額 

 

 

 

 

 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

 

○ 新株予約権の行使、買入消却等により振替新株予約権付社債の発行総額が減額とな

った場合でも、新株予約権の総数を変更することは不要。 

 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

 

 

○ 永久債の場合は、新株予約権の行使期間終了日には、オール９を設定する。 

○ コールオプション（一定の条件が生じた場合に新株予約権付社債の繰上償還が可能

となる権利が会社に付与されているものを含む。）の行使により振替新株予約権付

社債が繰上償還される場合において、行使期間終了日が繰上償還期日の前営業日と

ならない場合には、行使期間終了日の変更を通知することが必要。この場合の通知

は、コールオプションの行使をする場合の銘柄情報通知と同じファイルで通知す

る。 

 

○ 上場新株予約権付社債の行使価額の変更については、変更情報の通知対象とする

が、第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債の場合は、変更情報の

通知対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行使期間終了日が繰上償還

期日の前営業日となる場合

には、通知は不要。 

 

 

 

 

 

○ 上場の要件を満たさなくな

ったことにより、期中に非

上場となった銘柄のうち、

機構が引き続き取り扱うも

のについては、変更情報の

通知対象とする。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

 

 

（５）行使請求受付場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

22．取得条項 

（１）取得条項に係る取得  

 日 

 

 

（２）取得対価（交付財産）

の種類 

 

23．端数償還金 

・端数償還金有無フラグ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行使請求受付場所には、次のＴＡコードを設定する（ＴＡコード順）。 

東京証券代行（株）    ０３ 

日本証券代行（株）    ０４ 

三菱ＵＦＪ信託銀行（株） ２２ 

みずほ信託銀行（株）   ２４ 

三井住友信託銀行（株）  ２６ 

 （株）アイ・アールジャパン ７１ 

 （株）ＳＭＢＣ信託銀行   ７２ 

 

 

○ 新株予約権付社債の記録が振替口座簿から抹消される日（会社による取得日）を設

定する。 

○ 発行要項に記載されている実日付が休日である場合においても、休日を設定する。 

 

○ 取得条項有無フラグを「Ｎ 取得条項なし」に設定した場合には、取得対価（交付

財産の種類）を「０ なし」に設定する。 

 

 

○ 新株予約権を行使した新株予約権付社債権者に交付する株式の数に端数が生じた

場合において、端数について新株予約権付社債権者に一定の金銭を交付することと

されている場合には、端数償還金有無フラグに「Ｙ」（端数償還金あり）を、端数

○ 第三者割当てにより発行さ

れる非上場新株予約権付社

債の発行当初における行使

価額については、機構に通

知が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 調整金の情報については、

機構は、会社から直接、通

知を受ける。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

 

24．元利払手数料率 

（１）元金手数料率 

 

 

（２）元金手数料率基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利金手数料率 

 

 

（４）利金手数料基準 

 

 

を切捨てることとされている場合には、端数償還金有無フラグに「Ｎ」（端数償還

金なし）を設定する。 

 

 

○ 元金手数料率には、償還に係る手数料率を設定する。 

○ １００円単位あたりの料率を１／１００円単位（銭単位）で設定する。 

 

○ 元金手数料率基準には、利金手数料基準を「１．元金基準」に設定した場合には、

「１．実質金額基準」又は、「２．名目金額基準」を設定し、利金手数料基準を「２．

利金基準」又は「３．割引債・ゼロクーポン債」に設定した場合には、「２．名目

金額基準」を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利金手数料率には、利払に係る手数料率を設定する。 

○ １００円単位あたりの料率を１／１００円単位（銭単位）で設定する。 

 

○ 利金手数料基準には、元金を基準として利金手数料を算出する場合には、「１．元

金基準」を設定し、利金を基準として利金手数料を算出する場合には、「２．利金

基準」を設定する。割引債・ゼロクーポン債の場合には、利金手数料基準に「３．

 

 

 

 

 

 

 

○ 本来、実質金額基準や名目

金額基準は、利金手数料基

準を元金基準とした場合の

基準であるが、利金手数料

率を利金基準又は割引債・

ゼロクーポン債に設定した

場合でも、システム上は、

何らかの値を設定する必要

があることから便宜的に元

金手数料率基準を名目金額

基準に設定するものであ

る。 
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項  目 内  容 備  考 

 

 

25．社内処理用項目 

（１）社内処理用項目１ 

 

 

 

（２）社内処理用項目２ 

割引債・ゼロクーポン債」を設定する。 

 

 

○ 銘柄情報の取消・訂正を通知する場合に使用する。 

 

 

 

○ 発行する振替新株予約権付社債がフェニックス銘柄である場合には、「フェニック

ス銘柄に指定」と設定する。 

○ 事務処理のために発行・支払代理人が任意に使用することが可能。 

 

 

 

 

○ 社内処理用項目１について

は、発行代理人が任意に使

用することは不可。 

 

以 上 
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3－3－1 

 
第３節 新規記録手続 

 
内        容 備   考 

 

第１ 公募及び第三者割当てに係る新株予約権付社債についての取扱い 

１．発行時ＤＶＰ方式 

（１）引受証券会社による新規記録情報の通知 

 

引受証券会社は、公募により新株予約権付社債が発行される場合には、募集開始日の午前７時から午後

９時まで、第三者割当てにより新株予約権付社債が発行される場合には、発行決議日の翌営業日から起算

して８営業日目の日の午前７時から午後９時までの間に、統合Ｗｅｂ端末での画面入力、ＣＳＶファイル

入力又はオンラインリアルタイム接続により機構の決済照合システムに以下の事項「新規記録情報」を通

知する。 

① 送信者リファレンスＮＯ 

② 取引種類コード 

③ 払込期日 

④ 発行価額 

⑤ ファンドコード 

⑥ 各社債の金額 

⑦ 引受証券会社のコード 

⑧ 発行代理人コード 

⑨ 引受対象となる振替新株予約権付社債の金額 

⑩ 銘柄コード 

⑪ 銘柄名称 

⑫ 払込金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 181 条第２項、施第 243 条第２項及

び第３項） 

※ 新規記録の標準日程は、資料３－３－

３を参照。 

※ 公募及び第三者割り当てにより新株

予約権付社債を発行する場合には、原則

として発行時ＤＶＰ方式で発行するも

のとする。 

※ 発行代理人及び引受証券会社は、決済

照合の利用者である必要がある。 

※ 新規記録情報の通知及び払込金の払

込みは、原則として、引受主幹事証券会

社が代表して行う。 

※ 発行時ＤＶＰ方式により資金決済を

しようとする者は、日銀ネットのオンラ

イン取引先を有する金融機関等であっ

て、あらかじめ機構に資金決済会社とし

て登録しておく必要がある。 

※ 日本銀行における資金決済の払方金

融機関及び受方金融機関が同一である

ときは、発行時ＤＶＰ方式を利用するこ

とができない。 

※ 発行代理人は、統合Ｗｅｂ端末によ

り、事前にＳＳＩ情報の登録の前提とな

るファンド情報（ファンドコードは、発

行代理人の金融機関識別コード（８桁）

とする。）を登録し、決済情報をＳＳＩ

情報に登録しておく。 
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3－3－2 

内        容 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）発行代理人による新規記録情報の承認 

ａ 新規記録情報の通知 

機構は、引受証券会社が入力した「新規記録情報」を直ちに、発行代理人に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発行代理人によるファンド情報の登

録及び決済条件のＳＳＩ情報への登録

がされると、引受証券会社の統合Ｗｅｂ

端末にその旨の表示がされる。 

※ 引受証券会社が機構加入者でない場

合は、その上位の直接口座管理機関の顧

客口を指定して新規記録を受ける。 

※ 機構は、引受証券会社による「新規記

録情報データ」を受けたときは、センタ

リファレンスナンバーを付番して引受

証券会社に通知する。 

 

（業第 181 条第３項） 

※ 引受証券会社は、発行代理人に対し

て、発行代理人が新規記録情報の承認を

行うために必要な情報として次の事項

を上場新株予約権付社債及び公募によ

り発行される非上場新株予約権付社債

の場合には、原則として募集開始日、遅

くとも、払込期日の前営業日から起算し

て３営業日前の日までに、第三者割当て

により発行される非上場新株予約権付

社債の場合には、原則として、機構が銘

柄情報の提供を行った日の翌営業日、遅

くとも、払込期日の前営業日から起算し

て３営業日前の日までに振替システム

以外の方法により通知する。 

① 引受証券会社の名称 

② 銘柄略称 

③ 銘柄コード 

④ 額面金額 

⑤ 約定金額（額面金額に発行単価を乗じ

て算出した金額） 

⑥ 受渡金額（約定金額から手数料（手数
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3－3－3 

内        容 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 新規記録情報の承認による新規記録通知 

発行代理人は、新規記録情報の通知を受けたときは、その内容を確認し、公募により新株予約権付社

債が発行される場合には、銘柄情報の提供を受けた日から払込期日の前営業日から起算して２営業日前

までの午前７時から午後９時までの間、第三者割当てにより新株予約権付社債が発行される場合には、

発行決議日の翌営業日から起算して８営業日目の日から払込期日の前営業日から起算して２営業日前ま

での午前７時から午後９時までの間に、統合Ｗｅｂ端末への画面入力、ＣＳＶファイル入力又はオンラ

インリアルタイム接続により「新規記録情報」を承認する旨を機構に対して通知する。発行代理人は、

新規記録情報に誤りがある場合には、「新規記録情報」を非承認とする。 

 

ｃ 発行代理人の承認結果の通知 

機構は、発行代理人が「新規記録情報」を非承認とした場合には、直ちに引受証券会社にその旨を通

知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）決済照合後の機構の処理 

ａ 決済照合結果の通知 

機構は、発行代理人から「新規記録情報」を承認する旨の通知を受けたときは、直ちに引受証券会社

に「決済照合結果通知」を通知する。 

料を約定金額から控除して受渡しを行

う場合における当該手数料）を控除した

金額） 

⑦ ＩＳＩＮコード 

⑧ その他発行代理人が求める情報 

 

（業第 181 条第４項及び第５項） 

※ 発行代理人は、「新規記録情報」を承

認することにより、その内容に従って引

受証券会社が払込みを行うことを条件

に引受証券会社の口座に振替新株予約

権付社債を新規記録する。 

 

 

 

（業第 181 条第６項） 

※ 発行代理人が非承認としたときは、

「新規記録情報データ」は、取消しにな

る。発行代理人が非承認とした旨の通知

を受けた引受証券会社は、直ちに「新規

記録情報」を訂正して新規に入力する。 

※ 非ＳＳＩ取引とされている場合には、

発行代理人及び引受証券会社は、発行代

理人により「新規記録情報」の承認がさ

れた後、払込期日の前営業日から起算し

て２営業日前の日までに機構の決済照

合システムに「決済指図データ」を通知

し、機構は、決済照合を行う。 

 

 

（業第 181 条第 7項） 

※ 非ＳＳＩ取引の場合は、「決済指図デ

ータ」が照合された場合に引受証券会社

に「決済照合結果通知」を通知する。 
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3－3－4 

内        容 備   考 

 

 

ｂ 発行口への記録 

 （ａ）発行代理人及び引受証券会社への通知 

機構は、決済照合済みとなったときは、振替システムにおいて発行口の記録を行うとともに、統合Ｗｅ

ｂ端末又はオンラインリアルタイム接続により発行代理人及び引受証券会社に対し、午前７時から午後８

時までの間に以下の事項「発行口記録情報通知」を通知する。 

① センタリファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 払込期日 

④ 銘柄コード 

⑤ 引受証券会社ごとの振替新株予約権付社債の金額 

⑥ 払込金額 

⑦ 発行代理人コード 

⑧ 機構加入者コード（新規記録先口座） 

⑨ 受方資金決済会社コード 

⑩ 渡方資金決済会社コード 

   

（ｂ）資金決済会社への通知 

   発行代理人又は引受証券会社が資金決済会社とならない場合には、機構は、統合Ｗｅｂ端末又はオンラ

インリアルタイム接続により発行者又は引受証券会社が選任する資金決済会社に対し、午前７時から午

後８時までの間に以下の事項「資金決済情報通知」を通知する。 

① センタリファレンスＮＯ 

② 発行代理人コード 

③ 払込金額 

④ 払込期日 

⑤ 機構加入者コード（新規記録先口座） 

⑥ 受方資金決済会社コード 

⑦ 渡方資金決済会社コード  

 

ｃ 日本銀行に対する入金依頼 

   機構は、払込日の午前９時から午後３時 30 分の間に日本銀行に対し、引受証券会社又はその資金決済

会社の当座勘定からの払込金額の引落し及び発行代理人又はその資金決済会社への払込金額の入金の依

頼（「入金依頼」）をする。 

 

 

（業第 181 条第８項、施第 243 条第 4項） 

※ 発行口は、新規記録内容を一時的に記

録する便宜的な口座であり、発行口への

記録によって振替新株予約権付社債と

しての効果は生じない。 

※  機構は、発行代理人に対しては、統合 

Ｗｅｂ端末により通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 181 条第９項、施第 243 条第４項） 

※ 発行代理人又は機構加入者が自ら資

金決済会社となる場合には、発行代理人

又は引受証券会社に対し、「資金決済情

報通知」を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 181 条第 10項） 
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3－3－5 

内        容 備   考 

 

（４）日本銀行による引受証券会社及び発行代理人に対する通知 

  日本銀行は、機構から「入金依頼」を受けたときは、引受証券会社又はその資金決済会社に対し、「当座

勘定引落対象通知」を、発行代理人又はその資金決済会社に対し、「当座勘定入金対象通知」を、それぞれ

通知する。 

 

（５）引受証券会社から日本銀行に対する払込みの依頼 

  引受証券会社又はその資金決済会社は、払込期日の午前 10時 30 分までに日本銀行に払込依頼を通知する

ことにより、日本銀行から引受証券会社又はその資金決済会社に通知された「当座勘定引落対象通知」の

内容による払込みを行うべき旨を依頼する。 

 

（６）日本銀行による資金決済 

  日本銀行は、前（５）の払込みの依頼を受けたときは、引受証券会社又はその資金決済会社から払込金額

を引落し、発行代理人又はその資金決済会社の当座勘定に当該金額を入金する。また、発行代理人又はそ

の資金決済会社に対し、「当座勘定入金通知」を、引受証券会社又はその資金決済会社に対し、「当座勘定

引落通知」をそれぞれ通知するとともに、機構に対し、「当座勘定入金済通知」を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）機構による新規記録 

ａ 機構による新規記録 

   機構は、日本銀行から前（６）の「当座勘定入金済通知」を受けたときは、直ちに機構が新規記録すべ

き口座に所要の増加の記録をする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 181 条第 11項） 

 

 

 

 

 

※ 機構は、払込期日の午後３時 30 分ま

でに日本銀行から「当座勘定入金済通

知」を受けなかった場合には、発行口の

記録を抹消し、引受証券会社又はその資

金決済会社及び発行代理人又はその資

金決済会社に通知した発行口記録情報

通知及び資金決済情報通知を取り消す

（機構は、上記にかかわらず、日本銀行

から午後５時まで「当座勘定入金済通

知」を受けることが可能であり、業務管

理端末によりその状況を確認すること

ができる。）。 

 

（業第 181 条第 12項） 

※ 日本銀行において払込期日の午後３

時 30 から午後５時までの間に資金決済

が行われたとき又はシステム障害等の

やむを得ない理由により引受証券会社

が日本銀行を利用しないで払込みをし

た場合には、日本銀行又は発行代理人

は、払込みが行われた旨を機構に電話等

で連絡する。 
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内        容 備   考 

 

ｂ 発行代理人、引受証券会社及び株主名簿管理人に対する新規記録済の通知 

   機構は、新規記録をしたときは、統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイム接続により、発行代理人、

引受証券会社及び株主名簿管理人に対し、午前９時から午後３時 30分までの間に以下の事項「新規記録

済通知」を通知する。 

① センタリファレンスＮＯ 

② 銘柄コード 

③ 払込期日 

④ 新規記録がされた振替新株予約権付社債の金額 

⑤ 株主名簿管理人 

⑥ 発行代理人コード 

⑦ 受方資金決済会社コード 

⑧ 機構加入者コード（新規記録先口座） 

⑨ 渡方資金決済会社コード 

⑩ 払込金額  

 

ｃ 発行代理人、引受証券会社及び株主名簿管理人に対する処理結果の通知 

  機構は、新規記録日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間にファイル伝送により発行代理人及び

株主名簿管理人に「口座処理結果ファイル（処理明細）」を、引受証券会社に「帳表ファイル（機構加入

者別口座処理明細表）」を通知する。 

 

２．発行時ＤＶＰ方式によらない方式 

（１）引受証券会社から発行代理人への通知 

引受証券会社は、公募により新株予約権付社債が発行される場合には、募集開始日から発行代理人が機

構に（２）の新規記録情報通知を行う日の前営業日までの間に、第三者割当てにより新株予約権付社債が

発行される場合には、発行決議日の翌営業日から起算して８営業日目の日から発行代理人が機構に（２）

の新規記録情報通知を行う日の前営業日までの間に発行代理人に以下の情報を通知する。 

① 引受証券会社 

② 引受証券会社が機構加入者である場合は、当該引受証券会社の機構加入者コード 

③ 引受証券会社が機構加入者でない場合には、引受証券会社が新規記録先の口座を開設している口座管

理機関及び上位機関である機構加入者の機構加入者コード 

④ 銘柄略称 

⑤ 銘柄コード 

⑥ 額面金額 

 

（業第 181 条第 13項） 

※ 機構から通知を受けた直接口座管理

機関は、直ちにその直近下位機関に対

し、当該通知のうち当該直近下位機関に

係る事項を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発行代理人は、統合Ｗｅｂ端末からＣ

ＳＶ形式でダウンロードすることも可

能。 

 

 

（業第 180 条第２項） 

※ 新規記録の標準日程は、資料３－３－

４を参照。 

※ 新規記録情報の通知及び払込金の払

込みは、原則として、引受主幹事証券会

社が代表して行う。 

※ 発行代理人と引受証券会社との間で

合意している場合や、やむを得ない事由

による場合には、発行時ＤＶＰ方式によ

らない方式により新規記録することが

できる。 

※ 左記の通知は、振替システムを利用せ
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内        容 備   考 

⑦ 約定金額（額面金額に発行単価を乗じて算出した金額） 

⑧ 受渡金額（約定金額から手数料を控除した金額） 

⑨ 資金決済の方法 

⑩ 信託財産表示分か否か 

⑪ ＩＳＩＮコード  

⑫ その他発行代理人が求める情報 

 

（２）発行代理人による新規記録情報の通知 

 

 発行代理人は、引受証券会社からの（１）の通知をもとに、公募により新株予約権付社債が発行される場

合には、募集開始日の翌営業日から起算して３営業日目の日から払込期日の前営業日から起算して２営業日

前の日までの午前９時から午後３時 30 分までの間、第三者割当てにより新株予約権付社債が発行される場

合には、発行決議日の翌営業日から起算して８営業日目の日から払込期日の前営業日から起算して２営業日

前までの午前９時から午後３時 30 分までの間に、統合Ｗｅｂ端末への入力により以下の情報「新規記録情

報通知」を機構に対して通知する。 

① 送信者リファレンスＮＯ 

② 発行代理人コード 

③ 銘柄コード 

④ 引受証券会社の機構加入者コード（引受証券会社が間接口座管理機関である場合には、上位機関の機

構加入者コード） 

⑤ 払込期日 

⑥ 信託財産表示分 

 

 

 

 

（３）機構による発行口の記録 

 

機構は、振替システムにおいて発行口の記録を行うとともに、統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイ

ム接続により発行代理人及び引受証券会社に対し、午前９時から午後３時 30 分までの間に以下の事項「発

行口記録情報通知」を通知する。 

① 株式等リファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 発行代理人コード 

ず、引受証券会社から直接、発行代理人

に通知するものとする。 

※ 発行時ＤＶＰによらない方式により

新規記録を行う場合は、決済照合システ

ムは利用できないものとする。 

 

 

（業第 180 条第１項、施第 241 条、施第

242 条第 1項及び第 2項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 引受証券会社（機構加入者）が信託の

受託者である場合には、新規記録先口座と

して信託口又は質権信託口を示さなけれ

ばならない。 

 

（業第 180 条第３項、施第 242 条第４項及

び第５項） 

※ 発行口は、新規記録内容を一時的に記

録する便宜的な口座であり、発行口への

記録によって振替新株予約権付社債と

しての効果は生じない。 

※  機構は、発行代理人に対しては、統合 

Ｗｅｂ端末により通知するものとする。 
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内        容 備   考 

④ 銘柄コード 

⑤ 引受証券会社ごとの振替新株予約権付社債の金額 

⑥ 引受証券会社の機構加入者コード（引受証券会社が間接口座管理機関である場合には、上位機関の機

構加入者コード） 

⑦ 払込期日 

⑧ 信託財産表示分 

 

（４）引受証券会社による払込金の払込み 

引受証券会社は、払込期日の午前 10 時 30 分までに発行代理人に払込金の払込みを行う。 

 

 

 

（５）発行代理人による新規記録通知 

  発行代理人は、払込期日に引受証券会社から払込金が払込まれたことを確認し、払込期日の午前９時から

午後３時 30 分の間に機構に対し、統合Ｗｅｂ端末により以下の事項「資金振替済通知（新規記録）」を通

知する。 

① 株式等リファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 発行代理人コード 

④ 銘柄コード 

   

（６）機構による新規記録 

ａ 機構による新規記録 

   機構は、発行代理人から通知された「資金振替済通知（新規記録）」の内容を確認し、引受証券会社の

口座又は引受証券会社が間接口座管理機関である場合には、上位機関である機構加入者の口座に所要の

増加の記録をする。  

 

ｂ 発行代理人及び引受証券会社に対する新規記録済の通知 

   機構は、新規記録をしたときは、統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイム接続により、発行代理人、

引受証券会社及び株主名簿管理人に対し、午前９時から午後３時 30分までの間に以下の事項「新規記録

済通知」を通知する。 

① 株式等リファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 払込期日 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 払込金の払込みは、発行代理人と引受

証券会社との間で事前に約した方法に

より行う。 

 

（業第 180 条第４項、施第 242 条第６項） 

※ 機構は、払込期日の午後３時 30 分ま

でに発行代理人から「資金振替済通知

（新規記録）」を受けなかった場合には、

発行口の記録を抹消し、引受証券会社及

び発行代理人にエラーを通知する。 

 

 

 

（業第 180 条第５項） 

 

 

 

 

 

（業第 180 条第６項及び第７項） 

※ 機構から通知を受けた直接口座管理

機関は、直ちにその直近下位機関に対

し、当該通知のうち当該直近下位機関に

係る事項を通知する。 

※  機構は、発行代理人に対しては、統合 

Ｗｅｂ端末により通知するものとする。 
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内        容 備   考 

④ 銘柄コード 

⑤ 新規記録がされた振替新株予約権付社債の金額 

⑥ 株主名簿管理人コード 

⑦ 発行代理人コード 

⑧ 記録先の機構加入者コード 

 

ｃ 発行代理人及び引受証券会社に対する処理結果の通知 

   機構は、新規記録日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間にファイル伝送により発行代理人及び

株主名簿管理人に「口座処理結果ファイル（処理明細）」を、引受証券会社に「帳表ファイル（機構加入

者別口座処理明細表）」を通知する。 

 

第２ その他の事由による振替新株予約権付社債の発行等 

１．取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権付社債の一部取得による振替新株予約権付社債の交付 

（１）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合の取得及び対価の交付 

ａ 取得条項付新株予約権付社債の一部取得に係る振替 

発行者は、振替新株予約権付社債である取得条項付新株予約権付社債の一部取得をしようとするとき

は、口座において減少の記録がされる加入者の直近上位機関に対して、当該発行者の口座を振替先口座

とする振替を申請する。 

 

ｂ 取得条項付新株予約権付社債の対価の交付 

発行者は、取得条項付新株予約権付社債の取得対価が振替新株予約権付社債である場合には、口座に

おいて取得条項付新株予約権付社債の減少の記録がされた加入者に対して、振替又は新規記録により取

得対価である振替新株予約権付社債を交付する。 

発行者は、取得条項付新株予約権付社債の対価が振替新株予約権付社債でない場合には、口座におい

て取得条項付新株予約権付社債の減少の記録がされた加入者に対して、振替制度外で取得対価を交付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発行代理人は、統合Ｗｅｂ端末からＣ

ＳＶ形式でダウンロードすることも可

能。 

 

 

（業第 216 条） 

（業第 217 条第 1項） 

 

 

 

 

 

 

※ 発行者は、対価として、振替新株予約

権付社債を新規記録しようとするとき

は、あらかじめ、当該新株予約権付社債

に係る銘柄情報について発行代理人を

通じて、機構に通知する。銘柄情報の通

知については第２節「銘柄情報の通知」

を参照。 

※ 対価の記録を受ける加入者の直近上

位機関は、増加記録日に効力発生日を

付記する。 

※ 取得条項付新株予約権付社債の新株

予約権付社債権者は、直近上位機関に

対して口座通知の取次ぎの請求をしな

ければならない。 
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内        容 備   考 

 

（２）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債でない場合の取得及び対価の交付 

取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債でない場合の新規記録通知及び新規記録に関する

取扱いについては、第２章第２節「新規記録手続き」に準じる。 

 

２．取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権付社債の全部取得による振替新株予約権付社債の交付 

 

（１）取得条項付新株予約権付社債の全部取得に係る抹消通知及び取得対価新株予約権付社債の新規記録通知 

発行者は、機構に対し、取得条項付新株予約権付社債である振替新株予約権付社債を全部取得し、取得対

価として振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、会社法第 236 条第１項第７号イに規定する事由

が生じた日又は同法第 236 条第１項第７号ロに規定する日を定めた場合、機構に対し、Target 保振サイト

により次に掲げる事項を通知する。 

① 取得しようとする取得条項付新株予約権付社債の銘柄(以下｢取得対象銘柄｣という。) 

② 取得対価として交付しようとする取得条項付新株予約権付社債の銘柄(以下｢取得対価銘柄｣とい

う。) 

③ 取得に係る手続日程 

④ 効力発生日（全部取得日） 

⑤ 対価交付比率 

⑥ 取得の対価としての振替新株予約権付社債の交付に際して発行する振替新株予約権付社債の総数 

⑦ 取得対価の交付を受ける取得対象銘柄のうち、自己の保有する取得対象銘柄が記録された口座（加

入者口座コード）及び口座ごとの金額（割当てを受ける新株予約権付社債が振替新株予約権付社債の

場合に限る。） 

⑧ 自己の保有する取得対価銘柄を移転する場合は、移転する金額及び当該金額の記録された発行者の

口座（加入者口座コード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 218 条第１項、施第 287 条及び第

288 条第１項） 

 

※ 取得条項付新株予約権の全部取得の

取扱いは、取得条項付新株予約権付社債

の全部取得の取扱いに準じて行う。 

※ 発行者は、取得日を定める取締役会決 

議後、速やかに、（新株予約権付社債権

者確定日の前営業日から起算して７営

業日前の日までに）機構に通知しなけれ

ばならない。 

※ 発行者は、対価として、振替新株予約

権付社債を新規記録により、交付しよ

うとするときは、あらかじめ、発行代

理人及び支払代理人の選任を行い、機

構に届出を行っておく必要がある。 

※ 発行代理人及び支払代理人の選任の

詳細については、第１章第３節「発行代

理人等」を参照。 

※ 機構は、発行者から通知された⑦の口

座に係る情報をその口座を開設する口

座管理機関に、Target 保振サイトによ

り通知する。当該口座管理機関は通知さ

れた情報について確認する。 

※ 機構は、発行代理人から通知された発

行要項を機構のホームページに掲載す

ることにより公示を行った後、改めて

割当計算により確定した振替新株予約

権付社債の金額を公示する。公示の具

体的な処理方法については、第15節「振
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内        容 備   考 

 

 

 

 

（２）銘柄情報の通知 

取得対価銘柄である振替新株予約権付社債の発行代理人は、取得対象銘柄である振替新株予約権付社債の

新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して７営業日前の日の午後０時 30 分までに機構に対し、

ファイル伝送又は Target 保振サイトにＣＳＶファイルをアップロードすることにより、取得対価銘柄であ

る振替新株予約権付社債の銘柄情報を通知する。また、発行代理人は、Target 保振サイトから機構に対し、

発行要項を送付する。なお、発行代理人は、次に掲げる事項に留意し、当該「銘柄情報ファイル」を作成す

る。 

① 募集開始日 

全部取得日の前営業日を入力する。 

② 払込日 

全部取得日を入力する。 

③ 発行総額 

取得対象銘柄である振替新株予約権付社債の残存総数に対価交付比率を乗じた額とする。 

④ 新株予約権の発行総数 

③の発行総額を各社債の金額で除した数を入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）機構加入者及び間接口座管理機関に対する通知 

機構は、発行者から（１）の通知を受けたときは、直ちに、機構加入者及び間接口座管理機関に対し、発

行者から通知された事項を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（４）総新株予約権付社債権者通知日程案内等 

替新株予約権付社債の総数等の公示」

を参照。 

 

（業第 218 条第２項、施第 288 条第２項） 

※ 銘柄情報通知の詳細については､第２

節「銘柄情報の通知」を参照。 

※ 発行代理人は、ファイル伝送により銘

柄情報を通知した場合には、機構に対

し、Target 保振サイトにより当該通知

を行った旨を連絡する。 

※ 当該銘柄情報については、機構が発行

代理人から銘柄情報を受領した日の翌

営業日から起算して２営業日後の日ま

でに機構加入者に対してファイル伝送

又は統合Ｗｅｂ端末により通知する。 

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人に

対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報

を提供するものとし、ファイル伝送形

式による提供は、行わないものとする。 

※ ③及び④については、機構による新株

予約権付社債の割当計算後に確定した

発行総数及び総額を銘柄情報の変更通

知として改めて機構に通知する。割当

計算により確定した発行総数及び総額

については、割当計算終了後、発行代

理人に対し、統合Ｗｅｂ端末より「口

座処理結果ファイル」により通知する。 

 
 
（業第 218 条第３項、施第 289 条） 

 

 

 

（業第 242 条、施第 321 条） 
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内        容 備   考 

機構は、新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日に「総新株予約権付社債権

者通知日程案内」を機構加入者及び発行者（株主名簿管理人）に通知する。 

 

ａ 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末 

 

ｂ 取扱時間  

（ａ）ファイル伝送 

新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日の午前３時から午後８時 

 

（ｂ）統合Ｗｅｂ端末 

新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日の午前７時から午後８時 

※ 新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日から新株予約権付社債権者

の確定日（全部取得日の前営業日）の７ヶ月後の日までは、統合Ｗｅｂ端末による照会は可能。 

 

ｃ 主な通知事項 

① 銘柄コード 

② 総新株予約権付社債権者通知事由（増減資等の種別） 

③ 配分明細の有無 

④ 日程案内（総新株予約権付社債権者報告対象社債数通知日、総新株予約権付社債権者報告データ報 

告日（自/至）、総新株予約権付社債権者通知日、配分明細通知日、口座簿記載予定日） 

⑤ 全部取得日（新株予約権付社債権者確定日の翌営業日） 

⑥ 新株予約権付社債権者の確定日 

⑦ 対価交付比率 

 

 

（５）割当てを受けない振替新株予約権付社債についての通知 

発行者は、機構に対し、Target 保振サイトにより、対価の割当てを受けない取得対象銘柄を記録する口

座（加入者口座コード）及び取得対象銘柄の振替新株予約権付社債の金額を通知する。 

 

 

 

 

（６）新株予約権付社債権者の口座における増額記録 

※ 機構は、全部取得日の前営業日を新株

予約権付社債権者の確定日として全部

取得される取得対象銘柄について総新

株予約権付社債権者通知を行う。総新

株予約権付社債権者通知の手続につい

ては、第 12 節「総新株予約権付社債権

者通知」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施第 322 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、発行者から通知された口座に

係る情報をその口座を開設する口座管

理機関に、Target 保振サイトにより通

知する。当該口座管理機関は通知された

情報について確認する。 
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内        容 備   考 

ａ 機構及び口座管理機関における増加すべき取得対価銘柄の金額の計算 

 

機構及び口座管理機関は、全部取得日の前営業日に、次に掲げる振替新株予約権付社債について、

それぞれに定める増加すべき口座ごとの増加を記録すべき取得対価銘柄の金額を算出するものとす

る。 

（ａ）加入者の口座の保有欄に記録された振替新株予約権付社債（買取口座に記録された振替新株予約

権付社債であって、その買取りの効力が生じていないものを除く。） 

    ・ 取得対価銘柄の増加の記録をすべき口座は、当該保有欄とする。 

    ・ 増加すべき取得対価銘柄の金額は、当該保有欄に記録されている取得対象銘柄の振替新株予約権

付社債の金額に対価交付比率を乗じて得た金額（各社債の金額に満たない数は切捨てる。）とする。 

 

 

 

（ｂ）加入者の口座の保有欄に記録された振替新株予約権付社債であって信託財産名義管理簿に記録さ

れた振替新株予約権付社債 

・ 増加すべき口座は、信託財産名義である加入者の口座の保有欄とする。 

・ 増加すべき取得対価銘柄の金額は、当該保有欄に記録されている取得対象銘柄の振替新株予約

権付社債の信託財産名義ごとの金額に対価交付比率を乗じて得た金額（各社債の金額に満たない

数は切り捨てる。）とする。 

 

    (ｃ)加入者の口座の質権欄に記録された振替新株予約権付社債及び買取口座に記録された振替新株予

約権付社債（その買取りの効力が生じていないものに限る。） 

     ・ 増加記録すべき口座は、質権の目的となっている振替新株予約権付社債の新株予約権付社債権

者及び反対新株予約権付社債権者の口座の保有欄とする。 

     ・ 増加すべき取得対価銘柄の金額は、新株予約権付社債権者ごとの取得対象銘柄の振替新株予約

権付社債の金額に対価交付比率を乗じて得た金額（各社債の金額に満たない数は切り捨てる。）

とする。 

 

ｂ 口座管理機関における質権の設定された取得対象銘柄又は反対新株予約権付社債権者の新株予約権

付社債買取請求のされた取得対象銘柄（その買取りの効力が生じていないものに限る。）についての取

扱い 

 

     質権の設定された取得対象銘柄又は反対新株予約権付社債権者の新株予約権付社債買取請求のさ

れた取得対象銘柄（その買取りの効力が生じていないものに限る。）については、当該取得対象銘柄

（業第 218 条第６項及び第 7項、施第 290

条） 

※ 発行者の自己の取得対象銘柄につい

ては、取得対価銘柄の割当てを受けな

い。 

 

 

※ 譲渡担保として、保有欄に記録されて

いる振替新株予約権付社債については、

振替株式における特別株主の申出に相

当する仕組みがないため、譲渡担保権者

の保有欄に取得対価銘柄が記録される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 振替新株予約権付社債については、振

替株式における登録質権者となる旨の

申出に相当する制度は存在しない。 

 

 

 

（業第 218 条第８項から第 13項、施第 291

条及び第 292 条） 
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内        容 備   考 

の振替新株予約権付社債が記録された口座と取得対価銘柄の増加を記録すべき口座とが異なるため、

取得対象銘柄が記録された口座を開設する口座管理機関（以下「取得対象銘柄記録口座管理機関」と

いう。）から取得対価銘柄の増加を記録する口座を開設する口座管理機関（以下「取得対価銘柄記録

口座管理機関」という。）へ階層構造を通じて取得対価銘柄の増加記録のために必要な情報を通知す

る必要がある。なお、通知を受けた取得対価銘柄記録口座管理機関は取得対価銘柄の増加記録を行う。 

 

（ａ）通知事項 

取得対象銘柄記録口座管理機関から取得対価銘柄記録口座管理機関へ以下の事項を通知する。 

① 取得対価銘柄を増加記録すべき口座（加入者口座コード） 

② 増加を記録すべき金額 

③ 取得対象銘柄の記録がされていた口座（加入者口座コード） 

④ 取得対象銘柄の銘柄及び銘柄コード 

 

（ｂ）口座管理機関における処理 

ア 取得対象銘柄記録口座管理機関における処理 

取得対象銘柄記録口座管理機関は、次に掲げる措置をとらなければならない。 

① 取得対象銘柄記録口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関の上位機関でない場合に

は、その直近上位機関に対する通知事項の通知 

② 取得対象銘柄記録口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関である場合には、当該口座

における増加の記録 

③ 取得対象銘柄記録口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関の上位機関である場合に

は、直近下位機関に対する通知事項の通知 

 

イ 直近下位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関における処理 

直近下位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関は、次に掲げる措置をとらなければな

らない。 

① 当該通知を受けた口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関の上位機関でない場合

には、その直近上位機関に対する通知事項の通知 

② 当該通知を受けた口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関である場合には、当該口

座における増加の記録 

③ 当該通知を受けた口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関の上位機関である場合

には、その直近下位機関に対する通知事項の通知 

 

ウ 直近上位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関における処理 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左記の情報の通知は、振替システムを

利用しないで行う。 

 

 

 

 

※ 左記に掲げるそれぞれの口座管理機

関は、自身が取得対価銘柄記録口座管理

機関の上位機関である場合には、直近下

位機関へ通知事項を通知し、取得対価銘

柄記録口座管理機関の下位機関である

場合には、直近上位機関へ通知事項を通

知する。上記のどちらでもない場合に

は、直近上位機関へ通知事項を通知す

る。通知を受けた取得対価銘柄記録口座

管理機関は、取得対価銘柄の増加記録を

行う。 
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内        容 備   考 

直近上位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関は、次に掲げる措置をとらなければな

らない。 

① 当該通知を受けた口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関である場合には、当該口座

における増加の記録 

② 当該通知を受けた口座管理機関が取得対価銘柄記録口座管理機関の上位機関である場合に

は、その直近下位機関に対する通知事項の通知 

 

ｃ 間接口座管理機関による顧客口において記録すべき金額の通知 

間接口座管理機関は、全部取得日の前営業日に、その直近上位機関に、全部取得日に当該間接口

座管理機関の顧客口に記録すべき振替新株予約権付社債の金額の合計金額（（６）ｂ（ｂ）によりそ

の顧客口に増加すべき金額を除く。）を通知する。 

 

ｄ 機構加入者による新株予約権付社債数申告 

（ａ）機構加入者による新株予約権付社債数申告 

機構加入者は、機構に対して以下により新株予約権付社債数申告を行う。 

 

 

 

ア 顧客口に係る申告 

 

直接口座管理機関は、全部取得日の前営業日に当該口座管理機関の顧客口に係る新株予約権

付社債数申告として、機構に対し以下のとおり通知する。 

（ア）通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末 

 

（イ）取扱時間  

   ① ファイル伝送 全部取得日の前営業日の午前３時から午後８時 

   ② 統合Ｗｅｂ端末 全部取得日の前営業日の午前９時から午後８時 

    

（ウ）主な通知内容 

   ① 機構加入者コード（区分口座） 

   ② 取得対象銘柄の銘柄コード 

   ③ 当該顧客口（区分口座）において増加すべき取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額 

      

 

 

 

 

 

 

 

（業第 218 条第 14項及び第 15項） 

 

 

 

 

（業第 244 条、施第 324 条） 

 

※ 機構は、加入者の加入者口座コードか

ら、機構が新規記録すべき区分口座を特

定する。 

 

（業第 218 条第 16 項第１号、施第 293 条

第２項） 

※ 新株予約権付社債数申告の訂正及び

取消しを行う場合は以下の取扱いとす

る。 

・ 全部取得日の前営業日に訂正を行うと

きは、統合Ｗｅｂ端末の場合、入力済の

申告を取り消したうえで統合Ｗｅｂ端

末による再入力を行い、ファイル伝送の

場合は「前日請求ファイル」を再送する。 

・ 全部取得日及びその翌営業日に訂正を

行う場合は Target 保振サイトにより、

機構に対して、所定の書面を提出する。 

・ 全部取得日の翌営業日から起算して２

営業日目の日以降は割当計算終了後の

ため、訂正不可となる。 
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内        容 備   考 

当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の自己口以外の口座に記録すべき振替新株

予約権付社債があるときは、上記に加えて④及び⑤の事項を通知するとともに、③の事項に

代えて⑥の事項を通知する。 

   ④ 質権に係る新株予約権付社債権者又は買取口座に記録されている振替新株予約権付社債

（その買取りの効力が生じていないものに限る。）に係る反対新株予約権付社債権者である

加入者の加入者口座コード 

 ⑤ 質権者である加入者又は買取口座の開設の申出をした発行者の加入者口座コード 

   ⑥ ④の口座で増加すべき取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額 

 

 

 

イ 自己口（信託口）に係る申告 

 

信託口（信託財産名義について包括的な申請を行うこととしているものに限る。）を有する

機構加入者は、全部取得日の前営業日に、機構に対し、自己口に係る新株予約権付社債数申告

として、以下の事項を通知する。  

（ア）通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末 

 

（イ）取扱時間  

     ① ファイル伝送 全部取得日の前営業日の午前３時から午後８時 

     ② 統合Ｗｅｂ端末 全部取得日の前営業日の午前９時から午後８時 

    

（ウ）主な通知内容 

①  機構加入者コード（区分口座） 

     ② 取得対象銘柄の銘柄コード 

     ③  当該自己口（区分口座）において増加すべき取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額 

当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の自己口以外の口座に記録すべき振替新株

予約権付社債があるときは、上記に加えて④及び⑤の事項を通知するとともに、③の事項に

代えて⑥の事項を通知する。 

④ 質権に係る新株予約権付社債権者である加入者の加入者口座コード 

⑤ 質権者である加入者の加入者口座コード 

⑥ ④の口座で増加すべき取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額 

 

※ 直接口座管理機関が共通直近上位機

関である場合においても、質権新株予約

権付社債が記録された口座又は買取口

座の上位の区分口座と増加すべき口座

の上位の区分口座が異なるときは、当該

増加すべき口座及び増加すべき金額に

ついて、①～⑥（③を除く。）の申告を

する必要がある。 

 

 

 

（業第 218 条第 16 項第２号及び第３号、

施第 293 条第３項及び第４号） 
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（ｂ）機構による機構加入者への通知 

機構は、統合Ｗｅｂ端末により新株予約権付社債数申告を受けたときは、受付時に「受付済通知/

エラー通知」を送信し、ファイル伝送により新株予約権付社債数申告をした機構加入者へは、受付

時に確認ファイルをファイル伝送により送信する。 

また、全部取得日の午前３時以降に機構加入者に通知する「帳表ファイル」において、各区分口

座で増加記録すべき金額を通知するとともに、当該区分口座に係る質権に係る取得対価銘柄を増加

すべき口座のあるときは、当該加入者の加入者口座コード及び当該加入者の口座において増加すべ

き取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｅ 自己口への記録 

 

機構及び口座管理機関は、全部取得日の業務開始時（午前９時）に、その開設する加入者の自己口

に増加させるべき取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額の増加の記録をする。 

 

  ｆ 顧客口への記録 

機構及び口座管理機関は、全部取得日の業務開始時（午前９時）に、その直近下位機関の口座の顧

客口に増加させるべき取得対価銘柄の振替新株予約権付社債の金額の増加の記録をする。 

 

 

 

 

（７）取得条項付新株予約権付社債の記録の抹消 

 

機構及び口座管理機関は、全部取得日の業務開始時（午前９時）において、取得条項付新株予約権付社債

 

※ 機構から取得対価銘柄を増加すべき

口座及び増加すべき取得対価銘柄の振

替新株予約権付社債の金額の通知を受

けた口座管理機関が増加記録すべき口

座を開設したものである場合は、当該口

座において増加すべき振替新株予約権

付社債の金額に当該通知された振替新

株予約権付社債の金額を加算する。当該

口座管理機関が増加記録すべき口座を

開設したものでないときは、直ちに、そ

の直近下位機関であって増加記録すべ

き口座の加入者の上位機関であるもの

に対し、増加すべき金額を通知するとと

もに、当該直近下位機関の顧客口に増加

すべき金額に当該金額を加算する。当該

通知を受けた口座管理機関も同様とす

る。 

 

（業第 218 条第 22 項第１号ロ、ハ及び第

２号ロ、ハ） 

 

 

 

（業第 218 条第 22項第 3号ロ、ハ） 

※ 口座管理機関が顧客口に増加すべき

金額は、当該顧客口の開設を受けてい

る口座管理機関又はその下位の口座管

理機関の開設する自己口に増加すべき

金額を合算した金額とする。 

 

（業第 218 条第 22 項第１号イ、第２号イ

及び第３号イ） 
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内        容 備   考 

についての記録がされている口座において、当該新株予約権付社債の全部についての記録を抹消する。 

 

（８）自己新株予約権付社債を交付する場合の取扱い 

ａ 発行者の一部抹消の申請 

発行者は、取得対象銘柄である新株予約権付社債権者に自己の新株予約権付社債を交付しようとす

るときは、全部抹消日の前営業日から起算して２営業日前の日までにその直近上位機関に対して、次

の事項を示して当該振替新株予約権付社債の一部抹消の申請をしなければならない。 

① 交付しようとする自己の取得対価銘柄が記録されている口座 

② 交付しようとする自己の取得対価銘柄の銘柄及び金額 

③ 振替日 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 発行者による支払代理人への通知 

 

    発行者は、支払代理人に対し、自己の振替新株予約権付社債を交付する旨を書面等により通知する。 

 

ｃ 機構加入者による機構への通知 

機構加入者は、先日付買入消却又は当日買入消却に係る一部抹消通知を機構に通知する。 

 

 

（９）直接口座管理機関による総新株予約権付社債権者報告 

直接口座管理機関は、機構からの総新株予約権付社債権者通知日程案内に従い、新株予約権付社債権者確

定日（全部取得日の前営業日）において振替口座簿に記録されている加入者ごとの取得対象銘柄に係る情報

を、新株予約権付社債権者確定日の翌営業日及び翌々営業日において、「総新株予約権付社債権者報告デー

タ」として機構に通知する。 

 

（１０）機構による割当計算 

 

   ａ 割当てを受けるべき新株予約権付社債権者 

 

 

（業第 219 条第１項、施第 296 条第１項） 

※ 自己の新株予約権付社債を交付する

場合の一部抹消の手続は、法上の振替手

続をシステム上実現するための手続で

ある。 

※ 発行者から一部抹消の申請を受けた

口座管理機関が間接口座管理機関であ

るときは、当該間接口座管理機関は、直

ちに、その直近上位機関に対し、①～③

の事項を通知しなければならない。 

※ 組織再編等により振替新株予約権付

社債が交付される場合において、発行者

が自己の新株予約権付社債を移転する

場合には、買入消却の手続により行う。 

 

（業第 219 条第２項、施第 296 条第 2項及

び第 3項） 

※ 買入消却の具体的な方法は、第７節

「買入消却の手続」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 220 条第１項、施第 297 条第１項か

ら第 3項） 
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内        容 備   考 

     機構は、全部取得日の前営業日における新株予約権付社債権者について割当計算を行う。 

 

 

 

   ｂ 割当計算の方法 

機構は、新株予約権付社債権者ごとに、当該新株予約権付社債権者の振替新株予約権付社債の金額

（当該新株予約権付社債権者の保有欄に記録されていた金額と、質権者の口座に記録されている当該

新株予約権付社債権者の振替新株予約権付社債の金額と、買取口座に記録されている当該新株予約権

付社債権者の新株予約権付社債（その買取りの効力が生じていないものに限る。）の金額を合計した金

額。）に対価交付比率を乗じて取得対価銘柄を保有する金額を算出する。 

 

   ｃ 割当計算後の調整新株予約権付社債数の通知 

     機構は、機構加入者に、以下のとおり「配分明細通知データ」を通知する。 

（ａ）通知手段 

ファイル伝送 

 

（ｂ）取扱時間 

全部取得日の翌営業日から起算して２営業日後の日（総新株予約権付社債権者通知日）の午前３

時から午後８時 

 

（ｃ）主な通知内容 

① 機構加入者コード 

② 取得対象銘柄の銘柄コード 

③ 取得対価銘柄の銘柄コード 

④ 総新株予約権付社債権者通知事由 

⑤ 割当の対象となる加入者の加入者口座コード 

⑥ 配分数量（調整新株予約権付社債数を含む。） 

⑦ 調整新株予約権付社債数の振替口座簿記録予定日 

⑧ 調整新株予約権付社債数 

⑨ 調整新株予約権付社債数の効力発生日 

 

３．新株予約権付社債の無償割当てにより交付される振替新株予約権付社債の取扱い 

 

（１）新株予約権付社債の割当てに伴う通知及び新規記録通知 

※ 発行者の自己の取得対象銘柄につい

ては、取得対価銘柄の割当てを受けな

い。 

 

（業第 220 条第２項、施第 298 条） 

※ 新株予約権付社債権者ごとの金額は、

機構において、加入者ごとに名寄せ合算

した金額とする。 

 

 

 

（業第 220 条、施第 297 条から第 299 条） 

※ 直接口座管理機関は、機構から「配分

明細通知データ」を受けたときは、直

ちに、その直近下位機関（取得対価銘

柄の増加を記録した口座の加入者の上

位機関に限る。）に必要な事項を通知し

なければならない。当該通知を受けた

口座管理機関も同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 223 条第１項、施第 301 条及び第

302 条） 

※ 新株予約権付社債の無償割当てを行
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発行者は、振替株式の株主に対し、無償で振替新株予約権付社債を割当てる旨の決議を行った場合は、機

構に対し、Target 保振サイトにより次に掲げる事項を通知する。 

① 新株予約権付社債の無償割当てを受ける株式の銘柄（以下「対象銘柄」という。） 

② 新株予約権付社債の無償割当てにより交付される新株予約権付社債の銘柄（以下「割当銘柄」とい

う。） 

③ 新株予約権付社債の無償割当てに係る手続日程 

④ 新株予約権付社債の無償割当ての基準日又は総株主通知の請求により株主確定日を設定する場合、

株主確定日 

⑤ 効力発生日 

⑥ 割当比率 

⑦ 株券喪失登録された株券に係る株式に対して割り当てられる新株予約権付社債の有無、有る場合に

は、その金額及び新規記録予定日 

⑧ 新株予約権付社債の無償割当てに際して発行する新株予約権付社債の総数（株券喪失登録された株

券に係る株式に対して割り当てられる金額を除く。） 

⑨ 新株予約権付社債の無償割当てを受ける振替株式の銘柄のうち、自己の保有する振替株式が記録さ

れた口座（加入者口座コード）及び口座ごとの金額（割当てを受ける株式が振替株式の場合に限る。） 

   ⑩ 自己の保有する割当銘柄を移転する場合は、移転する金額及び当該金額の記録された発行者の口座

（加入者口座コード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うには基準日を設定する方法と総株主

通知の請求により株主確定日を設定す

る方法とがある。 

※ 発行者は、新株予約権付社債の無償割

当ての発行決議日の２週間前までに機

構に対し、電話等により事前相談を行

う。 

※ 対象銘柄が外国人保有制限銘柄であ

る場合の手続については、第２章第２

節「振替新株予約権でない差別的取得

条項付新株予約権（いわゆる買収防衛

策としての新株予約権）の全部又は一

部取得に伴う振替株式の新規記録」に

準じる。 

※ 株券喪失登録がされた株券に係る株

式に対して割り当てられる振替新株予

約権付社債の新規記録については、第

２章第２節「新規記録手続」の「取扱

開始時の取扱い」に準じる。 

※ 機構は、発行者から通知された⑨の口

座に係る情報をその口座を開設する口

座管理機関に、Target 保振サイトによ

り通知する。当該口座管理機関は通知

された情報について確認する。 

※ 発行者は、割当基準日を定める取締役

会決議後、速やかに（割当基準日の前

営業日から起算して７営業日前まで

に）機構に通知する。 

※ 総株主通知の請求により株主確定日

を設定する方法により、新株予約権付

社債の無償割当てを行う際には、株主

確定日の前営業日から起算して７営業

日前の日までに機構に「総株主通知等

請求書（会社法第 277 条に基づく新株
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（２）銘柄情報の通知 

発行代理人は、発行者が振替株式の株主に対し、無償割当てを行う振替新株予約権付社債の条件決定日の

翌営業日の午後０時 30分までに（割当決議と条件決定日が同一の場合は、当該日の翌営業日の午後０時 30

分までに）機構に対し、ファイル伝送又は Target 保振サイトにＣＳＶファイルをアップロードすることに

より、割当銘柄である振替新株予約権付社債の銘柄情報を通知する。また、発行代理人は、Target 保振サ

イトから機構に対し、発行要項を送付する。なお、発行代理人には次に掲げる事項に留意し、当該銘柄情報

ファイルを作成する。 

① 募集開始日 

     割当日を入力する 

② 払込日 

     割当日を入力する 

③ 発行総額 

      発行決議時における振替株式の発行済株式数に割当比率を乗じた額とする。 

    ④ 新株予約権の発行総数 

予約権の無償割当て等用）」を提出す

る。書式については、機構ホームペー

ジに掲載の書式（ST80-06）を参照。 

※ 発行者は、新株予約権付社債の無償割

当ての発行決議後、速やかに（株主確定

日の前営業日から起算して７営業日前

の日までに）機構に通知する。 

※ 発行者は、対価として、振替新株予約

権付社債を新規記録により、交付しよ

うとするときは、あらかじめ、発行代

理人及び支払代理人の選任を行い、機

構に届出を行っておく必要がある。 

※ 発行代理人及び支払代理人の選任の

詳細については、第１章第３節「発行代

理人等」を参照。 

※ 機構は、発行代理人から通知された発

行要項により公示を行った後、改めて

割当計算により確定した新株予約権付

社債の金額を公示する。 

 

（業第 223 条第２項、施第 302 条第２項） 

※ 銘柄情報通知の詳細については､第２

節「銘柄情報の通知」を参照。 

※ 発行代理人は、ファイル伝送により銘

柄情報を通知した場合には、機構に対

し、Target 保振サイトにより当該通知

を行った旨を連絡する。 

※ 当該銘柄情報については、機構が発行   

代理人から銘柄情報を受領した日の翌

営業日から起算して２営業日後の日ま

でに機構加入者に対してファイル伝送

又は統合Ｗｅｂ端末により通知する。 

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人に

対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報
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      ③の発行総額を各社債の金額で除した数を入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以後の手続については、２．取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権付社債の全部取得によ

る振替新株予約権付社債の交付（３）から（１０）に準じる。 

 

４．合併等の対価として消滅会社等の株主に対して交付される振替新株予約権付社債 

（１）合併等の組織再編に際し、振替新株予約権付社債を交付する旨の通知及び新規記録通知 

発行者は、合併等に際し、消滅会社等の振替株式の株主に対し、対価として存続会社等又は新設会社等の

振替新株予約権付社債を交付する旨の決議を行った場合は機構に対し、Target 保振サイトにより次に掲げ

る事項を通知する。 

① 消滅会社等の振替株式の株主に対して交付する振替新株予約権付社債の銘柄（以下「合併等対価銘

柄」という。） 

② 消滅会社等の振替株式の銘柄（以下「消滅会社等銘柄」という。） 

③ 合併等に係る手続日程 

④ 合併等の基準日 

⑤ 効力発生日 

⑥ 割当比率調整新株予約権付社債数のうち整数 株主の自己口のうち、新株予約権付社債の割当基準

日（株主確定日）において最も大きい振替株式の数を記録していた口座（最も大きい数を記録してい

た口座が複数あるときは、加入者口座コードが最も大きい口座管理機関が開設する口座） 

⑦ 合併等に際して、消滅会社等の振替株式の株主に対し、対価として交付する存続会社等又は新設会

社等の新株予約権付社債の総数（株券喪失登録された株券に係る株式に対して割り当てられる金額を

除く。） 

⑧ 消滅会社等銘柄のうち自己の保有する消滅会社等銘柄である振替株式（合併等対価銘柄を交付しな

い自己株式）の記録された口座（加入者口座コード）及び口座ごとの消滅会社等銘柄の数 

⑨ 自己の保有する合併等対価銘柄を移転する場合には、移転する金額及び当該金額の記録された発行

を提供するものとし、ファイル伝送形

式による提供は、行わないものとする。 

※ ③及び④については、機構による新株

予約権付社債の割当計算後に確定した

発行総数及び総額を銘柄情報の変更通

知として改めて機構に通知する。割当

計算により確定した発行総数及び総額

については、割当計算終了後、発行代

理人に対し、統合Ｗｅｂ端末より「口

座処理結果ファイル」により通知する 

 

 

 

 

 

 

※ 対象銘柄が外国人保有制限銘柄であ

る場合の手続については、機構が別途

定める方法による。 

※ 発行者は、合併等の基準日を定める取

締役会決議後、速やかに（割当基準日

の前営業日から起算して７営業日前ま

でに）機構に通知する。 

※ 発行者は、合併等対価銘柄として、振

替新株予約権付社債を新規記録によ

り、交付しようとするときは、あらか

じめ、発行代理人及び支払代理人の選

任を行ったうえで、機構に届出を行っ

ておく必要がある。 

※ 発行代理人及び支払代理人の選任の

詳細については、第１章第３節「発行代

理人等」を参照。 

※ 機構は、発行代理人から通知された発

行要項を機構のホームページに掲載す
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内        容 備   考 

者の口座（加入者口座コード） 

 

 

 

 

 

 

（２）銘柄情報の通知 

合併等対価銘柄である振替新株予約権付社債の発行代理人は、消滅会社等銘柄である振替株式の株主確定

日の前営業日から起算して７営業日前の日の午後０時 30 分までに機構に対し、ファイル伝送又は Target

保振サイトにＣＳＶファイルをアップロードすることにより、合併等対価銘柄である振替新株予約権付社債

の銘柄情報を通知する。また、発行代理人は、Target 保振サイトから機構に対し、発行要項を送付する。

なお、発行代理人は、次に掲げる事項に留意し、当該銘柄情報ファイルを作成する。 

     

① 募集開始日 

     合併等に係る株主確定日を入力する 

② 払込日 

     合併等の効力発生日（振替新株予約権付社債の新規記録日）を入力する 

③ 発行総額 

      前（１）の決議時における消滅会社等銘柄の発行済株式数に割当比率を乗じた額とする。 

    ④ 新株予約権の発行総数 

      ③の発行総額を各社債の金額で除した数を入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以後の手続については、２．取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権付社債の全部取得によ

る振替新株予約権付社債の交付（３）から（１０）に準じる。 

ることにより公示を行った後、改めて

割当計算により確定した振替新株予約

権付社債の金額を公示する。公示の具

体的な処理方法については、第15節「振

替新株予約権付社債の総数等の公示」

を参照。 

 

 

※ 銘柄情報通知の詳細については､第２

節「銘柄情報の通知」を参照。 

※ 発行代理人は、ファイル伝送により銘

柄情報を通知した場合には、機構に対

し、Target 保振サイトにより当該通知

を行った旨を連絡する。 

※ 当該銘柄情報については、機構が発行

代理人から受領した日の翌営業日から

起算して２営業日後の日までに機構加

入者に対してファイル伝送又は統合Ｗ

ｅｂ端末により通知する。 

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人に

対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報

を提供するものとし、ファイル伝送形

式による提供は、行わないものとする。 

※ ③及び④については、機構による新株

予約権付社債の割当計算後に確定した

発行総数及び総額を銘柄情報の変更通

知として改めて機構に通知する。割当

計算により確定した発行総数及び総額

については、割当計算終了後、発行代

理人に対し、統合Ｗｅｂ端末より「口

座処理結果ファイル」により通知する 
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内        容 備   考 

 

 

５．取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の全部取得により交付される振替新株予約権付社債 

（１）取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の全部取得に際し、振替新株予約権付社債を交付する旨の

通知及び新規記録通知 

発行者は、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の全部取得に際し、取得条項付株式又は全部取得

条項付種類株式である振替株式の株主に対し、対価として振替新株予約権付社債を交付しようとするとき

は、機構に対し、会社法第 107 条第２項第３号イの事由が生じた日又は同法第 171 条第１項第３号に規定す

る取得日を定めた場合、機構に対し、Target 保振サイトにより次に掲げる事項を通知しなければならない。 

① 取得しようとする取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の銘柄（以下「取得対象銘柄」とい

う。） 

② 取得対価として交付しようとする振替新株予約権付社債の銘柄（以下「取得対価銘柄」という。） 

③ 取得に係る手続日程 

④ 効力発生日（全部取得日） 

⑤ 対価交付比率 

⑥ 取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の全部取得に際して発行する振替新株予約権付社債の

総数（株券喪失登録された株券に係る株式に対して割り当てられる金額を除く。） 

⑦ 自己の保有する取得対象銘柄（取得の対価を交付しない自己株式）の記録された口座（加入者口座

コード）及び口座ごとの取得対象銘柄の数（取得対象銘柄が振替新株予約権付社債の場合のみ） 

⑧ 自己の保有する取得対価銘柄を移転する場合は、移転する金額及び当該金額の記録された発行者の

口座（加入者口座コード） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 80条第 23 項） 

 

 

※ 対象銘柄が外国人保有制限銘柄であ

る場合の手続については、第２章第２

節「振替新株予約権でない差別的取得

条項付新株予約権（いわゆる買収防衛

策としての新株予約権）の全部又は一

部取得に伴う振替株式の新規記録」に

準じる。 

※ 発行者は、取得日を定める取締役会決

議後、速やかに（割当基準日の前営業

日から起算して７営業日前までに）機

構に通知する。 

※ 発行者は、対価として、振替新株予約

権付社債を新規記録により、交付しよ

うとするときは、あらかじめ、発行代

理人及び支払代理人の選任を行い、機

構に届出を行っておく必要がある。 

※ 発行代理人及び支払代理人の選任の

詳細については、第１章第３節「発行代

理人等」を参照。 

※ 発行者が取得日以降に機構に通知す

る場合は、発行者は、取得条項付株式又

は全部取得条項付種類株式の全部抹消

日を機構に通知しなければならない。こ

の場合、機構は全部取得日の前営業日を

株主確定日、全部抹消日を取得対価の記

録日として手続する。 

※ 機構は、発行代理人から通知された発

行要項を機構のホームページに掲載す

ることにより公示を行った後、改めて
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内        容 備   考 

 

 

 

 

 

（２）銘柄情報の通知 

取得対価銘柄である振替新株予約権付社債の発行代理人は、取得対象銘柄である取得条項付株式又は全部

取得条項付種類株式である振替株式の株主確定日の前営業日から起算して７営業日前の日までの午後０時

30 分までに機構に対し、Target 保振サイトにＣＳＶファイルをアップロードすることにより、取得対価銘

柄である振替新株予約権付社債の銘柄情報を通知する。また、発行代理人は、Target 保振サイトから機構

に対し、発行要項を送付する。なお、発行代理人は、次に掲げる事項に留意し、当該「銘柄情報ファイル」

を作成する。 

① 募集開始日 

全部取得日の前営業日を入力する。 

② 払込日 

全部取得日を入力する。 

③ 発行総額 

取得対象銘柄である取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の発行総数に対価交付比率を乗じ

た額とする 

④ 新株予約権の発行総数 

③の発行総額を各社債の金額で除した数を入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以後の手続については、２．取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権付社債の全部取得によ

る振替新株予約権付社債の交付（３）から（１０）に準じる。 

 

割当計算により確定した振替新株予約

権付社債の金額を公示する。公示の具

体的な処理方法については、第15節「振

替新株予約権付社債の総数等の公示」

を参照。 

 

（業第 218 条第２項、施第 288 条第２項） 

※ 銘柄情報通知の詳細については、第２

節「銘柄情報の通知」を参照。 

※ 発行代理人は、ファイル伝送により銘

柄情報を通知した場合には、機構に対

し、Target 保振サイトにより当該通知

を行った旨を連絡する。 

※ 当該銘柄情報については、機構が発行

代理人から銘柄情報を受領した日の翌

営業日から起算して２営業日後の日ま

でに機構加入者に対してファイル伝送

又は統合Ｗｅｂ端末により通知する。 

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人に

対しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報

を提供するものとし、ファイル伝送形

式による提供は、行わないものとする。 

※ ③及び④については、機構による新株

予約権付社債の割当計算後に確定した

発行総数及び総額を銘柄情報の変更通

知として改めて機構に通知する。割当

計算により確定した発行総数及び総額

については、割当計算終了後、発行代

理人に対し、統合Ｗｅｂ端末より「口

座処理結果ファイル」により通知する。 

以 上 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－3－26 

 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



新規記録の処理イメージ（発行時ＤＶＰ方式）

引

受

証

券

会

社

日本銀行

当座勘定入金済通知 入金依頼

振込依頼

当座勘定引落対象通知

当座勘定引落通知 当座勘定入金通知

資金
決済
会社

当座勘定決済

発

行

代

理

人

資金
決済
会社

機 構

決済照合システム

振替システム

発行口記録

新規記録

約定照合

決済照合

新規記録情報承認

決済照合結果通知

新規記録情報通知

決済照合結果通知

新規記録情報入力

新規記録済通知

※ 資金決済情報通知は、資金決済会社にも送信する。

※ 新規記録済通知は、株主名簿管理人にも送信する。

新規記録情報承認結果通知

発行口記録情報通知

資金決済情報通知

新規記録済通知

発行口記録情報通知

資金決済情報通知

当座勘定入金対象通知

資料3－3－１
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新規記録の処理イメージ（非ＤＶＰ方式）

引

受

証

券

会

社

発

行

代

理

人

機 構

振替システム

発行口記録

※ 発行代理人は、払込期日に、引受証券会社から払込みが行われたことを確認した後、機構に対して、資金振替済通知を行う。

※ 機構は、発行代理人から受け付けた資金振替済通知に基づき、受付日当日のオンライン処理により振替口座簿に新株予約権付社債の記録を行う。

※ 新規記録済通知は、株主名簿管理人にも送信する。

発行口記録情報通知

新規記録に関する情報の通知

発行口記録情報通知

新規記録情報通知

新規記録

資金振替済通知

新規記録済通知新規記録済通知

資料3－3－2
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振替新株予約権付社債の新規記録の標準日程 

 

① 上場新株予約権付社債（発行時ＤＶＰ方式） 

日程 発行決議日 

Ｘ 

 

Ｘ+２ 

条件決定日 

Ｙ 

募集開始日 

Ｙ+１ 

 

Ｙ+２ 

 

Ｙ+３ 

 

Ｚ-２ 

 

Ｚ-１ 

払込期日 

Ｚ 

 

 

発行代理人 

 

 

         

 

 

機構 

 

 

 

 

        

 

 

引受証券会社 

 

 

         

 

 

備考 

 

 

         

（注１）引受証券会社は、発行代理人に対し、新規記録情報承認のために必要な情報について、電子メール等で通知する。 

新
規
記
録
情
報
（
注
１
） 

銘
柄
コ
ー
ド
等
通
知 

銘
柄
情
報
通
知 

銘
柄
マ
ス
タ
登
録 

新
規
記
録
情
報
承
認 

（9：00） 払
込
依
頼
（
日
銀
ネ
ッ
ト
） 

新
規
記
録 

銘
柄
情
報
提
供 

銘
柄
情
報
提
供 

新
規
記
録
済
通
知 

新
規
記
録
済
通
知 

募 集又は

売出しの

届出 

２週間以上（株主に対する募集事項の通知又は公告（会社法第２４０条第２項、第３項）） 

発
行
口
記
録 

･･･ 

７日以上（届出の効力発生（金商法第８条、開示ガイドライン８－１）） 

引受証券会社は、募集開

始日に新規記録情報を

通知する。 

･･･ 

発行代理人は、銘柄情

報の提供を受けた日

（Ｙ+３）から払込期

日の２営業日前（Ｚ-

２）までに承認する。 

新
規
記
録
情
報 

資料3－3－3 
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② 上場新株予約権付社債（非ＤＶＰ方式） 

日程 発行決議日 

Ｘ 

 

Ｘ+２ 

条件決定日 

Ｙ 

募集開始日 

Ｙ+１ 

 

Ｙ+２ 

 

Ｙ+３ 

Ｙ+４ 

（Ｚ-２） 

 

Ｚ-１ 

払込期日 

Ｚ 

 

 

発行代理人 

 

 

         

 

 

機構 

 

 

 

 

        

 

 

引受証券会社 

 

 

         

 

 

備考 

 

 

         

 
 
 

新
規
記
録
情
報 

銘
柄
コ
ー
ド
等
通
知 

銘
柄
情
報
通
知 

銘
柄
マ
ス
タ
登
録 

新
規
記
録
情
報
通
知 

（9：00） 

資
金
振
替
済
通
知 

新
規
記
録 

銘
柄
情
報
提
供 
銘
柄
情
報
提
供 

新
規
記
録
済
通
知 

新
規
記
録
済
通
知 

募 集又は

売出しの

届出 

発
行
口
記
録 

･･･ 

２週間以上（株主に対する募集事項の通知又は公告（会社法第２４０条第２項、第３項）） 

７日以上（届出の効力発生（金商法第８条、開示ガイドライン８－１）） 

発行代理人は、銘柄情報

の提供を受けた日の翌

営業日（Ｙ+４）から払

込期日の２営業日前（Ｚ

-２）までに通知する。 

引受証券会社は、募集開

始日から発行代理人が

機構に新規記録情報通

知を行う日の前営業日

までの間に必要な情報

を通知する。 

･･･ 
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③ 第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債（発行時ＤＶＰ方式） 

日程 発行決議日 

Ｘ 

 

Ｘ+４ 

 

Ｘ+５ 

 

Ｘ+６ 

 

Ｘ+７ 

 

Ｘ+８ 

 

Ｚ-２ 

 

Ｚ-１ 

払込期日 

Ｚ 

 

 

発行代理人 

 

 

         

 

 

機構 

 

 

 

 

        

 

 

引受証券会社 

 

 

         

 

 

備考 

 

 

         

（注１）新株予約権の行使価額等の発行条件がＸ+４までに決定していることが、Ｘ+５に銘柄情報通知を行う前提となる。 

（注２）引受証券会社は、発行代理人に対し、新規記録情報承認のために必要な情報について、電子メール等で通知する。 

 

新
規
記
録
情
報
（
注
２
） 

銘
柄
コ
ー
ド
等
通
知 

銘
柄
情
報
通
知
（
注
１
） 

銘
柄
マ
ス
タ
登
録 

新
規
記
録
情
報
承
認 

（9：00） 払
込
依
頼
（
日
銀
ネ
ッ
ト
） 

新
規
記
録 

銘
柄
情
報
提
供 

銘
柄
情
報
提
供 

新
規
記
録
済
通
知 

新
規
記
録
済
通
知 

７日以上（届出の効力発生（金商法第８条、開示ガイドライン８－１）） 

募集又は

売出しの

届出 

発
行
口
記
録 

･･･ 

２週間以上（株主に対する募集事項の通知又は公告（会社法第２４０条第２項、第３項）） 

発行代理人は、銘柄情報

の提供を受けた日の翌

営日（Ｘ+８）から払込

期日の２営業日前（Ｚ-

２）までの間に承認す

る。 

引受証券会社は、機構か

ら銘柄情報の提供を受

けた日の翌営業日に新

規記録情報を通知する。 

新
規
記
録
情
報 

･･･ 
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④ 第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債（非ＤＶＰ方式） 

日程 発行決議日 

Ｘ 

 

Ｘ+４ 

 

Ｘ+５ 

 

Ｘ+６ 

 

Ｘ+７ 

 

Ｘ+８ 

 

Ｚ-２ 

 

Ｚ-１ 

払込期日 

Ｚ 

 

 

発行代理人 

 

 

         

 

 

機構 

 

 

 

 

        

 

 

引受証券会社 

 

 

         

 

 

備考 

 

 

         

（注１）新株予約権の行使価額等の発行条件がＸ+４までに決定していることが、Ｘ+５に銘柄情報通知を行う前提となる。 

 

新
規
記
録
情
報 

銘
柄
コ
ー
ド
等
通
知 

銘
柄
情
報
通
知
（
注
１
） 

銘
柄
マ
ス
タ
登
録 

新
規
記
録
情
報
通
知 

（9：00） 

新
規
記
録 

銘
柄
情
報
提
供 

銘
柄
情
報
提
供 

新
規
記
録
済
通
知 

新
規
記
録
済
通
知 

募 集又は

売出しの

届出 

発
行
口
記
録 

･･･ 

資
金
振
替
済
通
知 

２週間以上（株主に対する募集事項の通知又は公告（会社法第２４０条第２項、第３項）） 

７日以上（届出の効力発生（金商法第８条、開示ガイドライン８－１）） 

引受証券会社は、機構から銘柄

情報の提供を受けた日の翌営業

日から発行代理人が機構に新規

記録情報通知を行う日の前営業

日までの間に必要な情報を通知

する。 

発行代理人は、銘

柄情報の提供を

受けた日の翌営

業日（Ｘ+８）か

ら払込期日の２

営業日前（Ｚ-２）

までの間に通知

する。 

･･･ 
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振替新株予約権付社債の新規記録の処理フロー 

 

１．銘柄情報の通知 

日程 機構加入者 

（引受証券会社） 

資金決済会社 

（渡方） 

日本銀行 機構 発行代理人 処理概要 

 

 

 

 

発行決議

後速やか

に 

 

 

 

    

 

  

① 振替新株予約権付社債の発行決議を行った会社は、発行代

理人を通じて、払込期日より前の所定の日までに（発行条

件の決定後速やかに）、機構に対して振替新株予約権付社

債に関する情報（銘柄情報）を通知する。 

 

（注） 銘柄情報を通知した発行代理人は、機構に発行要項を

送付する。 

 

 

 

 

 

 

発行決議

後速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

① 機構は、発行代理人から通知された銘柄情報の内容を確認

する。 

 

② 発行代理人から通知された場合には、銘柄情報を機構加入

者及び発行代理人（支払代理人）に通知する。 

 

（注1） 期中に銘柄情報の変更があった場合にも、機構は、変

更情報を機構加入者、発行代理人（支払代理人）に通

知する。 

 

 

 

 

 

 

 

銘柄情報 

銘柄情報提供 

資料3－3－4 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



2 

２．新規記録手続 

（１）発行時ＤＶＰ方式による新規記録（上場新株予約権付社債の場合） 

日程 機構加入者 

（引受証券会社） 

資金決済会社 

（渡方） 

日本銀行 機構 発行代理人 処理概要 

 

 

 

 

― 

 

 

 

      
① 発行代理人は、ファンド情報を機構に通知する。 

② 発行代理人は、引受証券会社との間で決済照合システムを

利用するために必要な情報を SSI に登録する。 
 

※ SSI 機能を利用せず、決済指図データを機構（決済照
合システム）に送信することも可能である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

募集開始

日～払込

期日 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
① 引受証券会社は、募集開始日に（注１）、機構に対し、自

らの引受分に係る新規記録情報を通知する（決済照合シス

テムにより行う）。機構は、当該新規記録情報を発行代理

人に通知する。 
 
② 発行代理人は、新規記録情報の内容を確認した後、原則と

して、機構から銘柄情報の提供を受けた日から払込期日の

２営業日前までに（注２）、機構に対し、新規記録情報承

認通知を行う（決済照合システムにより行う）。 
 
③ 機構は、新規記録情報承認通知を受信した後、当該新規記

録情報を発行口に記録し、発行代理人及び引受証券会社に

対し、「発行口記録情報通知」を送信し、払込期日に日本

銀行に対し、入金依頼を行う。 
 
 

 

 

 

払込期日 

（X） 

 

 

 

      
① 日本銀行は、発行代理人に対し、「当座勘定入金対象通知」

を、引受証券会社（資金決済会社）に対し、「当座勘定引

落対象通知」を送信する。 
 
② 引受証券会社（資金決済会社）は、払込期日の所定の時刻

までに発行代理人に払込金を支払う。 

 

③ 決済完了後、日本銀行は、発行代理人に対し、「当座勘定

入金通知」を、引受証券会社（資金決済会社）に対し、「当

ファンド情報 

 

当座勘定決

済 

新規記録 

新規記録済通知 

新規記録済通知 

当座勘定入金対象通知 

当座勘定入金通知 

当座勘定引落対象通知 

払込依頼 

当座勘定引落通知 

 
 

約定照合 

決済照合 

新規記録情報 

新規記録情報

承認 
新規記録情報承認結果通知 

新規記録情報通知 

決済照合結果通知 決済照合結果通知 

入金依頼 入金依頼受付通知 

発行口記録 

資金決済情報通知 資金決済情報通知 

発行口記録情報通知 発行口記録情報通知 

（決済指図データ（SSI を利用しない場合）） 
（決済指図データ（SSI

を利用しない場合）） 

当座勘定入金済通知 

SSI 登録情報 SSI 登録情報 

（注）ファンド情報及び SSI 登録情報については、新規記録が発生する都度、登録する必要はない。 

新規記録済通知（TA へ） 
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日程 機構加入者 

（引受証券会社） 

資金決済会社 

（渡方） 

日本銀行 機構 発行代理人 処理概要 

座勘定引落通知」を送信するとともに、機構に対し、「当

座勘定入金済通知」を送信する。 
 
④ 機構は、引受証券会社の口座に新規記録を行い、引受証券

会社、発行代理人及び株主名簿管理人に対し、「新規記録

済通知」を送信する。 
 

（注１）第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債の場合は、機構から銘柄情報の提供を受けた日の翌営業日に行う。 

（注２）第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債の場合は、機構から銘柄情報の提供を受けた日の翌営業日から払込期日の２営業日前までに行う。 
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（２）発行時ＤＶＰ方式によらない（決済照合システムを利用しない）新規記録（上場新株予約権付社債の場合） 

日程 機構加入者 

（引受証券会社） 

資金決済会社 

（渡方） 

日本銀行 機構 発行代理人 処理概要 

 

 

 

募集開始

日～払込

期日の２

営業日前 

 

 

      

① 引受証券会社は、募集開始日から発行代理人が新規記録情

報を機構に通知する日の前営業日までに（注１）、発行代

理人に対し、直接、発行代理人が新規記録情報を機構に通

知するために必要な情報を通知する。 

 

② 発行代理人は、原則として、機構から銘柄情報の提供を受

けた日の翌営業日から払込期日の２営業日前までに（注

２）、機構に対し、新規記録情報を通知する。 

 

③ 機構は、新規記録情報を発行口に記録し、発行代理人及び

引受証券会社に対し、「発行口記録情報通知」を送信する。 

 

 

 

 

 

 

払込期日

（X） 

 

 

 

 

      

① 引受証券会社（資金決済会社）は、払込期日に、発行代理

人に払込金を支払う。 

 

② 発行代理人は、機構加入者から払込みが行われたことを確

認した後に、機構に対し、「資金振替済通知（新規記録）」

を行う。 

 

③ 機構は、引受証券会社の口座に新規記録を行い、引受証券

会社、発行代理人及び株主名簿管理人に対し、「新規記録

済通知」を送信する。 

 

 

 

（注１）第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債の場合は、機構から銘柄情報の提供を受けた日の翌営業日から発行代理人が新規記録情報を機構に対して通知する日の前

営業日までに行う。 

（注２）第三者割当てにより発行される非上場新株予約権付社債の場合は、機構から銘柄情報の提供を受けた日の翌営業日から払込期日の２営業日前までに行う。 

 

以 上 

新規記録情報 

 

発行口へ記

録 

新規記録情報の通知 
発行口記録情報通知 

発行口記録情報通知 

資金振替 

資金振替依頼 

払込連絡 資金振替済確認 

 

新規記録 

資金振替済通知 

（新規記録） 

新規記録済通知 新規記録済通知 

新規記録済通知（TA へ） 
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3－4－1 

 
第４節 振替手続 

 
内        容 備   考 

 

第１ 一般の振替に係る手続 

１．原則的な手続 

  振替新株予約権付社債の一般の振替に係る手続のうち、原則的な手続については、第２章第３節「振替手

続」に準じて行うものとする。 

 

２．例外的な手続 

（１）指定証券取引清算機関の対象取引の決済に係る振替の取扱い 

例外的な手続のうち、指定証券取引清算機関（株式会社日本証券クリアリング及び株式会社ほふりクリア

リング）の取引対象の決済に係る新株予約権付社債の振替の取扱いについては、第２章第３節「振替手続」

に準じて行うものとする。 

 

（２）特別口座に係る振替についての取扱い 

特別口座からの振替及び特別口座への振替の取扱いについては、第２章第３節「振替手続」に準じて行う

ものとする。 

 

（３）自己新株予約権付社債の処分に伴う振替 

取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権付社債の一部又は全部取得により振替新株予約権付社

債が交付される場合、新株予約権付社債に係る新株予約権の無償割当により振替新株予約権付社債が交付さ

れる場合、合併等の対価として新株予約権付社債が交付される場合、合併等の対価として新株予約権付社債

が承継される場合における自己新株予約権付社債の処分（交付）に係る振替については、それぞれの手続の

項目を参照のこと。 

 

３．振替の制限 

（１）機構による振替の制限 

機構は、特定の銘柄について、振替をしない日を定めることができる。この場合において、機構は、あら

かじめその旨を、Target 保振サイトにより、機構加入者に対し通知する。 

   

 

 

 

 

（業第 182 条、施第 244 条） 
 
※ 振替新株予約権付社債については、貸

株 DVP 振替に係る手続きは、存在しな

い。 
 
（業第 188 条、施第 250 条及び第 262 条） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（業第 189 条、施第 263 条第１項） 
※ 特定の銘柄の振替新株予約権付社債

の振替をしない日として機構が定める

日は、次に掲げる日とする。 
① 機構加入者が新株予約権付社債数

申告を行う日の翌営業日が新設合併

又は株式移転の場合における効力発
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 担保に係る振替手続 

 

１．質入れ関連手続 

質入れ関連の手続のうち、質入れ（質権設定）のための振替、担保新株予約権付社債の届出、質権の解除

のための振替及び質権の実行のための振替手続については、第２章第３節「振替手続」に準じて行うものと

する。 

 

２．譲渡担保差入れ関連手続 

譲渡担保差入れ関連手続のうち、譲渡担保差入れ（譲渡担保権設定）のための振替、担保新株予約権付社

債の届出、譲渡担保権の解除のための振替及び譲渡担保権の実行のための振替については、第２章第３節「振

替手続」に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

３．反対新株予約権付社債権者の新株予約権付社債買取請求に係る振替手続 

反対新株予約権付社債権者の新株予約権付社債買取請求に係る振替手続については、第２章第３節「振替

手続」に準じて行うものとする。 

 

４．質権口に係る新株予約権付社債権者の加入者口座コードの変更の手続き 

機構加入者による機構加入者口座の質権口に記録された新株予約権付社債権者の加入者口座コードの 

変更の手続については、第２章第３節「振替手続」に準じて行うものとする。 

 

生日であるときに、その日（新設合併

消滅会社又は株式移転完全子会社の

振替新株予約権付社債に限る。） 
② 元利払期日の前営業日 
③ 満期償還日 
④ 繰上償還日及びその前営業日（プッ

トオプションが付されている銘柄を

有する加入者がプットオプションを

行使していない場合を除く。） 
 
（業第 186 条及び第 187 条、施第 246 条

から第 249 条） 
 
※ 振替新株予約権付社債については、質

入れ関連の手続として、登録質権者とな

るべき旨の申出の手続は、存在しない。 
 
 
※ 振替新株予約権付社債の譲渡担保設  
 定に際しては、「振替請求（譲渡担保）」 

 は、利用できない。 
※ 振替新株予約権付社債については、譲

渡担保差し入れ関連手続として、特別株

主の申出の手続は、存在しない。 
 
 
 

以 上 
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第５節 元利金支払い 

 
内        容 備   考 

 

１．元利金支払いに係る事前準備 

（１）機構関与方式と機構非関与方式 

発行代理人は、元利金の支払方法について、銘柄ごとに機構関与方式又は機構非関与方式のいずれかの方

法を選択し、機構に銘柄情報項目として通知する。 
 

 

 

 

 

 

ａ 機構関与方式 

機構関与方式とは、機構が通知した元利金請求に係る情報にもとづき、支払代理人から機構加入者に

対し元利金を支払った後、機構加入者から間接口座管理機関又は加入者、間接口座管理機関から加入者

へと元利金を支払う方法をいう。機構関与方式の場合には、支払代理人から機構加入者への資金決済は、

日本銀行の当座勘定を通じて行うものとする。ただし、支払代理人と機構加入者の資金決済会社が同一

の場合は、支払代理人は、機構加入者との間で事前に約した方法により資金決済を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※ 銘柄情報の通知方法については、第２

節「銘柄情報の通知」を参照。 

※ 支払代理人は、銘柄情報の変更により

元利金の支払方式を変更することがで

きる。 

※ 加入者の直近上位機関は、加入者との

間で元利金の支払請求及び代理受領に

係る委任契約を締結する必要がある。 

 

※ 原則として、支払代理人は、機構関与

方式により元利金を支払う。 

※ 口座管理機関が機構の業務規程等に

基づいて、発行者のために提供する元

利金支払に関する役務に対し、発行者

が負担する手数料については、別途の

定めがある場合を除き、以下のように

取り扱う。 

① 発行者は、発行時に手数料率を決

定後、その情報を速やかに発行代理

人を通じて機構に通知し、機構は機

構加入者に当該手数料の情報を配信

する。さらに機構加入者は直近下位

機関に対し、当該情報を提供する。 

② 発行者から支払いを受けた支払代

理人は、機構が備える振替口座簿に

おいて機構加入者の顧客口及び信託

口に記録された残高についての元利

金支払に関する手数料を、当該機構
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内        容 備   考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ 機構非関与方式 

    機構非関与方式とは、支払代理人と機構加入者又は加入者との間で、事前に約した方法により元利金

を支払う方法をいう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

加入者に支払う。発行者および支払

代理人の当該手数料の支払いに係る

債務の履行は、機構加入者への支払

いをもって完了する。 

③ 支払代理人から支払いを受けた機

構加入者は、自らが備える振替口座

簿においてその加入者（非居住者を

除く。）の顧客口及び信託口に記録さ

れた残高についての元利金支払に関

する手数料を、直近下位機関に支払

う。 

④ 直近上位機関から支払いを受けた

間接口座管理機関は、自らが備える

振替口座簿においてその加入者（非

居住者を除く）の顧客口及び信託口

に記録された残高についての元利金

支払に関する手数料を、直近下位機

関に支払う。 

※ 機構は、支払代理人に対し、発行者か

ら口座管理機関に対して支払われる元

利払手数料の算定のために必要となる

機構加入者の区分口座の情報を Target 

保振サイトにより通知する。 

 

※ 機構非関与方式を選択できるのは、①

支払代理人のみが社債権者である場

合、②支払代理人が口座管理機関であ

り、ある特定の銘柄についての全ての

金額が当該口座管理機関の振替口座簿

に記録されている場合等である。 

※ 機構非関与方式である銘柄について、

口座管理機関が他の口座管理機関へ振

替をしようとする場合には、支払代理

人は、元利金の支払方式を機構非関与
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内        容 備   考 
 

 

（２）利金の計算方法 

支払代理人等に支払われる利金額は、次の方法により算出する。 
ａ 発行者による支払代理人への支払い 

発行者から支払代理人に支払われる利金額は、銘柄の残存総額に 1円あたりの利子額を乗じて計算す

る。 
ｂ 支払代理人による機構加入者への支払い 

支払代理人から機構加入者に支払われる利金額は、機構加入者の区分口座ごとの残高に１円あたりの

利子額を乗じて計算する。 
ｃ 口座管理機関による加入者への支払い 

口座管理機関から加入者に支払われる利金額は、加入者の口座ごとの残高に１円あたりの利子額を乗

じて計算する。 
 

 

２．元利金支払いに係る事務処理 

（１）元利払期日に係る日程の通知 

  機構は、機構関与銘柄の元利払期日が到来するときは、機構加入者及びその資金決済会社並びに支払代理

人及びその資金決済会社に対し、元利払期日の前営業日から起算して５営業日前の日から元利払期日の前営

業日から起算して２営業日前の日までの間に、「元利払日程通知」を通知する。 

ａ 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末（CSV ファイルダウンロード） 

ｂ 取扱時間 

（ａ）ファイル伝送 

元利払期日の前営業日から起算して５営業日前の日から元利払期日の前営業日から起算して２営業日

前の日の午前３時から午後８時 

（ｂ）統合Ｗｅｂ端末 

元利払期日の前営業日から起算して５営業日前の日から元利払期日の前営業日から起算して２営業日

前の日の午前 7時から午後８時 

ｃ 主な通知事項 

① 元利払期日 

② 銘柄コード 

③ 残存総額 

④ 加入者別担保受入れデータ集信期間 

方式から機構関与方式に変更する。 

 

（施第 277 条） 

※ １円あたりの利子額の計算は、発行者

が発行要項に定められた方法により行

う（少数第 13位未満の端数が生じた場

合は切り捨てる。）。（計算例１円あたり

の利子額＝表面利率（%）/100×計算対

象日数/基準日数）。 

※ ａ～ｃの計算において、端数が生じた

場合には、円単位未満を切り捨てる。 
※ 各々において受領した金額と支払っ

た金額に差異が生じた場合の精算は、行

わないものとする。具体的な計算例につ

いては、資料３－５－４を参照。 
 

（業第 196 条、施第 270 条） 

※ 機構非関与銘柄については、「元利払

日程通知」は通知しない。 
※ 元利払期日と元利払期日の間は、元利

払日程通知の配信の都合上、中６営業日

以上空けるものとする。 
※ 元利払期日前５営業日以内に、振替新

株予約権付社債の全部取得日が設定さ

れる場合には、それ以降、当該元利払期

日に係る「元利払日程通知」は、送信し

ない。 
※ 差押の対象となる金額は、「元利払日

程通知ファイル」、「元利払対象残高デ

ータ」、「課税情報申告データ」、「元利

金請求データ」には含まれない。 
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内        容 備   考 
⑤ 元利払対象残高データ配信期間 

⑥ 課税情報申告データ集信日 

⑦ 元利金請求データ配信日 

⑧ 振替停止日  

 

 

（２）担保受入機構加入者による担保受入に係る申告 

  担保受入機構加入者（新株予約権付社債を担保として受け入れている機構加入者のうち、機構が定める者

をいう。以下同じ。）は、機構に対し、元利払期日の前営業日から起算して３営業日前の日及び元利払期日

の前営業日から起算して２営業日前の日の午後４時から午後８時までの間に、（１）で通知された振替新株

予約権付社債のうち、担保差入機構加入者（担保受入機構加入者に担保を差し入れた機構加入者又は担保受

入機構加入者に担保を差し入れた加入者の上位機関である機構加入者をいう。以下同じ。）から担保として

受け入れた振替新株予約権付社債について、ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末（CSV ファイル入力）により

以下の事項「加入者別担保受入データ」を通知する。 

① 担保受入機構加入者の機構加入者コード 

② 担保として受け入れている振替新株予約権付社債の銘柄コード 

③ 担保差入機構加入者の機構加入者コード 

④ 担保として受け入れている新株予約権付社債の機構加入者ごとの金額 

 

（３）機構による元利払対象残高の通知 

  機構は、（１）で通知した振替新株予約権付社債について、機構加入者及び支払代理人に対し、元利払期

日の前営業日から起算して２営業日前の日及び元利払期日の前営業日に元利払の対象となる振替新株予約

権付社債の金額について、以下の事項「元利払対象残高データ」を通知する。 

ａ 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末（CSV ファイルダウンロード） 

ｂ 取扱時間 

（ａ）ファイル伝送 

元利払期日の前営業日から起算して２営業日前の日及び元利払期日の前営業日の午前３時から午後８時 

（ｂ）統合Ｗｅｂ端末 

元利払期日の前営業日から起算して２営業日前の日及び元利払期日の前営業日の午前 7時から午後８時 

ｃ 主な通知事項 

① 機構加入者コード 

② 銘柄コード 

③ 機構加入者又はその資金決済会社が元利金の支払いを受ける対象となる振替新株予約権付社債の金

 

 

 

 

 

 

（業第 197 条、施第 271 条） 

※ 担保権者の口座の保有欄又は質権欄

に記録されている振替新株予約権付社

債に係る元利金は、原則として、その

担保権者の口座を開設する機構加入者

に支払われることとなるが、金融商品

取引所、証券取引清算機関、証券金融

会社等機構が認める機構加入者につい

ては、事前に担保受入情報を機構に通

知することにより、担保差入機構加入

者に元利金が支払われることとなる。 

 
 
（業第 198 条、施第 272 条） 
※ 機構加入者は、当該通知が直近下位機

関に係るものであるときは、直ちに当該

直近下位機関に当該通知事項を通知す

るものとする。当該通知を受けた口座管

理機関も同様とする。 
※ 機構非関与銘柄については、「元利払

対象残高データ」は、通知対象外とする。 
※ 機構は、元利払期日の前営業日から起

算して３営業日前の日及び元利払期日

の前営業日から起算して２営業日前の

日の振替終了時点（午後３時 30 分）に

おける振替口座簿の記録に「加入者別担

保受入データ」の記録を加算して、「元

利払対象残高データ」を作成する。 
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内        容 備   考 
額（以下「元利払対象残高」という。） 

④ 機構加入者の口座に記録されている振替新株予約権付社債の金額 

 

 

 

 

 

 

 

（４）機構加入者による課税情報の通知 

機構加入者は、元利払期日の前営業日に、機構から通知を受けた元利払対象残高について、「課税情報申

告データ」を通知する。 

ａ 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末（CSV ファイル入力） 

ｂ 取扱時間 

（ａ）ファイル伝送 

元利払期日の前営業日の日の午前３時から午前 11時 

（ｂ）統合Ｗｅｂ端末 

元利払期日の前営業日の日の午前 7時から午前 11時 

ｃ 主な通知事項 

① 機構加入者コード 

② 銘柄コード 

③ 利子課税区分（以下「税区分」という。） 

④ 新株予約権付社債の金額 

⑤ 国税額（租税特別措置法第９条の３の２第１項の規定の適用を受ける利子に係る国税額を除く。以

下同じ。） 

⑥ 国税額を控除した後の利金請求額（以下「国税引後利金請求額」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 利払時の「元利払対象残高データ」に

は、社債権者集会における議決権行使等

のための証明に係る残高を含むが、差押

対象である残高は、含まない。 
※ 償還時の「元利払対象残高データ」に

は、社債権者集会における議決権行使等

のための証明書に係る残高及び差押対

象である残高は含まない。 
 
（業第 199 条、施第 273 条） 
※ 口座管理機関は、直近上位機関に元利

払対象残高についての課税情報（直近下

位機関から通知を受けた課税情報を含

む。）を通知する。当該通知を受けた口

座管理機関も同様とする。 
※ 「課税情報申告データ」の新株予約権

付社債の金額、国税額、国税引後利金請

求額は、機構加入者コードごと、銘柄ご

と、税区分ごとに通知する。 
※ 利子課税に係る税区分については、資

料３－５－５を参照。 
※ 機構非関与銘柄については、「課税情

報申告データ」の通知対象外とする。 
※ 機構加入者が通知する国税額、国税引

後利金請求額の計算は、税区分 90・91

（非居住者）を設定した場合のみとする

（税区分 90・91（非居住者）以外の場

合は、機構が計算する。）。 

※ 利払期日の前営業日の午前 11 時まで

に「課税情報申告データ」が機構に通知

されない場合には、機構は、一律、税区

分 85（口座管理機関源泉徴収分）とし

て国税額、国税引後利金請求額を計算す

る。 
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内        容 備   考 
 

 

 

 

（５）機構による元利金請求額の通知 

  機構は、（４）の通知を受けたときは、支払代理人又はその資金決済会社が機構加入者又はその資金決済

会社に対して支払うべき金額（以下「元利金請求額」という。）を確定し、機構加入者及びその資金決済会

社及び支払代理人及びその資金決済会社に対し、元利払期日の前営業日の午後０時 30 分から午後３時 30

分までの間に、ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末（CSV ファイルダウンロード）により以下の事項「元利金

請求データ」を通知する。 

ａ 「元利金請求内容明細通知」 

① 決済番号（株式等リファレンスＮＯ） 

② 支払代理人コード 

③ 資金支払先の資金決済会社コード 

④ 資金受入先の資金決済会社コード 

⑤ 銘柄コード 

⑥ 個別承認採用フラグ 

⑦ 機構加入者コード 

⑧ 税区分 

⑨ 元利払対象残高 

⑩ 国税額を控除する前の利金請求額（以下「国税引前利金請求額」という。） 

⑪ 国税額 

⑫ 国税引後利金請求額 

⑬ 対象銘柄が償還となる場合には、償還金請求額 

 

ｂ 「決済予定額通知」 

① 決済番号（株式等リファレンスＮＯ） 

② 資金支払先の資金決済会社コード 

③ 資金受入先の資金決済会社コード 

④ 支払金額 

 

（６）元利金の支払方法の変更 

  支払代理人は、機構から通知される「元利金請求データ」のうち、特定の銘柄について個別承認方式（支

払代理人が振替新株予約権付社債の元利金を機構加入者に支払う際に当該支払代理人が同日に当該機構加

※ 割引債の場合は、非居住者非課税制度

の適用を受ける場合を除き、「課税情報

申告データ」を通知する必要はない。 
 
（業第 200 条、施第 274 条） 
※ 加入者は、元利金の請求について、直

近上位機関に委任するものとする。当該

委任を受けた間接口座管理機関も同様

とする。 
※ 加入者（機構加入者を除く。）は、元

利金の受領について、直近上位機関であ

る口座管理機関に委任するものとする。

当該直近上位機関が口座管理機関であ

る場合も同様とする。 
※ 機構は、元利金支払いの対象となる銘

柄が機構非関与銘柄の場合には、最終償

還時のみ、「元利金請求内容明細通知」

が通知される（「決済予定額通知」は、

通知されない。）。 
 
 
 
 
 
 
※ 支払金額は、資金支払先と資金受入先

の資金決済会社が同一となる場合につ

いても、通知される。 
 
 
 
（業第 201 条、施第 275 条） 

※ 個別承認方式に変更する必要がない

場合には、機構への通知は、不要である。 
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内        容 備   考 
入者に支払うべき他の振替新株予約権付社債の元利金と合算せず支払う方法をいう。以下同じ。）に変更す

る必要がある場合には、機構に対し、連絡を行ったうえで、元利払期日の前営業日の午後０時 30 分から午

後３時 30 分までの間に統合Ｗｅｂ端末により、「元利金請求内容承認可否通知」にて銘柄コードを通知す

る。 

 

 

 

 

（７）元利金の支払方法を変更した旨の通知 

  機構は、元利金の支払方法を個別承認方式に変更する旨の通知を受けた場合には、元利払期日の前営業日

に機構加入者及びその資金決済会社並びに支払代理人及びその資金決済会社に対し、以下の事項「元利金請

求内容確定通知」を通知する。 

ａ 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末（CSV ファイルダウンロード） 

ｂ 取扱時間 

元利払期日の前営業日の日の午後 4時から午後 8時 

ｃ 主な通知事項 

① 元利払期日 

② 個別承認方式に変更された振替新株予約権付社債の銘柄コード 

 

（８）元利金請求額の計算 

  機構は、（６）の通知を受けたときは、個別承認方式に変更された振替新株予約権付社債の銘柄とその他

の銘柄を区分して、元利金請求額を再度算出し、機構加入者及びその資金決済会社並びに支払代理人及びそ

の資金決済会社に対し、元利払期日の前営業日の午後５時から午後８時までの間にファイル伝送又は統合Ｗ

ｅｂ端末（CSV ファイルダウンロード）により（５）の事項を通知する。 

 

（９）元利金の支払い 

ａ 日本銀行の当座勘定により元利金の支払いが行われる場合 

（ａ）日本銀行に対する入金依頼 

    機構は、元利払期日の午前９時から午後３時 30 分までの間に日本銀行に対し、支払代理人又はそ

の資金決済会社の当座勘定からの元利払いの金額の引落し及び機構加入者又はその資金決済会社へ

の元利払いの金額の入金の依頼（「入金依頼」）をする。 

 

（ｂ）日本銀行による支払代理人及び機構加入者に対する通知 

※ 機構は、支払代理人から「元利金請求

内容承認可否通知」を受けた場合には、

通知を受けた銘柄について、個別承認方

式に変更するオペレーションを行う。 
※ 機構非関与銘柄については、「元利金

請求内容承認可否通知」の通知対象外で

ある。 
 
（業第 202 条、施第 276 条） 

※ 機構は、支払代理人から「元利金請求

内容承認可否通知」の通知がなかった場

合には、元利金請求内容確定通知を対象

銘柄なしとして通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
（業第 203 条） 

 

 
 
 
 
 
（業第 204 条第１項） 
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内        容 備   考 
    日本銀行は、機構から「入金依頼」を受けたときは、支払代理人又はその資金決済会社に対し、「当

座勘定引落対象通知」を、機構加入者又はその資金決済会社に対し、「当座勘定入金対象通知」を、そ

れぞれ通知する。 

 

（ｃ）支払代理人から日本銀行に対する払込みの依頼 

    支払代理人又はその資金決済会社は、元利払期日の午前10時30分までに日本銀行に払込依頼を行い、

日本銀行から支払代理人又はその資金決済会社に通知された「当座勘定引落対象通知」の内容により

払込みを行うことについて依頼する。 

 

（ｄ）日本銀行による資金決済 

    日本銀行は、前（ｃ）の払込みの依頼を受けたときは、支払代理人又はその資金決済会社から払込金

額を引落し、機構加入者又はその資金決済会社の当座勘定に当該金額を入金する。また、機構加入者

又はその資金決済会社に対し、「当座勘定入金通知」を支払代理人又はその資金決済会社に対し、「当

座勘定引落通知」をそれぞれ通知するとともに、機構に対し、「当座勘定入金済通知」を通知する。 

 

 

 

 

 

 

（ｅ）機構による振替新株予約権付社債の抹消 

機構は、元利金支払いが振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合には、日本銀行から「当

座勘定入金済通知」を受けた後、直ちに当該通知に係る振替新株予約権付社債の全部についての記録を

抹消する。ただし、償還に係る銘柄の支払代理人と機構加入者又はその資金決済会社とが同一のもので

ある場合には、日本銀行の当座預金における資金移動がないことから、「当座勘定入金済通知」が作成さ

れず、機構は、当該機構加入者が記録する当該銘柄の記録を抹消することができない。機構加入者は、

償還に係る銘柄の支払代理人と機構加入者又はその資金決済会社とが同一のものである場合には、後述

のｂ市中銀行により元利金の支払いが行われる場合と同様に元利金の払込みを確認した後、元利払期日

の午後３時３０分までに「資金振替済通知（抹消）」を機構に対し、通知する。 

 

（ｆ）支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対する抹消済みの通知 

 

   機構は、振替新株予約権付社債の記録を抹消したときは、統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイム

接続により支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対し、記録を抹消した日の午前９時から午後

 
 
 
（業第 204 条第２項） 

 
 
 
 
 
※ 機構は、元利払期日の午後３時 30 分

までに日本銀行から「当座勘定入金済通

知」がなかった場合は、支払代理人及び

機構加入者に「抹消済通知（決済未了）」

を通知する。午後３時 30 分以降に資金

決済がされた場合には、翌営業日以降に

機構に対し、統合Ｗｅｂ端末又はオンラ

インリアルタイム接続により「資金振替

済通知（抹消）」を通知する。 

 
（業第 204 条第３項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（業第 204 条第４項から第６項、施第 279

条） 

※ 機構から通知を受けた直接口座管理

機関は、直ちにその直近下位機関に対

し、当該通知のうち当該直近下位機関に

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3ー5－9 

内        容 備   考 
３時 30 分までの間に以下の事項「抹消済通知」を通知する。 

   ① 決済番号（株式等リファレンスＮＯ） 

   ② 機構加入者コード 

   ③ 銘柄コード 

   ④ 抹消日 

   ⑤ 新株予約権付社債の数 

   ⑥ 渡方資金決済会社コード 

   ⑦ 受方資金決済会社コード 

  

（ｇ）支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対する処理結果の通知 

   機構は、振替新株予約権付社債の記録を抹消した日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間にファ

イル伝送により支払代理人及び株主名簿管理人に「口座処理結果ファイル（処理明細）」を、機構加入者

に「機構加入者別口座処理明細表」を通知する。 

 

ｂ 市中銀行により元利金の支払いが行われる場合 

 （ａ）機構加入者による抹消通知 

機構加入者は、元利払期日に支払代理人から機構非関与方式に係る元利金が払い込まれたことを確認

し、当該元利金支払いが振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合には、元利払期日の午前９

時から午後３時 30 分の間に機構に対し、統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイム接続により以下

の事項「資金振替済通知（抹消）」を通知する。 

① 送信者リファレンスＮＯ 

② 銘柄コード又は株式等リファレンスＮＯ 

③ 機構加入者の口座管理機関コード 

   

（ｂ）機構による振替新株予約権付社債の抹消  

機構は、（ａ）の「資金振替済通知（抹消）」を受けたときは、振替新株予約権付社債の記録がされて

いる機構加入者口座において、当該振替新株予約権付社債についての記録を抹消する。 

 

（ｃ）支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対する抹消済みの通知 

   機構は、振替新株予約権付社債の記録を抹消したときは、統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイム

接続により支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対し、記録を抹消した日の午前９時から午後

３時 30 分までの間に以下の事項「抹消済通知」を通知する。 

   ① 決済番号（株式等リファレンスＮＯ） 

   ② 機構加入者コード 

係る事項を通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 支払代理人に対しては、ＣＳＶファイ

ルにより通知することも可能である。 
 
 
 
（業第 205 条第１項、施第 280 条第１項） 

※ 銘柄コード及び株式等リファレンス

ＮＯの両方を指定した場合はエラーと

なることに留意する。 
 
 
 
 
 
（業第 205 条第２項、施第 280 条第２項） 

 
 
 
（業第 205 条第３項及び第４項） 

※ 機構から通知を受けた直接口座管理

機関は、直ちにその直近下位機関に対

し、当該通知のうち当該直近下位機関に

係る事項を通知する。 
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内        容 備   考 
   ③ 銘柄コード 

   ④ 抹消日 

   ⑤ 新株予約権付社債の数 

   ⑥ 渡方資金決済会社コード 

   ⑦ 受方資金決済会社コード 

  

（ｄ）支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対する処理結果の通知 

   機構は、振替新株予約権付社債の記録を抹消した日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間にファ

イル伝送により支払代理人及び株主名簿管理人に「口座処理結果ファイル（処理明細）」を、機構加入者

に「機構加入者別口座処理明細表」を通知する。 

 

３．国税の還付請求又は追加納付に係る取扱い 

 機構加入者は、元利金支払いに係る国税の還付請求又は追加納付が発生した場合には、機構を通さず、直

接、支払代理人に対して、「元利金請求データ」の訂正依頼を行う。 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※ 支払代理人に対しては、ＣＳＶファイ

ルにより通知することも可能である。 
 
 
 
※ 口座管理機関は、直近上位機関に還付

請求又は追加納付（直近下位機関から

依頼を受けた還付請求又は追加納付に

係る訂正を含む。）の訂正依頼を行うも

のとする。当該通知を受けた口座管理

機関も同様とする。 
※ 機構加入者又は支払代理人は、機構に

対し、当該元利払に係る元利金請求デ

ータの内容を書面又はファイルにより

交付することを請求できる。請求方法

の詳細については、資料３－５－６参

照。 

 
以 上 
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発行者

加入者 加入者

機構加入者直接口座管理機関

支払代理人

直接口座管理機関

間接口座管理機関

機構

元利金請求の流れ

加入者

元利金の流れ

※ 階層構造を通じて、振替口座簿
の残高に基づき、発行者→支払代
理人→口座管理機関→加入者へ
と、順次元利金が支払われる。

※  加入者は口座管理機関に対し
元利金の請求及び代理受領を、
また、直接口座管理機関・機構加
入者は機構に対し元利金の請求
を、それぞれ委任する。

元利金の請求と支払いの流れ

資料3－5－1

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



元利金支払い（処理イメージ）

機

構

加

入

者

機 構

元利金請求データ

課税情報申告データ
元利金請求データ

元利金請求内容承認通知

元利金請求内容確定通知
元利金請求内容確定通知

振替システム

日本銀行

当座勘定入金対象通知

当座勘定入金済通知 入金依頼

抹消済通知 抹消済通知

振込依頼

当座勘定引落対象通知

当座勘定引落通知
当座勘定入金通知

資金
決済
会社

※機構は、元利払処理日程を記した「元利払日程通知」を元利払期日の５営業日前から２営業日前の日までの間、機構加入者及び支払代理人
に対してファイル伝送又はＣＳＶファイルにより通知する。

※機構は、日本銀行から当座勘定入金済通知を受領した後、当該決済が振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合には、当該振替
新株予約権付社債の抹消を行う。利払いに係るものである場合には、抹消は行わない。

抹消記録

元利金請求データ作成

元利金請求内容確定処理

当座勘定決済

資金決済データ作成
支

払

代

理

人

資金
決済
会社

資料3－5－2
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1 

元利金支払いの処理フロー 
 

日程 

機構加入者 
資金決済会社 

(受方) 
機構 

支払代理人 

(資金決済会社(渡方)) 
備 考  担保受入れ 

機構加入者 
 

元利払期日 
-6 営業日 

～ 
-3 営業日  

 
20:00～ 
 3:00 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元利払期日 
-5 営業日 

～ 
-2 営業日 

 3:00 ～

20:00 

     

元利払期日 
-3 営業日 

 

16:00 ～

20:00 

  

 

   

20:00～ 
 3:00 

    
 

 

 

 

元利払期日 
-2 営業日 

 

3:00 ～

20:00 

    

 

 

資料3－5－3 

元利払日程 
通知ﾃﾞｰﾀ(CB)作成 

元利払日程通知 
(CB) 

元利払日程通知 
(CB) (注 1) 

元利払日程通知 
(CB) 

 

元利払日程 
通知ﾃﾞｰﾀ(CB)送信 

 

加入者別担保 
受入れﾃﾞｰﾀ 

入力処理内容通知

(CB) 

論理ﾁｪｯｸ 
(残高照合等) 
 
加入者別担保受入れ

ﾃﾞｰﾀ入力処理内容通

知(CB)作成 
 

加入者別 
担保受入れﾃﾞｰﾀ

(CB) 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB)作成 
 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB) 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB)送信 
 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB) 
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2 

日程 

機構加入者 
資金決済会社 

(受方) 
機構 

支払代理人 

(資金決済会社(渡方)) 
備 考  担保受入れ 

機構加入者 

元利払期日 
-2 営業日 

 

16:00 ～

20:00 

  

 

    

20:00 ～

3:00 

    
 

 

 

 

 

元利払期日 
-1 営業日 

 

3:00 ～

20:00 

    

 

 

元利払期日 

-1 営業日 

(振替停止日) 

3:00 ～

11:00 

     

11:00 ～

12:30 

 

     

加入者別担保 
受入れﾃﾞｰﾀ 

入力処理内容通知

(CB) 

加入者別 
担保受入れﾃﾞｰﾀ

(CB) 

論理ﾁｪｯｸ 
(残高照合等) 
 
加入者別担保受入れ

ﾃﾞｰﾀ入力処理内容通

知(CB)作成 
 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB)作成 
 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB) 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB)送信 
 

元利払対象残高 
ﾃﾞｰﾀ(CB) 

課税情報申告ﾃﾞｰﾀ 
(CB)入力処理内容通知 

課税情報申告ﾃﾞｰﾀ 
(CB) 

論理ﾁｪｯｸ 
 
課税情報申告ﾃﾞｰﾀ入

力処理内容通知(CB)
作成・送信 

 

元利金請求ﾃﾞｰﾀ 
(CB)作成 
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3 

日程 

機構加入者 
資金決済会社 

(受方) 
機構 

支払代理人 

(資金決済会社(渡方)) 
備 考  担保受入れ 

機構加入者 

元利払期日 
-1 営業日 

(振替停止日) 

12:30 ～

15:30 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

  

15:30 ～

16:00 

     

16:00 ～

17:00 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

16:00 ～

17:00 

     

17:00 ～

20:00 

     

元利金請求ﾃﾞｰﾀ(CB) 
元利金請求ﾃﾞｰﾀ(CB) 

元利金請求ﾃﾞｰﾀ

(CB)送信 

元利金請求内容 
承認可否通知(CB)

受付 

① 

注 1 

対象銘柄について個

別承認に変更が必要

な場合のみ通知する。 

元利金請求ﾃﾞｰﾀ(CB) 

 
元利金請求内容承認

可否通知(CB)(注 1) 

元利金請求内容 
確定通知(CB)作成

(注 2) 

元利金請求内容 
確定通知(CB) 

 元利金請求内容 
確定通知(CB) 

 

元利金請求内容 
確定通知(CB)送信 

元利金請求内容 
確定通知(CB) 

 

元利金請求ﾃﾞｰﾀ(CB) 
(再計算)作成(注 3) 

① 

元利金請求ﾃﾞｰﾀ 
(CB)(再計算) 

元利金請求ﾃﾞｰﾀ 
(CB)(再計算) 

 

 元利金請求ﾃﾞｰﾀ 
(CB)(再計算) 

送信 
元利金請求ﾃﾞｰﾀ 
(CB)(再計算) 

 

注 3 

支払代理人より元利

金請求内容承認可否

通知が通知された場

合のみ当該処理が行

われる。 

注 2 

機構は、支払代理人か

ら「元利金請求内容承

認可否通知」の通知が

なかった場合には、元

利金請求内容確定通

知を対象銘柄なしと

して通知する。 
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日程 
機構加入者 

（資金決済会社（受方）） 
機構 日本銀行 

支払代理人 

(資金決済会社(渡方)) 
株主名簿管理人 備 考 

 
元利払期日 

 
9:00 ～

15:30 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
元利払期日 
+1 営業日 

 
3:00 ～

20:00 

      

 
以 上 

 入金依頼 

 

 
入金依頼受付 

 

 

当座勘定引落 
対象通知 

当座勘定入金 
対象通知 

 
当座勘定決済 

 

 

払込依頼 

 

当座勘定引落通知 当座勘定入金通知 

当座勘定入金済 
通知送信 

抹消済通知 

抹消済通知 抹消済通知 

 
処理結果の通知 

 

 

口座処理結果 
ファイル（処理明細） 

口座処理結果 
ファイル（処理明細） 

機構加入者別 
口座処理明細表 

＜償還時の場合＞ 
振替新株予約権付

社債の記録の抹消 
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利金の差額が生じる場合の具体例 

 

（設例） 

  銘柄の条件 

【発行総額】      150 億円 

【利率】        1％ 

【計算日数】      170/365 日 

【端数処理】      切捨て 

【１円あたりの利子額】 0.01×(170 日/365 日)＝0.0046575342465 

（残高３０億） 

社
債
権
者
Ａ 

社
債
権
者
Ｂ 

社
債
権
者
Ｃ 

発
行
者 

機
構
加
入
者
Ａ 

機
構
加
入
者
Ｂ 

支
払
代
理
人 

69,863,013円 …① 

自己口 
（残高５０億） 

自己口（残高４０億） 

40 億×１円あたりの利子額 
＝18,630,136 円 …④ 

 

顧客口（残高６０億） 

60 億×１円あたりの利子額 
＝27,945,205 円 …⑤ 

（残高１０億） 

（残高２０億） 

23,287,671 円 …② 4,657,534 円 …⑥ 

9,315,068 円 …⑦ 

13,972,602円 …⑧ 

46,575,341 円 …③ 
 

⑤     ＝27,945,205 円  

⑥＋⑦＋⑧ ＝27,945,204 円 
 
機構加入者Ｂに１円余るが清算は行わない。 

①   ＝69,863,013 円  

②＋③ ＝69,863,012 円 
 
支払代理人に１円余るが清算は行わない。 
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利子課税に係る税区分 

税区分

コード 
税区分 税率 備考 

00 元金のみ －  

10 分離課税 15.315％（注 1）  

20 総合課税 15.315％（注 1）  

30 非課税法人及び源泉徴収不適用 0％  

31 非課税信託財産（投資信託） 0％  

32 非課税信託財産（年金信託） 0％  

40 少額貯蓄非課税（マル優）（注 2） 0％  

60 財形貯蓄非課税 0％  

70 非居住者 0％  

71 非居住者 10％  

72 非居住者 12％  

73 非居住者 12.5％  

74 非居住者 15％  

75 非居住者 25％  

80 非居住者非課税制度対象分非課税(発行者源泉徴収分) 0％  

81 非居住者非課税制度対象分非課税(口座管理機関源泉徴収分) 0％  

85 口座管理機関源泉徴収分 －  

90 非居住者（注 3） 課税分 －  

91 非課税分 －  

92 マル優（分かち）（注 2） 分離課税分 15.315％（注 1）  

93 非課税分 0％  

（注 1）「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)の施行により、平成 25 年

1 月 1日から平成 49 年 12 月 31 日までの間、表中の税率が適用される。 

（注 2）新株予約権付社債についてマル優の適用を受ける場合には、税区分 85（口座管理機関源泉徴収分）が設定されることが想定されるため、税区

分 40（少額貯蓄非課税（マル優））及び税区分 92・93（マル優（分かち））が設定されることはない。 

（注 3）非居住者保有分について、税区分 70 から 75 までに該当しない税率の適用を受ける場合には、税区分 90・91（非居住者）を使用して、全期間、

当該税率で申告を行う。 

資料3－5－5 
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元利金請求内容情報及び決済予定額情報の請求方法について 

 

 株式等の振替に関する業務規程第 200 条に基づき、弊社が支払代理人及び機構加入者に対して通知した機構関与銘柄（差押えを受けたもの

その他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除く。以下、単に「機構関与銘柄」とします。）に係る元利金請求内容情報

及び決済予定額情報（以下、「元利金請求内容情報等」とします。）について、当該支払代理人及び機構加入者は、別途、書面等での交付を請

求することができます。 

 ご請求の方法等は、次のとおりです。 

 

1. 請求の内容  

（1）元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書 

   償還期日、繰上償還期日又は利払期日が到来した機構関与銘柄に係る元利金請求内容情報等を記載した帳票を確認書に添付して交付い

たします。 

  ※ 当該帳票は、統合 Web 端末及びファイル伝送のご利用により取得することができる「元利金請求データ」の内容を印字したものとな

ります。 

（2）元利金請求内容情報及び決済予定額情報ファイル 

   償還期日、繰上償還期日又は利払期日が到来した機構関与銘柄に係る元利金請求内容情報等が保存されている CSV ファイルを交付いた

します。 

  ※ 当該 CSV ファイルは、統合 Web 端末及びファイル伝送のご利用により取得することができる「元利金請求データ」と同等のものとな

ります。 

 

2. 請求のできる方  

支払代理人及び機構加入者 

 

資料３－５－６ 
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3. 請求方法  

（1）Target 保振サイト（以下「Target」という。）による請求のみとなります。 

  ※ 請求される前に必ず弊社までご連絡ください。 

 ①ご提出いただくもの 

・ 元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書等請求書 

 ②受付日 

   午後０時までに請求があったものについては、当日が受付日となります。午後０時を過ぎて請求があったものは、翌営業日が受付日と

なります。 

 

4. 受取方法  

（1）Target による受取のみとなります。  

 ①通知方法 

   Target による通知 

 ②通知日 

・確認書による交付の場合には受付日の翌営業日、ファイルによる交付の場合には受付日の４営業日後の日（当方の作業の都合上、当該通

知日までに通知できない場合は、弊社よりご連絡いたします。） 

 

5. 手数料  

  確認書の交付にかかる手数料（元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書交付手数料）は、確認書 1通につき 500 円となります。ま

た、当該確認書に添付する帳票が 10 枚を超過する場合は、超過枚数 1枚につき 10 円を加算します。 

  CSV ファイルの交付にかかる手数料（元利金請求内容情報及び決済予定額情報ファイル提供手数料）は、CSV ファイル 1 つ（請求対象日

毎）につき 500 円となります。 

以 上 
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第６節 繰上償還の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．コールオプションの行使 

（１）支払代理人による通知 

 支払代理人は、発行者が振替新株予約権付社債に付されたコールオプション（発行者がその意思表示によ

り、振替新株予約権付社債の繰上償還（振替新株予約権付社債の銘柄の払込日翌日から償還期日の前日まで

において、発行総額（償還済みの額を除く。）を償還する償還方法をいう。以下同じ。）をすることができる

権利をいう。以下同じ。）の行使により振替新株予約権付社債を抹消しようとするときは、発行者がコール

オプションの行使の決定をした日以降、速やかに機構に対し、ファイル伝送又は Target 保振サイトへのＣ

ＳＶファイルのアップロードにより以下の事項を通知する。 

① 銘柄コード 

② ＩＳＩＮコード 

③ コールオプション行使フラグ 

④ 繰上償還期日 

⑤ 償還価額 

⑥ １円あたりの利子額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）機構による銘柄情報の通知 

  機構は、以下により統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

 

ａ 統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

機構加入者及び支払代理人は、通知を受けた日の翌営業日から起算して２営業日後の日の午前７時

 

 

（業第 206 条第１項、施第 281 条第１項及

び２項） 

※ 発行者は、コールオプションの行使に

より振替新株予約権付社債の一部のみ

を抹消することはできない。 

※ コールオプションの行使は、銘柄情報

の変更通知として左記の事項を機構に

対して、通知する。銘柄情報の変更通知

の事務処理については、第２節「銘柄情

報の通知」を参照。 

※ 発行者は、ファイル伝送により機構に

銘柄情報を通知した場合には、機構に対

し、Target 保振サイトにより通知した

旨を連絡する。 

※ コールオプションを行使する場合に

は、銘柄情報項目のコールオプション

行使フラグをＮ（コールオプション未

行使）からＹ（コールオプション行使）

に変更する。 

※ 利払日よりも後に繰上償還期日を設

定する場合には、利払日と繰上償還期日

を中６営業日空けて設定しなければな

らない。 

 

（業第 206 条第２項、施第 281 条第３項） 

※ 機構は、左記の事項を Target 保振サ

イトでも通知する。 
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内        容 備   考 
から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末により銘柄情報のＣＳＶファイルをダウンロードすることが

できる。 

 

ｂ ファイル伝送による方法 

機構は、機構加入者に対して、通知を受けた日の翌営業日から起算して２営業日後の日の午前３時

から午後８時までの間、ファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

 

（３）繰上償還の処理 

  コールオプションが行使された場合の振替新株予約権付社債の繰上償還の処理は、満期償還の場合の元利

金支払いと同様の手続により行うものとする。 

 

 

２．プットオプションの行使 

（１）支払代理人による機構への通知 

支払代理人は、発行者が振替新株予約権付社債に付されたプットオプション（新株予約権付社債権者がそ

の意思表示により当該振替新株予約権付社債権者の有する振替新株予約権付社債について、発行者に対し、

繰上償還（利払日のいずれかの日において償還されるものに限る。）を請求できる権利をいう。以下同じ。）

の行使を請求できることとしたときは、支払代理人は、速やかに機構に対し、ファイル伝送又は Target 保

振サイトへのＣＳＶファイルのアップロードにより以下の事項を通知する。 

① 銘柄コード 

② ＩＳＩＮコード 

③ プットオプション行使フラグ 

④ 行使期間開始日 

⑤ 行使期間満了日 

⑥ 繰上償還期日 

⑦ 償還価額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 207 条） 

※ 満期償還の場合の元利払いの手続に

ついては、第５節「元利金支払い」を参

照。 

 

 

（業第 208 条第１項、施第 282 条第 1項） 

※ 発行者は、利付債について、プットオ

プションによる繰上償還を行う場合に

は、新株予約権付社債の利払日に行わ

なければならない。 

※ プットオプションの行使を請求でき

ることとしたときは、銘柄情報の変更通

知として左記の事項を機構に対して、通

知する。銘柄情報の変更通知の事務処理

については、第２節「銘柄情報の通知」

を参照。 

※ プットオプションの行使を請求でき

ることとしたときは、プットオプショ

ン行使フラグをＮ（プットオプション

不可能）からＹ（コールオプション行

使可能）に変更する。 

※ プットオプションの行使に係る行使

期間満了日と繰上償還期日との間は、

中１営業日空けるものとする。 

※ 繰上償還期日と満期償還期日との間

は、中６営業日空けるものとする。 
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内        容 備   考 
 

（２）機構による銘柄情報の通知 

機構は、以下により統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

ａ 統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

機構加入者及び支払代理人は、通知を受けた日の翌営業日から起算して２営業日後の日の午前７時

から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末により銘柄情報のＣＳＶファイルをダウンロードすることが

できる。 

 

ｂ ファイル伝送による方法 

機構は、機構加入者に対して、通知を受けた日の翌営業日から起算して２営業日後の日の午前３時

から午後８時までの間、ファイル伝送により銘柄情報を通知する。 

 

（３）プットオプションの行使の取次ぎ 

ａ プットオプションの行使の取次ぎ及び抹消請求 

機構及び口座管理機関は、その加入者から発行者に対するプットオプションの行使の請求（以下「プ

ットオプション行使請求」という。）の取次ぎの請求を受けた場合には、これを発行者に取次ぐ。 

   

ｂ 間接口座管理機関によるプットオプション行使請求の取次ぎの委託 

加入者からプットオプションの行使請求を受けた口座管理機関が間接口座管理機関であるときは、

当該間接口座管理機関は、その直近上位機関に対し、次の事項を示して、プットオプション行使請求

の取次ぎを委託するものとする。当該委託を受けた口座管理機関が間接口座管理機関である場合も同

様とする。 

   ① 銘柄コード 

   ② プットオプションを行使する新株予約権付社債の金額 

   ③ プットオプション行使請求の取次ぎを委託する直近上位機関が求める事項 

 

ｃ 機構加入者による取次ぎの請求又はプットオプション行使請求の取次ぎの委託 

 

  （ａ）取次ぎの請求又は行使請求の取次ぎの委託 

機構加入者は、その加入者からプットオプション行使請求の取次ぎの請求を受けたとき又はその直

近下位機関からプットオプション行使請求の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、午前９時か

ら午後３時 30 分までの間の統合Ｗｅｂ端末への入力又は午前３時から午後３時 30 分までの間のファ

イル伝送により、次の事項「プットオプション行使請求」を通知しなければならない。機構加入者が

機構に対し、プットオプション行使請求を行う場合も同様とする。 

 

（業第 208 条第２項、施第 282 条第２項） 

※ 機構は、左記の事項を Target 保振サ

イトでも通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 209 条第１項から第６項、施第 283

条） 

 

※ 機構加入者は、機構にプットオプショ

ン行使を通知した日の午後３時30分ま

での間、統合 Web 端末への入力の場合

は当該取次ぎの取消しを行うことが可

能であり（訂正は取消後に再入力を行
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内        容 備   考 
① 機構加入者コード 

② 銘柄コード 

③ プットオプションを行使する新株予約権付社債の金額 

 

 

（ｂ）機構によるデータの確認 

ア ファイル伝送 

機構は、ファイル伝送にてプットオプション行使請求の取次ぎの請求を受けた時点でデータ形

式の簡易チェックを行い、即時に、形式に異常がない場合にはデータ受理の旨、形式に異常があ

る場合はデータ不受理の旨を機構加入者に確認ファイルにて通知する。また、機構は、定時点ま

でに受け付けている請求ファイルのデータの関連性チェックを行い、エラーレコードがある場合

には、統合Ｗｅｂ端末にて通知を行う。なお、当該チェックは午後３時 30 分以降の日中バッチ

においても行う。 

 

イ 統合Ｗｅｂ 

機構は、統合Ｗｅｂ端末にてプットオプション行使請求の取次ぎの請求を受けた時点でデータ

形式の簡易チェック及び関連性チェックを行い、その結果を機構加入者に受付済通知／エラー通

知にて通知する。 

 

ｄ 機構から機構加入者への通知 

機構は、機構加入者から「プットオプション行使請求」を受けた場合において、当該請求に誤りが

なかった場合には、受付通知「プットオプション行使請求受付通知」を、当該請求に誤りがあった場

合には、誤りがある旨の通知「プットオプション請求エラー通知」を午後６時から午後８時までの間

のファイル伝送により機構加入者に対して通知する。 

 

 

 

 

 

 

ｅ 機構及び機構加入者による振替及び抹消の受付の停止 

機構加入者が機構に対して上記ｃの通知を行ったときは、機構及び機構加入者は、当該プットオプ

ション行使に係る振替新株予約権付社債の金額について、繰上償還期日までの期間の振替及び抹消を

停止する。 

う）、ファイル伝送の場合は当該取次ぎ

の取消し又は訂正を行うことが可能で

ある（機構は、午後３時 30 分以降の取

消しは、受付けない。）。 

 

 

 

※ 定時点とは、午前７時、午前８時、午

前 10 時、午前 11 時、午後０時、午後

１時、午後１時 30 分、午後２時、午後

２時 30 分、午後３時を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、機構加入者よりプットオプシ

ョン行使請求の取次ぎを受けた日の午

後３時 30分以降の処理において、当該

機構加入者が指定する口座に新株予約

権付社債の金額が存在するかのチェッ

クを行い、存在する場合には、請求金

額を償還口に記録して管理する。金額

が存在しない場合は、エラーとして機

構加入者に通知する。 

 

 

 

 

 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－6－5 

内        容 備   考 
 

（４）機構による支払代理人への通知 

機構は、機構加入者から「プットオプション行使請求」を受けたときは、統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝

送により次の事項「プットオプション行使請求データ」を通知する。 

① 代理人コード 

② 銘柄コード 

③ プットオプションを行使する新株予約権付社債の金額 

ａ 統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

支払代理人は、受付日の午後６時から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末により「プットオプショ

ン行使請求データ」のＣＳＶファイルをダウンロードすることができる。 

 

ｂ ファイル伝送による方法 

機構は、支払代理人に対して、受付日の午後６時から午後８時までの間、ファイル伝送により「プ

ットオプション行使請求データ」を通知する。 

 

（５）繰上償還の処理 

プットオプションが行使された場合の振替新株予約権付社債の繰上償還の処理は、満期償還の場合の元利

金支払いと同様の手続により行うものとする。 

 

 

（業第 209 条第７項、施第 283 条２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 210 条） 

※ 満期償還の場合の元利払いの手続に

ついては、第５節「元利金支払い」を

参照。 
 

以 上 
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振替新株予約権付社債の繰上償還（処理イメージ）

◎ コールオプションの行使

◎ プットオプションの行使

⇒ 繰上償還期日に元利払処理（満期償還手続と同様の処理）を行う。

コールオプション行使
通知（銘柄情報変更
通知により行う）

※ 間接口座管理機関は直接口座管理機関（機構加入者）を通じて機構に通知を行う。

⇒ 機構及び口座管理機関は、当該プットオプションの行使に係る振替新株予約権付社債の数量について、繰上償還期日までの期間、
振替及び抹消を停止する。

⇒ 繰上償還期日に元利払処理（満期償還手続と同様の処理）を行う。

※ コールオプション・・・発行者の意思表示により繰上償還をすることができる権利

※ プットオプション・・・社債権者（加入者）の意思表示により発行者に対し繰上償還を
請求することができる権利

機構 支払代理人 発行者機構加入者
コールオプション行使
通知（銘柄情報変更
通知により行う）

コールオプションを
行使する旨の連絡

プットオプション行使
請求通知

機構加入者 機構 支払代理人社債権者
プットオプション行使
の申出

プットオプション行使
請求取次通知

● 新株予約権付社債の振替制度においては、抽選償還方式及び一般債振替制度における定時償還方式には対応しない。

資料3－6－1
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第７節 買入消却の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．買入消却の種類と請求方法 

買入消却の手続に関する機構に対する請求には次に掲げる種類がある。 

 

買入消却の種類 請求方法 主な処理 

先日付買入消却 

 

統合Ｗｅｂ端末入力 消却日前日までに入力し、消却日

の午前９時に抹消を行うための買

入消却請求。 

 前日買入消却 ファイル伝送 消却日前日に入力し、翌日の午前

９時に抹消を行うための買入消却

請求。 

当日買入消却 統合Ｗｅｂ端末入力 消却日当日に入力し、リアルタイ

ムで抹消を行うための買入消却請

求。 

 

２．先日付買入消却の場合の手続 

（１）発行者による機構への通知 

発行者は、振替新株予約権付社債の買入消却の実施を決定した場合には、機構に対し、Target 保振サイ

トにより次の事項を通知する。 

① 買入消却する振替新株予約権付社債の銘柄コード 

② 買入消却する振替新株予約権付社債の金額 

③ 抹消日（買入消却日） 

④ 買入消却する発行者の口座の加入者口座コード 

 

（２）発行者による支払代理人への通知 

  発行者は、支払代理人に対し、買入消却を実施する旨を通知する。 

 

（３）発行者による口座管理機関への通知 

発行者は、振替新株予約権付社債の買入消却を行う場合には、当該振替新株予約権付社債の買付けを委託

する口座管理機関に対し、買入消却を実施する旨を通知するとともに、買入消却の対象となる振替新株予約

権付社債について、次の事項を示して抹消の申請を行う。 

 

（法第 199 条、業第 191 条及び第 211 条） 

 
※ ファイル伝送は前日買入消却請求の

み可能。 
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内        容 備   考 
  ① 買入消却する振替新株予約権付社債の銘柄コード 

  ② 買入消却する振替新株予約権付社債の金額 

  ③ 抹消日（買入消却日） 

  ④ 買入消却する発行者の口座の加入者口座コード 

  ⑤ 買入消却を行う旨 

 

（４）間接口座管理機関による買入消却の通知 

  発行者から買入消却の申請を受けた口座管理機関が間接口座管理機関であるときは、当該間接口座管理機

関は、直ちに、その直近上位機関に対し、（３）で示された事項を通知しなければならない。 

 

（５）直接口座管理機関による買入消却の通知 

  直接口座管理機関は、発行者から買入消却の申請を受けたとき又は直近下位機関から買入消却の通知を受

けたときは、買入消却日の前営業日までの午前９時から午後８時までの間の統合Ｗｅｂ端末への入力又は買

入消却日の前営業日の午前３時から午後８時までのファイル伝送により機構に対し、次の事項を通知する。 

  ① 機構加入者コード 

  ② 買入消却する振替新株予約権付社債の銘柄コード 

  ③ 買入消却する振替新株予約権付社債の金額 

 

 

（６）機構及び口座管理機関による抹消手続 

ａ 機構及び口座管理機関による抹消手続 

機構及び口座管理機関は、買入消却の対象となる振替新株予約権付社債について、買入消却日の午前９時

に振替口座簿の記録を抹消する。 

 

ｂ 直接口座管理機関、支払代理人及び株主名簿管理人に対する処理結果の通知 

   機構は、振替新株予約権付社債の記録の抹消日の午前３時から午後８時までの間にファイル伝送により

支払代理人及び株主名簿管理人に「口座処理結果ファイル（処理明細）」を、直接口座管理機関に「機構

加入者別口座処理明細表」を通知する。 

 

３．当日買入消却の場合の手続 

（１）発行者による機構への通知 

発行者は、振替新株予約権付社債の買入消却を行う旨の決議を行った場合には、機構に対し、Target 保

振サイトにより次の事項を通知する。 

① 買入消却する振替新株予約権付社債の銘柄コード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 直接口座管理機関は、先日付買入消却

の場合に限り入力取消し又は訂正を行

うことが可能である（統合Ｗｅｂ端末

の場合には、午前９時から午後８時ま

で入力取消しを行うことが可能である

（訂正は取消後に再入力を行う）。ファ

イル伝送の場合には、午前３時から午

後８時までの間、入力取消し又は訂正

を行うことが可能である。）。 
 
 
 
 
 
 
※ 支払代理人は、統合Ｗｅｂ端末からＣ

ＳＶ形式でダウンロードすることもで

きる。 
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内        容 備   考 
② 買入消却する振替新株予約権付社債の金額 

③ 抹消日（買入消却日） 

④ 買入消却する発行者の口座の加入者口座コード 

 

（２）発行者による支払代理人への通知 

  発行者は、支払代理人に対し、買入消却を実施する旨を通知する。 

 

（３）発行者による口座管理機関への通知 

発行者は、振替新株予約権付社債の買入消却を行う場合には、当該振替新株予約権付社債の買付けを委託

する口座管理機関に対し、買入消却を実施する旨を通知するとともに、買入消却の対象となる振替新株予約

権付社債について、次の事項を示して抹消の申請を行う。 

  ① 買入消却する振替新株予約権付社債の銘柄コード 

  ② 買入消却する振替新株予約権付社債の金額 

  ③ 抹消日（買入消却日） 

  ④ 買入消却する発行者の口座の加入者口座コード 

  ⑤ 買入消却を行う旨 

 

（４）間接口座管理機関による買入消却の通知 

  発行者から買入消却の申請を受けた口座管理機関が間接口座管理機関であるときは、当該間接口座管理機

関は、直ちに、その直近上位機関に対し、（３）で示された事項を通知しなければならない。 

 

（５）直接口座管理機関による買入消却の通知 

直接口座管理機関は、発行者から買入消却の申請を受けたとき又は直近下位機関から買入消却の通知を受

けたときは、振替口座簿の記録を抹消し、買入消却の当日の午前９時から午後３時 30 分の間の統合Ｗｅｂ

端末への入力により機構に対し、次の事項を通知する。 

① 機構加入者コード 

② 買入消却する振替新株予約権付社債の銘柄コード 

③ 買入消却する振替新株予約権付社債の金額 

 

（６）機構による抹消手続 

 ａ 機構による抹消手続 

機構は、（５）の申請を受けた買入消却の対象となる振替新株予約権付社債について、直ちに振替口座

簿の記録を抹消する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 当日買入消却の場合には、取消し又は

訂正はできない。 
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内        容 備   考 
 ｂ 支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対する抹消済みの通知 

機構は、振替新株予約権付社債の記録を抹消したときは、機構加入者及び株主名簿管理人に対しては、

統合Ｗｅｂ端末又はオンラインリアルタイム接続により、支払代理人に対しては、統合Ｗｅｂ端末によ

り、記録を抹消した日の午前９時から午後３時 30 分までの間に「抹消済通知」を通知する。 

 

ｃ 直接口座管理機関、支払代理人及び株主名簿管理人に対する処理結果の通知 

   機構は、振替新株予約権付社債の記録の抹消日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間にファイル

伝送により支払代理人及び株主名簿管理人に「口座処理結果ファイル（処理明細）」を、直接口座管理機

関に「機構加入者別口座処理明細表」を通知する。 

 

 
 
 
 
 
 
※ 支払代理人は、統合Ｗｅｂ端末からＣ

ＳＶ形式でダウンロードすることもで

きる。 
 

以 上 
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振替新株予約権付社債の先日付買入消却（処理イメージ）

機構加入者 機構 支払代理人 株主名簿管理人 発行者

買
付
実
施

消
却
日
前
営
業
日
ま
で

消
却
日

買入消却実施に係るＣＢの買付委託及び抹消の申請

買入消却実施の連絡
買入消却実施に係るＣＢの買付に伴う振替処理

買入消却請求

受付済通知

※買入消却請求は、支払代理人へ振り替えた
後、支払代理人から申請することも可能。

ＣＢが機構加入者の振替口座簿に記録

申請受付

処理結果の通知

資料3－7－1

買入消却実施に伴う決定事項の通知

処理結果の通知

処理結果の通知

買入消却処理

（機構加入者の振替
口座簿の記録抹消）

（午前９時）
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振替新株予約権付社債の当日買入消却（処理イメージ）

機構加入者 機構 支払代理人 株主名簿管理人 発行者

買
付
実
施

消
却
日

消
却
日
翌
営
業
日

買入消却実施に係るＣＢの買付委託及び抹消の申請

買入消却実施の連絡
買入消却実施に係るＣＢの買付に伴う振替処理

買入消却請求

受付済通知

ＣＢが機構加入者の振替口座簿に記録

申請受付

処理結果の通知

買入消却実施に伴う決定事項の通知

処理結果の通知

処理結果の通知
処理結果の通知

抹消済通知

抹消済通知

買入消却処理

（機構加入者の振替
口座簿の記録抹消）

抹消済通知

※買入消却請求は、支払代理人へ振り替えた
後、支払代理人から申請することも可能。
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3－8－1 

 
第８節 全部抹消の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．振替新株予約権付社債の全部抹消の取扱い 

  振替新株予約権付社債の全部抹消の手続は、第２章第５節「抹消手続」に準じるものとする。 

 

 

 

以 上 
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第９節 振替新株予約権付社債の新株予約権行使 

 
内        容 備   考 

 

１．新株予約権行使請求等の取次ぎ及び抹消請求 

（１）新株予約権行使請求の取次ぎ及び抹消請求 

  機構及び口座管理機関は、その加入者から発行者に対する新株予約権の行使の請求（以下この節において

「新株予約権行使請求」という。）の取次ぎの請求を発行者に取り次ぐ。 

機構及び口座管理機関は、新株予約権行使請求の取次ぎを受けたときは、請求日を抹消日とする当該新

株予約権行使に係る新株予約権付社債の一部抹消の請求を受けたものとして扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新株予約権の行使により生じた単元未満株式の買取請求の手続 

  機構及び口座管理機関は、その加入者から新株予約権行使請求と同時に当該請求により生じる単元未満株

式の買取請求の取次ぎの請求を受けたときは、これを発行者に取り次ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）間接口座管理機関による新株予約権行使請求の取次ぎの委託 

  新株予約権行使請求の取次ぎの請求又は委託を受けた間接口座管理機関は、その直近上位機関に次の事項

 

（業第 212 条、施第 284 条） 

 

※ 新株予約権の行使を行おうとする加

入者は、新株予約権の行使条件を満た

していることを確認した上で、行使を

行う。 

※ 口座管理機関は、特別口座に記録され

た新株予約権付社債について新株予約

権行使請求の取次ぎを受ける場合に

は、加入者が申出をして開設を受けた

口座に当該新株予約権付社債を振替え

た後に新株予約権行使請求の取次ぎを

行う。 

 

 

※ 新株予約権行使により発生する単元

未満株式について同時買取請求を行う

場合には、買取代金の支払日を振替日

として単元未満株式を発行者の口座へ

振り替える振替請求を行ったものとし

て扱う。 
※ 加入者が行使請求と同時に単元未満

株式の買取請求を行う場合には、行使

請求により生じる単元未満株式の全株

式数を買取請求の対象とするものと

し、一部のみを対象とすることはでき

ない。 

 

 

※ 間接口座管理機関は、新株予約権行使
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内        容 備   考 
を通知し、新株予約権行使請求の取次ぎを委託する。当該直近上位機関が間接口座管理機関である場合も

同様とする。 

① 銘柄コード 

② 新株予約権行使請求に係る振替新株予約権付社債の金額 

③ 新株予約権行使をした加入者の加入者口座コード 

④ 新株予約権行使請求をする加入者の電話番号 

⑤ 単元未満株式の同時買取請求の有無 

⑥ 単元未満株式の買取代金、端数償還金及び調整金の受取りに関する事項 

ａ 金融機関預金口座振込、ゆうちょ銀行現金払、登録配当金受領口座振込の別 

ｂ 金融機関預金口座振込の場合は、振込を受ける口座 

（ａ）金融機関等コード 

（ｂ）店舗コード 

（ｃ）預金種別 

（ｄ）口座番号 

（ｅ）口座名義人の氏名又は名称（カナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）機構加入者による取次ぎの請求又は新株予約権行使請求の取次ぎの委託 

  ａ 取次ぎの請求又は行使請求の取次ぎの委託 

機構加入者は、機構に新株予約権行使請求の取次ぎの請求又は新株予約権行使請求の取次ぎの委託

をするときは、次の事項を午前９時から午後３時 30分までの間の統合Ｗｅｂ端末への入力（画面入力、

により交付される振替株式を振替口座

簿に記録するまでの間、当該行使請求

に係る振替新株予約権付社債につい

て、行使請求中であることを識別でき

るよう管理する。 
※ 端数金銭の受取りに関する事項は、新

株予約権を行使した新株予約権者に交

付する株式の数に１株に満たない端数

がある場合において、これを切り捨て

るものとしない場合のみ入力する。 
※ 単元未満株式の買取代金、端数償還

金、調整金の代金支払いを振込みとす

る場合における受領口座は、一の口座

とする。 
※ 請求者が新株予約権行使請求を取り

次ぐ証券会社における証券総合口座等

で買取代金等を受領しようとする場合

には、買取代金等の受取方法として、

当該証券会社の名義の金融機関預金口

座への入金を指定することが考えられ

る。(証券会社は、受領した金銭を請求

者の証券総合口座等に入金する。) 
※ 間接口座管理機関は、加入者から新株

予約権行使請求と同時に行使請求によ

り生じる単元未満株式の買取請求の取

次ぎをするときは、その直近上位機関

にその取次ぎを委託する。当該直近上

位機関が間接口座管理機関である場合

も同様とする。 
 
 

 

※ 機構加入者は、新株予約権行使により

交付される振替株式を振替口座簿に記
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内        容 備   考 
ＣＳＶファイル入力）又は午前３時から午後３時 30 分までの間のファイル伝送により通知する。 

① 機構加入者コード 

② 銘柄コード 

③ 新株予約権行使請求に係る振替新株予約権付社債の金額 

④ 加入者口座コード 

⑤ 新株予約権行使請求をする加入者の電話番号 

⑥ 単元未満株式の同時買取請求の有無 

⑦ 単元未満株式の買取代金、端数償還金、調整金の受取りに関する事項 

（ａ）金融機関預金口座振込、ゆうちょ銀行現金払、登録配当金受領口座振込の別 

（ｂ）金融機関預金口座振込の場合は、振込を受ける口座 

 ア 金融機関等コード 

 イ 店舗コード 

 ウ 預金種別 

 エ 口座番号 

 オ 口座名義人の氏名又は名称（カナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

録するまでの間、当該行使請求に係る

振替新株予約権付社債について、行使

請求中であることを識別できるよう管

理する。 
※ 端数金銭の受取りに関する事項は、新

株予約権を行使した新株予約権者に交

付する株式の数に１株に満たない端数

がある場合において、これを切り捨て

るものとしない場合のみ入力する。 
※ 単元未満株式の買取代金、端数償還

金、調整金の代金支払いを振込みとす

る場合における受領口座は、一の口座

とする。 
※ 請求者が新株予約権行使請求を取り

次ぐ証券会社における証券総合口座等

で買取代金等を受領しようとする場合

には、買取代金等の受取方法として、

当該証券会社の名義の金融機関預金口

座への入金を指定することが考えられ

る。(証券会社は、受領した金銭を請求

者の証券総合口座等に入金する。) 
※ 機構加入者は、加入者から新株予約権

行使請求と同時に行使請求により生じ

る単元未満株式の買取請求の取次ぎを

するときは、機構に取次ぎを請求する。 
※  単元未満株式の同時買取請求を行わ

ない場合であっても、新株予約権行使

がされる銘柄が端数償還金又は調整金

が支払われる銘柄である場合は、受取

りに関する事項への入力が必要であ

る。 
※ 機構加入者は、機構に新株予約権行使

請求の取次ぎをした日の午後３時 30 分

までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ 機構によるデータの確認 

（ａ）ファイル伝送 

機構は、ファイル伝送にて新株予約権行使請求の取次ぎの請求を受けた時点でデータ形式の簡易チ

ェックを行い、即時に、形式に異常がない場合にはデータ受理の旨、形式に異常がある場合はデータ

不受理の旨を機構加入者に確認ファイルにて通知する。また、機構は、定時点までに受け付けている

請求ファイルのデータの関連性チェックを行い、エラーレコードがある場合には、統合Ｗｅｂ端末に

て通知を行う。なお、当該チェックは午後３時 30分以降の日中バッチにおいても行う。 

 

（ｂ）統合Ｗｅｂ 

機構は、統合Ｗｅｂ端末にて新株予約権行使請求の取次ぎの請求を受けた時点でデータ形式の簡易

チェック及び関連性チェックを行い、その結果を機構加入者に受付済通知／エラー通知にて通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正を行うことが可能である（機構は、午

後３時 30 分以降の取消しは、受付けな

い。）。 
※ 新株予約権行使請求の取次ぎの訂正

は、ファイル伝送のときは、ファイル

単位の置き換えにて行う。統合Ｗｅｂ

端末への入力の場合は、株式等リファ

レンスＮＯを指定して取り消したうえ

で再入力して行う。 
 
 
 
※ 定時点とは、午前７時、午前８時、午

前 10 時、午前 11 時、午後０時、午後

１時、午後１時 30 分、午後２時、午後

２時 30 分、午後３時を指す。 

 

 

 
※ 機構は、機構加入者より新株予約権行

使の取次ぎを受けた日の午後６時から

午後８時の間に、当該機構加入者に受

付通知又はエラー通知を通知する。 
※ 機構は、機構加入者より新株予約権行

使請求の取次ぎを受けた日の午後３時

30 分以降の処理において、当該機構加

入者が指定する口座に新株予約権行使

に係る新株予約権付社債の金額が存在

するかのチェックを行い、不足する場

合は、エラーとして機構加入者に通知

する。 
※ 機構は、機構加入者より新株予約権行

使請求の取次ぎを受けた日の午後３時

30 分以降の処理において、請求データ
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

（５）機構による請求の取次ぎ 

  機構は、機構加入者が機構に新株予約権行使の請求又は委託をした日の午後６時から午後８時までの間に

行使請求受付場所（株主名簿管理人）に対して次の事項をファイル伝送により通知する。 

① 銘柄コード 

② 株式等リファレンスＮＯ 

③ 新株予約権行使請求に係る振替新株予約権付社債の金額 

④ 株主等照会コード 

⑤ 新株予約権行使請求をする加入者の電話番号 

⑥ 単元未満株式の同時買取請求の有無 

⑦ 単元未満株式の買取代金、端数償還金、調整金の受取りに関する事項 

ａ 金融機関預金口座振込、ゆうちょ銀行現金払、登録配当金受領口座振込の別 

ｂ 金融機関預金口座振込の場合は、振込を受ける口座 

（ａ）金融機関等コード 

（ｂ）店舗コード 

（ｃ）預金種別 

（ｄ）口座番号 

（ｅ）口座名義人の氏名又は名称（カナ） 

⑧ 加入者の個人、法人、共有の別 

⑨ 加入者が法人の場合は、代表者 

⑩ 加入者の居住者、非居住者の別 

⑪ 常任代理人、法定代理人が登録されているときは、その氏名、住所 等 

 

（６）機構による抹消手続き 

ａ 機構による抹消手続き 

機構は、新株予約権行使請求の取次ぎを受けた振替新株予約権付社債について、振替口座簿の記録

を抹消する。 

の加入者口座コードが加入者情報シス

テムに登録されているかのチェックを

行い、登録されていない場合は、エラ

ーとして機構加入者に通知する。（左記

の請求をする日の前営業日までに加入

者情報システムへの登録を行う必要が

ある。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 機構は、機構加入者より新株予約権行

使請求の取次ぎを受けた日の午後３時
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内        容 備   考 
 

 

 

ｂ 直接口座管理機関、支払代理人及び行使請求受付場所（株主名簿管理人）に対する処理結果の通知 

（ａ）抹消日当日における通知 

機構は、振替新株予約権付社債の記録の抹消日の午後３時３０分以降に、直接口座管理機関及び行使

請求受付場所（株主名簿管理人）に対し統合Ｗｅｂ端末及びオンラインリアルタイム接続により、支払

代理人に対し統合Ｗｅｂ端末により、「抹消済通知」を通知する。 

（ｂ）抹消日翌営業日における通知 

機構は、振替新株予約権付社債の記録の抹消日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間にファ

イル伝送により支払代理人及び行使請求受付場所（株主名簿管理人）に「口座処理結果ファイル（処

理明細）」を、直接口座管理機関に「機構加入者別口座処理明細表」を通知する。 

 

２．新株予約権行使により交付される振替株式の記録 

（１）行使請求受付場所（株主名簿管理人）による機構への通知 

  行使請求受付場所（株主名簿管理人）は、機構から新株予約権行使請求に係る通知を受けた日の翌営業日

の午前３時から午後８時までの間に機構に対して次の事項をファイル伝送により通知する。 

① 新株予約権行使により交付される振替株式の銘柄コード 

② 新規記録日 

③ 株式等リファレンスＮＯ 

④ 新株予約権行使により交付される振替株式の数 

⑤ 信託財産表示分 

⑥ 効力発生日 

⑦ 株主等照会コード 

⑧ 自己株式の充当の有無 

⑨ 自己株式充当株数 

⑩ 自己株式の充当元の加入者口座コード 

⑪ 単元未満株式の同時買取請求の有無 

⑫ 単元未満株式の同時買取請求の対象となる株数 

 

（２）機構による直接口座管理機関への通知 

  機構は、行使請求受付場所（株主名簿管理人）から新株予約権行使により交付される振替株式についての

通知を受領した日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間に、新株予約権行使請求を機構に通知した

直接口座管理機関に対して次の事項をファイル伝送により通知する。 

30 分以降の処理において、記録を抹消

する。 
 
 
 
※ 支払代理人は、統合Ｗｅｂ端末からＣ

ＳＶ形式でダウンロードすることもで

きる。 
 
 
 
 
 
（業第 214 条、施第 286 条） 
 
※ 行使請求受付場所（株主名簿管理人）

による機構への通知に先立ち、発行者

は、新株予約権の行使条件を満たして

いることを確認する。 
※ 自己株式の充当元の口座は、原則とし

て、制度参加の際に発行者が機構に届

け出た口座とする。 
※ 充当元口座に記録されている振替株

式の数が充当株数に満たない場合には、

行使請求受付場所（株主名簿管理人）は、

自己株式の充当を行わず、新株により振

替株式を交付する。 
 
 
 
 
※ 直接口座管理機関は、機構から新株予

約権行使により交付される振替株式に

ついての通知を受けたときは、直ちに
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内        容 備   考 
① 機構加入者コード 

② 銘柄コード 

③ 新規記録日 

④ 株式等リファレンスＮＯ 

⑤ 新株予約権行使により交付される振替株式の数 

⑥ 信託財産表示分 

⑦ 効力発生日 

⑧ 加入者口座コード 

⑨ 単元未満株式の同時買取請求の有無 

⑩ 単元未満株式の同時買取請求の対象となる株数 

 

（３）振替口座簿への記録 

  機構及び口座管理機関は、行使請求受付場所（株主名簿管理人）から新株予約権行使により交付される振

替株式についての通知を受領した日の翌営業日の午前９時に振替口座簿に振替株式の増加の記録を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新株予約権行使により生じる単元未満株式についての買取手続 

（１）振替日の決定及び通知 

  ａ 行使請求受付場所（株主名簿管理人）による機構への通知 

 行使請求受付場所（株主名簿管理人）は、買取価格が決定したときは、その翌営業日の午前３時から

午後８時までの間に、機構に対し、単元未満株式の買取日に係る次の事項をファイル伝送により通知す

る。 

① 買取請求に係る振替株式の銘柄コード 

当該通知に係る直近下位機関に当該事

項を通知する。当該通知を受けた口座

管理機関も同様とする。 
※ 機構は、直接口座管理機関に対する通

知において、交付される振替株式が新株

であるか発行者の自己株式か区別せず、

交付される振替株式の総数を通知する。 
 
 
 
 
 
※ 新株予約権行使に対して自己株式を

充当する場合には、機構及び行使請求

受付場所（株主名簿管理人）は、新株

予約権行使により交付される振替株式

についての通知を受領した日の翌営業

日の午前９時に発行者の自己株式の減

少の記録を行う。 
※ 機構及び口座管理機関は、行使請求受

付場所（株主名簿管理人）から通知さ

れた単元未満株式が買取請求の対象で

ある場合には、当該単元未満株式を振

替口座簿に記録したうえで、発行者の

口座へ振替を行う時まで、振替及び抹

消を停止する。 
 
（業第 215 条） 
 
 
※ 単元未満株式の振替先口座の指定が

ない場合には、制度参加の際に発行者

が機構に届け出た口座を振替先口座と

する。 
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内        容 備   考 
② 権利行使等取次不能区分 

③ 株式等リファレンスＮＯ 

④ 買取請求に係る振替株式の数 

⑤ 加入者口座コード（単元未満株式の振替先口座） 

⑥ 株主等照会コード 

⑦ 買取日（振替日） 

⑧ １株あたりの買取価格 

⑨ 買取代金 

 

  ｂ 機構による直接口座管理機関への通知 

   機構は、行使請求受付場所（株主名簿管理人）から、単元未満株式の買取日に係る通知を受けたときは、

通知を受けた日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間に、新株予約権行使請求を機構に通知した

機構加入者に対して、次の事項をファイル伝送により通知する。 

① 機構加入者コード 

② 買取請求に係る振替株式の銘柄コード 

③ 株式等リファレンスＮＯ 

④ 買取請求に係る振替株式の数 

⑤ 加入者口座コード 

⑥ 買取日 

⑦ １株あたりの買取価格 

⑧ 買取代金 

⑨ 加入者口座コード（単元未満株式の振替先口座） 

 

（２）買取代金の支払いと単元未満株式の振替 

  機構は、買取日の業務開始時（午前９時）に新株予約権行使請求を機構に通知した機構加入者の口座の買

取請求中数量となっている株数を行使請求受付場所（株主名簿管理人）の指定した口座へ振り替える。 

  行使請求受付場所（株主名簿管理人）は、買取日に買取請求をした加入者に対し、指定された方法により

買取代金の支払いを行う。 

 
４．新株予約権行使請求等の制限 
（１）新株予約権行使請求の制限 
  機構は、次に掲げる日においては、新株予約権行使請求の取次ぎを行わない。 

① 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日及びその前営業日 
② 元利払期日の前営業日 

※ 株式分割、株式併合、合併等の権利付

最終日までに買取価格が決定しない場

合の取扱いについては、単元未満株式

の買取請求の処理に準じる。 
※ 買取代金には、単元未満株式に係る売

買委託手数料、売買委託手数料に係る

消費税、端数償還金及び調整金の額は

含まない。 
 
 
※ 口座管理機関は、直近上位機関から買

取日等の通知を受けたときは、直近下

位機関に、必要な事項を通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 請求者の口座に係る区分口座と振替

先口座（発行者の口座）に係る区分口

座が同一であるときは、機構における

振替は行われない。 
 
（業第 213 条、施第 285 条） 
 
※ 機構は、左記の日に新株予約権行使請

求の取次ぎを受けたときは、エラーと

する。 
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内        容 備   考 
③ その他機構が必要であると認めた日 

 
（２）新株予約権行使請求と同時に行う単元未満株式の買取請求の取次ぎの制限 
  機構は、株主確定日（発行者が請求する総株主通知に係る株主確定日を含む。）がある場合には、株主確

定日の前営業日から起算して３営業日前の日から（株主確定日が休日の場合は４営業日前の日から）株主確

定日までの間においては、新株予約権行使請求と同時に行使請求により生じる単元未満株式の買取請求の取

次ぎを行わないこととする。 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

以 上 
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振替新株予約権付社債の新株予約権行使（処理フロー）

行
使
請
求
日

Ｘ

Ｘ
＋
１

Ｘ
＋
２

機構加入者

振替株式の新規
記録

振替株式の新規
記録通知の受信

加入者からの行
使請求の受付

行使請求
通知

振替新株予約権
付社債の抹消

機構

振替株式の新規
記録

振替株式の新規
記録通知の受信

行使請求通知の
受信

振替新株予約権
付社債の抹消

行使請求受付場所
（株主名簿管理人）

行使請求通知の
受信

支払代理人

処理結果の
通知

株主名簿及び新
株予約権原簿の
更新

社債原簿の更新

行使請求
通知

新規記録
通知

新規記録
通知

機構は、振替口座簿に、振替株式の新
規記録日（Ｘ＋２）に加えて、効力発生日
（Ｘ）についても記録する。

資料3－9－1
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振替新株予約権付社債の新株予約権行使の制限日の取扱い 

  

・予約権行使 ○ 

・単元未満株式の同時買取請求 ○ 

株主確定日（Ｘ） 

―３ ―４ ＋１ ―２ ―１ ＋２ ＋３ ＋４ 

● 

● 

予約権行使 

ＣＢの抹消 

株主となる日 

株式の新規記録 単元未満株
式買取の効

力発生日 

予約権行使 

ＣＢの抹消 

株主となる日 
株式の新規記録 単元未満株

式買取の効
力発生日 

● 
予約権行使 

ＣＢの抹消 

株主となる日 
株式の新規記録 単元未満株

式買取の効
力発生日 

● 
予約権行使 

ＣＢの抹消 

株主となる日 

● 

株式の新規記録 単元未満株

式買取の効
力発生日 

予約権行使 

ＣＢの抹消 

株主となる日 

株式の新規記録 単元未満株

式買取の効
力発生日 

・予約権行使 ○ 

・単元未満株式の同時買取請求 × 

・予約権行使 ○ 

・単元未満株式の同時買取請求 × 

・予約権行使 × 

・単元未満株式の 
同時買取請求 × 

・予約権行使 × 

・単元未満株式の 
同時買取請求 × 

資料3－9－2 
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新株予約権行使により生じた単元未満株式の買取請求に係る処理日程について 

  
X 日 X＋1 日 

● 

資料 3－9－3 

● 
予約権行使 

単元未満株式買
取の効力発生日 

振替新株予約権付社債の抹消 

株主となる日 

振替株式の新規記録 

単
元
未
満
株
式
の

買
取
価
格
決
定 

単
元
未
満
株
式
の

買
取
日
の
通
知
（
会

社
→
機
構
） 

価格決定日+４営業日 

単
元
未
満
株
式
の

買
取
価
額
の
決
定 

価格決定日+４営業日 

買
取
請
求
日
の
当
日
に
買
取
価
格
が

決
定
し
た
場
合 

買
取
請
求
日
の
翌
日
に
買
取
価
格
が

決
定
し
た
場
合 

振替株式の新規記録 予約権行使 

振替新株予約権付社債の抹消 

株主となる日 

単元未満株式買
取の効力発生日 

単
元
未
満
株
式
の

振
替
・
代
金
支
払 

単
元
未
満
株
式
の

振
替
・
代
金
支
払 

X＋2 日 X＋3 日 X＋4 日 X＋5 日 X＋6 日 X＋7 日 

単
元
未
満
株
式
の

買
取
日
の
通
知
（
機

構
→
機
構
加
入
者
） 

単
元
未
満
株
式
の

買
取
日
の
通
知
（
会

社
→
機
構
） 

単
元
未
満
株
式
の

買
取
日
の
通
知
（
機

構
→
機
構
加
入
者
） 
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第 10 節 合併等において振替新株予約権付社債が承継される場合の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．消滅会社等の振替新株予約権付社債に係る抹消通知及び存続会社等の振替新株予約権付社債の新規記録通 

 知 

（１）消滅会社等による通知 

吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は

株式移転完全親会社（以下「存続会社等」という。）が吸収合併消滅会社、新設合併消滅会社、吸収分割会

社、新設分割会社、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社（以下「消滅会社等」という。）の新株予

約権付社債権者に対し、存続会社等の新株予約権付社債を交付（承継）する場合には、消滅会社等は、取締

役会決議後、速やかに（合併等効力発生日（吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日を

いう。以下この節において同じ。）の前営業日から起算して２週間前の日又は新株予約権付社債権者の確定

日の前営業日から起算して７営業日前の日のいずれか早い日までに）機構に対し、以下の事項を Target 保

振サイトにより通知する。 

① 承継される振替新株予約権付社債の銘柄 

② 承継（抹消）に係る手続日程 

③ 消滅会社等の振替新株予約権付社債の全部抹消日 

④ 割当比率（承継後の銘柄の発行総数／承継される銘柄の発行総数） 

⑤ 合併等の期日 

 

（２）存続会社等による通知 

消滅会社等の振替新株予約権付社債を存続会社等が承継するときには、存続会社等は、取締役会決議後、

速やかに（吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合は、合併等効力発生日の前営業日から起算して２週間前

の日又は新株予約権付社債権者の確定日の前営業日から起算して７営業日前の日のいずれか早い日までに）

機構に対し、以下の事項を Target 保振サイトにより通知する。 

① 承継後の振替新株予約権付社債の銘柄 

② 承継（新規記録）に係る手続日程 

③ 新規記録する日 

④ 割当比率（承継後の銘柄の発行総数／承継される銘柄の発行総数） 

⑤ 合併等の期日 

⑥ 自己の保有する振替新株予約権付社債を移転する場合は、移転する金額及び当該金額の記録された

発行者の口座（加入者口座コード） 

 

 

（業第 225 条第１項、施第 304 条） 

 

 

※ 当該通知は、法第 200 条第１項の通知

（全部抹消通知）である。 

※ 消滅会社等の通知については、第１章

第２節「発行者の決定事項等の通知」

を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当該通知は、法第 195 条第１項の通知

（新規記録通知）である。 

※ 存続会社等の通知については、第１章

第２節「発行者の決定事項等の通知」

を参照。 
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内        容 備   考 
（３）機構加入者及び間接口座管理機関に対する通知 

 

機構は、消滅会社等及び存続会社等から（１）及び（２）の通知を受けた場合には、合併等効力発生日の

前営業日から起算して１ヶ月前の日に（合併等効力発生日の前営業日から起算して１ヶ月前の日以降に通知

を受けた場合は、通知を受けた後速やかに）、機構加入者及び間接口座管理機関に対し、発行者から通知さ

れた事項等を Target 保振サイトにより通知する。 

 

２．存続会社等の発行代理人による銘柄情報等の通知 

（１）存続会社等の発行代理人による銘柄情報等の通知 

存続会社等の発行代理人は、発行者の取締役会決議後、速やかに（合併等効力発生日の前営業日から起算

して２週間前の日又は新株予約権付社債権者の確定日の前営業日から起算して７営業日前の日のいずれか

早い日までに）機構に対し、存続会社等が交付（承継）する振替新株予約権付社債の銘柄情報をファイル伝

送又は Target 保振サイトへのＣＳＶファイルアップロードにより通知するとともに存続会社等の振替新株

予約権付社債の発行要項をＰＤＦの形式で Target 保振サイトにより通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）機構の機構加入者に対する通知 

機構は、存続会社等の発行代理人から（１）の銘柄情報の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から

起算して３営業日後の日に機構加入者に対し、ファイル伝送により通知する。 

 

３．総新株予約権付社債権者通知の日程案内等 

機構は、合併等効力発生日の前営業日から起算して５営業日前の日に「総新株予約権付社債権者通知日程

案内」を機構加入者に通知する。 

（１）通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末 

 

（業第 225 条第３項から第５項、施第 306

条） 

 

 

 

 

 

（業第 225 条第２項、施第 305 条第２項） 

 

※ 銘柄情報の通知については、第２節

「銘柄情報の通知」を参照。 

※ 新設合併、新設分割及び株式移転の場

合においては、消滅会社等の発行代理

人が存続会社等の発行代理人として選

任されることを想定している。 

※ 機構は、存続会社等の発行代理人から

通知された発行要項を機構のホームペ

ージに掲載することにより公示を行っ

た後、改めて割当計算により確定した

振替新株予約権付社債の金額を公示す

る。公示の具体的な処理方法について

は、第 15節「振替新株予約権付社債の

総数等の公示」を参照。 

 

 

 

 

 

（業第 242 条、施第 320 条から第 322 条） 

※ 機構は、合併等効力発生日の前営業日

を新株予約権付社債権者の確定日とし

て全部抹消される銘柄についての総新

株予約権付社債権者通知を行う。（総新

株予約権付社債権者通知の手続につい
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内        容 備   考 
（２）取扱時間 

ａ ファイル伝送 

合併等効力発生日の前営業日から起算して５営業日前の日の午前３時から午後８時 

 

ｂ 統合Ｗｅｂ端末 

合併等効力発生日の前営業日から起算して５営業日前の日の午前７時から午後８時 

※ 合併等効力発生日の前営業日から起算して５営業日前の日から新株予約権付社債権者の確定日

の７ヶ月後の日までは、統合Ｗｅｂ端末による照会が可能。 

 

（３）主な通知事項 

① 銘柄 

② 総新株予約権付社債権者通知事由（増減資等の種別） 

③ 配分明細の有無 

④ 日程案内（総新株予約権付社債権者報告対象社債数通知日、「総新株予約権付社債権者報告データ」

報告日（自/至）、総新株予約権付社債権者通知日、配分明細通知日、口座簿記載予定日） 

⑤ 効力発生日 

⑥ 新株予約権付社債権者の確定日 

⑦ 対価交付比率 

 

４．新株予約権付社債権者の口座における増額記録 

（１）機構及び口座管理機関における増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額の計算 

機構及び口座管理機関は、合併等効力発生日の前営業日において、次に掲げる消滅会社等の銘柄について、

合併等効力発生日において増加の記録をすべき金額として、それぞれ次に定める金額を算出する。 

ａ 加入者の口座の保有欄に記録された振替新株予約権付社債（買取口座に記録された振替新株予約権

付社債であって、その買取りの効力が生じていないものを除く。） 

・ 増加すべき口座は、当該保有欄とする。 

・ 増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額は、当該保有欄に記録されている消滅会社

等の振替新株予約権付社債の金額に対価交付比率を乗じて得た金額(端数は切り捨てる。) とする。 

 

 

 

 

ｂ 加入者の口座の保有欄に記録された振替新株予約権付社債であって信託財産名義管理簿に記録され

た振替新株予約権付社債 

ては、第 12 節「総新株予約権付社債権

者通知の手続」を参照。） 

※ 総新株予約権付社債権者通知日程案

内とは別に、新株予約権付社債権者確

定日の前営業日から起算して11営業日

前の日にも、総新株予約権付社債権者

通知に関する日程（取扱廃止事前通知）

を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 225 条６項から第 13 項） 

 

 

 

 

 

※ 譲渡担保として、保有欄に記録されて

いる振替新株予約権付社債について

は、振替株式における特別株主の申出

に相当する仕組みがないため、譲渡担

保権者の保有欄に取得対価銘柄が記録

される。 
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内        容 備   考 
・ 増加すべき口座は、信託財産名義である加入者の口座の保有欄とする。 

・ 増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額は、当該保有欄に記録されている消滅会社

等の振替新株予約権付社債の信託財産名義ごとの金額に対価交付比率を乗じて得た金額（端数は切

り捨てる。）とする。 

 

ｃ 加入者の口座の質権欄に記録された振替新株予約権付社債及び買取口座に記録された振替新株予約

権付社債（その買取りの効力が生じていないものに限る。） 

・ 増加すべき口座は、質権の目的となっている振替新株予約権付社債の新株予約権付社債権者又は

反対新株予約権付社債権者の口座の保有欄とする。 

・ 増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額は、新株予約権付社債権者ごとの消滅会社

等の振替新株予約権付社債の金額に対価交付比率を乗じて得た金額（端数は切り捨てる。）とする。 

 

（２）口座管理機関における質権の設定された消滅会社等の振替新株予約権付社債又は反対新株予約権付社債

権者の新株予約権付社債買取請求のされた消滅会社等の振替新株予約権付社債（その買取りの効力が生じて

いないものに限る。）についての取扱い 

質権の設定された消滅会社等の振替新株予約権付社債又は反対新株予約権付社債権者の新株予約権付社

債買取請求のされた消滅会社等の振替新株予約権付社債（その買取りの効力が生じていないものに限る。）

については、当該消滅会社等の振替新株予約権付社債が記録された口座と存続会社等の振替新株予約権付社

債の増加を記録すべき口座とが異なるため、消滅会社等の振替新株予約権付社債が記録された口座を開設す

る口座管理機関（以下「質権者側口座管理機関」という。）から存続会社等の振替新株予約権付社債の増加

を記録する口座を開設する口座管理機関（以下「質権設定者側口座管理機関」という。）へ階層構造を通じ

て存続会社等の振替新株予約権付社債の増加記録のために必要な情報を通知する必要がある。なお、通知を

受けた質権設定者側口座管理機関は存続会社等の振替新株予約権付社債の増加記録を行う。 

 

ａ 通知事項 

質権者側口座管理機関から質権設定者側口座管理機関へ以下の事項を通知する。 

    ① 存続会社等の振替新株予約権付社債を増加記録すべき口座（加入者口座コード） 

    ② 増加を記録すべき金額 

    ③ 消滅会社等の振替新株予約権付社債の記録がされていた口座（加入者口座コード） 

    ④ 消滅会社等の振替新株予約権付社債の銘柄及び銘柄コード 

 

ｂ 口座管理機関における処理 

（ａ）質権者側口座管理機関における処理 

質権者側口座管理機関は、次に掲げる措置をとらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 振替新株予約権付社債については、振

替株式における登録質権者となる旨の

申出に相当する制度は存在しない。 

 

 

（業第 225 条第６項から第 13項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左記の情報の通知は、振替システムを

利用しないで行う。 

 

 

 

 

 

※ 左記に掲げるそれぞれの口座管理機

関は、自身が質権設定者側口座管理機

関の上位機関である場合には、直近下
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内        容 備   考 
① 質権者側口座管理機関が質権設定者側口座管理機関の上位機関でない場合には、その直近上位機

関に対する通知事項の通知 

② 質権者側口座管理機関が質権設定者側口座管理機関である場合には、当該口座における増加の記

録 

③ 質権者側口座管理機関が質権設定者側口座管理機関の上位機関である場合には、直近下位機関に

対する通知事項の通知 

 

  （ｂ）直近下位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関における処理 

直近下位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関は、次に掲げる措置をとらなければならな

い。 

① 当該通知を受けた口座管理機関が質権設定者側口座管理機関の上位機関でない場合には、その直

近上位機関に対する通知事項の通知 

② 当該通知を受けた口座管理機関が質権設定者側口座管理機関である場合には、当該口座における

増加の記録 

③ 当該通知を受けた口座管理機関が質権設定者側口座管理機関の上位機関である場合には、その直

近下位機関に対する通知事項の通知 

 

  （ｃ）直近上位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関における処理 

直近上位機関から通知事項の通知を受けた口座管理機関は、次に掲げる措置をとらなければならな

い。 

① 当該通知を受けた口座管理機関が質権設定者側口座管理機関である場合には、当該口座における

増加の記録 

② 当該通知を受けた口座管理機関が質権設定者側口座管理機関の上位機関である場合には、その直

近下位機関に対する通知事項の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位機関へ通知事項を通知し、質権設定

者側口座管理機関の下位機関である場

合には、直近上位機関へ通知事項を通

知する。上記のどちらでもない場合に

は、直近上位機関へ通知事項を通知す

る。通知を受けた質権設定者側口座管

理機関は、存続会社等の振替新株予約

権付社債の増加記録を行う。 
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）間接口座管理機関による顧客口において記録すべき金額の通知 

間接口座管理機関は、合併等効力発生日の前営業日に、その直近上位機関に、合併等効力発生日に当該間

接口座管理機関の顧客口に記録すべき振替新株予約権付社債の金額の合計金額（（２）ｂによりその顧客口

に増加すべき金額を除く。）を通知する。 

 

 

（４）機構加入者による新株予約権付社債数申告 

ａ 機構加入者による新株予約権付社債数申告 

機構加入者は、機構に対して以下により新株予約権付社債数申告を通知する。 

 

 

（ａ） 顧客口に係る申告 

直接口座管理機関は、合併等効力発生日の前営業日に、当該口座管理機関の顧客口に係る新株予約

権付社債数申告として、機構に対し以下のとおり通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 225 条第 14項及び第 15項） 

 

 

 

 

 

（業第 225 条第 16項から第 20項） 

 

※ 機構は、加入者の加入者口座コードか

ら、機構が新規記録すべき区分口座を

特定する。 

 

※ 「新株予約権付社債数申告」の訂正及

び取消を行う場合は、以下の取扱いと

間接口座管理機関 

 直近上位機関への通知 

機構加入者 

 直近下位機関への通知 

質権者側口座管理機関 

 直近上位機関への通知 

質権設定者側口座管理機関 

 増加の記録 

間接口座管理機関 

 直近下位機関への通知 

（ａ）① 

（ｂ）① （ｂ）③ 

（ｃ）② 

（ｃ）① 
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内        容 備   考 
ア 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末 

 

イ 取扱時間 

（ア）ファイル伝送 

合併等効力発生日の前営業日の午前３時から午後８時 

 

（イ）統合Ｗｅｂ端末 

合併等効力発生日の前営業日の午前９時から午後８時 

 

 

 

 

 

 

ウ 主な通知内容 

① 機構加入者コード（区分口座） 

② 消滅会社等の振替新株予約権付社債の銘柄 

③ 当該顧客口（区分口座）において増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額 

当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の自己口以外の口座に記録すべき振替新株予約権

付社債があるときは、上記に加えて④及び⑤の事項を通知するとともに、③の事項に代えて⑥の

事項を通知する。 

④ 質権に係る振替新株予約権付社債権者又は買取口座に記録されている振替新株予約権付社債

（その買取りの効力が生じていないものに限る。）に係る反対新株予約権付社債権者である加入者

の加入者口座コード 

⑤ 質権者である加入者又は買取口座の開設の申出をした発行者の加入者口座コード 

⑥ ④の口座で増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額 

 

（ｂ）自己口（信託口）に係る申告 

信託口（信託財産名義について包括的な申請を行うこととしているものに限る。）を有する機構加入

者は、合併等効力発生日の前営業日に、機構に対し、自己口に係る新株予約権付社債数申告として、

以下の事項を通知する。 

ア 通知手段 

ファイル伝送又は統合Ｗｅｂ端末 

する。 

・合併等効力発生日の前営業日に訂正

を行うときは、統合Ｗｅｂ端末の場

合は、入力済の申告を取り消したう

えで統合Ｗｅｂ端末による再入力を

行い、ファイル伝送の場合は前日請

求ファイルを再送する。 

・合併等効力発生日及びその翌営業日

に訂正を行う場合は、Target 保振サ

イトにより、機構に対して、所定の

書面を提出する。 

・合併等効力発生日から起算して３営

業日目の日以降は割当計算終了後の

ため、訂正不可となる。 

 

※ 直接口座管理機関が共通直近上位機

関である場合においても、質権新株予

約権付社債が記録された口座又は買取

口座の上位の区分口座と増加すべき口

座の上位の区分口座が異なるときは、

当該増加すべき口座及び増加すべき金

額について、①～⑥（③を除く。）の申

告をする必要がある。 
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内        容 備   考 
 

イ 取扱時間 

（ア）ファイル伝送 

合併等効力発生日の前営業日の午前３時から午後８時 

 

（イ）統合Ｗｅｂ端末 

合併等効力発生日の前営業日の午前９時から午後８時 

        

ウ 主な通知内容 

① 機構加入者コード（区分口座） 

② 消滅会社等の振替新株予約権付社債の銘柄 

③ 当該自己口（区分口座）において増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額 

当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の自己口以外の口座に記録すべき振替新株予約

権付社債があるときは、上記に加えて④及び⑤の事項を通知するとともに、③の事項に代えて⑥

の事項を通知する。 

④ 質権に係る振替新株予約権付社債権者である加入者の加入者口座コード 

⑤ 質権者である加入者の加入者口座コード 

⑥ ④の口座で増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額 

 

 

 

ｂ 機構による機構加入者への通知 

 機構は、統合Ｗｅｂ端末により新株予約権付社債数申告を受けたときは、受付時に「受付済通知／

エラー通知」を送信し、ファイル伝送により新株予約権付社債数申告をした機構加入者へは、受付時

に確認ファイルをファイル伝送により送信する。 

また、合併等効力発生日の午前３時以降に機構加入者に通知する「帳表ファイル」において、各区

分口座で増加記録すべき金額を通知するとともに、当該区分口座に係る質権に係る存続会社等の振替

新株予約権付社債を増加すべき口座のあるときは、当該加入者の加入者口座コード及び当該加入者の

口座において増加すべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 担保専用口には、事前に担保解除を行

うことなどにより、当該口座管理機関が

開設した加入者以外の加入者からの担

保は受入れていない（他の機構加入者に

特別株主の管理事務を再委託している

振替株式は記録されていない）ものとす

る。 

※ 担保専用口について、当該申告をする

機構加入者が開設する加入者の口座か

ら差し入れられた担保株式が記録され

ているときは、①～⑥（③を除く）の

申告をする必要がある。 

 

※ 機構から存続会社等の振替新株予約

権付社債を増加すべき口座及び増加す

べき振替新株予約権付社債の金額の通

知を受けた口座管理機関が増加記録す

べき口座を開設したものである場合に

は、当該口座において増加すべき金額

に当該通知された金額を加算する。当

該口座管理機関が増加記録すべき口座

を開設したものでないときは、直ちに、

その直近下位機関であって増加記録す

べき口座の加入者の上位機関であるも

のに対し、増加記録すべき口座及び当
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

（５）自己口への記録 

機構及び口座管理機関は、吸収合併、株式交換、吸収分割の場合は、合併等効力発生日の業務開始時（午

前９時）に、新設合併、株式移転、新設分割の場合は、合併等効力発生日（登記日）の午後３時 30 分にそ

の開設する加入者の自己口に増加させるべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額の増加の記録をす

る。 

 

（６）顧客口への記録 

機構及び口座管理機関は、吸収合併、株式交換、吸収分割の場合は、合併等効力発生日の業務開始時（午

前９時）に、新設合併、株式移転、新設分割の場合は、合併等効力発生日（登記日）の午後３時 30 分にお

いて、その直近下位機関の口座の顧客口に増加させるべき存続会社等の振替新株予約権付社債の金額の増加

の記録をする。 

 

 

（７）消滅会社等の振替新株予約権付社債の記録の抹消 

機構及び口座管理機関は、合併等の効力が合併等効力発生日を要件とする場合には、合併等効力発生日の

業務開始時（午前９時）に、合併等の効力が登記を要件とする場合には、合併等効力発生日の振替処理終了

時（午後３時３０分）に消滅会社等の振替新株予約権付社債が記録されている口座において、当該振替新株

予約権付社債の全部についての記録を抹消する。 

 

５．自己の振替新株予約権付社債を交付する場合の取扱い 

（１）発行者の一部抹消の申請 

存続会社等は、新株予約権付社債権者に自己の振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等

効力発生日の前営業日から起算して２営業日前の日までにその直近上位機関に対して、次の事項を示して当

該振替新株予約権付社債の一部抹消の申請をしなければならない。 

① 交付しようとする自己の存続会社等の振替新株予約権付社債が記録されている口座 

② 交付しようとする自己の存続会社等の振替新株予約権付社債の銘柄及び金額 

③ 振替日（合併効力発生日） 

 

該口座で増加を記録すべき金額を通知

するとともに、当該直近下位機関の顧

客口に増加すべき金額に当該金額を加

算する。当該通知を受けた口座管理機

関も同様とする。 

 

（業第 225 条第 21項及び第 22項） 

 

 

 

 

 

（業第 225 条第 21項及び第 22項） 

※ 口座管理機関の顧客口に増加すべき

金額は、当該顧客口の開設を受けてい

る口座管理機関又はその下位の口座管

理機関の開設する自己口に増加すべき

金額を合算した金額とする。 

 

（業第 225 条第 21項及び第 22項） 

 

 

 

 

 

（業第 226 条第１項から第８項） 

 

※ 自己の振替新株予約権付社債を交付

する場合の一部抹消の手続は、振替法

上の振替手続をシステム上実現するた

めの手続である。 

※ 発行者から一部抹消の申請を受けた

口座管理機関が間接口座管理機関であ

るときは、当該間接口座管理機関は、直
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内        容 備   考 
 

 

（２）発行者による支払代理人への通知 

存続会社等は、支払代理人に対し、自己の振替新株予約権付社債を交付する旨を書面等により通知する。 

 

（３）機構加入者による機構への通知 

機構加入者は、先日付買入消却又は当日買入消却に係る一部抹消通知を機構に通知する。 

 

 

６．直接口座管理機関による総新株予約権付社債権者報告 

直接口座管理機関は、機構からの総新株予約権付社債権者通知日程案内に従い、新株予約権付社債権者確

定日（合併等効力発生日の前営業日）において振替口座簿に記録されている加入者ごとの消滅会社等の振替

新株予約権付社債の銘柄に係る情報を、新株予約権付社債権者確定日の翌営業日及び翌々営業日において、

「総新株予約権付社債権者報告データ」として機構に通知する。 

 

７．機構による割当計算 

（１）割当てを受けるべき新株予約権付社債権者 

機構は、合併等効力発生日の前営業日における新株予約権付社債権者について割当計算を行う。 

 

（２）割当計算の方法 

機構は、新株予約権付社債権者ごとに、当該新株予約権付社債権者の振替新株予約権付社債の金額（当該

新株予約権付社債権者の保有欄に記録されていた金額と、質権者の口座に記録されている当該新株予約権付

社債権者の振替新株予約権付社債の金額と、買取口座に記録されている当該新株予約権付社債権者の新株予

約権付社債（その買取りの効力が生じていないものに限る。）の金額を合計した金額。）に対価交付比率を乗

じて存続会社等の振替新株予約権付社債を保有する金額を算出する。 

 

（３）割当計算後の振替新株予約権付社債の金額の通知 

機構は、機構加入者に、以下のとおり「配分明細通知データ」を通知する。 

  ａ 通知手段 

ファイル伝送 

 

ｂ 取扱時間 

合併等効力発生日から起算して４営業日後の日（総新株予約権付社債権者通知日）の午前３時から

午後８時 

ちに、その直近上位機関に対し、①～③

の事項を通知しなければならない。 

 

 

 

 

※ 買入消却の具体的な方法は、第７節

「買入消却の手続」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 227 条、施第 313 条から第 315 条） 

 

 

 

 

※ 新株予約権付社債権者ごとの金額は、

機構において、加入者ごとに、名寄せ

合算した金額とする。 

 

 

 

 

※ 直接口座管理機関は、機構から配分明

細通知データを受けたときは、直ちに、

その直近下位機関（存続会社等の振替

新株予約権付社債の増加を記録した口

座の加入者の上位機関に限る。）に必要

な事項を通知するものとする。当該通

知を受けた口座管理機関も同様とす
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内        容 備   考 
 

ｃ 主な通知内容 

① 機構加入者コード 

② 消滅会社等の振替新株予約権付社債の銘柄 

③ 存続会社等の振替新株予約権付社債の銘柄 

④ 総新株予約権付社債権者通知事由 

⑤ 割当の対象となる加入者の加入者口座コード 

⑥ 質権者又は買取口座の開設の申出をした発行者の加入者口座コード 

⑦ 配分数量 

⑧ 調整数量の振替口座簿記録予定日 

⑨ 調整数量 

⑩ 調整数量の効力発生日 

 

８．特別口座に記録された振替新株予約権付社債の取扱い 

（１）発行者による新株予約権付社債権者に対する通知 

株式交換、株式移転、会社分割（以下「株式交換等」という。）により完全親会社又は承継会社若しくは

設立会社となる発行者（以下「完全親会社等」という。）は、株式交換等により完全子会社又は分割会社と

なる発行者（以下「完全子会社等」という。）の新株予約権付社債権者に対し、完全親会社等の振替新株予

約権付社債を交付する場合には、完全子会社等により開設された特別口座の新株予約権付社債権者に対し、

法第 196 条第１項の通知（発行者が振替新株予約権付社債の口座を知ることができない場合に関する手続）

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

※ 機構は、割当計算後の振替新株予約権

付社債権者ごとの金額に係る新株予約

権付社債権者ごとの小数点以下の金額

を総新株予約権付社債権者通知により

当該発行者に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 228 条） 

 

※ 株式交換等の場合には、完全親会社等

と完全子会社等は、別の発行者である

ため、完全子会社等により開設された

特別口座に親会社等の振替新株予約権

付社債を記録できないことから、法第

196 条第１項の通知を行うものである。 

※ 合併等により振替新株予約権付社債

が承継される場合については、消滅会社

と存続会社又は設立会社は、合併等によ

り同一の発行者となるため、法第 196 条

第１項の通知は、不要である。 

※ 発行者は、完全親会社等の振替新株予

約権付社債を記録する口座を通知しな

い新株予約権付社債権者については、

合併等効力発生日の前営業日から起算

して２営業日前までに特別口座に記録

されている完全子会社等の振替新株予

約権付社債を他の口座へ振替えるよう

周知に努めなければならない。 
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内        容 備   考 
 

（２）発行者への口座の通知 

法第 196 条第１項の通知を受けた新株予約権付社債権者は、完全親会社等に対し、完全親会社等の振替新

株予約権付社債の交付を受けるための口座を郵送等、発行者が指定した方法により通知する。 

 

（３）新株予約権付社債権者による事前の振替がされなかった場合の取扱い 

ａ 完全子会社等から口座管理機関への訂正の依頼 

完全子会社等は、合併等効力発生日の前営業日から起算して２営業日前までに完全子会社等の新株

予約権付社債権者が特別口座に記録されている振替新株予約権付社債を他の口座に振り替えなかった

場合には、合併等効力発生日の前営業日に特別口座を開設している口座管理機関に対し、以下の事項

を示して、訂正を依頼する。 

① 完全子会社等の銘柄 

② 完全子会社等が開設した特別口座に記録されている振替新株予約権付社債の金額 

③ 完全子会社等が開設した特別口座の加入者口座コード 

④ 完全親会社等の振替新株予約権付社債の交付を受けるための口座の加入者口座コード 

⑤ 訂正日（振替日） 

 

ｂ 振替を利用した口座管理機関による訂正 

口座管理機関は、完全子会社等からａの通知を受けた場合には、株式交換、吸収分割の場合は、合

併等効力発生日の業務開始時（午前９時）に、株式移転、新設分割の場合は、合併等効力発生日（登

記日）の午後３時 30分に完全子会社等が開設した特別口座に、完全親会社等の振替新株予約権付社債

を一旦記録した後に、直ちに当該振替新株予約権付社債を所定の口座（（３）④の口座）に振替える。

振替に際しては、振替先口座の照会機能又は振替のメッセージ欄を利用する等して、振替先の口座管

理機関に対し、当該振替が訂正によるものである旨を連絡する。 

 

９．振替制度に移行していない新株予約権付社債の取扱い 

（１）合併等の効力発生日前に承継に係る新株予約権付社債を振替制度に移行した場合の取扱い 

消滅会社等の社債券を有する新株予約権付社債権者は、合併等の効力発生日の前に、存続会社等の振替新

株予約権付社債（以下「承継銘柄」という。）の交付を受けるための口座を開設する口座管理機関を通じて、

当該社債券を移行する。移行された新株予約権付社債については、存続会社等の振替新株予約権付社債とし

て承継され、合併等の効力発生日に当該口座において新規記録される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 完全親会社等の振替新株予約権付社

債を完全子会社等が開設した特別口座

に記録する処理は、便宜的な処理であ

るため、口座管理機関は、直ちに振替

を実行する。 

 

 

 

 

※ 合併等により消滅会社等が発行して

いる特例新株予約権付社債のうち、振

替制度に移行していない新株予約権付

社債券（以下この節において「社債券」

という。）が存続会社等に振替新株予約

権付社債として承継される場合の取扱

いについて定めたものである。 
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合併等の効力発生日前に承継に係る新株予約権付社債を振替制度に移行しなかった場合の取扱い 

ａ 社債券の提出の取次ぎの請求 

消滅会社等の新株予約権付社債券を有する新株予約権付社債権者は、承継銘柄の交付を受けるため

の口座を開設する口座管理機関に対し、社債券の提出の取次ぎを請求する。 

 

 

 

ｂ 口座管理機関による社債券の提出の取次ぎ等 

社債券の提出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関は、社債券の真贋を確認のうえ、承継銘柄の発

行代理人に対し、社債券の提出を取り次ぐとともに承継銘柄を新規記録するために必要な情報として

次の事項（以下この節において「新規記録情報」という。）を電子メール等により通知する。 

① 新規記録先の口座管理機関 

② 新規記録先の口座管理機関が機構加入者である場合には、機構加入者コード 

③ 新規記録先の口座管理機関が機構加入者でない場合には、その上位機関である機構加入者の機構

加入者コード 

④ 承継銘柄の銘柄略称 

⑤ 承継銘柄の銘柄コード及びＩＳＩＮコード 

⑥ 新規記録される承継銘柄の金額 

⑦ 加入者口座コード 

⑧ その他発行代理人が求める情報 

 

ｃ 発行代理人による新規記録情報通知 

口座管理機関を通じて社債券の提出を受けた承継銘柄の発行代理人は、社債券の真贋を確認のうえ、

社債券の提出を受けた日から起算して３営業日後の日に次の事項（以下この節において「新規記録情

報通知」という。）」を機構に対し、通知する。 

※ 新株予約権付社債権者は、社債券を直

接、消滅会社等に提出することができな

いものとする。 

※ 新株予約権付社債券は、合併等の効力

発生日の前営業日から起算して６営業

日前までに振替新株予約権付社債に移

行しておく必要がある。当該日までに移

行しなかった場合には、合併等の効力発

生日以降に手続を行う。 

 

 

 

※ 新株予約権付社債権者は、社債券の提

出の取次ぎを口座管理機関に請求する

までに承継銘柄を新規記録するための

口座を開設しておく必要がある。 

 

 

※ 発行代理人は、新規記録情報に不備が

あった場合には、口座管理機関に対し、

その旨を電子メール等により通知する。 

※ 社債券の提出を取り次いだ口座管理

機関が間接口座管理機関である場合に

は、その上位機関にも新規記録情報を

通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新規記録情報通知は決済照合システ

ムを利用せずに行う。 
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内        容 備   考 
① 送信者リファレンスＮＯ 

② 発行代理人コード 

③ 銘柄コード 

④ 新規記録される承継銘柄の金額 

⑤ 加入者口座コード 

⑥ 新規記録先の機構加入者の機構加入者コード（新規記録先の口座管理機関が間接口座管理機関で

ある場合には、その上位機関の機構加入者コード） 

⑦ 払込期日（新規記録日） 

 

ｄ 発行口の記録 

新規記録情報通知を受けた機構は、直ちに振替システムにおいて発行口の記録を行うとともに発行

代理人及び機構加入者に対し、次の事項（以下この節において「発行口記録情報通知」という。）を通

知する。 

① 株式等リファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 発行代理人コード 

④ 銘柄コード 

⑤ 新規記録される承継銘柄の金額 

⑥ 加入者口座コード 

⑦ 新規記録先の機構加入者の機構加入者コード（新規記録先の口座管理機関が間接口座管理機関で

ある場合には、その上位機関の機構加入者コード） 

⑧ 払込期日（新規記録日） 

 

ｅ 発行代理人による新規記録通知 

発行代理人は、社債券の提出を受けた日から起算して５営業日後の日に機構に対し、口座振替シス

テムにより次の事項（以下この節において「資金振替済通知（新規記録）」という。）を通知する。 

① 株式等リファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 発行代理人コード 

④ 承継銘柄の銘柄コード 

 

 

 

ｆ 新規記録 

発行代理人から資金振替済通知（新規記録）の通知を受けた機構は、機構加入者の口座又は新規記

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発行口記録情報通知を受けた機構加

入者は、通知内容を確認し、誤りがある

場合には、発行代理人に対し、新規記録

情報通知の内容に誤りがある旨を通知

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 元利払期日の前営業日は、新規記録が

できないため、発行代理人は、社債券の

提出を受けた日から起算して５営業日

後の日が元利払期日の前営業日にあた

る場合には、社債券の提出を受けた日か

ら起算して６営業日後の日に資金振替

済通知（新規記録）を機構に通知するも

のとする。 

 

 

※ 機構から新規記録済通知を受けた直
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内        容 備   考 
録先の口座管理機関が間接口座管理機関である場合には、上位機関である機構加入者の口座に増加記

録を行い、発行代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対し、次の事項（以下この節において「新

規記録済通知」という。）を通知する。 

    ① 株式等リファレンスＮＯ 

② 送信者リファレンスＮＯ 

③ 払込期日（新規記録日） 

④ 銘柄コード 

⑤ 新規記録された承継銘柄の金額 

⑥ 株主名簿管理人コード 

⑦ 発行代理人コード 

⑧ 記録先の機構加入者コード 

 

接口座管理機関は、直ちにその直近下位

機関に対し、通知する。 

 

以 上 
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合併等において新株予約権付社債が承継される場合の処理フロー 

日 程 消滅会社等 存続会社等 機 構 機構加入者 処理概要 

 

 

 

 

 

 

 

合併等効力発

生日の２週間

前まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 消滅会社等は、合併等効力発生日までの２週間前までに機

構に対し、書面等の方法により消滅会社等の振替新株予約権

付社債に係る抹消通知を行う。 

② 存続会社等は、合併等効力発生日までの２週間前までに機

構に対し、書面等の方法により存続会社等の振替新株予約権

付社債に係る新規記録通知を行うとともに発行要項（原本）

を機構に送付する（注）。 

③ 存続会社等は、機構が新株予約権付社債を取り扱うことに

ついて同意書を提出する（既に同意書を提出している場合に

は、不要）。 

 

（注）承継される振替新株予約権付社債が非上場新株予約権付

社債の場合には、存続会社等は、合併等効力発生日の２週間

前までの間に機構に対し、発行する振替新株予約権付社債に

ついて取扱申請を行い、銘柄コードを取得しておく必要があ

る（銘柄コードの取得方法は、「振替新株予約権付社債に係る

銘柄情報の通知及び公示に関する手続」による）。 

 

 

 

合併等効力発

生日の２週間

前の日の翌日

まで 

 

 

 

    機構は、消滅会社等から通知された抹消通知の内容及び存続

会社等から通知された新規記録通知の内容が発行要項と差異が

ないか確認する。 

抹消、新規記録通知の内容が発行要項と異なる場合には、機

構は、その旨を消滅会社等又は存続会社等へ通知し、訂正を依

頼する。 

 

 

 

 

消滅会社等

の振替 CB

の抹消通知 

存続会社等

の振替 CB

の新規記録

通知 

消滅会社等の振替 CB の銘柄及び銘柄コー

ド、抹消日（=合併等効力発生日） 

存続会社等の振替 CB の銘柄及び銘柄コード、

新規記録予定日（=合併等効力発生日）、発行

される存続会社等の振替 CB の総数及び総額 

発行要項 

抹消、新規

記録通知の

内容確認 

同意書 

訂正依頼 

訂正 

訂正 
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日 程 消滅会社等 存続会社等 機 構 機構加入者 処理概要 

 

 

 

 

 

 

 

合併等効力発

生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 機構及び機構加入者は、合併等効力発生日に消滅会社等の

振替新株予約権付社債の抹消及び存続会社等の振替新株予約

権付社債の新規記録を行う（注１～３）。 

 

（注１）消滅会社等の振替新株予約権付社債から存続会社等の

振替新株予約権付社債へ銘柄を変更することにより行

う。 

（注２）新設合併又は株式移転の場合には、合併効力発生日（登

記日）の振替処理終了時（15:30）、吸収合併又は株式交

換の場合には、合併等効力発生日の業務開始時（9:00）

に行う。 

（注３）機構は、消滅会社等の支払代理人に対し、消滅会社等

の振替新株予約権付社債を抹消した旨を通知するととも

に存続会社等の発行代理人に対し、存続会社等の振替新

株予約権付社債を新規記録した旨を通知する。 

 

② 機構は、公示のために機構のホームページに発行要項をＰ 

ＤＦにより掲示する。 

 

新株予約権付

社債権者の確

定日＋２営業

日 

 

 

 

 

   口座管理機関は、機構に対し、新株予約権付社債権者の確定

日における新株予約権付社債権者を報告する。 

 

 

 

新株予約権付

社債権者の確

定日＋３営業

日以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機構は、消滅会社等の新株予約権付社債権者について、存続

会社等に対して、総新株予約権付社債権者通知を行う。 

 

以 上 

消滅会社等

の振替 CB

の抹消及び

存続会社等

の振替 CB

の新規記録 

消滅会社等

の振替 CB

の抹消及び

存続会社等

の振替 CB

の新規記録 

公 示 

総新株予約

権付社債権

者報告 

総新株予約

権付社債権

者通知 
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【合併等の効力発生日前に承継に係る新株予約権付社債を振替制度に移行しなかった場合の新規記録日程】 

 

日程 

 

 

 

 

Ⅹ 

（社債券受領日） 

 

Ⅹ＋１ 

 

Ⅹ＋２ 

 

Ⅹ＋３ 

 

Ⅹ＋４ 

（新規記録） 

 

発行代理人 

 

      

 

機 構 

 

 

 

     

 

口座管理機関 

 

      

 

新株予約権付 

社債権者 

 

 

  
 

   

 

備 考 

 

 
発行代理人が社債券

を受領した日をＸ日

とする。 

  

１日空ける。 

 

 

社
債
券
提
出
、
新
規
記
録
情
報 

新
規
記
録
情
報
通
知 

新
規
記
録
済
通
知 

新
規
記
録
済
通
知 

････ 

資
金
振
替
済
通
知 

社
債
券
提
出 

発
行
口
記
録
通
知 

発
行
口
記
録
通
知 

新
規
記
録 

発
行
口
記
録 
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3－11－1 

 
第 11 節 リコンサイルの手続 

 
内        容 備   考 

 

１．発行総数と振替口座簿に記録すべき数についての照合 

（１）発行者における照合 

  ａ 機構による発行者への通知 

    機構は、毎営業日の夜間バッチ終了後、午前３時から午後８時までの間に、振替新株予約権付社債の

行使請求受付場所である各株主名簿管理人及び各発行・支払代理人に対し、当該株主名簿管理人、当該

発行・支払代理人が取扱う全銘柄について次に掲げる事項（「口座処理結果ファイル」）をファイル伝送

及びＣＳＶファイルにより通知する。 

① 銘柄ごとの振替新株予約権付社債の数（前々営業日及び前営業日の確定残高、当日の振替開始時

の残高） 

② 前々営業日の振替終了時から前営業日の振替終了時、前営業日の振替終了時から当日の振替開始

時の新規記録又は抹消をした振替新株予約権付社債の数 

 

 

  ｂ 株主名簿管理人及び発行・支払代理人における照合 

  （ａ）株主名簿管理人及び発行・支払代理人における照合 

株主名簿管理人及び発行・支払代理人は、機構から前ａの通知を受けた日に、その内容とその銘柄

の発行総数とを照合する。 

 

 

  （ｂ）株主名簿管理人及び発行・支払代理人における照合で振替新株予約権付社債の数に相違があること 

となった場合の手続 

株主名簿管理人及び発行・支払代理人は、（ａ）の照合結果に相違がある銘柄がある場合には、直ち

に、機構に電話等で連絡をする。株主名簿管理人、発行・支払代理人及び機構は、相違があることと

なった理由を確認し、必要な修正を行う。 

 

２．機構加入者の振替口座簿に記録すべき数についての照合 

（１）当日振替時限終了後の手続 

ａ 機構による機構加入者への通知 

機構は、各機構加入者に対し、毎営業日の当日振替時限終了後、午後４時 30 分から午後８時までの

間、次に掲げる事項「残高確認データ」をファイル伝送により通知する。 

 

 

 

（業第 234 条第 1項） 

※ 機構は、株主名簿管理人に対しては、

ＣＳＶファイルにより「口座処理結果

ファイル」を通知しない。 

 

 

 

※ 特例新株予約権付社債については、個

別移行の受入により増加の記録を行っ

た数についても通知する。 

 

（業第 234 条第 2項） 

 

※ 株主名簿管理人及び発行・支払代理人

は、「リコンサイル用残高データ」を送

信しない。 

 

（施第 318 条） 

 

※ リコンサイル不一致連絡票（TA 用）

については、機構ホームページに掲載の

書式（ST01-14）を参照。 

 

 

 

（業第 235 条第 1項） 
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内        容 備   考 
   ① 機構加入者コード 

   ② 銘柄コード 

   ③ 機構加入者の各区分口座に記録された銘柄ごとの振替新株予約権付社債の数 

   ④ 機構加入者の区分口座に係るほふりクリアリング口座の銘柄ごとの振替新株予約権付社債の数 

 

    ｂ 機構加入者における照合 

  （ａ）機構加入者における照合 

    機構加入者は、機構から前ａの通知を受けた日に、その内容と自らが管理する情報との照合を行う。 

 

  （ｂ）機構加入者における照合で振替新株予約権付社債の数に相違があることとなった場合の手続 

機構加入者は、（ａ）の照合結果に相違がある銘柄がある場合には、直ちに、機構に電話等で連絡す

るものとする。機構加入者及び機構は、相違があることとなった理由を確認し、振替口座簿の記録が

本来記録すべき内容と異なったものであるときは必要な修正を行う。 

 

（２）夜間バッチ終了後 

  ａ 機構による機構加入者への通知 

機構は、各機構加入者に対し、毎営業日の夜間バッチ終了後、午前３時から午後８時までの間にお

いて、各機構加入者の区分口座ごとに、次に掲げる事項を含む「帳表ファイル（機構加入者別口座残

高表・機構加入者別口座処理明細表）」をファイル伝送及びオンラインリアルタイム接続により通知す

る。 

  （ａ）前々営業日・前営業日の確定残高、当日業務開始時における以下の情報 

    ア  機構加入者コード 

    イ  銘柄コード 

    ウ  各区分口座に記録された銘柄ごとの振替新株予約権付社債の数 

    エ  質権口に記録されている質権新株予約権付社債の新株予約権付社債権者の加入者口座コード及 

び当該新株予約権付社債権者ごとの振替新株予約権付社債の銘柄及びその数 

 

   （ｂ）各口座に係る前々営業日から前営業日、前営業日から当日振替開始時間の処理明細 

 

 

 

 

 

  ｂ 機構加入者における照合 

 

 

 

 

 

（業第 235 条第 2項） 

 

 

 

（施第 319 条第 1項） 

※ リコンサイル不一致連絡票（口座管理

機関用）については、機構ホームページ

に掲載の書式（ST01-15）を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 前々営業日から前営業日間の処理明

細は、前営業日の事前処理明細及び当日

処理明細であり、前営業日から当日振替

開始時間の処理明細は、当日の事前処理

明細である。 

 

（業第 235 条第 2項） 
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内        容 備   考 
  （ａ）機構加入者における照合 

機構加入者は、機構からの前ａの通知を受けた日に、その内容と、自らが管理する情報との照合を

行う。 

 

  （ｂ）機構加入者における照合で振替新株予約権付社債の数に相違があることとなった場合の手続 

機構加入者は、（ａ）の照合結果に相違がある銘柄がある場合には、直ちに、機構に電話等で連絡を

する。機構加入者及び機構は、相違があることとなった理由を確認し、必要な修正を行う。 

 

 

３．間接口座管理機関における照合 

  間接口座管理機関とその直近上位機関との間における照合は、前２．の事務処理に準じる。 

 

 

 

 

 

（施第 319 条第 1項） 

 

 

 

 

（施第 319 条第 2項） 

以 上 
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振替新株予約権付社債の残高照合の処理フロー 

 

 

 

日程 機構加入者 機構 支払代理人 株主名簿管理人 

9:00～15:30 
（X 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

15:30～18:00 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

18:00～20:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

翌営業日 

3:00～20:00 
（X＋１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

①償還に係る｢抹消済

通知｣ 

②当日買入消却請求に

係る「抹消済通知」 

 

③「残高確認データ」

（①②を反映した残

高） 

④新株予約権行使請

求・抹消請求取次通知 

CB の増減にかかわらず毎日通知する。 

機構加入者は、振替処理終

了時の残高について照合 

 

・振替処理終了時の各区分口座の

残高の内訳を送信。 

 

⑤新株予約権行使に

係る「口座処理明細」 

⑥新株予約権行使に

係る「口座処理結果フ

ァイル」 

資料3－11－１ 
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2 
 

注１ 振替新株予約権付社債の残高照合については、支払代理人及び株主名簿管理人が発行総数を機構に通知することによる照合は行わない。 
注２ ①償還に係る「抹消済通知」は、満期償還・繰上全額償還に係る抹消とプットオプション行使による繰上一部償還に係る抹消は区別しない。全額償

還の場合は、日中に全残高が抹消されるため、③の「残高確認データ」は、送信されない。 
注３ ⑪「帳表ファイル」は、銘柄ごとの「前日残高」、「当日残高」及び「業務開始時の現在高」を通知する。処理明細は含まない。 

日程 機構加入者 機構 支払代理人 株主名簿管理人 

翌営業日 

3:00～20:00 
（X＋１日） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌営業日 

3:00～20:00 
（X＋１日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑪「帳表ファイル」（①

～⑩を反映した残高） 

 

⑧特例 CB の個別移行

に係る「口座処理結果

ファイル」 

⑦特例 CB の個別移行

に係る機構加入者別

「口座処理明細」 

CB の増減にかかわらず毎日通知する。 

⑨先日付買入消却請求

に係る機構加入者別

「口座処理明細」 

⑩先日付買入消却請求

に係る「口座処理結果

ファイル」 

X＋1 日の日付で処理

（X＋１日の業務開始

時の現在高に反映） 

X 日の日付で処理 

（X日の当日残高 

に反映） 

処理日付の分岐点 

業務時間中の処理及びバッ

チ処理による残高変動をす

べて反映。 

 

支払代理人及び株主名簿管理人

は、「当日残高」及び「業務開始

時の現在高」について照合する。 

機構加入者は、「当日残高」

及び「業務開始時の現在高」

について照合する。 
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振替新株予約権付社債に係る残高照合のポイント

○ 発行・支払代理人及び株主名簿管理人は、機構から「口座処理結果ファイル」の通知を受けたときは、当該通知の内容とその銘柄
の発行総数の照合を行う。

（機構による残高情報の配信）

○ 機構は、毎営業日の午前３時から午後８時までの間、発行・支払代理人及び株主名簿管理人に対し、「口座処理結果ファイル」
として、次に掲げる事項をファイル伝送により通知する。

▽ 振替新株予約権付社債の増減要因

振替新株予約権付社債の新規記録、償還、買入消却、新株予約権行使、特例新株予約権付社債の振替受入簿への受入、等

※ 「口座処理結果ファイル」は、口座振替Ｗｅｂ端末から、ＣＳＶファイル形式により、午前７時から午後８時までの間取得が可能。

▽ 「口座処理結果ファイル」の中に記載される残高情報のイメージ

当日残高前日残高 現在残高

X日
１５：３０

X＋１日
９：００

X-１日
１５：３０

X＋１日
３：００～

口座処理結果
ファイル配信

（発行・支払代理人及び株主名簿管理人による照合）

X日（９：００～１５：３０）に行われた新規
記録、償還、当日買入消却請求による買
入消却、新株予約権行使、特例CBの受
入等の結果は当日残高に反映される。

X日に行われた前日
買入消却請求によ
る買入消却は現在
残高に反映される。

 銘柄ごとの数量（前日残高、当日残高、事前処理終了時点の現在残高）
 新規記録された振替新株予約権付社債の数量
 抹消された振替新株予約権付社債の数量

資料3－11－2
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第 12 節 総新株予約権付社債権者通知の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．総新株予約権付社債権者通知及び通知新株予約権付社債権者 

（１）総新株予約権付社債権者通知事由 

 

機構は、振替新株予約権付社債について、次に掲げる事由（以下「総新株予約権付社債権者通知事由」

という）が生じることになったときは、それぞれに定める日を総新株予約権付社債権者通知（法第 218

条第 1 項に規定する通知をいう。以下同じ。）に係る新株予約権付社債権者を確定する日（以下「新株

予約権付社債権者確定日」という。）として発行者に総新株予約権付社債権者通知を行う。 

 

ａ 法第 200 条第３項により振替新株予約権付社債の記録を全部抹消したとき 

全部抹消した日  

 

 

 

ｂ 法第 218 条第５項により発行者が一定の日を定めて機構に総新株予約権付社債権者通知請求を

行ったとき 

当該一定の日 

 

（２）通知新株予約権付社債権者 

 

機構が総新株予約権付社債権者通知の対象とする新株予約権付社債権者確定日における新株予約権

付社債権者は、次に掲げる数について、それぞれ定める者とする。 

 

ａ 加入者の口座の保有欄に記録がされている振替新株予約権付社債の数（cに掲げる数を除く。） 

当該口座の加入者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法第 218 条第１項、業第 240 条、施第 218

条第５項） 

 

 

 

 

 

※ 全部抹消は、抹消する日の午前９時の処

理であり、実務上、抹消する日の前営業日

を新株予約権付社債権者確定日として取り

扱う。 

 

 

 

 

 

（法第 218 条第２項第１号及び第２号、業第

241 条） 

 

 

 

※ 機構加入者の信託口に記録がされている

振替新株予約権付社債の数のうち信託財産

名義管理簿に記載又は記録されている数に

ついては、信託財産名義管理簿に記載又は

記録がされている数に係る信託財産名義通

知新株予約権付社債権者とする。 

※ 譲渡担保として、保有欄に記録されてい

る振替新株予約権付社債については、振替
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内        容 備   考 

 

 

 

 

 

ｂ 加入者の口座の質権欄に記録がされている質権新株予約権付社債の数 

当該質権新株予約権付社債に係る新株予約権付社債権者 

 

c 加入者の口座の保有欄に記録がされている振替新株予約権付社債の数のうち反対新株予約権付社

債権者管理簿に記録がされているもの（その買取の効力が生じていないものに限る。）の数 

反対新株予約権付社債権者管理簿に記録がされている数に係る反対新株予約権付社債権者 

 

（３）新株予約権付社債権者確定日の設定禁止期間 

発行者は、原則として以下の期間については、新株予約権付社債権者確定日として設定することはで

きない。 

① 既に設定した新株予約権付社債権者確定日の前後７営業日の期間 

② 取得条項付新株予約権付社債の全部取得の対価として振替株式が交付される場合は、当該振替株

式に係る株主確定日の前営業日から起算して３営業日前の日から株主確定日当日までの期間 

 

（４）総新株予約権付社債権者通知請求 

発行者は、正当な理由があるときは、機構に対して、当該発行者が定める新株予約権付社債権者確定

日の総新株予約権付社債権者通知の請求（以下「総新株予約権付社債権者通知請求」という。）を次の

とおり行うことができる。 

   

  ａ 総新株予約権付社債権者通知請求を行う理由とその正当性 

法第 218 条第５項は、発行者による総新株予約権付社債権者通知請求について、「正当な理由が

あるとき」との制約を課しているが、実務的には、発行者からの請求の受付に際して、機構が「正

当な理由」の有無を確認する実務を構築・運用するのは困難であると考えられた。 

そのため、株式等振替制度の実施に向けた関係者の協議の場において、発行者が行う「正当な理

由」の取扱いに関する検討が行われ、監督当局から提示された「総株主通知等の請求、情報提供請

求に関する正当な理由の解釈指針」（以下「解釈指針」という。）に沿って関係者が事務処理を行う

ことが、日本証券業協会の主宰する証券受渡・決済制度改革懇談会において監督当局を含む関係者

により承認された。 

このような経緯から、機構では、当該解釈指針に掲げられた次の事由のうちの該当するものを、

株式における特別株主の申出に相当する仕

組みがないため、担保設定者を通知新株予

約権付社債権者とするためには、あらかじ

め、担保設定者の口座に当該振替新株予約

権付社債を振り替える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 247 条、施第 330 条） 

 

 

 

 

 

 

（業第 246 条、施 328 条） 
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内        容 備   考 

発行者に対して、請求時に申告させるものとする。 

 

（ａ）解釈指針の定める正当な理由の類型 

発行者は、次に掲げる類型のいずれかに該当する場合に、「正当な理由」があるものとして、機

構に対して、総株予約権付社債権者通知請求を行うことができる（次の（ｂ）に該当する場合を除

く。）。 

 

① 発行者が、新株予約権付社債権者に対し、優待制度の実施その他振替新株予約権付社債の新株

予約権付社債権者共通の利益のためにする行為をしようとするとき。 

② 新株予約権の目的である株式の上場廃止、免許取消しその他発行者、株主、新株予約権付社債

権者に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。 

③ 新株予約権付社債の発行要項において定められた事由が生じたとき。 

 

（ｂ）「正当な理由」が認められない場合 

発行者は、前（ａ）の「正当な理由」の類型のいずれかに該当する事情が存在するときでも、次

に掲げる場合には、「正当な理由」は認められず、機構に対して総新株予約権付社債権者通知請求

を行うことはできない。 

 

① 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 

    ② 犯罪目的を有するとき。 

    ③ 公序良俗に反するとき。 

    ④ 第三者への漏えいを目的とするとき。 

    ⑤ 新株予約権付社債権者に対する営業行為を行う目的であるとき。    

⑥ 発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

 

ｂ 通知期限 

新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して７営業日前の日の午後５時まで 

 

ｃ 通知方法 

発行者は、Target 保振サイトにより「総新株予約権付社債権者通知請求書」を機構に対して提出

する。 

 

ｄ 通知内容 

① 新株予約権付社債権者確定日 

 

 

 

※ 機構は、発行者が解釈指針に定める「正

当な理由以外」の事由により行う総新株予

約権付社債権者通知請求については、その

請求を受理しない。 

※ その他の具体的な理由として、発行者が

新株予約権付社債に係る社債権者集会を招

集する際に、法定の公告に加えて招集の通

知を行うために新株予約権付社債権者を把

握する目的等が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総新株予約権付社債権者通知請求書は、

機構ホームページに掲載の書式（ST80-02）

を参照。 

 

（業第 246 条第２項、施第 329 条） 
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内        容 備   考 

② 総新株予約権付社債権者通知請求の対象となる銘柄 

③ 総新株予約権付社債権者通知請求を行う理由 

④ 総新株予約権付社債権者通知請求を行う理由が正当と認められない目的に該当するか否か

の別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．総新株予約権付社債権者通知の手続 

（１）機構加入者及び発行者に対する「総新株予約権付社債権者通知日程案内」の通知 

機構は、総新株予約権付社債権者通知事由が生ずることとなったとき又は総新株予約権付社債者通知

請求を受理したときは、総新株予約権付社債権者通知に係る日程案内（以下「総新株予約権付社債権者

通知日程案内」という。）を、新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日に

機構加入者及び株主名簿管理人に対して通知する。 

また、総新株予約権付社債権者通知事由が生ずることとなったときは、新株予約権付社債権者確定日

の前営業日から起算して５営業日前の日のほか、新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して

11 営業日前の日にも行う（以下「取扱廃止事前通知」という。）。「総新株予約権付社債権者通知日程案

内」又は「取扱廃止事前通知」（以下「総新株予約権付社債権者通知日程案内等」という。）を受けた直

接口座管理機関は、その直近下位機関がある場合には、当該直近下位機関に対して総新株予約権付社債

権者通知日程案内等により通知を受けた事項を通知しなければならない（当該通知を受けた者が、間接

口座管理機関である場合についても同様とする。）。 

 

ａ 機構加入者及び株主名簿管理人に対する通知 

（ａ）通知方法 

ファイル伝送及び統合Ｗｅｂ端末（ただし、株主名簿管理人に対してはファイル伝送に限る。） 

 

 

 

 

 

※ 振替新株予約権付社債に係る社債権者集

会の招集のために総新株予約権付社債権者

通知請求を行う場合には、「社債権者集会の

開催事務の効率化ガイドライン（標準モデ

ル）」の利用の有無についても併せて通知す

る。なお、機構は、発行者からガイドライ

ンの利用について通知を受けたときは、機

構加入者及び間接口座管理機関に対し、

Target 保振サイトによりその旨を通知す

る。 

 

 

（業第 242 条、施第 321 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左記に掲げる通知方法のほか、Target 保

振サイトにより、総新株予約権付社債権者

通知事由を通知する。 

※ 統合Ｗｅｂ端末では、「総新株予約権付社

債権者通知日程案内」を新株予約権付社債
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内        容 備   考 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）通知内容 

ア 基本的な内容 

① 新株予約権付社債権者確定日 

② 新株予約権付社債権者確定日に係る振替新株予約権付社債の銘柄（以下「総新株予約権付

社債権者通知対象銘柄」という）（銘柄コード） 

③ 総新株予約権付社債権者通知事由 

④ 直接口座管理機関が機構加入者口座ごとに機構に報告すべき総新株予約権付社債権者通知

対象銘柄である振替新株予約権付社債の数（以下「総新株予約権付社債権者報告対象社債数」

という。）の通知日（総新株予約権付社債権者報告対象社債数通知日） 

⑤ 「総新株予約権付社債権者報告データの報告期間（「総新株予約権付社債権者報告データ報

告日（自）」及び「総新株予約権付社債権者報告データ報告日（至）」） 

⑥ 総新株予約権付社債権者通知日 

⑦ 「配分明細通知データ」が通知されるか否かの別（配分明細区分） 

⑧ 「配分明細通知データ」の通知予定日（「配分明細通知日」） 

⑨ 機構及び口座管理機関が振替口座簿に調整新株予約権付社債数等を記録する予定日（「口座

簿記載予定日」） 

⑩ 配分される銘柄（配分銘柄コード） 

 

   イ 増減資に係る内容 

新株予約権付社債権者確定日が取得条項付新株予約権付社債の全部取得又は新株予約権付社

債の承継（以下「増減資等」という。）のいずれかに係るものであるときは、前ア以外に次の内

容についても通知する。 

① 増減資等の種別 

② 割当比率（「割当比率（分母）」及び「割当比率(分子)」） 

③ 増減資等の効力発生日（効力発生日） 

④ 増減資等の効力が登記による場合の登記予定日（「登記日」） 

⑤ 「配分明細通知データ」を通知することとなった事象により配分されることとなる「合算

先銘柄コード」 

権者確定日の前営業日から起算して５営業

日前の日から新株予約権付社債権者確定日

の７ヵ月後の日までの間、照会することが

できる。 

 

（施第 322 条） 

 

※ 新株予約権付社債権者確定日は暦日ベー

スで通知されるが、休日である場合には、

その前営業日を新株予約権付社債権者確定

日として取り扱う。以下同じ。 

※ 「総新株予約権付社債権者報告対象社債

数通知」については、（３）を参照。 

※ 「総新株予約権付社債権者報告データ」

については、（４）を参照。 

※ 「配分明細通知データ」及び調整新株予

約権付社債については、第３節「新規記録」

及び第 10節「合併等において振替新株予約

権付社債が承継される場合の手続」等を参

照。 

 

 

 

 

※ 「総新株予約権付社債権者通知日程案内」

において、「登記日」は新株予約権付社債の

承継の場合に設定する（ただし、登記を要

件としている場合に限る。）。 

※ 取得条項付新株予約権付社債の全部取得

又は新株予約権付社債の承継の場合には、

「合算先銘柄コード」を設定する。 
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内        容 備   考 

 

 

ｂ 総新株予約権付社債権者通知日程案内等を受けた機構加入者及び株主名簿管理人における取扱

い 

通知を受けた機構加入者及び株主名簿管理人は、総新株予約権付社債権者通知日程案内等の内容

を確認し、その内容に誤りがある場合は、速やかに機構に対してその旨の報告を行う。 

 

 

 

ｃ 総新株予約権付社債権者通知日程案内等の変更、追加及び取消し 

機構は、前ｂの結果、次のいずれかに該当するときには、それぞれに掲げる事項を付加した訂正

後の「総新株予約権付社債権者通知日程案内」を機構加入者及び株主名簿管理人に対して通知する。 

① 通知済の「総新株予約権付社債権者通知日程案内」の内容を変更する必要がある場合 

変更である旨 

② 総新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日を過ぎた後又は総新

株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して 11 営業日前の日を過ぎた後に、総新株予約

権付社債権者通知対象銘柄の追加が発生した場合 

  追加である旨 

③ 通知済の総新株予約権付社債権者通知日程案内等が不要となった場合 

取消しである旨 

 

（２）直接口座管理機関に対する「登録済加入者データ」の通知 

ａ 直接口座管理機関に対する通知 

機構は、「総新株予約権付社債権者通知日程案内」の通知に併せて、加入者情報の通知漏れ防止

のため、新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して５営業日前の日に直接口座管理機関

（信託財産名義通知信託口の機構加入者を含む。以下この節において同じ。）に対して「登録済加

入者データ」を通知する。 

 機構は、「登録済加入者データ」により、直前の総新株予約権付社債権者通知（他の銘柄に係

るものを含む。）に係る「登録済加入者データ」の通知日から今回の「登録済加入者データ」

の通知日の前営業日（今回の新株予約権付社債権者確定日の前営業日から起算して６営業日

前）までの間（以下「通知対象期間」という。）に、直接口座管理機関から「加入者情報デー

タ（新規登録）」が通知され、加入者情報登録簿に加入者口座情報を登録した加入者に係る加

入者口座コードを直接口座管理機関に対して通知する。 

機構から「登録済加入者データ」の通知を受けた直接口座管理機関が、加入者の直近上位機関

 

 

 

※ 左記報告は、電話等により行う。 

※ 機構は誤りの内容（未通知の場合を含

む。）によっては、発行者に対して別途書面

の提出を求める場合がある。 

 

 

※ 通知方法、通知内容等は、通常の場合と

同一。 

※ 「取扱廃止事前通知」の変更、追加又は取

消しが発生した場合であって、既に「総株

主通知日程案内」が通知されているときは、

「総株主通知日程案内」の変更、追加又は

取消しのみを通知する。 

 

 

 

 

 

 

※ 通知対象期間中に「加入者情報データ（変

更）」や「加入者情報データ（加入者口座コ

ード変更通知）」により通知された加入者に

係る情報は、「登録済加入者データ」の通知

対象外である。通知対象期間中に、「加入者

情報データ（新規登録）」により登録を行っ

た後に、加入者口座コードの変更を行った

場合には、変更前の加入者口座コードのみ

が通知されるため注意する。 

※ 通知対象期間中に加入者情報登録簿に加

入者口座情報を登録された加入者であれ

ば、今回の「登録済加入者データ」の通知
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でないときは、速やかにその直近下位機関のうち加入者の直近上位機関である者又は加入者の上

位機関である者に対して、「登録済加入者データ」によって通知を受けた事項を通知しなければ

ならない（当該通知を受けた者が加入者の直近上位機関でない場合も同様とする。）。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ａ) 通知方法 

      ファイル伝送 

 

   (ｂ) 通知内容 

① 新たに加入者口座情報が登録された加入者口座コード 

② 新たに加入者口座情報が登録された加入者口座コードに係るチェックデジット 

③ 新たに加入者口座情報が登録された加入者口座コードに係る加入者口座情報が登録された

日（「株主等通知用データへの登録日」） 

④ 通知対象期間（「登録期間（自）」及び「登録期間（至）」） 

 

   ｂ 「登録済加入者データ」を受けた直接口座管理機関における取扱い 

機構に対する加入者情報の通知漏れは、総新株予約権付社債権者通知の遅延要因となるため、

「登録済加入者データ」を受けた口座管理機関は、機構に対して未通知となっている加入者情

報の有無を確認する。 

口座管理機関は、加入者情報の通知に係る原則的な取扱いにかかわらず、新株予約権付社債

権者確定日において通知新株予約権付社債権者となることが見込まれる加入者のうち、未通知

の加入者情報（変更も含む。）がある場合には、新株予約権付社債権者確定日の前営業日までに

日の前営業日（今回の新株予約権付社債権

者確定日の前営業日から起算して６営業日

前）までに「加入者情報データ（削除）」に

基づき削除の旨の登録を行っていても、「登

録済加入者データ」により当該加入者に係

る加入者口座コードが通知される。 

※ 「総新株予約権付社債権者通知日程案内」

の変更、追加及び取消しがある場合は、「登

録済加入者データ」も併せて通知される。

このときの「登録済加入者データ」には、

当初の「総新株予約権付社債権者通知日程

案内」に係る「登録済加入者データ」で通

知した内容は含まれない。 

※ 加入者情報の通知については、第１章第

６節「加入者情報に関する取扱い」を参照。 
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「加入者情報データ（新規登録）又は「加入者情報データ（変更）」等を通知しなければならな

い。 

なお、口座管理機関は、やむを得ない事情により、新株予約権付社債権者確定日に総新株予

約権付社債権者通知対象銘柄を保有する加入者に係る加入者情報等の通知を行う場合には、あ

らかじめ機構に対しその旨を通知する。  

 

（３）直接口座管理機関に対する「総新株予約権付社債権者報告対象社債数通知」の通知 

ａ 機構における総新株予約権付社債権者対象社債数の確定 

機構は、新株予約権付社債権者確定日の業務終了時における振替口座簿に記録された総新株予約

権付社債権者報告対象銘柄である振替新株予約権付社債の数に基づいて、銘柄ごとに、直接口座管

理機関が機構に報告すべき総新株予約権付社債権者報告対象社債数を算出する。 

    

ｂ 直接口座管理機関に対する「総新株予約権付社債権者報告対象社債数通知」の通知 

機構は、新株予約権付社債権者確定日の翌営業日に、直接口座管理機関が行うべき総株予約権付

社債権者報告の対象となる総新株予約権付社債権者報告対象社債数（総新株予約権付社債権者報告

対象社債数がゼロである場合を含む。）を直接口座管理機関に対して通知する（以下「総新株予約

権付社債権者報告対象社債数通知」という。）。 

 

 

 

 

 

（ａ）通知方法 

    ファイル伝送及び統合Ｗｅｂ端末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左記の報告は電話等により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 243 条、施第 323 条） 

※ 総新株予約権付社債権者対象社債数の確

定に際して、振替新株予約権付社債は、総

株主通知における特別株主管理事務委託状

況確定処理に相当する処理は行わない。 

※ 機構は、機構における「総新株予約権付

社債権者報告データ」の作成対象である機

構加入者の自己口についても、総新株予約

権付社債権者対象社債数を通知する。 

 

 

※ ファイル伝送では、新株予約権付社債権

者確定日の翌営業日の午後３時から午後８

時までの間に「総新株予約権付社債権者報

告対象社債数通知」を取得することができ

る。 

※ 統合Ｗｅｂ端末では、新株予約権付社債

権者確定日の翌営業日及び翌々営業日の午

前７時から午後８時までの間に「総新株予

約権付社債権者報告対象社債数通知」を取

得することができる。 
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（ｂ）通知内容 

① 新株予約権付社債権者確定日 

② 機構加入者コード 

③ 総新株予約権付社債権者報告の対象銘柄（銘柄コード） 

④ 機構の振替口座簿に記録されている数（振替口座簿数量） 

⑤ 過誤訂正による調整が行われた場合のその数（過誤訂正数量） 

⑥ 総新株予約権付社債権者報告対象社債数（報告数量） 

 

（４）直接口座管理機関による「総新株予約権付社債権者報告データ」の通知 

直接口座管理機関は、その備える振替口座簿、信託財産名義管理簿及び反対新株予約権付社債権者管

理簿の新株予約権付社債権者確定日における記載又は記録に基づいて、総新株予約権付社債権者通知の

ために必要な事項として機構が定める通知新株予約権付社債権者に係る情報を、「総新株予約権付社債

権者報告データ」として機構に対して、以下のとおり通知するものとする。間接口座管理機関は、総新

株予約権付社債権者通知のために必要な事項として機構が定める通知新株予約権付社債権者に係る情

報の機構に対する通知をその直近上位機関に委託する（その直近上位機関が間接口座管理機関である場

合も同様とする。）。 

直接口座管理機関は、機構に通知する「総新株予約権付社債権者報告データ」における通知新株予約

権付社債権者の総新株予約権付社債権者通知対象銘柄である振替新株予約権付社債の数の合計数と機

構から通知された「総新株予約権付社債権者報告対象社債数通知」における報告すべき振替新株予約権

付社債の数が一致しているかを照合するものとする。なお、直接口座管理機関は、下位機関から通知新

株予約権付社債権者ごとの総新株予約権付社債権者通知対象銘柄である振替新株予約権付社債の数等

の情報を受領したときは、その数の合計が、自らの振替口座簿において当該下位機関に係る顧客口に記

載又は記録されている数と一致していることを併せて確認する。 

なお、機構加入者の自己口については、機構が、その備える振替口座簿、信託財産名義管理簿及び反

対新株予約権付社債権者管理簿の新株予約権付社債権者確定日における記録に基づいて、通知新株予約

権付社債権者ごとの総新株予約権付社債権者通知対象銘柄である振替新株予約権付社債の数等の情報

を「総新株予約権付社債権者報告データ（機構作成分）」として作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 振替口座簿の過誤訂正が発生した場合

（総新株予約権付社債権者通知対象銘柄の

場合に限る。）には、総新株予約権付社債権

者報告対象社債数の訂正が発生する。 

 

 

 

（業第 244 条、施第 324 条） 

※ 信託財産名義通知信託口の機構加入者

は、信託財産名義管理簿に記載又は記録さ

れた信託財産名義に係る振替新株予約権付

社債の数を対象とする「総新株予約権付社

債権者報告データ」を作成しなければなら

ない。 

※ 直接口座管理機関は、通知新株予約権付

社債権者に係る総新株予約権付社債権者通

知対象銘柄である振替新株予約権付社債の

数がゼロの場合には、機構に「総新株予約

権付社債権者報告データ」を通知する必要

はない。 

※ 機構は、直接口座管理機関から「総新株

予約権付社債権者報告データ」を受領した

ときは、速やかに、簡易なチェック（「総新

株予約権付社債権者報告データ」における

総新株予約権付社債権者通知対象銘柄の機

構加入者コードごとの合計数が当該銘柄に

係る当該機構加入者コードの総新株予約権

付社債権者報告対象社債数と一致している

かのチェックを含む。）を行い、当該口座管

理機関に対し、チェック結果を含む「総新

株予約権付社債権者報告データ入力処理内

容通知」を通知する。当該直接口座管理機

関は、速やかに、入力件数及びエラー件数

等の確認を行い、必要に応じて、機構に対
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  ａ 通知期限 

    新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起算して２営業日目の日まで 

 

  ｂ 通知方法 

    ファイル伝送 

 

  ｃ 取扱時間 

（ａ）新株予約権付社債権者確定日の翌営業日に通知する場合 

     午後３時から午後８時まで 

  （ｂ）新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起算して２営業日目の日に通知する場合 

     午前３時から午後８時まで 

 

  ｄ 通知内容 

        ① 総新株予約権付社債権者報告の対象銘柄（銘柄コード） 

    ② 機構加入者コード 

    ③ 通知新株予約権付社債権者の加入者口座コード 

    ④ 通知新株予約権付社債権者の加入者口座コードに係るチェックデジット 

    ⑤ 通知新株予約権付社債権者の総新株予約権付社債権者通知対象銘柄である振替新株予約権

付社債の数 

    ⑥ 当該振替新株予約権付社債の記録されている口座が新株予約権付社債権者の名義でない場

し、訂正内容を反映した「総新株予約権付

社債権者報告データ」を再通知するものと

する。 

※ 口座管理機関は、新株予約権付社債権者

確定日に、超過記載又は記録がある場合の

振替新株予約権付社債の取得の義務及び取

得した振替新株予約権付社債に係る権利の

全部の放棄の義務に履行されていないもの

がある場合は、機構に対する「総新株予約

権付社債権者報告データ」の通知の際に、

あわせて発行者に対抗できないものの数を

通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業第 245 条） 

※ 「記録先加入者口座コード」には、通知

新株予約権付社債権者の有する振替新株予

約権付社債が質権又は反対新株予約権付社

債権者の新株予約権付社債買取請求の目的

として他の加入者の口座に記載又は記録さ

れている場合に、当該他の加入者（記録先

加入者）の口座に係る加入者口座コードを

設定する。 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－12－11 

内        容 備   考 

合には、当該記録されている口座に係る加入者口座コード（記録先加入者口座コード） 

    ⑦ 記録先加入者口座コードに係るチェックデジット 

    ⑧ ⑥に該当する場合にはその旨（質属性区分） 

 

 

  ｅ 「総新株予約権付社債権者報告データ」の訂正又は取消し 

  （ａ）新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起算して２営業日目の日の午後８時までの訂正 

直接口座管理機関は、機構に対して通知した「総新株予約権付社債権者報告データ」について、

通知期限前にその訂正又は取消しを要する事情が発生したときは、訂正又は取消しの内容を反映し

た「総新株予約権付社債権者報告データ」を銘柄単位かつ機構加入者口座単位で機構に対して再通

知する。 

 

 

（ｂ）新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起算して２営業日目の日の午後８時以降の訂正 

直接口座管理機関は、機構に対して通知した「総新株予約権付社債権者報告データ」について、

通知期限後にその訂正又は取消しを要する事情が発生したときは、直ちに、その旨を機構に報告し、

機構の指示にしたがって事後処理を行う。 

 

ｆ 「加入者情報未提出エラーデータ」の通知 

直接口座管理機関が、機構に対して通知した「総新株予約権付社債権者報告データ」の中に、加

入者情報登録簿に加入者口座情報が登録されていない加入者又は加入者口座情報に削除の旨の登

録がされている加入者（以下「加入者情報未通知新株予約権付社債権者」という。）に係る加入者

口座コードが含まれている場合には、機構は、「総新株予約権付社債権者報告データ」の受領日の

翌営業日に、次のとおり「加入者情報未提出エラーデータ」を通知する 

 

 

 

 

（ａ）通知対象 

① 機構に通知された「総新株予約権付社債権者報告データ」の中に、加入者情報未通知新株予約

権付社債権者に係る加入者口座コードがある場合の当該加入者口座コードに係る加入者の口座

を開設している口座管理機関（以下「加入者情報未通知機関」という。当該加入者情報未通知新

株予約権付社債権者のために口座を開設しているのが間接口座管理機関であるときは、機構は、

その上位機関である直接口座管理機関に対して「加入者情報未提出エラーデータ」を通知する。） 

※ 「質属性区分」には、反対新株予約権付

社債権者の新株予約権付社債買取請求の目

的である場合には、略式質を設定する。 

 

 

 

※ 通知方法及び取扱時間等は、通常の場合

と同一。 

※ 一旦、機構に対して「総新株予約権付社

債権者報告データ」を通知した後は、通知

そのものを取り消すことはできない。 

 

 

※ 左記の報告は、電話等により行う。 

 

 

 

 

※ 機構は、加入者情報未通知新株予約権付

社債権者に関する判定を「総新株予約権付

社債権者報告データ」の中の新株予約権付

社債権者の加入者口座コード及び記録先加

入者口座コードの双方について行う。 

※ 機構は、加入者情報未通知新株予約権付

社債権者がなくなるまで、左記の通知を毎

営業日行う。 

 

 

※ 加入者情報未通知新株予約権付社債権者

が信託財産名義として機構に対して届け出

られたものであるときには、当該信託財産

名義を届け出た信託財産名義通知信託口の

機構加入者に対して、「加入者情報未提出エ

ラーデータ」を通知する。 
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内        容 備   考 

② 機構に通知された「総新株予約権付社債権者報告データ」の中に、加入者情報未通知新株予約

権付社債権者に係る加入者口座コードがある場合で、当該加入者口座コードに係る加入者を質権

新株予約権付社債に係る新株予約権付社債権者として報告した直接口座管理機関 

 

①及び②の口座管理機関を以下「加入者情報未通知機関等」という。 

 

（ｂ）通知方法 

ファイル伝送 

 

（ｃ）通知内容 

① 機構加入者コード   

② 加入者情報未通知新株予約権付社債権者の加入者口座コード 

③ 加入者情報未通知新株予約権付社債権者の加入者口座コードに係るチェックデジット 

④ 加入者情報未通知新株予約権付社債権者の加入者口座コードに係る加入者口座情報が、機

構の加入者情報登録簿に登録されていないものであるか又は削除の旨が登録されたもので

あるかの別（未提出状況区分） 

⑤ 加入者情報未通知新株予約権付社債権者の加入者口座コードが自社の通知した「総新株予

約権付社債権者報告データ」に含まれていたものである場合にはその旨（提出区分） 

 

（ｄ）「加入者情報未提出エラーデータ」を受領した口座管理機関の処理 

「加入者情報未提出エラーデータ」を受領した口座管理機関は、エラーとなった原因を特定し、

次に掲げる区分に応じ、直ちに機構に対して必要な対応を行わなければならない。加入者情報未

通知機関が間接口座管理機関であるときは、「加入者情報未提出エラーデータ」を受領した直接

口座管理機関は、直ちにその内容を直近下位機関（加入者情報未通知機関又はその上位機関であ

る者）に通知しなければならない。また、加入者情報未通知機関が、間接口座管理機関であって、

機構に対する通知を行うときは、その上位機関を通じて行う。 

 

   ア 「総新株予約権付社債権者報告データ」で通知した加入者口座コードに誤りがあった場合 

     機構に対して、誤った加入者口座コードを「総新株予約権付社債権者報告データ」で通知した

直接口座管理機関は、訂正後の内容で「総新株予約権付社債権者報告データ」を再作成し、機構

に対して再通知する。 

 

   イ 加入者情報未通知新株予約権付社債権者に係る加入者口座情報が、機構の加入者情報登録簿に

登録されていなかった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「加入者情報未提出エラーデータ」と併せ

て、「通知日程延期通知データ」（（６）を参

照。）を受領した加入者情報未通知機関等

は、未提出となった理由及び加入者情報の

通知見込み等を直ちに機構に対して電話等

により報告しなければならない。 

 

 

※ 「総新株予約権付社債権者報告データ」

の訂正は、前ｅを参照。 

 

 

 

 

※ 加入者情報の通知については、第１章第
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内        容 備   考 

     加入者情報未通知機関は、当該加入者情報未通知新株予約権付社債権者に係る「加入者情報デ

ータ（新規登録）」を機構に対して通知する。 

 

 

   ウ 加入者情報未通知新株予約権付社債権者に係る加入者口座情報が、機構の加入者情報登録簿に

おいて削除の旨の登録がされていた場合 

     加入者情報未通知機関は、当該加入者情報未通知新株予約権付社債権者に係る加入者の口座を

再開する旨の「加入者情報データ（削除）」を機構に対して通知する。 

 

 

 

 

ｇ 「総新株予約権付社債権者報告データ」の通知が遅延した場合の取扱い 

「総新株予約権付社債権者報告データ」の通知期限の業務終了時に、機構に対して全部又は一部

の「総新株予約権付社債権者報告データ」を通知しなかった直接口座管理機関（以下「報告遅延機

関」という。）がある場合には、機構は、当該通知期限の翌営業日に、次のとおり「総新株予約権付

社債権者報告未提出エラーデータ」を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）通知対象 

報告遅延機関 

 

（ｂ）通知方法 

ファイル伝送 

 

（ｃ）通知内容 

① 「総新株予約権付社債権者報告データ」が未通知となっている総新株予約権付社債権者通

知対象銘柄（銘柄コード） 

６節「加入者情報の管理」を参照。 

 

 

 

 

※ 加入者口座情報に係る削除の旨の登録を

訂正する場合は、その旨を含む「加入者情

報訂正申告データ」を機構に対して通知し

なければならない。詳細は第１章第６節「加

入者情報の管理」を参照。 

 

 

※ 直接口座管理機関は、「総新株予約権付社

債権者報告データ」の通知期限の業務終了

時までに、機構に対して全部又は一部の「総

新株予約権付社債権者報告データ」を通知

できなかったとき又は通知できないことが

見込まれたときは、直ちにその旨を機構に

対して電話等により報告しなければならな

い。 

※ 機構は、未通知となっている「総新株予

約権付社債権者報告データ」が通知される

まで、左記の通知を毎営業日行う。 
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内        容 備   考 

② 報告遅延機関の機構加入者コード 

③ 報告遅延機関が報告すべき振替新株予約権付社債の総数 

 

（ｄ）「総新株予約権付社債権者報告未提出エラーデータ」を受領した直接口座管理機関の処理 

「総新株予約権付社債権者報告未提出エラーデータ」を受領した直接口座管理機関は、直ちに

未通知となっている「総新株予約権付社債権者報告データ」を作成し、通知を行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）発行者に対する「総新株予約権付社債権者通知データ」の通知 

 

機構は、直接口座管理機関からの「総新株予約権付社債権者報告データ」の受領が完了したときは、

受領した「総新株予約権付社債権者報告データ」及び機構が作成した「総新株予約権付社債権者報告デ

ータ（機構作成分）」に、機構における加入者口座情報の名寄せ結果を反映し、「総新株予約権付社債権

者通知データ」を作成する。 

機構は、直接口座管理機関から「総新株予約権付社債権者報告データ」の受領が完了した日の翌営業

日（「総新株予約権付社債権者報告データ」の受領が完了した日が新株予約権付社債権者確定日の翌営

業日から起算して２営業日目の日以前であったときは、新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起

算して３営業日目の日）に、発行者に対して、次のとおり「総新株予約権付社債権者通知データ」を通

知する。 

また、機構は、総新株予約権付社債権者通知の総新株予約権付社債権者通知事由が新株予約権付社債

数申告等を伴うものである場合には、当該総新株予約権付社債権者通知と同時に、直接口座管理機関に

対して「配分明細通知データ」の通知を行う。 

       

ａ 通知方法 

ファイル伝送 

 

ｂ 通知内容 

    機構は、発行者に対する「総新株予約権付社債権者通知データ」を、次の「総新株予約権付社債

 

 

 

※ 「総新株予約権付社債権者報告データ」

の訂正は、ｅを参照。 

※ 「総新株予約権付社債権者報告未提出エ

ラーデータ」を受領した報告遅延機関は、

「総新株予約権付社債権者報告データ」の

全部又は一部を期限までに通知できなかっ

た理由及び当該データの通知の見込み等を

直ちに機構に対して電話等により報告しな

ければならない。 

 

（業第 245 条、施第 325 条、施 326 条、施 327

条） 

※ 機構は、機構又は口座管理機関において、

超過記載又は記録に係る義務に履行されて

いないものがある場合には、「総新株予約権

付社債権者通知データ」の通知の際に、あ

わせて発行者に対抗できないものの数を通

知する。 

※ 「配分明細通知データ」については、第

３節「新規記録手続」及び第 10 節「合併等

において振替新株予約権付社債が承継され

る場合の手続」等を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 一の銘柄に係る「総新株予約権付社債権

者通知データ（新株予約権付社債数情報）」

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－12－15 

内        容 備   考 

権者通知データ（新株予約権付社債数情報）」と「総新株予約権付社債権者通知データ（新株予約権

付社債権者情報）」の２種類のデータにより通知する。 

 

 

 

 

 

（ａ）「総新株予約権付社債権者通知データ（新株予約権付社債数情報）」の通知内容 

機構は、直接口座管理機関から通知された「総新株予約権付社債権者報告データ」及び機構が作

成した「総新株予約権付社債権者報告データ（機構作成分）」のうち、同一新株予約権付社債権者

の保有新株予約権付社債数を合算し、「総新新株予約権付社債権者通知データ（新株予約権付社債

数情報）」を作成する。通知内容は以下のとおり。 

① 総新株予約権付社債権者通知の対象銘柄（「銘柄コード」） 

② 通知新株予約権付社債権者の株主等照会コード 

③ 通知新株予約権付社債権者の株主等照会コードに係るチェックデジット 

④ ②で特定された通知新株予約権付社債権者に係る新株予約権付社債が特別口座のみに記録

されている場合にはその旨（「特別口座区分」） 

⑤ ②で特定された通知新株予約権付社債権者に係る総新株予約権付社債権者通知時における

総新株予約権付社債権者通知対象銘柄の数（「通知対象数量」） 

⑥ 取得条項付新株予約権付社債の全部取得、合併等（消滅会社等の新株予約権付社債が、合

併、株式交換又は株式移転に際して、存続会社等又は新設会社等に振替新株予約権付社債と

して承継されるものをいう。以下同じ。）により、総新株予約権付社債権者通知の対象銘柄以

外の銘柄を割り当てる場合にはその銘柄コード（「割当先銘柄コード」） 

⑦ ⑥の割当をする振替新株予約権付社債の数（割当計算後数量（整数）及び割当計算後数量

（小数）） 

 

   （ｂ）「総新株予約権付社債権者通知データ（新株予約権付社債権者情報）の通知内容 

機構は、前（ａ）で作成した「総新株予約権付社債権者通知データ（新株予約権付社債数情報）」

に含まれる通知新株予約権付社債権者について「総新株予約権付社債権者通知データ（新株予約権

付社債権者情報）」を作成する。通知内容は以下のとおり。 

 

 

 

 

及び「新株予約権付社債権者通知データ（新

株予約権付社債権者情報）」のいずれか又は

両方が作成できなかった場合には、当該銘

柄に係る総新株予約権付社債権者通知の延

期を行い、部分的な通知は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 割当計算後数量＝通知対象数量×（割当

比率（分子）÷割当比率（分母） 

 

 

※ 新株予約権付社債権者情報は、新株予約

権付社債権者確定日現在での情報に基づき

作成する。 

※ 総新株予約権付社債権者通知は、前回の

総新株予約権付社債権者通知で通知した新

株予約権付社債権者も含んだ新株予約権付

社債権者確定日時点における全新株予約権

付社債権者の情報を通知する。 
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内        容 備   考 

 

 

ア 基本的な内容 

① 総新株予約権付社債権者通知の対象銘柄（「銘柄コード」） 

② 通知新株予約権付社債権者の株主等照会コード 

③ 通知新株予約権付社債権者の株主等照会コードに係るチェックデジット 

④ 通知新株予約権付社債権者が外国人保有制限銘柄の外国人等であるか否かの別（「外国

人区別」） 

⑤ 通知新株予約権付社債権者の氏名又は名称 

⑥ 氏名又は名称・桁あふれ区分 

⑦ 通知新株予約権付社債権者のカナ氏名又はカナ名称 

⑧ カナ氏名又はカナ名称・桁あふれ区分 

⑨ 通知新株予約権付社債権者の住所が日本国内に所在するものであるときは、その郵便番

号 

⑩ 通知新株予約権付社債権者の住所 

⑪ 通知新株予約権付社債権者が法人であるときは、代表者の役職名並びに氏名及びカナ氏

名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 通知新株予約権付社債権者からの届出の取次ぎに係る内容 

機構は、次に掲げる届出について、通知新株予約権付社債権者から発行者に対する届出の

取次ぎを委託されているときは、発行者に対し、前アの「基本的な内容」に加え、次のそれ

ぞれに掲げる届出の内容を通知する。 

 

 

（ア）通知新株予約権付社債権者の口座が複数の者の共有に属する場合の共有代表者の選任

 

 

 

 

 

 

 

※ ⑤、⑦又は⑩について、桁あふれがある

ときは、機構は、加入者情報Ｗｅｂ端末の

「申請・届出書等」画面により通知新株予

約権付社債権者の氏名等の情報のすべてを

記載した「株主情報通知書（氏名・名称・

住所）」を発行者に対して通知する。 

※ ⑩について、機構は、通知新株予約権付

社債権者の住所のうち町・字コード化可能

な部分については、住所コードにより発行

者に通知する。 

※ ⑤、⑦、⑨及び⑩について、通知新株予

約権付社債権者の口座が複数の者の共有に

属する場合には、機構は、加入者情報Ｗｅ

ｂ端末の「申請・届出書等」画面により共

有者全員の氏名又は名称及び住所を記載し

た「株主情報通知書（共有者情報）」を発行

者に対して通知する。 

 

  

（業第 33条第７項及び第８項） 

※ 左記の通知を受けた発行者は、総新株予

約権付社債権者通知のときに、通知新株予

約権付社債権者から、当該内容の届出を受

けたものとして取り扱う。 
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内        容 備   考 

に係る届出 

  ① 共有代表者の役職名 

  ② 共有代表者の氏名 

  ③ 共有代表者のカナ氏名 

 

（イ）常任代理人の選任に係る届出又は加入者が非居住者である場合の国内連絡先の指定（常

任代理人の選任に代えて行うものに限る。）に係る届出 

        ① 常任代理人の氏名又は名称 

         ② 常任代理人の代表者等の役職名 

        ③ 常任代理人の代表者等の氏名 

        ④ 常任代理人又は国内連絡先の住所に係る郵便番号 

        ⑤ 常任代理人又は国内連絡先の住所（住所コードを含む場合がある。） 

 

（ウ）法定代理人の選任に係る届出 

① 法定代理人の氏名又は名称 

        ② 法定代理人の代表者等の役職名 

        ③ 法定代理人の代表者等の氏名 

        ④ 法定代理人の住所が日本国内に所在するものであるときは、その郵便番号 

        ⑤ 法定代理人の住所（住所コードを含む場合がある。） 

        ⑥ 法定代理人等の代理権の制限に係る事項 

 

   ｃ 「総新株予約権付社債権者通知データ」の訂正 

機構は、口座管理機関からの「総新株予約権付社債権者報告データ」に誤りがあった場合等

には、直ちにその旨を発行者に報告し、発行者に通知済みの「総新株予約権付社債権者通知デ

ータ」に訂正が必要となった場合には、訂正後の内容を「総新株予約権付社債権者通知訂正通

知書」を発行者に対して通知する。 

 

（６）総新株予約権付社債権者通知の日程延期 

ａ 日程延期の事由 

機構は、次に掲げる場合には、総新株予約権付社債権者通知日程案内等により通知した総新株予

約権付社債権者通知対象銘柄に係る総新株予約権付社債権者通知日を延期する。 

    ① 新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起算して２営業日目の日の業務終了時におい

て、加入者情報未通知機関等がある場合 

    ② 新株予約権付社債権者確定日の翌営業日から起算して２営業日目の日の業務終了時におい

 

 

 

 

※ 通知新株予約権付社債権者が非居住者で

あって、①～③の情報はなく、④及び⑤に

係る情報のみが通知された場合には、当該

内容の通知を受けた発行者は、通知新株予

約権付社債権者から、国内連絡先住所の届

出を受けたものとして取り扱わなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左記の報告は、電話等により行う。 

※ 機構は、加入者情報Ｗｅｂ端末の「申請・

届出書等」画面により「総新株予約権付社

債権者通知訂正通知書」の通知を行う。 

 

 

 

※ 加入者情報未通知機関等については、

（４）ｆ（ａ）を参照。報告遅延機関につ

いては、（４）ｇを参照。 
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内        容 備   考 

て、報告遅延機関がある場合 

 

ｂ 機構加入者に対する「通知日程延期通知データ」等の通知 

機構は、総新株予約権付社債権者通知日程案内等により通知した総新株予約権付社債権者通知日

を延期したときは、「総新株予約権付社債権者報告データ」の通知期限の翌営業日に、機構加入者

に対し、その旨及びその理由を「通知日程延期通知データ」によって通知する。 

 

   （ａ）通知対象 

      機構加入者に対する「通知日程延期通知データ」は、総新株予約権付社債権者通知事由が新

株予約権付社債権者確定日における新株予約権付社債数申告等を伴うものであるか否かによ

って、通知される対象が次のように異なる。 

     ア 総新株予約権付社債権者通知事由が、新株予約権付社債数申告を伴うものである場合 

① 加入者情報未通知機関等（加入者情報未通知機関が間接口座管理機関であるときは、そ

の上位機関） 

② 報告遅延機関 

③ 総新株予約権付社債権者通知日の延期の対象となった総新株予約権付社債権者通知対

象銘柄について、総新株予約権付社債権者報告対象新株予約権付社債数が１以上である機

構加入者口座の機構加入者（加入者情報未通知機関等及び報告遅延機関を除く。） 

 

イ 総新株予約権付社債権者通知事由が、新株予約権付社債数申告等を伴うものでない場合 

      ① 加入者情報未通知機関等（加入者情報未通知機関が間接口座管理機関であるときは、そ

の上位機関  

      ② 報告遅延機関 

 

   （ｂ）通知方法 

      ファイル伝送 

 

   （ｃ）通知内容 

① 総新株予約権付社債権者通知が延期となった対象銘柄（「銘柄コード」） 

② 総新株予約権付社債権者通知が延期となった理由（「延期事由」） 

③ 延期となった総新株予約権付社債権者通知における加入者情報未通知機関等又は報告

遅延機関の総新株予約権付社債権者報告対象社債数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「通知日程延期通知データ」を受領した

直接口座管理機関が、加入者情報未通知機

関等及びその上位機関又は報告遅延機関で

ない場合には、日程延期の原因となった口

座管理機関が報告すべき新株予約権付社債

数の合計が通知される。 
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内        容 備   考 

 

 

 

（ｄ）「通知日程延期通知データ」を受領した機構加入者における処理 

機構から「通知日程延期通知データ」を受領した機構加入者は、通知された内容を確認しな

ければならない。 

「通知日程延期通知データ」を受領した機構加入者は、総新株予約権付社債権者通知事由が、

新株予約権付社債数申告等を伴うものである場合であって、その総新株予約権付社債権者通知

日の延期対象となった総株予約権付社債権者通知対象銘柄について、総新株予約権付社債権者

報告対象社債数が１以上である直近下位機関があるときは、当該直近下位機関に対して、「通

知日程延期通知データ」の内容を通知しなければならない（当該通知を受けた者が、間接口座

管理機関である場合についても同様とする。）。 

また、加入者情報未通知機関が間接口座管理機関であるときは、「通知日程延期通知データ」

を受領した機構加入者は、その内容を直近下位機関（加入者情報未通知機関又はその上位機関

である者）に通知しなければならない。 

 

 

 

ｃ 発行者に対する「通知日程延期通知データ」の通知 

機構は、発行者に対して総新株予約権付社債権者通知日程案内等により通知した総新株予約権付

社債権者通知対象銘柄に係る総新株予約権付社債権者通知日を延期したときは、「総新株予約権付

社債権者報告データ」の通知期限の翌営業日に、発行者に対し、その旨及びその理由を「通知日程

延期通知データ」によって通知する。 

 

 

（ａ）通知方法 

      ファイル伝送 

 

   （ｂ）通知内容 

① 総新株予約権付社債権者通知が延期となった対象銘柄（「銘柄コード」） 

② 総新株予約権付社債権者通知が延期となった理由（「延期事由」） 

③ 延期となった総新株予約権付社債権者通知における加入者情報未通知機関等又は報告

遅延機関の総新株予約権付社債権者報告対象社債数 

 

 

 

 

※ 総新株予約権付社債権者通知事由が、新

株予約権付社債数申告を伴うものである場

合、機構が直接口座管理機関に対して通知

する「配分明細通知データ」の通知日程が

延期される。 

※ 「通知日程延期通知データ」と併せて、「加

入者情報未提出エラーデータ」を受領した

口座管理機関は、（４）ｆ（ｄ）に定める処

理を行わなければならない。 

※ 「通知日程延期通知データ」と併せて、「総

株主報告未提出エラーデータ」を受領した

口座管理機関は、（４）ｇ（ｄ）に定める処

理を行わなければならない。 

 

 

※ 機構は、加入者情報未通知機関等又は報

告遅延機関がなくなるまで、左記の通知を

毎営業日行う。 
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内        容 備   考 

ｄ 発行者に対する総新株予約権付社債権者通知の遅延等に係る通知 

機構は、口座管理機関からの総新株予約権付社債権者通知の遅延に関する報告に基づき、総新株

予約権付社債権者通知の延期の事由、加入者情報未通知機関等（加入者情報未通知機関が間接口座

管理機関であるときは、その上位機関である直接口座管理機関を含む。）又は報告遅延機関（間接

口座管理機関から必要な情報が得られないために、「総新株予約権付社債権者報告データ」の通知

が遅延した場合については、その間接口座管理機関を含む。）の名称及び総新株予約権付社債権者

通知の見込み等を記載した「総新株予約権付社債権者通知日程延期通知書」を Target 保振サイト

により発行者に対して通知する。 

  

ｅ 遅延が解消した場合の総新株予約権付社債権者通知 

機構は、直接口座管理機関がｂに掲げる対応を行い、各営業日の「総新株予約権付社債権者通知

データ」を作成する時点において総新株予約権付社債権者通知を行う準備が整ったときは、その日

の翌営業日に、発行者に対して「総新株予約権付社債権者通知データ」を通知する。 

また、機構は、当該総新株予約権付社債権者通知の総新株予約権付社債権者通知事由が新株予約

権付社債数申告等を伴うものである場合には、当該総新株予約権付社債権者通知と同時に、直接口

座管理機関に対して「配分明細通知データ」の通知を行う。 
 

 

※ 機構は、口座管理機関からの報告内容に

基づき発行者への報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「配分明細通知データ」については、第

３節「新規記録」及び第 10 節「合併等にお

いて振替新株予約権付社債が承継される場

合の手続」等を参照。 

 

 

以上 
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第 13 節 振替口座簿の情報提供請求の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．加入者による振替口座簿の情報提供請求の手続 

  加入者による振替口座簿の情報提供請求の手続は、第２章第 11 節「振替口座簿の情報提供請求の手続」

１．加入者による振替口座簿の情報提供請求の手続に準じる。 

 

２．利害関係を有する者（発行者を除く。）による振替口座簿の情報提供請求の手続 

  利害関係を有する者（発行者を除く。）による振替口座簿の情報提供請求の手続は、第２章第 11節「振替

口座簿の情報提供請求の手続」３．利害関係を有する者（発行者を除く。）による振替口座簿の情報提供請

求の手続に準じる。ただし、（１）a③から⑥まで及び（２）b（a）③から⑤までを除く。 

 

 

 

以 上 
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第 14 節 社債権者集会における議決権行使等のための証明書の取扱い 

 
内        容 備   考 

 

１．機構の備える振替口座簿の自己口に記録されている新株予約権付社債の銘柄に係る証明書の交付手続 

（１）機構加入者による証明書の交付請求 

機構加入者は、機構の備える振替口座簿の自己口に記録されている新株予約権付社債の銘柄について、

証明書の交付を請求する場合には、機構に対して、次に掲げる事項を記入した所定の請求書を提出し、

証明書の交付請求を行う。 

 

・請求書の提出方法  

Target 保振サイト 

・請求書記載事項 

① 証明書の交付請求を行う機構加入者の名称及び住所 

② 証明書の交付請求の対象となる新株予約権付社債の銘柄が記録されている口座の機構加入者コ

ード 

③ 証明書の請求の目的（請求理由が、社債権者集会における議決権行使か否かの別（社債権者集会

における議決権行使の場合には、社債権者集会開催日も記載）） 

④ 証明書の交付請求の対象となる新株予約権付社債の銘柄の名称  

⑤ 証明書の交付請求の対象となる新株予約権付社債の銘柄コード 

⑥ 証明書の交付請求の対象となる新株予約権付社債の金額 

    ⑦ 証明書の送付先 

    ⑧ その他必要な事項 

 

（２）機構の備える振替口座簿の自己口に係る口座残高の凍結 

機構は、機構加入者から証明書の交付請求を受けた場合には、機構の備える振替口座簿の自己口に記

録された新株予約権付社債の銘柄のうち、当該証明書の交付請求の対象となった新株予約権付社債の銘

柄の金額について、口座残高の凍結（振替及び抹消の停止措置をいう。以下第 14 節において同じ。）を

行う。 

 

 

 

 

 

（業第 253 条及び第 254 条、施第 332 条及

び第 333 条） 

※ 機構加入者は、当該請求の対象となっ

た新株予約権付社債の銘柄の金額につ

いて、証明書の返還手続が完了するまで

の間、振替の申請、抹消の申請及び償還

金（満期償還及び全額繰上償還に伴う償

還金をいう。以下第 14 節において同

じ。）の受領を行うことはできない。 

※ 請求書については、機構ホームページ

に掲載の書式（ST03-05）を使用する。 

※ 機構は、原則として、毎営業日の午後

３時までに受け付けた請求を当日分と

して、翌々営業日に証明書を発送する。 

※ ⑥について、機構加入者は、特定の銘

柄に係る新株予約権付社債の全部又は

一部の金額を指定して証明書の交付を

請求することが可能。 

 

 

 

 

※ 機構は、原則として、毎営業日の午後

３時までに受け付けた請求を当日分と

して、翌営業日の正午までに口座残高を

凍結する。 
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内        容 備   考 
 

 

 

 

（３）機構による証明書の交付 

機構は、機構加入者より証明書の交付請求を受けた場合には、次に掲げる事項を記載した証明書を交

付する。 

① 証明書の交付請求を行った機構加入者の名称及び住所 

② 対象銘柄が記録されている口座の機構加入者コード 

③ 対象銘柄の名称 

④ 対象銘柄の銘柄コード 

⑤ 対象銘柄の金額 

⑥ 機構加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び⑤のうち信託財産であるものの金額 

⑦ 振替新株予約権付社債の新株予約権の目的である株式が外国人制限銘柄であり、 

機構加入者が外国人等であるときはその旨 

⑧ その他必要な事項 

 

（４）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構による支払代理人への通知） 

   機構は、機構加入者に対し、証明書を交付した場合であって、当該証明書の対象となった銘柄の償還が

迫っているときには、支払代理人に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付する。 

① 証明書の交付に係る口座残高の凍結を行った旨 

② 証明書の交付に係る口座残高の凍結日 

③ 対象銘柄の名称 

④ 対象銘柄の銘柄コード 

⑤ 対象銘柄の金額 

⑥ その他必要な事項 

 

なお、償還が迫っている銘柄か否かは以下により判断する。 

【償還が迫っていない銘柄】 

・請求の目的が、社債権者集会における議決権行使を目的とするものであり、証明書の発行日から社債

権者集会開催日の 30 日後の日までの間に、満期償還日又は繰上償還期日が到来しない銘柄 

【償還が迫っている銘柄】 

・請求の目的が、社債権者集会における議決権行使を目的とするものであり、証明書の発行日から社債

権者集会開催日の 30 日後の日までの間に、満期償還日又は繰上償還期日が到来する銘柄 

 

 

 

 

 

※ 機構は、原則として、当該請求を受け

付けた日の翌々営業日に、（１）⑦の証

明書の送付先あてに証明書を発送する。 

※ 証明書の交付は、原則郵送により行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、支払代理人に対して、Target

保振サイトの個社別通知により、左記の

書面を交付する。 

※ 機構は、証明書の交付に係る口座残高

の凍結日の翌営業日に左記の書面の交

付を行う。 

※ Target 保振サイトの個社別通知にお

ける左記の書面の掲載期間は、口座残高

の凍結日の翌営業日から３か月とする。 

 

 

 

 

 

※ 請求の目的が、社債権者集会における

議決権行使を目的とするもの以外の場
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内        容 備   考 
・請求の目的が、社債権者集会における議決権行使を目的とするもの以外の銘柄 

 

 

 

２．機構の備える振替口座簿の顧客口に記録されている新株予約権付社債の銘柄に係る証明書の交付手続 

（１）新株予約権付社債権者による証明書の交付請求 

口座管理機関は、新株予約権付社債権者から新株予約権付社債の銘柄に係る証明書の交付請求を受け

るにあたっては、当該新株予約権付社債権者から、次に掲げる事項を記載した請求書を受領する。 

① 証明書の交付請求を行う新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

② 証明書の交付請求を行う新株予約権付社債権者に係る口座 

③ 証明書の請求の目的（請求理由が、社債権者集会における議決権行使か否かの別（社債権者集会に

おける議決権行使の場合には、社債権者集会開催日も記載）） 

④ 証明書の交付請求の対象となる新株予約権付社債の銘柄の名称 

⑤ その他必要な事項 

 

（２）新株予約権付社債権者の振替口座簿の口座残高の凍結 

口座管理機関は、新株予約権付社債権者から証明書の交付請求を受けた場合には、新株予約権付社債

権者の振替口座簿に記録された新株予約権付社債のうち、当該証明の交付対象となった新株予約権付社

債の金額について、口座残高の凍結を行う。 

 

 

 

 

 

（３）口座管理機関による証明書の交付 

口座管理機関は、新株予約権付社債権者から証明書の交付請求を受けた場合には、次に掲げる事項を

記載した証明書を交付する。 

① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

② 対象銘柄の名称 

③ ①の新株予約権付社債権者が保有する対象銘柄の金額 

④ 新株予約権付社債権者が信託の受託者であるときは、その旨及び③のうち信託財産であるものの金   

 額 

⑤ 新株予約権付社債についての処分の制限に関する事項 

⑥ 振替新株予約権付社債の新株予約権の目的である株式が外国人制限銘柄であり、 

合には、証明書の使用を終える時点が分

からないため、便宜上、「償還が迫って

いる銘柄」として取り扱う。 

 

 

 

※ 社債管理者が設置される新株予約権

付社債を想定した社債権者集会におけ

る議決権行使の取扱いは、「社債権者集

会の開催実務の効率化ガイドライン（標

準モデル）」（一般債振替制度に係る業務

処理要領 参考 4-3-1）を参照。 

 

 

 

 

※ 左記の取扱いは、振替法第 222 条第４

項の規定（新株予約権付社債者は、当該

請求の対象となった新株予約権付社債

の銘柄の金額について、証明書の返還手

続が完了するまでの間、振替又は抹消の

申請を行うことはできない。）を担保す

るための取扱いである。 

 

 

※ ⑤として、証明書の返還手続が完了す

るまでの間、振替の申請、抹消の申請及

び償還金の受領を行うことができない

旨を記載する。 
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内        容 備   考 
新株予約権付社債権者が外国人等であるときはその旨 

 

 

（４）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（直接口座管理機関による機構への通知） 

直接口座管理機関は、その新株予約権付社債権者からの請求により証明書を交付した場合であって、

当該証明書の対象となった銘柄の償還が迫っているとき又は直近下位機関から証明書を交付した旨の通

知を受けたときには、直ちに、当該直接口座管理機関の備える振替口座簿の自己口又は顧客口に記録さ

れた新株予約権付社債の銘柄のうち、当該証明書の対象となった金額について、機構に対し、以下の事

項を記載した「証明書の交付又は返還に関する通知書」（以下「通知書」という。）を提出しなければな

らない。 

 

① 証明書の交付に係る通知である旨 

② 対象銘柄の名称 

③ 対象銘柄の銘柄コード 

④ 対象銘柄の金額 

⑤ 対象銘柄が記録されている口座の機構加入者コード 

⑥ その他必要な事項 

 

 

なお、償還が迫っている銘柄か否かは以下により判断する。 

【償還が迫っていない銘柄】 

・請求の目的が、社債権者集会における議決権行使を目的とするものであり、証明書の発行日から社債

権者集会開催日の 30 日後の日までの間に、満期償還日又は繰上償還期日が到来しない銘柄 

【償還が迫っている銘柄】 

・請求の目的が、社債権者集会における議決権行使を目的とするものであり、証明書の発行日から社債

権者集会開催日の 30 日後の日までの間に、満期償還日又は繰上償還期日が到来する銘柄 

・請求の目的が、社債権者集会における議決権行使を目的とするもの以外の銘柄 

 

 

 

（５）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構の備える振替口座簿の顧客口に係る口座残高の凍結） 

機構は、直接口座管理機関から通知書の提出を受けた場合には、機構の備える振替口座簿の顧客口に

記録された新株予約権付社債の銘柄のうち、当該通知書により、通知された金額に係る口座残高の凍結

を行う。 

 

 

 

 

※ 通知書については、機構ホームページ

に掲載の書式（ST03-07）を使用する。 

※ 直接口座管理機関は、Target 保振サ

イト接続により、通知書を提出する。 

※ 証明書を交付した口座管理機関が間

接口座管理機関である場合であって、対

象銘柄の償還が迫っているときには、当

該間接口座管理機関は、その直近上位機

関に対し、必要な事項を通知しなければ

ならない。当該通知を受けた直近上位機

関が間接口座管理機関である場合も同

様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 請求の目的が、社債権者集会における

議決権行使を目的とするもの以外の場

合には、証明書の使用を終える時点が分

からないため、便宜上、「償還が迫って

いる銘柄」として取り扱う。 

 

 

※ 機構は、原則として、通知書の受領日

の翌営業日の正午までに口座残高を凍

結する。 
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

（６）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構による支払代理人への通知） 

   機構は、直接口座管理機関から通知書の提出を受け、証明書の交付に係る口座残高の凍結を行った場合

には、支払代理人に対し、次の事項を記載した書面を交付する。 

① 証明書の交付に係る口座残高の凍結を行った旨 

② 証明書の交付に係る口座残高の凍結日 

③ 対象銘柄の名称 

④ 対象銘柄の銘柄コード 

⑤ 対象銘柄の金額 

⑥ その他必要な事項 

 

 

３．機構の備える振替口座簿の自己口に記録されている新株予約権付社債の銘柄に係る証明書の返還手続 

（１）機構加入者による証明書の返還 

機構加入者は、１．（３）機構による証明書の交付において、機構が交付した証明書について、使用を

終えた場合には、機構に対して、速やかに返還する。 

 

（２）機構の備える振替口座簿の自己口に係る口座残高の凍結解除 

機構は、機構加入者から証明書が返還された場合には、証明書の返還に係る口座残高の凍結の解除を

行う。 

 

 

（３）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構による支払代理人への通知） 

機構は、１．（４）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構による支払代理人への通知）により、支

払代理人に対して書面を交付している場合であって、機構加入者から証明書の返還を受けたときには、

支払代理人に対し、次の事項を記載した書面を交付する。 

① 証明書の返還に係る口座残高の凍結の解除を行った旨 

② 証明書の返還に係る口座残高の凍結の解除日 

③ 対象銘柄の名称 

④ 対象銘柄の銘柄コード 

※ 機構は、当該通知の対象となった新株

予約権付社債の銘柄の金額について、元

利金の支払手続の対象（満期償還及び全

額繰上償還を除く。）とする。 

 

 

※ 機構は、支払代理人に対して、Target

保振サイトの個社別通知により、左記の

書面を交付する。 

※ 機構は、証明書の交付に係る口座残高

の凍結日の翌営業日に左記の書面の交

付を行う。 

※ Target 保振サイトの個社別通知にお

ける左記の書面の掲載期間は、口座残高

の凍結日の翌営業日から３か月とする。 

 

（業第 255 条、施第 334 条） 

 

※ 機構への証明書の返還は、郵送により

行う。 

 

 

※ 機構は、原則として、証明書の返還日

の翌営業日の正午までに証明書の返還

に係る口座残高の凍結の解除を行う。 

 

 

※ 機構は、支払代理人に対して、Target

保振サイトの個社別通知により、左記の

書面を交付する。 

※ 機構は、証明書の返還に係る口座残高

の凍結の解除日の翌営業日に左記の書

面の交付を行う 

※ Target 保振サイトの個社別通知にお
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内        容 備   考 
⑤ 対象銘柄の金額 

⑥ その他必要な事項 

 

４．機構の備える振替口座簿の顧客口に記録されている新株予約権付社債の銘柄に係る証明書の返還手続 

（１）新株予約権付社債権者による証明書の返還 

   口座管理機関は、新株予約権付社債権者に対して、新株予約権付社債権者が証明書の使用を終えた場合

には、速やかに証明書を返還するように促す。 

 

 

 

 

（２）新株予約権付社債権者の振替口座簿の口座残高の凍結解除 

   口座管理機関は、新株予約権付社債権者から証明書の返還を受けた場合には、証明書の返還に係る口座

残高の凍結の解除を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（直接口座管理機関による機構への通知） 

直接口座管理機関は、２．（４）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（直接口座管理機関による機構へ

の通知）により、機構に対して通知書を提出している場合であって、その新株予約権付社債権者から証

明書が返還されたとき又は直近下位機関から証明書が返還された旨の通知を受けたときには、直ちに、

機構に対し、通知書の提出により、次に掲げる事項を通知しなければならない。 

 

① 証明書の返還に係る通知である旨 

② 対象銘柄の名称 

③ 対象銘柄の銘柄コード 

④ 対象銘柄の金額 

⑤ 対象銘柄が記録されている口座の機構加入者コード 

ける左記の書面の掲載期間は、口座凍結

の解除日の翌営業日から３か月とする。 

 

 

 

※ 証明書が口座管理機関に返還されな

いと、口座管理機関が証明書の返還に係

る口座残高の凍結の解除を行うことが

できないため、発行者は新株予約権付社

債権者に対して速やかに証明書を返還

する。 

 

※ 口座管理機関は、新株予約権付社債権

者から証明書の返還がされない場合に

は、必要に応じて、新株予約権付社債権

者に対して当該証明書の返還を督促す

る（償還が迫っていない銘柄として直近

上位機関に証明書を発行した旨を通知

していない場合であって当該証明書が

返還されないまま対象銘柄の償還日が

迫ってきたときは機構にその旨を連絡

する。）。 

 

 

※ 直接口座管理機関は、Target 保振サ

イト接続により、通知書を提出する。 

※ 証明書の返還を受けた口座管理機関

が間接口座管理機関である場合であっ

て、証明書を交付した旨を直近上位機関

に通知しているときには、当該間接口座

管理機関は、その直近上位機関に対し、

必要な事項を通知しなければならない。

当該通知を受けた直近上位機関が間接

口座管理機関である場合も同様とする。 
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内        容 備   考 
⑥ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構の備える振替口座簿の顧客口に記録されている新株予約権付

社債の銘柄に係る口座残高の凍結解除） 

機構は、直接口座管理機関から通知書の提出を受けた場合には、証明書の返還に係る口座残高の凍結

の解除を行う。 

 

 

（５）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構による支払代理人への通知） 

機構は、２．（６）償還が迫っている銘柄に係る取扱い（機構による支払代理人への通知）により、支

払代理人に対して書面を交付している場合であって、直接口座管理機関からの通知により、証明書の返

還に係る口座残高の凍結の解除を行ったときには、支払代理人に対し、次に掲げる事項を記載した書面

を通知する。 

① 証明書の返還に係る口座残高の凍結の解除を行った旨 

② 証明書の返還に係る口座残高の凍結の解除日 

③ 対象銘柄の名称 

④ 対象銘柄の銘柄コード 

⑤ 対象銘柄の金額 

⑥ その他必要な事項 

 

５．証明書の再交付手続 

（１）証明書の再交付 

機構及び機構加入者は、１．（３）機構による証明書の交付において、証明書を交付した機構加入者か

ら証明書の紛失による証明書の再交付請求を受けた場合には、交付手続と同様の手続により、証明書を

再交付する。 

 

※ ④について、複数の証明書の交付に係

る通知書の金額を合計して、証明書の返

還に係る通知書を提出することはでき

ない。証明書の返還に係る通知書を提出

する場合には、２．（４）償還が迫って

いる銘柄に係る取扱い（直接口座管理機

関による機構への通知）において、機構

に提出した通知書単位で提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

※ 機構は、原則として、通知書の受領日

の翌営業日の正午までに、証明書の返還

に係る口座残高の凍結の解除を行う。 

 

 

※ 機構は、支払代理人に対して、Target

保振サイトの個社別通知により、左記の

書面を交付する。 

※ 機構は、証明書の返還に係る口座残高

の凍結の解除日の翌営業日に左記の書

面を交付する。 

※ Target 保振サイトの個社別通知にお

ける左記の書面の掲載期間は、口座残高

の凍結の解除日の翌営業日から３か月

とする。 

 

 

 

※ 機構加入者は、機構に対して証明書の

再交付請求をする場合には、その旨機構

に連絡を行う。 

※ 機構は、機構加入者に対して証明書を
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）証明書を再交付した旨の通知 

機構は、（１）において、「証明書」を再交付した場合には、当該証明書の対象銘柄の発行者に対して、

新株予約権付社債権者が証明書を紛失したことにより証明書の再交付を行った旨を連絡する。当該連絡

の際には、紛失した証明書及び再交付した証明書を特定するため、以下の事項を連絡する。 

① 証明書の対象となった新株予約権付社債の銘柄の名称 

② 対象銘柄の銘柄コード 

③ 対象銘柄の金額 

④ 失効した証明書及び再交付した証明書の交付日 

⑤ その他失効した証明書及び再交付した証明書を特定する事項 

    

再交付する場合には、再度、証明書交付

に係る手数料を課金する。 

※ 口座管理機関が、２．（３）口座管理

機関における証明書の交付において、証

明書を交付した新株予約権付社債権者

から証明書の紛失による証明書の再交

付請求を受けた場合には、機構と同様の

手続により、証明書を再交付することが

想定される。 

 

 

※ 口座管理機関が、証明書を再交付した

場合には、機構と同様の手続により、新

株予約権付社債権者が証明書を紛失し

たことにより証明書の再交付を行った

旨を連絡する。 

 

 

 

 

※ 反対新株予約権付社債権者による社債

権者集会における議決権行使等のため

の証明書の取扱いについては、１．から

５．の手続に準じて処理を行う。 

以 上 
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第 15 節 振替新株予約権付社債の総数等の公示 

 
内        容 備   考 

 

１．公示 

（１）発行する振替新株予約権付社債が公募又は第三者割当てにより発行された振替新株予約権付社債である

場合 

機構は、払込金の払込日の午後７時に発行代理人から送付された発行要項を機構のホームページに掲載

し、公示する。 

 

（２）発行する振替新株予約権付社債が組織再編等により発行された振替新株予約権付社債である場合 

機構は、発行者から振替新株予約権付社債の発行について通知を受けた日の午後７時に、発行代理人から

送付された発行要項を機構のホームページに掲載し、公示する。発行される振替新株予約権付社債が新株予

約権付社債数申告を伴うものである場合には、当該公示に加え、株主等の確定日の翌営業日から起算して４

営業日目の日に確定した振替新株予約権付社債の発行総数を機構のホームページに掲載する。 

 

 

（業第 261 条、施第 338 条） 

 

 

 

 

 

 

※ 組織再編等により発行された振替新

株予約権付社債とは以下に掲げるもの

を指す。 

① 合併等により振替新株予約権付社

債が承継される場合 

② 合併等の対価として振替新株予約

権付社債が交付される場合 

③ 取得条項の取得対価として振替新

株予約権付社債が交付される場合 

④ 取得請求権付株式の取得対価とし

て振替新株予約権付社債が交付され

る場合 

⑤ 新株予約権付社債の無償割当てに

より振替新株予約権付社債が交付さ

れる場合 

 

 

以 上 
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第 16 節 振替新株予約権付社債の取扱廃止時の取扱い 

                  
内        容 備   考 

 

１．振替新株予約権付社債の取扱廃止事由 

  機構は、機構が取扱う振替新株予約権付社債が次の事項に該当することとなった場合は、取扱いを廃

止する。 

 

 

 

 

（１）新株予約権の目的である株式が上場廃止、フェニックス銘柄の指定取消し等により振替株式でなく

なった場合 

 

 

（２）振替新株予約権付社債が上場廃止となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）振替新株予約権付社債についてフェニックス銘柄の指定が取消された場合 

 

（４）その他機構が定める要件に合致しなくなった場合 

 

 

（業第９条） 

※ 機構は、取扱いを廃止する場合には、取

扱いを廃止する振替新株予約権付社債の取

扱廃止日について、社債券の発行に係る可

否及び社債券の発行日程等の調整を発行者

と行ったうえで決定する。 

 

※ 新株予約権の目的である株式が振替株式 

 であることが振替新株予約権付社債の要件 

 とされている。 

 

※ 左記に該当する場合であっても、次に掲

げる新株予約権付社債については、機構は

取扱いを継続する。 

① 金融商品取引所において上場額面総額

３億円未満となり、上場廃止となった振

替新株予約権付社債（当該振替新株予約

権付社債の償還期日又はすべての新株予

約権が行使されるまで） 

② 期限の利益を喪失したことにより上場

廃止となった振替新株予約権付社債であ

って、特定認証紛争解決手続（産業競争

力強化法第２条第16項に規定するものを

いう。）等により事業の再生が見込まれる

発行者が発行する振替新株予約権付社債 
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内        容 備   考 
２．社債券が発行される場合の取扱廃止手続 

機構が振替新株予約権付社債の取扱いの廃止を決定した場合には、機構は取扱廃止の決定をした振替

新株予約権付社債の銘柄の発行者に対し、取扱いを廃止する旨の通知を行うとともに、機構及び口座管

理機関は、その加入者から発行者に対する新株予約権付社債券（以下「社債券」という。）の発行の請

求（以下「発行請求」という。）の取次ぎを受け、これを発行者に取次ぐものとする。 

 

 

 

 

（１）口座管理機関への通知 

機構は、発行者が社債券を発行する場合には、機構加入者及び間接口座管理機関に対し、Target 保振

サイトにより、当該振替新株予約権付社債の振替若しくは抹消の最終日及び取扱廃止日等を通知する。 

 

（２）間接口座管理機関による社債券の発行請求の取次ぎの委託 

加入者から社債券の発行請求の取次ぎの請求を受けた口座管理機関が間接口座管理機関である場合

には、当該口座管理機関は、その直近上位機関に対し、請求をした加入者に係る次の事項を示して、発

行請求の取次ぎをしなければならない。当該委託を受けた口座管理機関が間接口座管理機関である場合

も同様とする。 

① 振替新株予約権付社債の銘柄及び銘柄コード 

② 社債券の発行請求を取次ぐ振替新株予約権付社債の総額 

③ 社債券の運搬先の名称、郵便番号及び住所 

④ 社債券の発行請求をしない新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

⑤ 社債券の発行請求をしない新株予約権付社債権者の加入者口座コード 

⑥ 社債券の発行請求をしない新株予約権付社債権者ごとの振替新株予約権付社債の金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 機構加入者による口座管理機関の取次ぎの委託又は取次ぎの請求 

（業第 256 条第１項） 

※ 機構は、発行者に対し、あらかじめ社債

券に係る発行の可否について確認を行う。 

※ 口座管理機関は、社債券の発行の請求を

口座管理機関に委任することについて、あ

らかじめ「株式等振替決済口座管理約款」

に明記することにより、加入者から同意を

得ておく。 

 

（業第９条） 

 

 

 

（業第 256 条第４項及び第５項） 

※ 口座管理機関は、社債券を交付するべき

新株予約権付社債権者が所在不明で連絡が

取れない等の事由により社債券を受け渡す

ことができない場合であって、口座管理機

関が当該社債券を保管することができない

場合については、社債券の発行請求の金額

から控除したうえで、報告を行う。 

※ 所在不明で連絡が取れない等の理由で社

債券の発行請求をしなかった新株予約権付

社債権者が後日、社債券の発行請求を行う

場合には、当該新株予約権付社債権者は、

口座管理機関から取扱廃止日における振替

口座簿記録事項証明書の交付を受け、発行

者に対して直接、社債券の発行請求を行う。 

※ 発行者は、社債券を発行しなかった新株

予約権付社債権者の情報を既に社債券を交

付した者かどうかの判定のために利用する

ものとする。 

 

（業第 256 条第３項及び第６項、施第 335 条） 
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内        容 備   考 
機構加入者は、加入者から社債券の発行請求を受けたとき又はその直近下位機関から社債券の発行請

求の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、次に掲げるところにより社債券の発行請求の取次ぎに

係る事項を通知しなければならない。機構加入者が機構に対し社債券の発行請求の取次ぎの請求を行う

場合も同様とする。 

① 振替新株予約権付社債の銘柄及び銘柄コード 

② 発行請求の取次ぎの委託又は取次ぎの請求をする口座管理機関ごとの振替新株予約権付社債の

金額 

③ 社債券の運搬先の名称、郵便番号及び住所（（２）において取次ぎを受けたものを含む。） 

④ 社債券の発行請求の取次ぎの委託又は取次ぎの請求をする振替新株予約権付社債の総額 

⑤ 社債券の発行請求をしない新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

⑥ 社債券の発行請求をしない新株予約権付社債権者の加入者口座コード 

⑦ 社債券の発行請求をしない新株予約権付社債権者ごとの振替新株予約権付社債の金額 

 

（４）機構及び口座管理機関における振替口座簿の記録の抹消 

機構及び口座管理機関は、取扱廃止日の業務開始時（午前９時）にその備える振替口座簿において取

扱いを廃止する新株予約権付社債についての記録を抹消する。 

 

 

 

 

 

（５） 機構による社債券の発行請求の取次ぎ 

機構は、取扱廃止日の翌営業日に、（３）において口座管理機関から通知された情報を発行者に取り

次ぐことにより、社債券の発行請求を行う。 

 

（６） 発行者による社債券の交付 

取扱いを廃止する振替新株予約権付社債の発行者は、機構から取り次がれた発行請求に基づき、機構

加入者及び間接口座管理機関の指定した搬送先ごとに社債券をまとめて搬送し、新株予約権付社債権者

に社債券を交付する。 

 

３．社債券が発行されない場合の取扱廃止手続 

機構は、振替新株予約権付社債の取扱廃止に際し、社債券が速やかに発行されない場合や社債券の発

行が不能であると認められる場合には、取扱廃止の決定をした振替新株予約権付社債の銘柄の発行者に

対し、取扱いを廃止する旨の通知を行うとともに、取扱廃止日の前営業日における新株予約権付社債権

※ 当該通知は、機構が定める書面を Target

保振サイトにより提出する方法により行

う。  

※ 社債券の搬送先については、機構加入者

の店舗単位及び間接口座管理機関単位の指

定も可能とする。この場合は、機構加入者

は、社債券の搬送先ごとの内訳を示す。 

※ 新株予約権付社債券発行請求取次書につ

いては、機構ホームページに掲載の書式

（ST03-08）を参照。 

 

 

 

 

 

※ 当該作業については取扱廃止日の前営業

日に夜間バッチ処理を行い、機構加入者に

は「帳表ファイル（機構加入者別口座処理

明細表）」にて、支払代理人及び株主名簿管

理人に対しては、「口座処理結果ファイル」

にて処理結果を通知する。 

 

（法第 193 条第２項、業第 256 条第７項） 

 

 

 

（業第 257 条） 

※ 口座管理機関は、発行者から搬送された

社債券について、速やかに新株予約権付社

債権者に交付する。 

 

 

※ 機構は、発行者に対し、あらかじめ社債

券に係る発行の可否について確認を行う。 
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内        容 備   考 
者に係る情報を通知する。 

 

 

（１）口座管理機関への通知 

機構は、社債券が速やかに発行されない場合や社債券の発行が不能であると認められる場合には、機

構加入者及び間接口座管理機関に対し、Target 保振サイトにより、当該振替新株予約権付社債の取扱廃

止日等を通知するとともに、取扱廃止日の前営業日における新株予約権付社債権者の情報を機構に対し

て報告するよう通知する。 

 

（２）機構及び口座管理機関における振替口座簿の記録の抹消 

機構及び口座管理機関は、取扱廃止日の業務開始時（午前９時）にその備える振替口座簿において取

扱いを廃止する当該振替新株予約権付社債についての記録を抹消する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取扱廃止日の前営業日における振替新株予約権付社債権者の報告 

直接口座管理機関は、機構に対して、取扱廃止日の前営業日における新株予約権付社債権者の情報を

機構に報告する。間接口座管理機関は、その直近上位機関から当該口座管理機関又はその下位機関の加

入者の口座に記録されている振替新株予約権付社債につき、この報告のために必要な事項の報告を求め

られたときは、速やかに当該事項の報告を行う。 

① 振替新株予約権付社債の銘柄及び銘柄コード 

② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 

※ 当該取扱いについては、あらかじめ「株

式等振替決済口座管理約款」に明記するこ

とで、加入者から同意を得ておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新株予約権付社債権者から発行者への権

利行使は、新株予約権付社債権者がその直

近上位機関に請求した振替口座簿記録事項

証明書を提示して行うことを想定してい

る。 

※ 機構及び口座管理機関は、振替新株予約

権付社債の取扱廃止以降においても、その

加入者からの請求にもとづき、取扱廃止日

における振替口座簿記録事項証明書を交付

する。 

※ 当該作業については、取扱廃止日の前営

業日に夜間バッチ処理を行い、機構加入者

には「帳表ファイル（機構加入者別口座処

理明細表）」にて、支払代理人及び株主名簿

管理人に対しては、「口座処理結果ファイ

ル」にて処理結果を通知する。 

 

（業第 259 条、施第 337 条） 

※ 当該新株予約権付社債権者に係る口座管

理機関から機構への報告、機構から発行者

の通知は、法第 218 条の通知に基づくもの

ではない。 

※ 当該新株予約権付社債権者に係る口座管
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内        容 備   考 
③ 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

④ 新株予約権付社債権者ごとの振替新株予約権付社債の金額 

 

 

（４）取扱廃止日の前営業日における振替新株予約権付社債権者の通知 

機構は、発行者に対し、（３）により報告を受けた内容及び機構の振替口座簿に記録されている内容

に基づき、発行者に対して次の事項を通知する。 

① 振替新株予約権付社債の銘柄及び銘柄コード 

② 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

③ 新株予約権付社債権者ごとの振替新株予約権付社債の金額 

④ 新株予約権付社債権者の通知番号 

 

理機関から機構への報告、機構から発行者

の通知については、総新株予約権付社債権

者報告及び総新株予約権付社債権者通知の

方法に準じて行う。 

 

（業第 259 条、施第 337 条） 

※ 当該新株予約権付社債権者の通知につい

ては、手数料は課金しない。 

 

 

以 上 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－17－1 

 
第 17 節 特例新株予約権付社債の移行に係る取扱い 

 
 

内        容 備   考 
 

１．特例新株予約権付社債 

  機構取扱対象となる新株予約権付社債について、次の要件を満たす場合には、振替受入簿への記録に

より、振替新株予約権付社債とすることができる（法附則第 41条）。 

 

（１）決済合理化法の施行日までに発行の決議がされたもの 

 

（２）新株予約権付社債の発行後に、発行者が法の規定の適用を受けることとする旨の決定をした  

もの 

 

  （３）新株予約権付社債の新株予約権の目的である株式が振替株式であるもの 

 

（４）譲渡による取得について、発行者の承認を要することの定め（会社法第 236 条第１項第６号）が 

ないもの 

 

 

 

２．機構に対する同意手続等 

 （１）振替法の規定の適用を受けることとする旨の決定 

発行者は、既発債である新株予約権付社債について、特例新株予約権付社債とする旨の決定を行 

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業附第８条） 

※ 転換社債についても同様の特例がある

（法附則第 42条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当該譲渡制限については、会社法第236条

の「新株予約権の内容」として、発行時の

目論見書における発行要項において定めて

いるかどうかにより判断する。 

 

 

 

※ 当該決定は、取締役会設置会社の場合に

は、取締役会決議を、監査等委員会設置会社

の場合で、会社法第 399 条の 13 第５項によ

り、当該決定について取締役に委任されて

いる場合には、当該取締役の決定を、指名委

員会等設置会社の場合で、会社法第 416 条

第４項により、当該決定について執行役に

委任されている場合には、当該執行役の決

定を行う必要がある。 
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内        容 備   考 
 

（２）同意に係る決議 

発行者は、特例新株予約権付社債及び将来発行する振替新株予約権付社債に関する機構取扱いに  

ついて包括的に同意する旨の決定を行ったうえで、機構に対し、機構が指定する方法により、法第 

13 条第１項に係る同意を行う。 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 （３）発行代理人及び支払代理人の選任 

      発行者は、機構への同意手続に際して、あらかじめ機構が指定した発行代理人及び支払代理人の 

中から少なくとも１社を発行代理人及び支払代理人として選任したうえで、「発行代理人及び支払代

理人の選任届出書」により、機構に届け出るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 同意は、特例新株予約権付社債及び将来

発行する振替新株予約権付社債に関する機

構取扱いについての包括的な同意とする。

※ 同意書については、次の書類を添付す

る。 

① 「発行代理人及び支払代理人の選任届

出書」 

② 「社債管理委託契約書（写し）」 

③ 「特例新株予約権付社債の内容に係る

届出書」 

④ 「発行目論見書（既に保振制度におい 

て機構が取扱いを行っている銘柄につい

ては、提出不要。）」 

⑤ 印鑑証明書（振替株式の同意手続と同 

時に手続を行う場合は不要。） 

 

※ 発行代理人及び支払代理人の選任は、一

般債振替制度とは別に行う。 

※ 発行代理人は銘柄情報の登録等を、支払

代理人は移行後から償還までの機構との手

続を、発行者に代わって行う。 

※ 原則として、一の銘柄の発行代理人及び

支払代理人は同一とする。 

※ 発行者が選任できる発行代理人及び支払

代理人の数は、10社までとする。 

※ 特例新株予約権付社債がなくとも、将来

の発行に備えて、発行代理人及び支払代理

人の選任をあらかじめ、行っておくことは

可能とする。 

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人に対

して、どの発行者から選任されたかについ

て Target 保振サイトにより通知する。 
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内        容 備   考 
 

 

 （４）特例新株予約権付社債に係る変更内容の通知 

     発行者は、機構への同意手続に際して、機構の取扱いについて同意する特例新株予約権付社債の 

内容について、次に掲げる事項について、発行当初の内容と変更が生じているときは、「特例新株予

約権付社債の内容に係る届出書」により、機構に届け出るものとする。 

 

  ａ 特例新株予約権付社債の場合 

   ① 新株予約権付社債の総額 

   ② 新株予約権の総数 

③ 新株予約権の行使期間 

④ 社債管理者の名称 

⑤ 各社債の金額 

⑥ 利率 

⑦ 償還の方法及び期限 

⑧ 利息支払いの方法及び期限 

⑨ 合同発行に関する事項 

⑩ 物上担保に関する事項    

 

  ｂ 特例転換社債の場合 

① 転換社債の総額 

② 転換の条件 

③ 転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換請求期間 

④ 各社債の金額 

⑤ 利率 

⑥ 償還の方法及び期限 

⑦ 利息支払いの方法及び期限 

⑧ 合同発行に関する事項 

⑨ 物上担保に関する事項 

  

（５）特例新株予約権付社債の内容の公示 

機構は、特例新株予約権付社債の内容の公示について発行当初の目論見書と特例新株予約権付社

債に係る変更内容を機構のホームページに掲載することにより公示を行う。 

 

 

 

※ 銘柄の内容については、機構への通知時

における直近の内容とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業附 17条及び 18条、施附 15 条から 17 条） 

※ 当該公示は同意の公告を兼ねるものとす

る。 
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内        容 備   考 
３．特例新株予約権付社債の銘柄情報の通知手続 

 （１）機構による銘柄略称等の情報の提供 

機構は、同意書の提出及び発行代理人及び支払代理人の選任の届出を受けた後、機構が定める日

に当該発行代理人に対して次に掲げる事項を通知する。 

    ① 既発債である新株予約権付社債の銘柄正式名称 

② 既発債の発行者に係る発行者略称 

③ 既発債である新株予約権付社債の回号等 

    ④ 既発債である新株予約権付社債に係る銘柄コード 

    ⑤ 既発債である新株予約権付社債に係る ISIN コード 

   ⑥ 既発債である新株予約権付社債の上場区分 

   ⑦ 既発債である新株予約権付社債の満期償還期日 

 

（２）発行代理人による銘柄情報の通知 

発行代理人は、機構が定める日までに、Target 保振サイトにＣＳＶファイルをアップロードする

ことにより、特例新株予約権付社債の銘柄に関する情報（以下「銘柄情報」という。）を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）機構による銘柄情報の確認  

機構は、発行代理人から通知された銘柄情報と発行要項等を照合し、照合の結果、誤りがあった 

場合には、発行代理人に対し、再通知を依頼する。 

 

（４）発行代理人による銘柄の情報の再通知 

 

※ 当該通知は、Target 保振サイトに掲載す

ることにより行う。 

※ 非上場新株予約権付社債については、発

行者からの請求を受けて、機構が証券コー

ド協議会に対し、銘柄コード及びＩＳＩＮ

コードの付番申請を行う。 

 

 

 

 

 

（業附第９条、施附第８条） 

※ 振替制度施行後は、ファイル伝送により

銘柄情報を通知することも可能。 

※ 特例新株予約権付社債１銘柄につき、１

電子ファイルでデータを作成する。１回に

つき、複数の電子ファイルを添付して送付

することも可能とする。 

※ 当該銘柄情報の通知に際しては、機構が

提供するエクセルマクロを使用して銘柄情

報の項目チェックを行い、電子ファイルを

作成するものとする。ただし、機構の提供

するエクセルマクロを使用せず、同様のチ

ェックを発行代理人の社内システムで行う

ことも可能とする。 

※ 発行代理人は、Target 保振サイトから銘

柄情報を通知する。 

 

 

※ 再提出の依頼は、Target 保振サイト又は

電話等により行う。 
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内        容 備   考 
銘柄の情報の再通知の依頼を受けた発行代理人は、速やかに、機構に対し、Target 保振サイト 

により、正しい銘柄情報を通知する。 

 

 

 

（５）機構による銘柄情報の提供 

     機構は、機構が定める日に機構加入者及び発行代理人及び支払代理人に対し、ファイル伝送及び 

   統合 Web 端末にＣＳＶファイルをアップロードすることにより、特例新株予約権付社債の銘柄情報 

   を提供する。 

 

４．移行申請の概要 

 （１）新株予約権付社債権者による移行申請の委任 

  特例新株予約権付社債券（以下「社債券」という。）の新株予約権付社債権者（以下「社債権者」

という。）は、機構に対し、社債券を提出するとともに、自らのために開設された当該特例新株予約

権付社債の振替を行うための口座（以下「移行先口座」という。）を示して、振替受入簿への記録を

申請することができる（以下「移行申請」という。）。 

なお、社債権者は、自らが加入者として口座の開設を受けた口座管理機関に対して、移行申請手

続を委任する。当該社債権者が機構加入者である場合には、自ら申請を行う。 

 

 （２）口座管理機関による移行申請 

      口座管理機関は、新株予約権付社債権者から委任を受けた社債券に係る移行申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

  （３）移行申請できない社債券 

     新株予約権付社債権者は、次の社債券については、移行申請を行うことができない。 

   ① 公示催告の申立て中である社債券 

② 除権決定済社債券 

③ 偽造又は変造された社債券 

④ 汚損又は毀損している社債券 

⑤ 弁済期が到来していない利札欠落社債券 

 

 

 

 

 

 

※ 機構は、発行代理人及び支払代理人に対

しては、ＣＳＶ形式により銘柄情報を提供

するものとし、ファイル伝送形式による提

供は、行わないものとする。 

 

（業附第 11 条第１項及び第２項） 

※ 社債券について登録債の状態で所有して

いる新株予約権予約権付社債権者はあらか

じめ、社債券の発行を受けたうえで、口座

管理機関に対し、移行申請手続を委任する。 

※ 質権者は社債券に係る移行申請を行うこ

とはできない。 

 

 

※ 口座管理機関は、移行申請手続について、

事前に新株予約権付社債権者に対し、株式

等振替決済口座管理約款を交付し、所定の

期間をもって異議がなければ同意を得たも

のとして取扱う等の方法により、委任を受

けるものとする。 
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内        容 備   考 
⑥ 満期償還日到来済社債券 

⑦ 利払期日到来済の利札のある社債券 

⑧ 抽選償還当選番号発表日以降の抽選償還当選社債券 

 

 

５．移行申請（個別移行方式） 

  （１）対象となる社債券 

施行日前日までに機構に預託されていない社債券については、施行日以降、当該社債券の満期日

又は繰上償還期日の６営業日前まで、新株予約権付社債権者の申請により個別に移行を受付けるも

のとする。 

 

  （２）移行申請 

ａ 新株予約権付社債権者の移行申請 

  移行申請を行う新株予約権付社債権者は、自らが加入者として口座を開設する口座管理機関に

対して、機構への移行申請の手続を委任する。なお、移行申請の委任を受けた口座管理機関が機構

加入者でない場合は、その上位の機構加入者に対して当該移行申請手続を委任する。 

 

 

 

 

 

 

ｂ 口座管理機関による移行申請 

（ａ）個別移行の日程調整 

   移行申請に際し、口座管理機関は、移行日の前営業日の正午までに機構に対し、社債券の持込

みスケジュール、持込み枚数等について電話にて連絡を行い、機構と個別移行の日程を調整後、

「移行申請連絡票」を Target 保振サイトにて提出する。 

 

 

   （ｂ）社債券の有効性の確認 

      社債券の移行申請を行う口座管理機関は、当該社債券が４．（３）の各項目に該当しないこと 

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業附第 11 条第１項から第５項） 

※ 新株予約権付社債権者は、移行申請を委

任した口座管理機関に開設した口座以外の

口座を特例新株予約権付社債の移行先口座

として指定することはできない。 

※ 間接口座管理機関が機構に対して直接移

行申請を行うことも可能とするが、その場

合、振替口座簿記録予定日や新株予約権付

社債の金額等の情報について、事前に上位

機関に通知しておく必要がある。 

 

 

※ 事務上の制約から、一定数量以上の社債

券の移行申請については、必ずしも希望ど

おりに移行申請を受け付けることができな

い場合もある。 

 

 

※ 移行申請を行う口座管理機関は、必要に

応じて支払代理人に対しても社債券の有効

性の確認を行う。 

※ 移行申請を行う口座管理機関は、マイク

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－17－7 

内        容 備   考 
 

 

   （ｃ）機構に対する個別移行申請書等の提出 

      口座管理機関は、移行日の正午までに、機構に対して、Target 保振サイトにて個別移行申請

書及び振替口座簿記録データを提出することにより、移行申請を行う。 

個別移行申請書の記載項目は次のとおりとする。 

① 申請取扱者コード（移行申請取扱口座管理機関の口座管理機関コード） 

      ② 特例新株予約権付社債の記録先の機構加入者コード 

          ③ 銘柄コード 

     ④ 銘柄名 

     ⑤ 社債券の券種 

     ⑥ 社債券の枚数 

     ⑦ 特例新株予約権付社債の金額 

 

振替口座簿記録データの記載項目は次のとおりとする。 

① 申請取扱者コード（移行申請取扱口座管理機関の口座管理機関コード） 

      ② 特例新株予約権付社債の記録先の機構加入者コード     

     ③ 銘柄コード 

④ 特例新株予約権付社債の金額 

     ⑤ 信託財産表示区分 

     ⑥ 振替口座簿記録日 

 

     （ｄ）機構に対する社債券等の提出 

      口座管理機関は、移行日の正午までに、機構に対して、提出書類等明細書、社債券及び振替受

入簿データを提出する。 

振替受入簿データの記載項目は次のとおりとする。 

    ① 申請取扱者コード（移行申請取扱口座管理機関の口座管理機関コード） 

      ② 特例新株予約権付社債の記録先の機構加入者コード 

         ③ 銘柄コード 

④ 社債券の券種 

⑤ 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 

⑥ 振替口座簿記録日 

⑦ 社債券の記号・番号 

 

ロフィルム等により社債券の記番号を記録

する。 

 

（業附第 11 条第６項から第９項、施附第 10

条） 

※ 振替口座簿記録データ及び振替受入簿デ

ータは機構がTarget保振サイト上で提供す

る「特例 CB・特例 ETF 移行申請データ作

成ツール」により作成する（Target 保振サ

イトの「書類ダウンロード」に掲載の「特例

新株予約権付社債及び特例投資信託受益権

の移行手続」）参照。）。 

※ 振替口座簿記録データ及び振替受入簿デ

ータの作成方法については「株式等振替シ

ステム 参考資料（特例新株予約権付社債の

移行申請データの作成方法について）」参

照。 

※ 同一銘柄の移行申請に際して、社債権者

が複数となる場合には、社債権者ごとに振

替口座簿記録データを作成する。 

 

 

 

※ 口座管理機関の担当者は、社債券等を機

構に提出する際、運転免許証等の本人確認

書類を提示する。当該提示がない場合には、

移行申請を受け付けない。 

※ Target 保振サイトにて個別移行申請書等

が提出されていない場合、又は提出された

社債券に不備がある場合には、機構は移行

申請を受け付けない。 

※ 機構は、振替口座簿記録データの内容が

正しいことを確認した後に、社債券等を受

領する。 
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）振替受入簿への記録 

    機構は、口座管理機関から受け付けた移行申請の内容を確認の上、移行日に、その申請内容に基

づき、振替受入簿への記録を行う。 

 

  （４）振替口座簿への記録 

機構は、振替口座簿記録データに基づき、移行日の振替処理終了時（午後３時 30 分）に、振替口

座簿へ増加の記録を行う。 

 

 

 

 

   ａ 機構が移行先口座を開設している場合の手続 

     機構は、移行日の振替処理終了時（午後３時 30 分）において、機構加入者の自己口への増加の

記録を行う。 

 

   ｂ 口座管理機関が移行先口座を開設している場合の処理 

    ① 機構の顧客口への記録 

      機構は、移行日の振替処理終了時（午後３時 30分）において、機構加入者の顧客口への増加

の記録を行う。   

 

    ② 口座管理機関の口座への記録 

      口座管理機関は、移行日の振替処理終了時（午後３時 30 分）において、移行先口座への増加

の記録を行う。間接口座管理機関が移行先口座を開設している場合には、その上位の口座管理機

※ 振替受入簿データはTarget保振サイトに

より提出する。 

※ 振替口座簿記録日の日付は、移行日とす

る。 

※ 提出書類等明細書については、機構ホー

ムページに掲載の書式を参照。 

 

 

 

 

 

※ 振替口座簿記録データの読込み時に、当

該データの不備等が判明した場合には、機

構は、移行申請を行った口座管理機関に不

備内容を連絡し、振替口座簿記録データの

再提出を依頼する。 

 

（業附第 14 条第１項） 

 

 

 

（業附第 14 条第２項、施附第 13 条） 

 

 

 

 

（業附第 14 条第３項） 
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内        容 備   考 
関は、間接口座管理機関の口座の顧客口への増加の記録を行うとともに、必要事項を間接口座管

理機関に通知する。 

 

（５）振替受入簿への記録済の通知 

    機構は、（３）において、振替受入簿への記録を行った場合には、支払代理人に対し、無効処理済

の社債券を搬送することで、振替受入簿への記録を行った旨の通知を行う。 

 

（６）振替口座簿への記録内容の確認 

① 移行日当日における記録内容の確認 

   機構は、移行日の午後３時３０分以降に、機構加入者及び株主名簿管理人に対し統合Ｗｅｂ端末

及びオンラインリアルタイム接続により、支払代理人に対し統合Ｗｅｂ端末により「新規記録済通

知」を配信することで、振替口座簿へ記録した特例新株予約権付社債の数等の通知を行い、機構加

入者、支払代理人及び株主名簿管理人は当該通知により移行内容の確認を行う。 

 

   ② 機構加入者における記録内容の確認    

     機構は、移行日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間に、機構加入者に対し、ファイル伝

送及びオンラインリアルタイム接続により「帳表ファイル（機構加入者別口座残高表及び機構加入

者別口座処理明細表）」を配信することで、振替口座簿へ記録した特例新株予約権付社債の数等の

通知を行い、機構加入者は、当該ファイルにより移行内容の確認を行う。 

 

     ③ 支払代理人及び株主名簿管理人における記録内容の確認 

     機構は、移行日の翌営業日の午前３時から午後８時までの間に、支払代理人及び株主名簿管理人

に対し、「口座処理結果ファイル」により、振替口座簿へ記録した特例新株予約権付社債の金額等

の通知を行い、支払代理人及び株主名簿管理人はそれぞれ、当該ファイルにより移行内容の確認を

行う。 

 

（７）移行済の通知 

ａ 機構における手続 

機構は、支払代理人に対し、移行済の社債券を搬送する。 

 

ｂ 支払代理人における手続 

① 社債原簿の更新 

支払代理人は、機構から搬送された移行済社債券について、確認を行ったうえで、社債原簿 

に移行済情報を反映させ、更新する。 

 

 

 

※ 統合Ｗｅｂ端末では、午前７時から午後

８時までの間「帳表ファイル（機構加入者

別口座残高表及び機構加入者別口座処理明

細表）」を取得することが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業附第 12 条、施附第 11 条） 

※ 統合Ｗｅｂ端末では、午前７時から午後

８時までの間「口座処理結果ファイル」を取

得することが可能。 

 

 

 

※ 個別移行方式に伴う移行済の社債券の搬

送は、原則、移行日に行う。 
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内        容 備   考 
② 新株予約権原簿の更新 

支払代理人は、株主名簿管理人に対し、移行済社債券に係る記号・番号等の移行済情報を通 

知し、株主名簿管理人は当該情報に基づいて新株予約権原簿に移行済情報を反映させ、更新す 

る。 

 

  （８）社債券の移行申請に係る受付制限 

        機構は、社債券の移行申請について、当該銘柄の元利払期日の５営業日前の日から元利払期日の

前営業日までの間、受付を制限する。 

 

 

（業附第 13 条、施附第 12 条） 

以上 
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特例新株予約権付社債の個別移行に関する業務フロー 

日 程 支払代理人、株主名簿管理人 機 構 機構加入者 処理概要 

事前調整等 

（～Ｘ－１） 

  

 

 

 ○ 移行申請を行う口座管理機関は、移行申請に当たり、事前に、ス

ケジュール、持込枚数等について、機構と調整する。（事務上の制

約から、一定数量以上の社債券の移行申請に係る日程等について

は、必ずしも希望の日に移行申請を受け付けることができない場

合もありうるので、予め余裕を持った日程で調整を行う。） 

○ 社債券を持ち込む口座管理機関は、社債券の真贋性及び事故社債

券でないことを確認する。 

 

移行日 

（Ｘ） 

～12：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 社債権者は、自らが加入者として口座を開設する口座管理機関を

経由して、機構に対し移行申請を行う。 

・ 社債権者は、自らが加入者として口座の開設を受ける口座管理機

関に対して移行申請手続を委任する。（当該社債権者が機構加入者

である場合には、自ら申請を行う。）移行申請の委任を受けた口座

管理機関が、機構加入者の場合には、機構に対して移行申請を行

い、機構加入者でない場合には、その上位の機構加入者に対して、

当該移行申請手続を委任する。（株式等振替決済口座管理約款を交

付することで対応する。） 

・ なお、間接口座管理機関が、機構に対して直接移行申請を行う場

合は、振替口座簿記録予定日・社債の金額等の情報を、上位機関

に通知しておくものとする。 

・ 移行申請を行う口座管理機関は、マイクロフィルム等により社債

券の記号・番号を記録する。 

○ 口座管理機関は、機構に対して、社債券、移行申請書、振替口座

簿記録データ、振替受入簿データを提出する。 

・ 移行申請書の記載項目：申請取扱者コード、記録先機構加入者コ

ード、銘柄コード、銘柄名、社債券の券種、社債券の枚数、移行

資料3－17－1 

日程等の調整 

精査 

移行申請 
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日 程 支払代理人、株主名簿管理人 機 構 機構加入者 処理概要 

数量 

・ 振替口座簿記録データ項目：申請取扱者コード、記録先の機構加

入者コード、銘柄コード、移行数量、信託財産表示区分、振替口

座簿記録日 

・ 振替受入簿データ項目：申請取扱者コード、記録先の機構加入者

コード、銘柄コード、社債券の券種、移行申請者の氏名又は名称

及び住所、振替口座簿記録日、社債券の記号・番号 

・ 移行申請書、振替口座簿記録データ、振替受入簿データは、機構

が提供する「特例 CB・特例 ETF 移行申請データ作成ツール」に

より作成する。 

○ 口座管理機関は、移行申請書、振替口座簿記録データ、振替受入

簿データを正午までに機構に対して Target 保振サイトにより提

出する。 

○ 機構は、移行申請書及び移行申請データと移行内容が一致するこ

と等を精査する。 

○ 機構は、移行申請受付後、口座管理機関に対し、書面等により移

行申請を受け付けた旨の書面を手交する。 

○ 機構は、元利払期日の５営業日前から前営業日までの間は、移行

申請を受け付けないものとする。 

 

移行日 

（Ｘ） 

～15：30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 振替口座簿記録データの提出を受けた機構は、当該データを振替

システムに入力する。 

○ 機構は、口座管理機関から移行申請を受けた場合には、移行日に、

その申請内容に基づき、振替受入簿への記録を行う。 

○ 機構は、支払代理人に対し、移行済の社債券を搬送することによ

り、移行済の通知を行う。 

・ 移行済の社債券の搬送は、原則、移行日に行うものとする。 

※ 移行済の社債券の具体的な搬送方法、スケジュール等については、

支払代理人と事前に調整する。 

入力処理 

振替受入簿作成 

社債原簿の 

変更 

移行済の通知 
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日 程 支払代理人、株主名簿管理人 機 構 機構加入者 処理概要 

 

 

 

 

 

○ 支払代理人は、社債原簿に移行済の情報を反映させる。 

○ 支払代理人は、株主名簿管理人に対して、移行内容を通知する。 

○ 株主名簿管理人は、支払代理人からの通知に基づき、新株予約権

原簿に移行済の情報を反映させる。 

移行日 

（Ｘ） 

15：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 機構は、振替処理終了時（15：30）において、機構が移行先口座

を開設している場合には、機構加入者の自己口への増加の記録を

行い、口座管理機関が移行先口座を開設している場合には、機構

加入者の顧客口への増加の記録を行う）。 

○ 機構は、機構加入者及び株主名簿管理人に対し統合Ｗｅｂ端末及

びオンラインリアルタイム接続により、支払代理人に対し統合Ｗ

ｅｂ端末により「新規記録済通知」を通知する。 

○ 口座管理機関は、移行日の振替処理終了時（15：30）において、

移行先口座への増加の記録を行う。間接口座管理機関が移行先口

座を開設している場合には、その上位の口座管理機関は、間接口

座管理機関の口座の顧客口への増加の記録を行うとともに、必要

事項を間接口座管理機関に通知する。 

Ｘ＋１ 

3：00 

～20：00 

   ○ 機構は、機構加入者に対し、帳表ファイル（口座処理明細データ）

により、振替口座簿への増加記録した数等の通知を行う。機構加

入者は、当該ファイルにより移行内容を確認する。 

○ 機構は、支払代理人に対し、口座処理結果ファイル（ファイル伝

送又はＣＳＶファイル）により、振替口座簿に増加記録した数等

の通知を行う。支払代理人は、当該ファイルにより移行内容を確

認する。 

○ 機構は、株主名簿管理人に対し、口座処理結果ファイル（ファイ

ル伝送）により、振替口座簿に増加記録した数等の通知を行う。

株主名簿管理人は、当該ファイルにより移行内容を確認する。 

 

 

振替口座簿への

記録 

新規記録済通知 新規記録済通知 

処理結果の通知 帳表ｧｲﾙ 口座処理結果ﾌｧｲﾙ 
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個別移行方式

項目 事務処理

１．個別移行方式の対象  施行日の前日までに機構に預託されていない社債券については、個別移行方式により移行を行う。

２．社債権者による移行
申請

 社債権者は、自らが加入者として口座を開設する口座管理機関に対して、移行申請の手続を委任する。

３．口座管理機関による
移行申請

 口座管理機関は、移行申請を行う場合には、事前に、移行日、持込枚数等について、機構と調整する。

 口座管理機関は、事前に調整した移行日の12：00 までに、機構に対して、社債券、移行申請書、振替

受入簿データ、振替口座簿記録データ等を提出する。

 間接口座管理機関が直接移行申請を行う場合には、事前に、振替口座簿記録予定日、特例新株予約
権付社債の金額等の情報を、上位機関に通知しておくものとする。

４．振替受入簿への記録  機構は、口座管理機関から受領した振替受入簿データに基づき、振替受入簿を作成する。

５．振替口座簿への記録  機構及び口座管理機関は、振替口座簿記録データの内容に基づき、移行日の振替処理終了時（15：
30）に、移行先の口座へ増加の記録を行う。

６．移行済社債券の送付  機構は、支払代理人に対して、移行済社債券を送付する。

（振替口座簿記録データの記載項目）
・申請取扱者コード
・記録先の機構加入者コード
・銘柄コード
・移行数量
・信託財産表示区分
・振替口座簿記録日

（振替受入簿データの記載項目）
・申請取扱者コード
・記録先の機構加入者コード
・銘柄コード
・社債券の券種
・移行申請者の氏名又は名称及び住所
・振替口座簿記録日
・社債券の記号・番号

※移行申請書、振替口座簿記録データ及び振
替受入簿データはTarget保振サイトにより提
出する。

資料3－17－2
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項番 発行代理人の入力方法

１-1 銘柄コード 機構から代理人に事前に提供することにより代理人が入力する

１-2 ISINコード 機構から代理人に事前に提供することにより代理人が入力する

2-1 適用日 銘柄情報通知日の３営業日後の日付を入力する。

2-2 提供日 新規発行の場合と同様（”00000000”を入力）。

3 新規変更取消区分 「新規」を入力

4 銘柄正式名称 機構から代理人に事前に提供することにより代理人が入力する

5 発行者略称 機構から代理人に事前に提供することにより代理人が入力する

6 回号等 機構から代理人に事前に提供することにより代理人が入力する

７ 募集区分 新規発行の場合と同様

8-1 上場区分（東証） 新規発行の場合と同様

8-2 予備 －

8-3 上場区分（名証） 新規発行の場合と同様

8-4 上場区分（福証） 新規発行の場合と同様

8-5 上場区分（札証） 新規発行の場合と同様

8-6 予備 －

銘柄

特例新株予約権付社債の銘柄情報項目の設定について

項目名

基本項目

上場区分

資料３－１７－３
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項番 発行代理人の入力方法項目名

9 保証区分 新規発行の場合と同様

10 担保区分 新規発行の場合と同様

11 分割発行有無フラグ 新規発行の場合と同様

12 合同発行フラグ 新規発行の場合と同様

13 劣後特約有無フラグ 新規発行の場合と同様

14 責任財産限定特約有無フラグ 新規発行の場合と同様

15 債券種類 新株予約権付社債の場合は、”80”、転換社債の場合は、”99”を入力

16 募集開始日 ブランク(＝何も入力しない）

17 払込日 発行当初の払込日を入力

18 各社債の金額 新規発行の場合と同様

19 打切発行フラグ 新規発行の場合と同様

20 発行総額 発行当初の発行総額を入力

21 発行代理人コード 新規発行の場合と同様

22 支払代理人コード 新規発行の場合と同様

23 資金決済会社コード 新規発行の場合と同様

24 機構関与方式採用フラグ 新規発行の場合と同様

25 個別承認採用フラグ 新規発行の場合と同様

26 社債管理者 社債管理者コード（1）～（10） 新規発行の場合と同様

27 休日処理 休日処理区分 新規発行の場合と同様

28 利払 利付割引区分 新規発行の場合と同様

29 利払期日（1）～（12） 新規発行の場合と同様

30 最終利払有無フラグ 新規発行の場合と同様

31 初回利払期日 銘柄情報通知以後、最初に到来する利払期日を入力

32 利率 新規発行の場合と同様

33 １円あたりの利子額（初期） 銘柄情報通知以後、最初に到来する利払に係る利子額を入力

34 １円あたりの利子額（通常） 新規発行の場合と同様

35 １円あたりの利子額（終期） 新規発行の場合と同様

社債
に関する事項

利払（固定利率、
変動利率）

利払
（固定利率）
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項番 発行代理人の入力方法項目名

36 利払期日(今回） 銘柄情報通知以後、最初に到来する利払期日を入力

37 利率(今回） 銘柄情報通知以後、最初に到来する利払に係る利率を入力

38 １円あたりの利子額（今回） 銘柄情報通知以後、最初に到来する利払に係る利子額を入力

39 利払期日(次回） 新規発行の場合と同様

40 利率(次回） 新規発行の場合と同様

41 １円あたりの利子額（次回） 新規発行の場合と同様

42 満期償還期日 機構から代理人に事前に提供することにより、代理人が入力する

43 償還価額 新規発行の場合と同様

44 コールオプション有無フラグ 新規発行の場合と同様

45 コールオプション行使フラグ 新規発行の場合と同様

46 繰上償還期日 新規発行の場合と同様

47 償還価額 新規発行の場合と同様

48 １円あたりの利子額 新規発行の場合と同様

49 プットオプション有無フラグ 新規発行の場合と同様

50 プットオプション行使フラグ 新規発行の場合と同様

51 行使期間開始日 行使期間開始日が過去の場合は、過去日付

52 行使期間終了日 新規発行の場合と同様

53 繰上償還期日 新規発行の場合と同様

54 償還価額 新規発行の場合と同様

コールオプション
（全額償還）

償還

プットオプション

利払
（変動利率）
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項番 発行代理人の入力方法項目名

55 新株予約権の総数 発行当初の新株予約権の総数を入力

56 新株予約権の行使期間開始日 行使期間開始日が過去の場合は、過去日付

57 新株予約権の行使期間終了日 新規発行の場合と同様

58 新株予約権の発行価額 新規発行の場合と同様

59 新株予約権の行使価額 新規発行の場合と同様

60 行使請求受付場所 新規発行の場合と同様

61 取得条項有無フラグ 新規発行の場合と同様

62 取得条項に係る取得日 新規発行の場合と同様

63 取得対価（交付財産）の種類 新規発行の場合と同様

64 端数償還金 端数償還金有無フラグ 新規発行の場合と同様

65 特例債 特例新株予約権付社債フラグ ”Y”を入力

66 元金手数料率 新規発行の場合と同様

67 元金手数料率基準 新規発行の場合と同様

68 利金手数料率 新規発行の場合と同様

69 利金手数料基準 新規発行の場合と同様

70 社内処理用項目１ 新規発行の場合と同様（代理人はブランクで通知）

71 社内処理用項目２ 代理人が必要に応じて使用

取得条項

社内処理用項目

元利払手数料率

新株予約権
に関する事項
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新株予約権付社債の振替制度移行に伴う税制優遇措置の取扱い 
 

 

１．電子化施行日以降の新株予約権付社債の税制優遇措置の取扱い 

○ 新株予約権付社債の税制優遇措置は、電子化施行日（決済合理化法の施行日をいう。以下同じ。）以降は、振替債のみに適用されるようになる。 

 

○ 振替債に適用される税制優遇措置については、現在、新株予約権付社債に認められている税制優遇措置に加え、新たに、資本金１億円以上の内

国法人が源泉徴収不適用の措置を受けることができるようになる（租税特別措置法第８条第３項）。 

 

２．登録債の取扱い 

○ 現在、登録債となっている新株予約権付社債については、①障害者等の少額預金の利子所得等の非課税（所得税法第１０条第１項第２号及び第

３号）、②公共法人等及び公益信託等に係る非課税（所得税法第１１条第４項）、③勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税（租税特別措

置法第４条の２第１項第３号）、④勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税（租税特別措置法第４条の３第８項）、⑤金融機関等の受ける

利子所得に対する源泉徴収の不適用（租税特別措置法第８条第１項第１号、第３号及び第２項）が適用されている。 

 

○ 社債等登録法は、証券市場整備法施行日（平成１５年１月６日）から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める日に廃止されること

となっており（証券市場整備法附則第１条第２項）、登録債となっている新株予約権付社債については、社債等登録法の廃止日以降、登録債と

しての社債等登録法上の効力を有する（証券市場整備法附則第３条）ものの、税制優遇措置の適用が受けられなくなる（証券市場整備法附則第

９条、第１０条）。 

 

○ 登録債となっている新株予約権付社債について、引き続き税制優遇措置の適用を受けるためには、証券市場整備法附則における特例計算期間（利

子等の計算期間のうち平成２０年１月５日までにその期間が終了するものをいう。以下同じ。）の終了日までに登録債から現物債に移行してお

くことが必要である（注１）。また、電子化施行日以降においても、引き続き税制優遇措置の適用を受けるためには、現物債に移行した新株予約

権付社債を電子化施行日までに機構に預託し、電子化施行日に集中移行方式により振替債に移行することが必要である。 
 

（注１）現物債については、登録債で認められている税制優遇措置のうち、③、④、⑤の措置がない。 

 
 

資料3－17－4 
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○ 電子化施行日に振替債に移行（集中移行）しなかった場合でも、電子化施行日以降に振替債に移行（個別移行）したときは、再び、税制優遇措

置の適用を受けることが可能である（注２、３）。 
 

（注２）一般債振替制度では、登録債・現物債に係る非課税等の措置を引き続き受けるためには、証券市場整備法附則における特例計算期間の終了日までに振替債に移

行する必要がある。なお、当該終了日までに移行手続がとられなかった場合、満期償還期日まで課税玉として取り扱われることとなる。 

（注３）新株予約権付社債については、振替法上、登録債から直接、振替債に移行することができないため、一旦、現物債にしてから、移行する必要がある。 

 

 

３．現物債の取扱い 

○ 現在、現物債となっている新株予約権付社債については、①障害者等の少額預金の利子所得等の非課税（所得税法第１０条第１項第２号及び第

３号）、②公共法人等及び公益信託等に係る非課税（所得税法第１１条第４項）が適用されている。 

 

○ 現物債となっている新株予約権付社債については、電子化施行日以降、税制優遇措置の適用が受けられなくなる（所得税法施行令第３７条第２

項改正、所得税法施行規則第１６条第１項改正）。 

 

○ 現物債となっている新株予約権付社債について、引き続き税制優遇措置を受けるためには、電子化施行日までに機構に預託し、電子化施行日に

集中移行方式により振替債に移行することが必要である。 

 

○ 電子化施行日に振替債に移行（集中移行）しなかった場合でも、電子化施行日以降に振替債に移行（個別移行）したときは、再び、税制優遇措

置の適用を受けることが可能である（注４、５）。 
 

（注４）一般債振替制度では、登録債・現物債に係る非課税等の措置を引き続き受けるためには、証券市場整備法附則における特例計算期間の終了日までに振替債に移

行する必要がある。なお、当該終了日までに移行手続がとられなかった場合、満期償還期日まで課税玉として取り扱われることとなる。 
（注５）電子化施行日以降に現物債として発行の決定がされた新株予約権付社債については、振替債に移行できない（振替法附則第４１条）。 

 

以 上 
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１．障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の場合
社債等登録法廃止日   電子化施行日

15.1.6 20.1.5(15.1.6から5年を超えない日）

新株予約権付社債の振替制度移行に伴う税制優遇措置の取扱い（適用関係図）

21.1.Ⅹ

振
替
債

現
物
債
（
保
管
の
委
託
）

登
録
債

○ ○ × × ×

改正所令
附則４

集
中
移
行

個
別
移
行

証券決済整備法
附則９②、１０②

利子計算期間を

通じて保管の委

託がされている

ことが必要。

社債等登録法廃止日まで

に終了する利子計算期間

までに登録債から現物債

（保管の委託）に移行した

場合には、利子の非課税

の期間通算が可能。

○ ○ ×

○

○

○

○ ○ ○

○×

×
所令３７②
措令２の４③

○ ○○

× ○
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２．公共法人等及び公益法人等に係る非課税の場合
社債等登録法廃止日   電子化施行日

15.1.6 20.1.5(15.1.6から5年を超えない日） 21.1.Ⅹ

振
替
債

現
物
債
（
保
管
の
委
託
）

登
録
債

○ ○ × × ×

改正所規
附則３

集
中
移
行

個
別
移
行

証券決済整備法
附則９⑤

○ ○ ×

○

○

○

○ ○ ○

○

所規１６①

○ ○○

○

× ○

× ○

× × ○

4
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３．勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税、勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税の場合
社債等登録法廃止日   電子化施行日

15.1.6 20.1.5(15.1.6から5年を超えない日） 21.1.Ⅹ

振
替
債

現
物
債
（
保
管
の
委
託
）

登
録
債

○ ○ × × ×

措令２の９②
措令２の３１

集
中
移
行

個
別
移
行

証券決済整備法
附則１０⑤、⑧

○ ○ ×

○

○

○

× × ×

××

×
措令２の９②
措令２の３１

○ ○×

× ○
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４．金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収不適用の場合
社債等登録法廃止日   電子化施行日

15.1.6 20.1.5(15.1.6から5年を超えない日） 21.1.Ⅹ

振
替
債

現
物
債
（
保
管
の
委
託
）

登
録
債

○ ○ × × ×

措法８

集
中
移
行

個
別
移
行

証券決済整備法
附則１０⑮

○ ○ ×

○

○

○

× ×

××

×措法８

○ ○○

○

○ ×

×

○× ×
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3－18－1 

 
第 18 節 取得条項付新株予約権付社債の取得により振替株式が交付される場合の手続 

 
内        容 備   考 

 

１．取得条項付新株予約権付社債の一部取得による振替株式の交付 

（１）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合の取得及び対価の交付 

ａ 取得条項付新株予約権付社債の一部取得に係る振替 

発行者は、振替新株予約権付社債である取得条項付新株予約権付社債の一部取得をしようとする

ときは、口座において減少の記録がされる加入者の直近上位機関に対して、当該発行者の口座を振

替先口座とする振替を申請する。 

 

ｂ 取得条項付新株予約権付社債の対価の交付 

     発行者は、取得条項付新株予約権付社債の取得対価が振替株式である場合には、口座において

取得条項付新株予約権付社債の減少の記録がされた加入者に対して、振替又は新規記録により取

得対価である振替株式を交付する。 

     発行者は、取得条項付新株予約権付社債の対価が振替株式でない場合には、口座において取得

条項付新株予約権付社債の減少の記録がされた加入者に対して、振替制度外で取得対価を交付す

る。 

 

（２）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債でない場合の取得及び対価の交付 

取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債でない場合の振替株式の新規記録通知及び

新規記録に関する取扱いについては、第２章第２節「新規記録手続」に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取得条項付新株予約権付社債の全部取得による振替株式の交付 

（１）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合の取得及び対価の交付 

取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合の取得及び対価の交付に関する取

扱いについては、第２章第２節「新規記録手続き」に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 取得対価の交付は、取得条項付株式の取

得の対価の交付の取扱いに準じる。 

 

 

 

 

 

 

※ 発行者は、対価として振替株式を新規記

録しようとするときは、加入者の直近上位

機関に対して、口座通知の取次ぎの請求を

しなければならない。（直接口座管理機関か

ら機構への口座通知データ通知は対価の増

加の記録をする日の前営業日から起算して

７営業日前までに行う。 

※ 対価の記録を受ける加入者の直近上位機  

 関は、増加記録日に効力発生日を付記する。 

 

 

 

※ 振替新株予約権付社債については、質入

れ関連の手続として、登録質権者となるべ
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3－18－2 

内        容 備   考 
 

 

 

 

 

（２）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合の全部取得日の設定の制限 

発行者は、取得条項付新株予約権付社債の全部取得に伴い交付する取得対価銘柄である振替株式が次

に掲げる日に該当するときは、全部取得日を設定することができない。 

① 取得対価銘柄である振替株式に係る株主確定日の前営業日から起算して３営業日前の日から株

主確定日当日までの間 

② その他機構が必要と認めた日 

 

（３）取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債でない場合の取得及び対価の交付 

取得条項付新株予約権付社債が振替新株予約権付社債でない場合の振替株式の新規記録通知及び新

規記録に関する取扱いについては、第２章第２節「新規記録手続」に準じる。 

 

き旨の申出の手続は、存在しない。 

※ 振替新株予約権付社債については、譲渡

担保差し入れ関連手続として、特別株主の

申出の手続は、存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発行者は、対価として振替株式を新規記

録しようとするときは、加入者の直近上位

機関に対して、口座通知の取次ぎの請求を

しなければならない。（直接口座管理機関か

ら機構への口座通知データ通知は対価の増

加の記録をする日の前営業日から起算して

７営業日前までに行う。 

※ 対価の記録を受ける加入者の直近上位機  

 関は、増加記録日に効力発生日を付記する。 

 

以 上 
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振替制度における取得条項付新株予約権付社債の全部取得の処理イメージ（自己株式を使用する場合）

振替機関

顧客

口座管理機関 甲

（株式）
0株→500株
（CB）
5（500万円）
→0

口座管理機関 甲

自己口座

（株式）
0株→500株
（CB）
500万円
→0

保有口

顧客口座

発行者 α

株主名簿管理人 乙

自己口座

（株式）
500株→0株

保有口

顧客口座

株主名簿管理人 乙

Ａ

保有口 質権口

（株式）
500株→0株

α（発行者）

保有口 質権口

顧客口 顧客口

発行者 α

①
取
得
条
項
付
Ｃ
Ｂ
を
取
得
す
る
旨
の
社
債
権
者
へ
の
通
知
（
公
告
）

・新株予約権付社債を取得する事由の発生
・取得対価として新株予約権付社債100万円につき

株式を100株交付する。
・取得対価株式1,000株のうち500株を自己株式で

代用

質権口 質権口

（株式）
0株→500株
（CB）
500万円
→0

②全部抹消通知 ③新規記録通知

②全部抹消通知
③新規記録通知

⑦取得条項
付CBの
全部抹消

交付株数
の新規記録

④自己株式の振替
（一部抹消）申請

⑤株式の交付対象
ＣＢ権者の確定及び
交付株数の計算

⑥新株式数
申告

⑨総新株予約権
付社債権者通知

発行済株式
500株→1,000株

⑧総新株予約権
付社債権者報告

⑦自己株式の抹消
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（手続の手順）

１．発行者は、取得条項付新株予約権付社債について全部を取得する旨の通知（公告）を行う。
２．発行者は、取得条項付新株予約権付社債について全部を取得する一定の事由が生じたときは、遅滞なく「全部抹消の通知」を行う。

（振替法第217条第3項）。
３．発行者は、新株予約権付社債権者確定日までに、機構に対して、新規記録通知（取得対価である振替株式の新規記録のために必要な対価

交付比率及び交付対価を記録するべき日等の情報の通知）を行う。
４．発行者は、全部抹消日の2営業日前の日の午後8時までに、直近上位機関を通じて、自己株式の交付株数を報告する（一部抹消申請）。
５．機構及び口座管理機関は、「全部抹消の通知」を受けてその振替口座簿に記載又は記録されている取得条項付新株予約権付社債の

全部を抹消する。（発行者は全部抹消により当該新株予約権付社債を取得する。（振替法第217条第4項））
６．口座管理機関は、新株予約権付社債権者確定日の新株予約権付社債権者について確定し、口座に記録されている振替新株予約権付社債

の数に対価交付比率を乗じて交付株数を算出し、機構に申告する（新株式数申告）。
７．機構及び口座管理機関は、振替新株予約権付社債の数に対価交付比率を乗じて算出した交付株数を口座に新規記録又は増加記録する

とともに、発行者の自己株式が記録されている口座に減少の記録を行う。
８．口座管理機関は、機構に対して新株予約権付社債権者確定日における新株予約権付社債権者を報告する。
９．機構は、口座管理機関からの報告をもとに新株予約権付社債権者について発行者に総新株予約権付社債権者通知を行う。

（注）取得対価である自己株式については、新株予約権の行使に際して自己株式を充当する場合と同様にあらかじめ株主名簿管理人の口座に
集約しておくものとする。

（調整株式数がある場合の対応）

○ 機構は、名寄せ後の交付株数の計算を行う。
① 機構は、名寄せ後の交付株数に対価交付比率乗じて、合計交付株数（名寄せ後の交付総株数及び新株予約権付社債権者ごとの交

付株数）を算出する。
② 複数の口座管理機関の口座に記録されている新株予約権付社債権者については、それぞれの新株予約権付社債の数に交付

比率を乗じて交付株数を算出する。
③ ①と②の数に差異が生じた場合は、この交付株式の数の差（調整株式数）は、新株予約権付社債権者確定日において最も大きい数の

新株予約権付社債を記録していた口座管理機関の振替口座簿に記録する。
○ 機構は、口座管理機関に対し、①及び②で算出した交付株数を通知する。（名寄せ後の調整株数の通知）
○ 機構及び口座管理機関は、上記の通知された交付株数を口座簿に記録する。
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全部取得条項付新株予約権付社債に係る処理フロー
（交付株式に発行者の有する自己株式を当てる場合）

し

発
行
者

機
構

口
座
管
理
機
関

全部抹消日
の2週間前

社債権者
への全部
取得の

通知・公告全
部
抹
消
通
知

（X－２）
（20：00）

新株予約権
付社債権者
確定日
（X－1）

株式の交付
対象者の確
定及び交付
株数の計算

全部抹消日
（X）

（9：00）

取得条項付
新株予約権
付社債の全
部抹消

交付株式の
新規記録

自己株式の
抹消

X＋１

総
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
報
告

交付株式の
割当計算

X＋２

総
新
株
予
約
権
付

社
債
権
者
通
知

X＋３

調
整
株
式
数
の
通
知

調
整
株
式
数
の
新
規
記
録

自
己
株
式
の
振
替
申
請

（
一
部
抹
消
申
請
）

新
株
式
数
申
告

新
規
記
録
通
知

新
規
記
録
通
知

全
部
抹
消
通
知

X－１０

自
己
株
式
の
振
替
申
請

（
一
部
抹
消
申
請
）
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略式質権受入口座を開設する口座管理機関による略式質権分の交付株数の申告イメージ
（α新株予約権付社債に額面100万円につき振替株式100株を交付する場合）

振替機関（機構）

Ａ証券 （10001）

保有口（01） 顧客口（60）

Ｃ証券（001）

保有口(1) 顧客口(6)

Ａ証券

Ｄ証券（002）

保有口(1) 質権口(9)

甲（01）

質権口

質権口(9) 顧客口(6）

乙（02）

保有口

Ｃ証券 Ｄ証券

α 100万円
→0

ＣＢ権者（Ｄ証券）乙

Ｂ証券

Ｂ証券 （10002）

保有口（01） 顧客口（60）

加入者（甲） 加入者（乙）

β0→100株
全部取得日

記録先 振替株式数 全部取得日前
日ＣＢ数

Ｄ証券乙（10002-

60-6-02）
β +100株 α 100万円

記録先 振替株式数 全部取得日
前日ＣＢ数

Ｄ証券乙（10002-

60-6-02）
β +100株 α 100万円

α 100万円
→0

α 100万円
→0

全部取得日前日
①振替株式数申告（略式質権分）

全部取得日前日
②振替株式数申告（略式質権分）

β0→100株
全部取得日

β0→100株
全部取得日

記録先口座 振替株式数

Ｄ証券乙
（002-6-02）

β +100株

記録先口座 振替株式数

Ｄ証券乙
（002-6-02）

β +100株

③振替株式数通知
（略式質権分）

④振替株式数通知
（略式質権分）

①略式質権者（甲）の口座を開設する口座管理機関Ｃは、加入者（甲）の差入担保に係る部分について、交付されるべき振替株式数の計算をして、記
録先口座ごとの株数を直近上位機関に申告する。当該申告を受けた口座管理機関が共通直近上位機関でない場合も同様とする。

②略式質権設定者乙に係る振替株式数通知を直近上位機関から受けた口座管理機関は、新規記録するべき口座を開設したものでない場合は、当該
通知を直近下位機関に取次ぎ、全部取得日の業務開始時9:００に各口座に増加の記録をする。
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取得条項付商品の振替制度における取扱い 

 

振替制度において、取得条項付商品の取得及びその取得対価の交付が行われる場合の事務処理については、以下のとおり。 

 

１．会社法の規定と振替制度における事務処理の基本方針 

 

○ 会社法で規定されている取得条項付商品とその取得対価の組み合わせは以下のとおりとなる。 

 

 

取得対価 

株式 新株予約権 新株予約権付社債 社債 金銭等 

取得条項付株式 □ □ □ □ □ 

取得条項付新株予約権 □ □ □ □ □ 

取得条項付新株予約権付社債 □ □ □ □ □ 

 

（振替法の規定） 

○ 取得条項付商品の取得に係る処理は、全部取得の場合は発行者からの全部抹消通知により取得条項付商品の全部抹消を行い、一部取得の

場合は発行者からの振替申請により発行会社の口座へ振替を行う。 

○ 取得対価の交付に係る処理は、新発ものを交付するときは新規記録、既発もの（自己株式等）を交付するときは振替により行う。 

 

（事務処理） 

○ 機構が取り扱う取得条項付商品を全部取得し、機構が取り扱う取得対価を交付する場合には、株式の併合等の処理と同様に、口座管理機

関及び機構において、取得対価の新規記録数を計算して増加記録することにより、取得条項付商品の全部抹消と取得対価の新規記録を同

一のタイミングで行うスキームを構築する。 

○ その他の場合は、取得条項付商品の取得は通常の全部抹消又は振替、取得対価の交付は通常の新規記録又は振替により行う。 
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２．事務処理の概要 

 

（１）全部取得の処理 

 

① 機構取扱商品を全部取得し、機構取扱商品を交付する場合 

・ 発行者から取得条項付商品の全部抹消通知及び取得対価の新規記録通知を受け、口座管理機関の計算に基づき、口座管理機関及び機構に

おいて、全部抹消日に取得条項付商品の全部抹消及び取得対価の新規記録を行う。その後、機構において名寄せを行い、調整株式数等が

発生する場合には当該株式数等の通知を行う。（株式の併合、分割、合併、株式無償割当等の処理に準じた方法） 

・ 対価として自己株式等を交付する場合は、上記の処理にあわせて、発行会社は、交付する自己株式等を有する口座及び数量を機構に通知

し、口座管理機関及び機構は、全部抹消日に発行会社の口座から当該自己株式等を減額する。（新株予約権付社債の行使請求に対し自己株

式を充当する場合の処理に準じた方法） 

 

（注）社債を交付する場合の処理については、機構内における株式等振替システムと社債の振替システムとの連動等の対応を踏まえて、検討

する。 

 

② 機構取扱商品を全部取得し、機構非取扱商品を交付する場合 

・ 発行者からの全部抹消通知により、機構及び口座管理機関において、取得条項付商品の全部抹消を行う。 

・ 対価の交付は、振替制度外で行う。 

 

③ 機構非取扱商品を全部取得し、機構取扱商品を交付する場合 

・ 取得条項付商品の取得は、振替制度外で行う。 

・ 対価の交付は、発行者から機構への新規記録通知により行う。対価として自己株式等を交付する場合は、発行者から機構への振替請求に

より行う。 
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（２）一部取得の処理 

 

① 機構取扱商品を一部取得し、機構取扱商品を交付する場合 

・ 取得条項付商品の取得は、発行者から取得対象者である加入者の直近上位機関への振替申請に基づき、当該直近上位機関から機構への振

替請求により、当該商品を発行者の口座へ振り替えることにより行う。 

※ 一部取得は、発行会社が予め取得対象を特定したうえで、当該取得対象者に通知したうえで行われる。 

・ 対価の交付は、発行者から機構への新規記録通知により行う。対価として自己株式等を交付する場合は、発行者から機構への振替請求に

より行う。 

 

② 機構取扱商品を一部取得し、機構非取扱商品を交付する場合 

・ 取得条項付商品の取得は、発行者からの取得対象者である加入者の直近上位機関への振替申請に基づき、当該直近上位機関から機構への

振替請求により、当該商品を発行者の口座へ振り替えることにより行う。 

※ 一部取得は、発行者が予め取得対象を特定したうえで、当該取得対象者に通知したうえで行われる。 

・ 対価の交付は、振替制度外で行う。 

 

③ 機構非取扱商品を一部取得し、機構取扱商品を交付する場合 

・ 取得条項付商品の取得は、振替制度外で行う。 

・ 対価の交付は、発行者から機構への新規記録通知により行う。対価として自己株式等を交付する場合は、発行者から機構への振替請求に

より行う。 
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【参考】その他の処理 

 

○ 会社法では、合併の対価として存続会社の株式以外に金銭その他の財産を交付すること、また、合併の際に新株予約権及び新株予約権付

社債を承継することが可能となっている。これらの処理は、ある商品をある商品に置き換えるという処理を行えばよいことから、上述の

取得条項付商品の処理に準じた方法により行う。 

 

（１）合併対価の柔軟化 

・ 取得条項付株式を全部取得し、その取得対価を交付する処理に準じた方法により行う。 

 

（２）新株予約権又は新株予約権付社債の承継 

・ 取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債を全部取得し、その取得対価として新株予約権又は新株予約権付社債を交付する処理に準じ

た方法により行う。 

 

以 上 
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3ー19－1 

 
第 19 節 振替新株予約権付社債の非居住者非課税制度に係る取扱い 

 
内        容 備   考 

１．用語の定義 

（１）特定振替社債等 

社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第 66 条第２号に掲げる社債で同条に

規定する振替社債に該当するもの（以下「振替社債等」という。）のうち、その利子の額が当該振替社

債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する租税特別措置法施行令（以下「租令」という。）で

定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。 

 

（２）特定振替割引債 

振替社債等のうち、租税特別措置法（以下「租法」という。）第 41条の 12の２第６項第１号イ又は

ニに規定する割引債に該当するもの（その償還金（同条第１項１号に掲げるものをいう。以下同じ。）

の額が当該割引債の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する租令で定める指標を基礎として算定

されるもの以外のものに限る。）をいう。 

 

 

 

 

（３）振替記載等 

振替法に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。 

 

（４）特定振替機関 

振替法第２条第２項に規定する振替機関のうち、同法第 13条の規定に基づき社債（これに類するも

のとして租令で定めるものを含む。以下「社債等」という。）を取り扱うことについて当該社債等の発

行者から同意を得た者をいう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
※ 振替システムにおいて割引債（利付割

引区分が「Z：割引債(ゼロクーポン債

を含む)」の銘柄）として区分している

銘柄とは必ずしも一致しない。 

※ 本業務処理要領における特定振替割

引債には、振替国債及び振替地方債は

含まない。 

 
 
 
 
※ 機構を指す。 
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内        容 備   考 
 

（５）特定口座管理機関 

振替法第２条第４項に規定する口座管理機関（（６）及び（７）において「口座管理機関」という。）

のうち、特定振替機関が同法第 12条第１項の規定により口座を開設した者をいう。 

 
（６）特定間接口座管理機関 

口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの（外国間接口座管理機関に該当する者を除く。）

をいう。 
① 特定口座管理機関が振替法第 44 条第１項の規定により口座を開設した者 

② ①又は③の規定により特定間接口座管理機関に該当するものが振替法第 44 条第１項の規定によ

り口座を開設した者 

③ ②の規定により特定間接口座管理機関に該当するものが振替法第 44 条第１項の規定により口座

を開設した者 

 
（７）外国間接口座管理機関 

口座管理機関（振替法第 44 条第１項 13 号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を

除く。（８）において「外国口座管理機関」という。）のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管

理機関が振替法第 44 条第１項の規定により口座を開設した者をいう。 

 
（８）外国再間接口座管理機関 

外国口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 
① 外国間接口座管理機関が振替法第 44 条第１項の規定により口座を開設した者 

② ①又は③の規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが振替法第 44 条第１項の規定に

より口座を開設した者 

③ ②の規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが振替法第 44条第１項の規定により口

 
※ 機構加入者を指す。 
 
 
 
※ 間接口座管理機関（振替法第 44 条第

１項13号に掲げる者に該当するものを

除く。）を指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 外国再間接口座管理機関とは、外国間

接口座管理機関又は外国再間接口座管

理機関（以下「外国間接口座管理機関

等」という。）に該当する者から口座の

開設を受けた者を指す。 
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内        容 備   考 
座を開設した者 

 
（９）適格外国仲介業者 

外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法（以下「所法」という。）第 162

条第１項に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束（租税の賦課及び徴収に関する情報を相

互に提供することを定める規定を有するものに限る。）の我が国以外の締約国又は締約者（以下「条約

相手国等」という。）に本店又は主たる事務所を有する者として租令で定めるところにより国税庁長官

の承認を受けた者をいう。 

 
（10）特定国外営業所等 

適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。 

 

２．非居住者非課税制度の概要 

非居住者又は外国法人（以下「非居住者等」という。）が、特定振替社債等の利子又は特定振替割引債の

償還金について、租法第５条の３第１項又は租法第41条の13の３第１項から第３項の適用を受けることで、

当該利子又は償還金については、所得税が課されない。本業務処理要領において、当該適用を受けるために

必要な株式等振替制度における事務処理について定める。 

 

 

 

 

 
３．外国間接口座管理機関等及び適格外国仲介業者の承認手続 

（１）外国間接口座管理機関等の承認手続 
外国間接口座管理機関等の承認手続については、第１章第４節「機構加入者及び口座管理機関」に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 法令上の適用概要及び実務上の取扱

等については、日本証券業協会会員通

知「非居住者・外国法人の受け取る振

替国債・振替地方債及び振替社債等の

利子等並びに振替割引債の差益金額等

に対する非課税措置に関する改正法令

の概要及びその細目並びに実務上の取

扱い」を参照。 
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内        容 備   考 
準ずる。 

 
（２）適格外国仲介業者の承認手続 

外国間接口座管理機関等は、適格外国仲介業者の承認を申請する場合には、「適格外国仲介業者の承

認申請書」及びその他所要の書類（以下「適格外国仲介業者の承認申請書等」という。）を、その上位

機関を経由して機構に提出する。機構は当該申請書等を国税庁長官に提出する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（租令第３条の２第６、７項） 
※ 適格外国仲介業者の承認は、国税庁長

官が行う。 
※ 「適格外国仲介業者の承認申請書」は、

国税庁「法人課税関係の申請、届出等

の様式の制定について（法令解釈通

達）」に定める書式を用いるものとす

る。 
※ 適格外国仲介業者の承認手続は機構

加入者である特定口座管理機関ごとに

行う。 
※ 「適格外国仲介業者の承認申請書等」

は、電子メール又は郵送により、機構

に提出する。 
※ 振替制度（株式等振替制度、一般債振

替制度及び短期社債振替制度）ごとの

提出は不要とする。 
※ 機構は、機構加入者から適格外国仲介

業者の承認申請書等の提出を受けた場

合には、当該提出日の３営業日後の日

に、国税庁長官宛に提出する。 
※ 適格外国仲介業者の承認申請書等を

機構に提出する者が提出時に外国間接
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内        容 備   考 
申請者が提出する申請書その他所要の書類は、各区分に応じて以下のとおりとする。 
① 申請者が振替国債、振替地方債、特定振替社債等及び特定振替割引債（以下３においては振替

国債及び振替地方債に係るものを含む。）に係る適格外国仲介業者の承認通知書を所持していない

場合 
申請書（申請者の納税管理人以外の代理人を選任する場合には、その旨を記載した委任状を添付

する。） 
 
 
 
 
 
 
 

② 申請者が既に振替国債に係る適格外国仲介業者の承認通知書を所持している場合 
申請書及び振替国債に係る適格外国仲介業者の承認通知書の写し 

③ 申請者が既に振替地方債に係る適格外国仲介業者の承認通知書を所持している場合 
申請書及び振替地方債に係る適格外国仲介業者の承認通知書の写し 

④ 申請者が既に特定振替社債等に係る適格外国仲介業者の承認通知書を所持している場合 
申請書及び特定振替社債等に係る適格外国仲介業者の承認通知書の写し 

⑤ 申請者が既に特定振替割引債に係る適格外国仲介業者の承認通知書を所持している場合 
申請書及び特定振替割引債に係る適格外国仲介業者の承認通知書の写し 

 
 
 
 

口座管理機関等として振替制度に参加

していない場合には、制度参加手続書

類と同時に提出することも可能とす

る。この場合には、機構は、当該提出

者の外国間接口座管理機関等の承認日

に国税庁長官宛に提出する。 
 
※ 承認通知書の送付を希望する外国法

人である申請者については、国内の代

理人を選任しなければならない。 
※ 国税庁長官から申請者に承認通知書

が送付された場合又は国税庁長官に申

請書の提出がなされた日の属する月の

翌月末日までにその申請につき承認又

は却下の処分がなかった場合におい

て、当該申請者は、適格外国仲介業者

としての承認を得る（租令第３条の２

第７項において準用する租令第３条第

８項） 
※ ②～⑤の場合は、国税庁長官に申請書

等の提出がされた時において、適格外

国仲介業者の承認があったものとみな

される（租令第３条の２第８項、９項、

第 26条の 20第 10 項、12 項） 

※ ②～⑤の場合で、適格外国仲介業者の
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内        容 備   考 
 
 
 
 
 
 
４．非居住者非課税に係る業務処理 

（１）元利金請求の取扱い 

機構加入者は、機構の備える振替口座簿における顧客口（特定受託者（第５条の３第９項において

準用する租法第５条の２第 19 項に規定する信託の受託者をいう。以下同じ。）を受託者とする信託の

信託財産については、信託口。）に記録された特定振替社債等に係る利子及び特定振替割引債に係る償

還金について、非居住者非課税制度に係る非課税措置の適用を受ける場合は、「課税情報申告データ」

を作成の上、送信することで非居住者非課税度適用分である旨を機構に通知する。機構は、当該通知

に基づき、「元利金請求データ」を作成し、支払代理人に通知する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

承認通知書の受領日後に商号変更等の

異動が生じている場合には、適格外国

仲介業者の異動に係る申告書の写しや

官報等の異動の事実を確認できる資料

を添付する。 
 
 
 
※ 「課税情報申告データ」における税区

分は、顧客口に記録した場合は、81 と

し、信託口に記録した場合は、80 とす

る。当該税区分を設定することによっ

て、非居住者非課税制度適用分である旨

を示す。同データの作成方法等の詳細に

ついては第３章第５節「元利金支払い」

を参照。 

※ 「元利金請求データ」の取扱いの詳細

等については、第３章第５節「元利金支

払い」を参照。 

※ 機構非関与銘柄は、満期償還時又は全

額繰上償還時を除き、「元利金請求デー

タ」の配信対象外である。そのため、非

居住者等が機構非関与銘柄を取得した

場合には、当該銘柄の支払代理人は、当

該銘柄について、機構関与銘柄への銘柄
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内        容 備   考 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）特定振替社債等及び特定振替割引債の発行者に係る特殊関係者に関する書類の提出等の取扱い 

特定振替社債等及び特定振替割引債の発行者は、租法５条の３第１項又は第３項後段及び同法 41条

の13の３第１項の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子及び特定振替割引債の償還

金につき租法第９条の３の２第１項又は所法第 212 条の規定及び租法 41 条の 12 の２第２項又は第３

項の規定による所得税の徴収がされなかった場合には、当該特定振替社債等の利子の支払の日及び当

該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住

者等に係る租法第５条の３第 10 項又は同法第 41 条の 13 の３第 13 項に規定する書類（以下「特殊関

係者に係る届出書類」という。）を、当該特定振替社債等の利子の支払の日及び当該特定振替割引債の

償還の日以後２月以内に、当該特定振替社債等の利子に係る租令第３条の２第 24 項（同条第 27 項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は特定振替割引債の償還金に係る租令第 26 条の 20第

27 項（同条第 30項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による通知（「特定振替社債

等及び特定振替割引債に係る通知」という。以下（２）において同じ。）をした特定振替機関等（租法

第５条の３第１項に規定するものをいう。以下同じ。）の本店等の所在地の所轄税務署長に提出しなけ

ればならない。ただし、既に当該事業年度開始の時に係る当該書類を提出している場合は、この限り

でない。 

 

特定振替社債等及び特定振替割引債の発行者への特定振替機関等の本店等の所在地の所轄税務署の

情報変更を行わなければならない。 

※ 特定振替社債等が特定振替割引債に

該当し、かつ買入消却を行う場合はシス

テム上において上記の通知が行われな

いため、買入消却日の前営業日までに非

居住者非課税制度適用分である旨を書

面により機構に通知する。 

 

（租令第３条の２第 26 項、第 26 条の 20

第 29 項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 特定振替社債等及び特定振替割引債
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内        容 備   考 
通知は、以下の方法にて行うものとする。 

 

 

 

ａ 支払代理人への通知 

特定振替機関等の本店等の所在地の所轄税務署の通知は、（１）の通知をもって行われたもの

とし、特定振替社債等及び特定振替割引債の支払代理人は、当該通知内容を確認する（通知に係

る機構加入者を特定振替社債等及び特定振替割引債に係る通知をした特定振替機関等に該当す

るものとして、当該機構加入者の本店等の所轄税務署を確認する。）。ただし、間接口座管理機関

が特定振替社債等及び特定振替割引債に係る通知をした特定振替機関等に該当する場合、当該間

接口座管理機関は、対象となる特定振替社債等の利子及び特定振替割引債の償還金の支払の日以

後５営業日までに、当該特定振替社債等及び特定振替割引債の支払代理人へ本店所在地等に係る

所轄税務署等を記載した書類（以下「特定振替機関等の所轄税務署に係る通知書」という。）を

提出（メール又は Fax 等）するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の発行者は特定振替機関等の本店等の

所在地を把握していないため、通知を要

する。 

 

 

※ 機構加入者の所轄税務署は通知に含

まれる機構加入者コードにて機構加入

者名称を識別の上、支払代理人にて確認

するものとする。 

※ 間接口座管理機関に係る情報は機構

より通知される内容に含まれないため、

「特定振替機関等の所轄税務署に係る

通知書」の支払代理人への提出の対応が

必要となるもの。 

※ 非居住者等が適格外国仲介業者から

当該特定振替社債等の振替記載等を受

けている場合には、当該特定振替社債等

に係る特定振替機関等が対応を行う。 

※ 「特定振替機関等の所轄税務署に係る

通知書」については、機構ホームページ

に掲載の書式（ST03-09）を参照。 

※ 特定振替社債等の利子及び特定振替

割引債の償還金の支払の日以後５営業

日までに当該特定振替社債等の支払代

理人に「特定振替機関等の所轄税務署に
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内        容 備   考 
 

 

 

 

 

ｂ 発行者への通知 

ａの通知を受けた特定振替社債等及び特定振替割引債の支払代理人は、当該通知の内容を特定

振替社債等及び特定振替割引債の発行者に通知する。 

係る通知書」の提出がなかった場合は、

特定振替社債等及び特定振替割引債に

係る通知をした特定振替機関等に間接

口座管理機関が含まれなかったものと

する。 

 

※ 通知方法は支払代理人と発行者にて

事前に定めた方法とする。 

※ 支払代理人は発行者が特定振替機関

等の本店等の所在地の所轄税務に「特殊

関係者に係る届出書類」を特定振替社債

等の利子及び特定振替割引債の償還金

の支払の日以後２月以内に提出が行な

えるように通知を行うものとする。 
以 上 
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第 20 節 新株予約権付社債における償還すべき社債の金額の減額に係る取扱い 

 
内        容 備   考 

 

１．振替新株予約権付社債の償還すべき社債の金額の減額に係る通知 

発行者は、社債権者集会における振替新株予約権付社債の償還すべき社債の金額の減額に係る決議が裁判

所において認可された場合又は社債権者集会の目的である事項として社債の金額の減額を行う旨が提案さ

れ、当該提案につき社債権者集会の決議の省略により決議があったものとみなされる場合には、速やかに機

構に対し、「償還すべき社債の金額の減額」に係る通知として次に掲げる事項を Target 保振サイトにより通

知する。 

① 償還すべき社債の金額が減額される銘柄 

② 減額後の償還すべき社債の金額 

③ 償還すべき社債の金額の減額に係る効力発生日 

④ 償還すべき社債の金額を減額した事由 

 

 

２．裁判所の認可等に係る通知 

（１）支払代理人による通知 

支払代理人は、社債権者集会における振替新株予約権付社債の償還すべき社債の金額の減額に係る決議が

裁判所において認可された場合又は社債権者集会の目的である事項として社債の金額の減額を行う旨が提

案され、当該提案につき社債権者集会の決議の省略により決議があったものとみなされる場合には、速やか

に機構に対し、償還価額及びその他変更が発生した事項について、ファイル伝送又は Target 保振サイトに

より銘柄情報の変更通知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左記の通知については、「償還すべ

き社債の金額の減額」に係る所定の通

知書式（ST98-82）を使用して通知す

る。 

※ 各社債の金額は、償還すべき社債の

金額の減額にかかわらず、変更される

ことはない。 

※ 機構は、左記の通知を受けた後、機

構加入者及び間接口座管理機関に対

し、発行者から通知された事項等を

Target 保振サイトにより通知する。 

 

 
（業第 260 条の２、施第 337 条の２） 
※ 償還すべき社債の金額の減額に伴

い、期中に支払を行う利子額に変更が

発生する場合には、「１円あたりの利

子額」（初期、通常、終期、今回）の

変更に係る銘柄情報の変更通知を行

う。なお、利子額の計算の際に「１円

あたりの利子額」に乗ずる残高は、各

社債の金額であり、減額後の償還価額

ではないことに留意する必要がある。 
※ 償還すべき社債の金額の減額分に

ついて、各新株予約権付社債権者から

の一部抹消申請は、行わないこととす

る（振替口座簿上の残高については、

減額しない。）。 
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内        容 備   考 
 

（２）機構による銘柄情報の変更通知 

  機構は、以下により統合Ｗｅｂ端末又はファイル伝送により銘柄情報の変更通知を行う。 

ａ 統合Ｗｅｂ端末による方法（ＣＳＶファイルのダウンロード） 

機構加入者及び支払代理人は、銘柄情報変更通知日の翌営業日から起算して２営業日目の日の午前

７時から午後８時までの間、統合Ｗｅｂ端末により銘柄情報の変更内容に関するＣＳＶファイルをダ

ウンロードすることができる。 

 

ｂ ファイル伝送による方法 

機構は、機構加入者に対して、銘柄情報変更通知日の翌営業日から起算して、２営業日目の日の午

前３時から午後８時までの間、ファイル伝送により銘柄情報の変更内容を通知する。 

 

３．公示 

機構は、発行者及び支払代理人から上記１．及び２．（１）についての通知を受けた場合には、償還すべ

き社債の金額が減額された旨について、当該振替新株予約権付社債に係る公示情報に付記（既に公示されて

いる当該新株予約権付社債の情報と一体のものとして公示）する。なお、付記については、発行者から通知

された償還すべき社債の金額の減額に係る内容を機構のホームページにＰＤＦファイルを掲載することに

より行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（業第 261 条第２項、施第 338 条） 
※ 機構及び口座管理機関は、償還期日

に、減額された償還価額で新株予約権

付社債を償還し、振替口座簿の記録を

抹消する。 
 

以 上 
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第 21 節 振替新株予約権付社債が差押え等を受けた場合の対応 

 
内        容 備   考 

 

 

 

 

 

 

１．差押命令等に係る通知の送達を受けた場合の取扱い 

（１）機構が差押命令等による処分の制限に係る通知の送達を受けた場合 

ａ 機構における取扱い 

（ａ）口座凍結 

機構は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債について差押命令

等による処分の制限に係る通知（以下「差押命令等に係る通知」という。）の送達を受けた場合には、

当該通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄及び金額が記録又は記載されている機構加入者

の自己口について、振替、抹消及び元利払いが行われないようにするために必要な措置（以下「口座

凍結」という。）を行う。 

 

 

 

 

 

（ｂ）支払代理人への通知 

口座凍結後、機構は、当該口座凍結の対象となった銘柄の支払代理人に対し、送達を受けた差押命

令等に係る通知に係る以下の事項を Target 保振サイトにより通知する。 

    ① 銘柄 

    ② 銘柄コード 

    ③ 金額 

    ④ 口座凍結処理日 

    ⑤ 機構加入者の名称 

    ⑥ 機構加入者コード 

 

  （ｃ）機構加入者への残高の通知 

 
※ 法第 280 条の規定により、新株予約

権付社債は、強制執行、仮差押え及び

仮処分の執行、競売並びに没収保全

（以下「差押え等」という。）の対象

とされている。 
 
 
 
（業第 288 条第４項、施第 360 条） 
 
 
 
※ 差押命令等に係る通知の対象とな

った振替新株予約権付社債の銘柄が

記録又は記載されている機構加入者

の振替口座簿上で凍結する方法によ

り行い、普通口座残高と別の凍結残高

として記録する。 
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内        容 備   考 
    口座凍結後、機構は、当該口座凍結の対象となった区分口座を開設する口座管理機関に対し、帳表フ

ァイル（機構加入者別口座残高表）及び統合Ｗｅｂ端末（証券口座残高一覧）にて凍結残高を含む残高

の情報を通知する。 

 

（２）機構加入者又は間接口座管理機関が差押命令等に係る通知の送達を受けた場合 

ａ 間接口座管理機関における取扱い 

（ａ）直近上位機関への通知 

間接口座管理機関は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債につ

いて、差押命令等に係る通知の送達を受けた場合には、直ちに、直近上位機関に対し、その旨並びに

当該通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄及び金額を通知する。当該直近上位機関が間接

口座管理機関である場合も同様とする。 

 

ｂ 機構加入者における取扱い 

（ａ）機構への通知 

機構加入者は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債について差

押命令等に係る通知の送達を受けた場合又は「ａ 間接口座管理機関における取扱い（ａ）直近上位

機関への通知」に定める通知を受けた場合には、直ちに、機構に対し、連絡を行ったうえで当該通知

に係る以下の事項を Target 保振サイトにより通知する。 

    ① 銘柄 

    ② 銘柄コード 

    ③ 金額 

    ④ 機構加入者コード 

    ⑤ 加入者口座コード 

 

ｃ 機構における取扱い 

（ａ）口座凍結 

機構は、「ｂ 機構加入者における取扱い（ａ）機構への通知」に定める通知を受けた場合には、当

該通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄及び金額が記録又は記載されている機構加入者の

顧客口について、口座凍結を行う。 

 

（ｂ）支払代理人への通知 

口座凍結後、機構は、当該口座凍結の対象となった銘柄の支払代理人に対し、「ｂ 機構加入者にお

ける取扱い（ａ）機構への通知」に定める通知に係る以下の事項を Target 保振サイトにより通知する。 

    ① 銘柄 

 
 

 

 

 

 

（業第 288 条第１項第２項） 
※ 間接口座管理機関は、直ちに、差押

命令等に係る通知の対象となった振

替新株予約権付社債の銘柄が記録又

は記載されている口座について、口座

凍結を行う。 

 

（業第 288 条第３項） 
※ 機構加入者は、直ちに、差押命令等

に係る通知の対象となった振替新株

予約権付社債の銘柄が記録又は記載

されている口座について、口座凍結を

行う。 

 

 

 

 

 

 

（業第 288 条第４項、施第 360 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



 

3－21－3 

内        容 備   考 
    ② 銘柄コード 

    ③ 金額 

    ④ 口座凍結処理日 

    ⑤ 機構加入者の名称 

    ⑥ 機構加入者コード 

 

   （ｃ）機構加入者への残高の通知 

     口座凍結後、機構は、当該口座凍結の対象となった区分口座を開設する口座管理機関に対し、帳表

ファイル（機構加入者別口座残高表）及び統合Ｗｅｂ端末（証券口座残高一覧）にて凍結残高を含む

残高の情報を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 差押え等の競合（債務者又は滞納者

（以下「債務者等」という。）が保有

する振替新株予約権付社債の一部に

ついて差押え等を受けた後、その残余

の額を超えて別に差押え等を受けた

場合又は債務者等が保有する振替新

株予約権付社債の全部について差押

え等を受けた後、別に差押え等を受け

た場合をいう。）が発生した場合は、

「１．差押命令等の送達を受けた場合

の取扱い」に準じて処理を行う。なお、

差押命令等に係る通知に記載された

金額と実際の凍結金額が異なること

に伴い、支払代理人への通知等に関

し、別途必要な処理を行う。 

 

（業第 288 条第５項） 

※ 差押命令等に係る通知の対象とな

った振替新株予約権付社債の金額の

減少が発生した場合は、「１．差押命

令等の送達を受けた場合の取扱い」に

準じて処理を行う。なお、支払代理人

への通知の差替えが発生することに

伴い、支払代理人への通知等に関し、
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内        容 備   考 
 

２．差押命令等の申立ての取下げ等の通知の送達を受けた場合の取扱い 

（１）機構が差押命令等の申立ての取下げ又は取消等に関する通知の送達を受けた場合 

ａ 機構における取扱い 

（ａ）口座凍結解除 

機構は、その備える振替口座簿に記録されている振替新株予約権付社債について差押命令等の申立

ての取下げ又は取消等に関する通知（以下「差押命令等の申立ての取下げ等の通知」という。）の送達

を受けた場合には、当該通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄及び金額が記録又は記載さ

れている機構加入者の自己口について、口座凍結を解除するために必要な措置（以下「口座凍結解除」

という。）を行う。 

 

 

 

 

 

（ｂ）支払代理人への通知 

口座凍結解除後、機構は、当該口座凍結解除の対象となった銘柄の支払代理人に対し、送達を受け

た差押命令等の申立ての取下げ等の通知に係る以下の事項を Target 保振サイトにより通知する。 

    ① 銘柄 

    ② 銘柄コード 

    ③ 金額 

    ④ 口座凍結解除日 

    ⑤ 機構加入者の名称 

    ⑥ 機構加入者コード 

 

（２）機構加入者又は間接口座管理機関が差押命令等の申立ての取下げ等の通知の送達を受けた場合 

ａ 間接口座管理機関における取扱い 

（ａ）直近上位機関への通知 

間接口座管理機関は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債につ

いて、差押命令等の申立ての取下げ等の通知の送達を受けた場合には、直ちに、直近上位機関に対し、

その旨並びに当該通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄及び金額を通知する。当該直近上

位機関が間接口座管理機関である場合も同様とする。 

 

ｂ 機構加入者における取扱い 

別途必要な処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 差押命令等の申立ての取下げ等の

通知の対象となった振替新株予約権

付社債の銘柄が記録又は記載されて

いる凍結残高から、当該銘柄が差押命

令等に係る通知の送達を受けた際に

記録又は記載されていた口座へ振替

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 間接口座管理機関は、直ちに、通知

の対象となった振替新株予約権付社

債の銘柄が記録又は記載されている

口座について、口座凍結解除を行う。 
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内        容 備   考 
（ａ）機構への通知 

機構加入者は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債について差

押命令等の申立ての取下げ等の通知の送達を受けた場合又は「ａ 間接口座管理機関における取扱い

（ａ）直近上位機関への通知」に定める通知を受けた場合には、直ちに、機構に対し、連絡を行った

うえで当該通知に係る以下の事項を Target 保振サイトにより通知する。 

    ① 銘柄 

    ② 銘柄コード 

    ③ 金額 

    ④ 機構加入者コード 

    ⑤ 加入者口座コード 

 

ｃ 機構における取扱い 

（ａ）口座凍結解除 

機構は、「ｂ 機構加入者における取扱い（ａ）機構への通知」に定める通知を受けた場合には、当

該通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄及び金額が記録又は記載されている機構加入者の

顧客口について、口座凍結解除を行う。 

 

（ｂ）支払代理人への通知 

口座凍結解除後、機構は、当該口座凍結解除の対象となった銘柄の支払代理人に対し、「ｂ 機構加

入者における取扱い（ａ）機構への通知」に定める通知に係る以下の事項を Target 保振サイトにより

通知する。 

    ① 銘柄 

    ② 銘柄コード 

    ③ 金額 

    ④ 口座凍結解除日 

    ⑤ 機構加入者の名称 

    ⑥ 機構加入者コード 

 

 

 

 

 

３．譲渡命令又は売却命令等に基づく振替の申請があった場合の取扱い 

（１）取扱いの概要 

 
※ 機構加入者は、直ちに、通知の対象

となった振替新株予約権付社債の銘

柄が記録又は記載されている口座に

ついて、口座凍結解除を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 差押え等の競合が解消した場合は、

「２．差押命令等の申立ての取下げ等

の通知の送達を受けた場合の取扱い」

に準じて処理を行う。 
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内        容 備   考 
  振替機関等は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債のうち、差押え等

を受けたものについて、裁判所書記官その他法令で定める者（以下「裁判所書記官等」という。）から、法

令の規定による譲渡若しくは売却の命令又は同様の決定（以下「譲渡命令又は売却命令等」という。）に基

づく振替の申請を受けた場合には、直ちに、その備える振替口座簿における減少の記録又は記載等振替のた

めに必要な手続を行う。なお、上記振替の申請は書面によってなされる（以下、当該書面を「振替の申請書」

という。）。 

 

（２）裁判所書記官等から機構に対し振替の申請があった場合 

ａ 機構における取扱い 

（ａ）振替手続等 

機構は、裁判所書記官等から「振替の申請書」を受領した場合には、「振替の申請書」に記載された

渡方機構加入者の口座における口座凍結済の対象金額について減少の記録又は記載を行うとともに、

受方機構加入者口座において増加の記録又は記載を行う。 

 

（ｂ）機構加入者への通知 

振替手続後、機構は、当該振替の対象となった渡方機構加入者と受方機構加入者に対し、振替に係

る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｃ）支払代理人への通知 

振替手続後、機構は、当該振替の対象となった銘柄の支払代理人に対し、振替等に係る内容を Target

保振サイトにより通知する。 

 

（３）裁判所書記官等から機構加入者又は間接口座管理機関に対し振替の申請があった場合 

ａ 渡方口座管理機関における取扱い 

（ａ）上位機関への通知 

    ア 間接口座管理機関における取扱い 

      間接口座管理機関は、裁判所書記官等から「振替の申請書」を受領した場合には、直近上位機関

に対し、譲渡命令又は売却命令等（写し）及び「振替の申請書」（写し）を添付したうえで、当該

振替に係る内容を通知する。当該直近上位機関が間接口座管理機関である場合も同様とする。 

 

    イ 機構加入者における取扱い 

      機構加入者は、裁判所書記官等から「振替の申請書」を受領した場合又は「ア 間接口座管理機

関における取扱い」に定める通知を受けた場合には、直ちに、機構に対し、連絡を行ったうえで、

当該振替に係る事項を通知する。機構への通知に際しては、譲渡命令又は売却命令等（写し。下位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当該振替手続等の結果、機構加入者

の口座においてなされていた口座凍

結は解除される。 

 

 

※ 振替に係る内容の詳細（渡方機構加

入者等）については当該通知により確

認する。 

 

※ 支払代理人においては、当該通知に

基づいて、機構加入者の口座における

口座凍結が解除された旨を確認する。 
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内        容 備   考 
機関から受領したものを含む。）及び「振替の申請書」（写し。下位機関から受領したものを含む。）

を添付したうえで、差押命令等に係る通知の送達を受けた際に機構へ届け出た事項を再度通知する

ものとする。 

 

ｂ 機構における取扱い 

（ａ）振替手続等 

機構は、機構加入者より振替に係る事項の通知を受けた場合には、渡方機構加入者の口座における

口座凍結済の対象金額について減少の記録又は記載を行うとともに、受方機構加入者口座において増

加の記録又は記載を行う。 

 

（ｂ）機構加入者への通知 

振替手続後、機構は、当該振替の対象となった渡方機構加入者及び受方機構加入者に対し、振替に

係る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｃ）支払代理人への通知 

振替手続後、機構は、当該振替の対象となった銘柄の支払代理人に対し、振替等に係る内容を Target

保振サイトにより通知する。 

 

 

 

４．元利金の取扱い 

（１）差押え等の対象となった残高に係る課税情報の通知等の取扱い 

ａ 取扱いの前提 

差押え等の対象となった残高については、元利払処理の対象外となり、「元利払日程通知ファイル」、

「元利払対象残高データ」、「課税情報申告データ」及び「元利金請求データ」における対象金額に含

まれない。そのため、差押え等を受けている期間中に元利払期日に係る元利金請求データ等の配信が

完了した場合、支払代理人は、当該元利払期日における差押え等の対象となった残高に係る税区分等

を、上記データを用いて確認することができない。支払代理人が、差押え等の対象となった残高に係

る税区分等を確認するためには、課税情報の通知等と同様の手続（以下「差押え等に係る課税情報通

知等」という。）を別に行う必要がある。 

 

ｂ 差押え等に係る課税情報通知等の取扱い 

（ａ）機構加入者における取扱い 

債務者等の上位機関である機構加入者又は自らが債務者等である機構加入者は、元利払期日経過後、

 
 
 
 
 
 
※ 当該振替手続等の結果、渡方機構加

入者の口座においてなされていた口

座凍結は解除される。 
 
 
※ 振替に係る内容の詳細（渡方機構加

入者等）については当該通知により確

認する。 
 
※ 支払代理人においては、当該通知に

基づいて、渡方機構加入者の口座にお

ける口座凍結が解除された旨を確認

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 機構の関与が不要であって、機構加
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内        容 備   考 
直ちに、機構に対し、連絡を行ったうえで元利払期日に係る元利金及び債務者の氏名等の情報を通知

する。機構への通知に際しては、差押命令等に係る通知の写しを添付し、当該通知の送達を受けた際

に機構へ届け出た事項を再度通知するものとする。 

 

 

 

 

 

（ｂ）機構における取扱い 

機構は、「（ａ）機構加入者における取扱い」に定める通知を受けた場合には、支払代理人に対し、

当該情報を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（２）差押え等の対象となった残高について、差押え等を受けている期間中に元利払期日に係る元利金請求デ

ータ等の配信が完了し、その後、振替機関等が差押命令等の申立ての取下げ等の通知等の送達を受けた

場合における当該元利払期日に係る元利金の請求及び支払いの取扱い 

 

ａ 元利金の請求及び支払いの取扱い 

債務者等の直近上位機関が差押命令等の申立ての取下げ等の通知を受けた後に、債務者等において

元利金の支払いを請求する場合の請求及び支払いに係る具体的な取扱いは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）機構加入者における取扱い 

債務者等若しくは譲受人の上位機関である機構加入者若しくは自らが債務者等である機構加入者又

は支払代理人が、元利金の請求に機構の関与を希望する場合には、機構加入者は、機構に対し、連絡

入者、間接口座管理機関及び支払代理

人の間で別に調整が可能である場合

には、左記以外の方法による実施も可

能とする。 
※ 債務者等の直近上位機関が間接口

座管理機関である場合であっても、上

位機関である機構加入者が機構に対

して当該通知を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 機構の関与が不要であって、機構加

入者、間接口座管理機関及び支払代理

人の間で別に調整が可能である場合

には、左記以外の方法による実施も可

能とする。ただし、その場合において

も後述の「（ｅ）抹消の取扱い」にて

定める抹消に係る手続は実施するも

のとする。 
※ 譲渡命令又は売却命令等に基づい

て対象残高に係る振替を受けた者（以

下「譲受人」という。）において元利

金の支払いを請求する場合の請求及

び支払いに係る具体的な取扱いも同

様とする。 
 
※ 債務者等又は譲受人の直近上位機

関が間接口座管理機関である場合で
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内        容 備   考 
を行ったうえで元利金の請求に係る情報を Target 保振サイトにより通知する。機構への通知に際して

は、差押命令等に係る通知の送達を受けた際に機構へ届け出た事項を再度通知するものとする。 

 

（ｂ）機構における取扱い 

機構は、「（ａ）機構加入者における取扱い」に定める通知を受けた場合には、支払代理人に対し、

当該請求に係る情報を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｃ）支払代理人における取扱い 

支払代理人は、「（ｂ）機構における取扱い」に定める通知を受けた場合には、請求を行った機構加

入者が「１．差押命令等の送達を受けた場合の取扱い」にて機構より通知された機構加入者と一致し

ていることを確認したうえで、事前に受領した「（１）差押え等の対象となった残高に係る課税情報の

通知等の取扱い」にて機構より通知された差押え等に係る課税情報通知等の情報等を利用して、機構

加入者に対して元利金の支払いを行う。 

 

（ｄ）口座管理機関における取扱い 

機構加入者は、「（ｃ）支払代理人における取扱い」に定める元利金の支払いを受けた場合であって

自らが債務者等でない場合には、債務者等若しくは譲受人又は債務者等若しくは譲受人の上位機関で

ある直近下位機関に対して元利金の支払いを行う。当該支払を受けた口座管理機関が債務者等又は譲

受人でない場合も同様とする。 

 

（ｅ）抹消の取扱い 

ア 機構加入者による抹消の申請 

機構加入者は、「（ｃ）支払代理人における取扱い」に定める元利金の支払いを確認し、当該元利

支払いが振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合には、機構に対し、抹消の申請を行う。 

 

イ 機構による振替新株予約権付社債の抹消 

機構は、機構加入者による抹消の申請を受けたときは、振替新株予約権付社債の記録がされてい

る機構加入者口座において、当該振替新株予約権付社債についての記録を抹消する。 

 

ウ 支払代理人、機構加入者及び株主名簿管理人に対する抹消済みの通知 

機構は、振替新株予約権付社債の記録を抹消したときは、支払代理人、機構加入者及び株主名簿

管理人に対し、抹消に係る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

５．裁判所書記官から抹消の申請があった場合の取扱い 

あっても、上位機関である機構加入者

が機構に対して当該通知を行う。 
 
 
 
 
 
 
※ 譲渡命令又は売却命令等に基づく

振替があった場合には、「３．譲渡命

令又は売却命令等に基づく振替の申

請があった場合の取扱い」にて機構よ

り通知された機構加入者と一致して

いることを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 機構は、業務管理端末から抹消のオ

ペレーションを行う。 
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内        容 備   考 
（１）取扱いの概要 

  差押え等を受けた振替新株予約権付社債について、民事執行規則第 150 条の 6第 1項又は第 2項に規定す

る供託があったことを証する文書が提出された場合には、裁判所書記官は、当該供託に係る振替新株予約権

付社債について、抹消の申請をしなければならないとされている（民事執行規則第 150 条の 6 第 4 項）。振

替機関等は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債のうち、差押え等を受

けたものについて、裁判所書記官から、抹消の申請を受けた場合には、直ちに、その備える振替口座簿にお

ける減少の記録又は記載等抹消のために必要な手続を行う。なお、上記抹消の申請は書面によってなされる

（以下、当該書面を「抹消の申請書（供託）」という。）。 

 

（２）裁判所書記官から機構に対し抹消の申請があった場合 

ａ 機構における取扱い 

（ａ）抹消手続 

機構は、裁判所書記官から「抹消の申請書（供託）」を受領した場合には、「抹消の申請書（供託）」

に記載された機構加入者の口座における口座凍結済の対象金額について減少の記録を行う。 

 

（ｂ）機構加入者への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消の申請の対象となった口座を開設する機構加入者に対し、抹消に係

る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｃ）支払代理人への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消の対象となった銘柄の支払代理人に対し、抹消に係る内容を Target

保振サイトにより通知する。 

 

（３）裁判所書記官から機構加入者又は間接口座管理機関に対し抹消の申請があった場合 

ａ 口座管理機関における取扱い 

（ａ）上位機関への通知 

ア 間接口座管理機関における取扱い 

間接口座管理機関は、裁判所書記官から「抹消の申請書（供託）」を受領した場合には、直近上位機

関に対し、「抹消の申請書（供託）」（写し）を添付したうえで、当該抹消に係る内容を通知する。当該

直近上位機関が間接口座管理機関である場合も同様とする。 

 

イ 機構加入者における取扱い 

機構加入者は、裁判所書記官から「抹消の申請書（供託）」を受領した場合又は「ア．間接口座管

理機関における取扱い」に定める通知を受けた場合には、直ちに、機構に対し、連絡を行ったうえ
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内        容 備   考 
で当該抹消に係る事項を通知する。機構への通知に際しては、「抹消の申請書（供託）」（写し。下位

機関から受領したものを含む。）を添付したうえで、差押命令等に係る通知の送達を受けた際に機構

へ届け出た事項を再度通知するものとする。 

 

ｂ 機構における取扱い 

（ａ）抹消手続 

機構は、機構加入者より抹消に係る事項の通知を受けた場合には、「抹消の申請書（供託）」（写し）

に記載された機構加入者の口座における口座凍結済の対象金額について減少の記録を行う。 

 

（ｂ）機構加入者への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消に係る事項の通知を行った機構加入者に対し、抹消に係る内容を

Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｃ）支払代理人への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消の対象となった銘柄の支払代理人に対し、抹消に係る内容を Target

保振サイトにより通知する。 

 

６．差押債権者等から償還金の取立てがあった場合の取扱い 

（１）取扱いの概要 

  振替新株予約権付社債を差し押さえた債権者（以下「差押債権者」という。）は、債務者に対して差押命

令が送達された日から 1 週間が経過したときは、当該振替新株予約権付社債を取り立てることができると

されている（民事執行規則第 150 条の 5 第 1 項）。また、税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事す

る職員（以下「徴収職員」という。）は、差し押さえた振替新株予約権付社債の取立てをすることができる

とされている（国税徴収法第 73 条の 2 第 4 項において準用する同法第 67 条第 1 項）。そのため、差押債権

者又は徴収職員（以下「差押債権者等」という。）から発行者に対して適法な償還金の取立てがあった場合

には、発行者は、差押債権者等が債務者等に代わって抹消申請を行うことと引換えに償還金の取立てに応じ

ることとなる。振替機関等は、その備える振替口座簿に記録又は記載されている振替新株予約権付社債のう

ち、差押え等を受けた振替新株予約権付社債で償還期日を迎えたものについて、差押債権者等から抹消の申

請を受けた場合には、直ちに、その備える振替口座簿における減少の記録又は記載等必要な手続を行う。な

お、上記抹消の申請は必ず書面で受け付ける（以下、当該書面を「抹消の申請書（取立て）」という。）。 

 

（２）差押債権者等から機構に対し抹消の申請があった場合 

ａ 発行者における取扱い 

（ａ）機構への通知 
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内        容 備   考 
発行者は、差押債権者等から償還金の取立てを受けた場合には、直ちに、機構に対し、差押債権者

等から償還金の取立てがあった旨並びに当該取立てに係る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

ｂ 機構における取扱い 

（ａ）取立てに係る支払日、抹消日等の調整 

機構は、「ａ．発行者における取扱い（ａ）機構への通知」に定める通知を受けた場合には、支払代

理人との間で取立てに係る支払日や抹消日等について調整を行う。 

 

（ｂ）抹消手続 

機構は、「ａ．発行者における取扱い（ａ）機構への通知」に定める通知を受けた場合及び差押債権

者等から「抹消の申請書（取立て）」を受領した場合には、事前に支払代理人と調整を行った日程で、

「抹消の申請書（取立て）」に記載された機構加入者の口座における口座凍結済の対象金額について減

少の記録を行う。 

 

（ｃ）機構加入者への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消の申請の対象となった口座を開設する機構加入者に対し、抹消に係

る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｄ）支払代理人への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消の対象となった銘柄の支払代理人に対し、抹消に係る内容を Target

保振サイトにより通知する。 

 

ｃ 支払代理人における取立てに係る支払い 

    支払代理人は、事前に機構と調整を行った日程で、取立てに係る支払いを行う。 

 

（３）差押債権者等から機構加入者又は間接口座管理機関に対し抹消の申請があった場合 

ａ 発行者における取扱い 

（ａ）機構への通知 

発行者は、差押債権者等から償還金の取立てを受けた場合には、直ちに、機構に対し、差押債権者

等から償還金の取立てがあった旨並びに当該取立てに係る内容を Target 保振サイトにより通知する。 

 

ｂ 取立てに係る支払日、抹消日等の調整 

支払代理人は、差押命令等に係る通知の対象となった振替新株予約権付社債の銘柄が記録又は記載

されている口座を開設する機構加入者又は間接口座管理機関との間で、取立てに係る支払日や抹消日
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3－21－13 

内        容 備   考 
等について調整を行う。 

 

ｃ 口座管理機関における取扱い 

（ａ）上位機関への通知 

ア 間接口座管理機関における取扱い 

間接口座管理機関は、差押債権者等から「抹消の申請書（取立て）」を受領した場合には、直近上

位機関に対し、「抹消の申請書（取立て）」（写し）を添付したうえで、当該抹消に係る内容を通知す

る。当該直近上位機関が間接口座管理機関である場合も同様とする。 

 

イ 機構加入者における取扱い 

機構加入者は、差押債権者等から「抹消の申請書（取立て）」を受領した場合又は「ア．間接口座

管理機関における取扱い」に定める通知を受けた場合には、直ちに、機構に対し、連絡を行ったう

えで当該抹消に係る事項を通知する。機構への通知に際しては、「抹消の申請書（取立て）」（写し。

下位機関から受領したものを含む。）を添付したうえで、差押命令等に係る通知の送達を受けた際に

機構へ届け出た事項を再度通知するものとする。 

 

ｄ 機構における取扱い 

（ａ）抹消手続 

機構は、機構加入者より抹消に係る事項の通知を受けた場合、並びに「ａ．発行者における取扱い

（ａ）機構への通知」に定める通知を受けた場合には、「抹消の申請書（取立て）」に記載された機構

加入者の口座における口座凍結済の対象金額について減少の記録を行う。 

 

（ｂ）機構加入者への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消に係る事項の通知を行った機構加入者に対し、抹消に係る内容を

Target 保振サイトにより通知する。 

 

（ｃ）支払代理人への通知 

抹消手続後、機構は、当該抹消の対象となった銘柄の支払代理人に対し、抹消に係る内容を Target

保振サイトにより通知する。 

 

ｅ 支払代理人における取立てに係る支払い 

    支払代理人は、事前に機構加入者又は間接口座管理機関と調整を行った日程で、取立てに係る支払い

を行う。 
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3－21－14 

内        容 備   考 
７．全部抹消があった場合の口座凍結中残高の取扱い 

（１）取扱いの前提 

差押命令等に係る通知の送達を受け、口座凍結の対象となっている振替新株予約権付社債の銘柄について

全部抹消があった場合には、口座凍結中の残高も含めて抹消される。 

 

（２）具体的な取扱い 

振替新株予約権付社債の全部抹消に係る具体的な手続については、第８節「全部抹消の手続」を参照。 

 

（３）関係者への連絡等 

差押命令等に係る通知の対象となった銘柄の記録の全部が抹消された場合には、裁判所、支払代理人等の

関係者への連絡等その他所要の手続を実施する。 

 

以 上 
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振替新株予約権付社債が差押え等を受けた場合の処理フロー 

 

１．差押命令等の送達を受けた場合の取扱い（機構加入者の顧客口の銘柄について） 

２．差押命令等の申立ての取下げ等の通知の送達を受けた場合の取扱い（機構加入者の顧客口の銘柄について） 

日程 
差押命令等の送達日 

（口座凍結処理日） 

差押命令等の申立ての取下げ等の通知日 

（口座凍結解除日） 

 

支払代理人 

 

      

 

機構 

 

      

 

機構加入者 

 

      

間接口座管理機関 

      

 

裁判所 

 

      

※参照項番 
「１．（２）ａ」～「１．（２）ｃ」 「２．（２）」 

資料3－21－1 
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３．譲渡命令又は売却命令等に基づく振替の申請があった場合の取扱い（機構加入者の顧客口の銘柄について） 

日程 
差押命令等の 

送達日 
～ 振替の申請日 

 

支払代理人 

 

        

受方機構加入者 

        

 

機構 

 

        

 

渡方機構加入者 

 

        

間接口座管理機関 

        

 

裁判所書記官等 

 

    
 

   

※参照項番 
「１．（２）」  「３．（３）」 

 

振
替
の
申
請
書 

直
近
上
位
機
関
へ
の
通
知 

機
構
へ
の
通
知 

支
払
代
理
人
へ
の
通
知 

機
構
加
入
者
へ
の
通
知 

差押命令等の

送達に伴い、

「１．差押命

令等の送達を

受けた場合の

取扱い」に記

載の口座凍結

処理を行う 

口座凍結解除 

振
替 
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４．元利金の取扱い 

日程 
差押命令等の 

送達日 
～ 

元利払日 

（償還日） 

差押命令等の申

立ての取下げ等

の通知日 

差押命令等の申立ての取下げ等の通知日以降 

株主名簿管理人 

       

 

支払代理人 

 

       

 

機構 

 

       

 

機構加入者 

 

       

 

間接口座管理機関 

 

       

債務者等 

又は 

譲受人 

   
 

   

※参照項番 
「１．（２）」  「４．（１）ｂ」 「２．（２）」 「４．（２）ａ（ａ）～４．（２）ａ（ｅ）ウ」 

元
利
金
の
請
求 

元
利
金
の
請
求 

元
利
金
の
支
払
い 

課
税
情
報
通
知 

支
払
代
理
人
へ
の
通
知 

抹
消
の
申
請 

抹消手続 

差押命令等の

送達に伴い、

「１．差押命

令等の送達を

受けた場合の

取扱い」に記

載の口座凍結

処理を行う 

 

利払日の都

度実施する 

差押命令等の

申立ての取下

げ等の通知の

送達に伴い、

「２．差押命

令等の申立て

の取下げ等の

通知の送達を

受けた場合の

取扱い」に記

載の口座凍結

解除処理を行

う 

 

元
利
金
の
支
払
い 

元
利
金
の
支
払
い 

抹
消
済
通
知 抹消手続 

抹消手続 
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５．裁判所書記官から抹消の申請があった場合の取扱い（機構加入者の顧客口の銘柄について） 

日程 
差押命令等の 

送達日 
～ 供託日 抹消の申請日 

支払代理人 

        

 

機構 

 

        

 

機構加入者 

 

        

間接口座管理機関 

        

 

裁判所書記官 

 

   
 

    

発行者 

   
 

    

※参照項番 
「１．（２）」   「５．（３）」 

 

供
託
文
書
の
提
出 

抹消手続 

抹
消
の
申
請 

機
構
へ
の
通
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構
加
入
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払
代
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差押命令等の

送達に伴い、

「１．差押命

令等の送達を

受けた場合の

取扱い」に記

載の口座凍結

処理を行う 

 

抹消手続 

抹消手続 
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６．差押債権者等から償還金の取立てがあった場合の取扱い（機構加入者の顧客口の銘柄について） 

日程 
差押命令等の

送達日 
～ 

取立ての 

申請日 
～ 抹消の申請日 支払日 

 

支払代理人 

 

         

機構 

         

 

機構加入者 

 

         

債務者の口座を 

開設する間接口座 

管理機関 

         

発行者 

         

 

差押債権者等 

 

    
 

    

※参照項番 
「１．（２）」  「６．（３）ａ」 「６．（３）ｂ」 「６．（３）ｃ」～「６．（３）ｄ」 「６．（３）ｅ」 
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抹消手続 

抹消手続 
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【参考１】ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理について 

 

内 容 備 考 
 
１．口座の通知 
  副転換代理人は、ユーロ円建新株予約権付社債の発行時に、会社及び株主名簿管理人に対して、当該新

株予約権付社債の新株予約権行使に伴い交付される振替株式の記録を受けるべき口座（加入者口座コー

ド）を通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．新株予約権行使の通知 
  現地の主転換代理人は、新株予約権付社権者から新株予約権行使の請求を受けた場合には、国内の会社

及び副転換代理人に対して、新株予約権行使の通知を行う。 
 
 
 
３．新株予約権行使の内容の照合 

 
 
※ 副転換代理人は、口座管理機関と

して新株予約権行使の名義代理人

（以下「カストディアン」という。）

の口座を開設する。 
※ 会社は、新株予約権行使が行われ

る都度、副転換代理人から通知を受

けた口座に振替株式の交付を行う

ものとする。 
※ 振替株式の記録を受けるべき口

座については、本来、証券保管振替

機構（以下「機構」という。）を通

じて、口座通知データの送受信を行

うところであるが、株式交付日程の

都合上、当該データの送受信は行わ

ないこととする。なお、この取扱い

は、当該データの送受信が行えるよ

うになるまでの暫定措置とする。 
 
 
※ 新株予約権行使により発行され

る株式は、現地で行使請求が行われ

た日の翌暦日（日本時間）に効力が

発生する。 
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内 容 備 考 
会社及び副転換代理人は、主転換代理人から新株予約権行使の通知を受けたときは、当該新株予約権行

使の内容について照合を行う。 
 
４．振替株式の交付の依頼 

会社は、副転換代理人と新株予約権行使の内容の照合を行った後、株主名簿管理人に対して、振替株式

の交付を依頼する。 
 
 
 
５．振替株式の交付内容の照合 
（１）株主名簿管理人による振替株式の交付内容の通知 
  株主名簿管理人は、会社から振替株式の交付の依頼を受けた日の翌営業日の午前 8 時 30 分から正午ま

での間に、副転換代理人に対し、新株予約権行使に伴い交付される振替株式の内容について、次の事項を

通知する。 
 ① 振替株式の銘柄 
 ② 振替株式の数 
 ③ 振替株式の交付日（振替株式の交付依頼日の 3 営業日後の日） 
 ④ 振替株式の交付先である副転換代理人の機構加入者コード 
 ⑤ 振替株式の交付元である株主名簿管理人の機構加入者コード  
 ⑥ 振替株式の交付先であるカストディアンの加入者口座コード 
 ⑦ 振替株式の交付元である会社の加入者口座コード 
 ⑧ 新株予約権行使の効力発生日 
⑨ 振替株式の全部又は一部が自己株式である場合は、新株又は自己株式の別及びその内訳 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※ 新株予約権行使により交付され

る振替株式は、カストディアン又は

そのノミニー名義で株主名簿に記

載される。 
 
 
 
※ 当該通知は、加入者情報Ｗｅｂ端

末の「振替先口座照会」機能を用い

て行う。 
※ ユーロ円建新株予約権付社債の

新株予約権行使に伴う振替株式の

交付内容の通知であることを明確

にするため、口座照会の事由は「そ

の他」、振替の種類は「その他振替」

を指定し、フリーメッセージ欄に

「ユーロ円新株予約権行使」と入力

する。 
※ ③は「振替先口座照会」の入力項

目の中の「振替予定日」欄に、④は

「受方機構加入者の機構加入者コ

ード」欄に、⑤は「渡方機構加入者

の機構加入者コード」欄に、⑥は「振

替先口座の加入者口座コード」欄

に、⑦は「振替元口座の加入者口座
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内 容 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）副転換代理人による振替株式の交付内容の確認 

副転換代理人は、株主名簿管理人から振替株式の交付内容の通知を受けた場合には、当該通知を受けた

日の正午から午後 4 時 30 分までの間に、当該通知の内容について確認を行う。 
 
 
 
 
 
６．新規記録 
（１）株主名簿管理人から機構への新規記録通知 

株主名簿管理人は、会社から振替株式の交付の依頼を受けた日の翌営業日の午前 3 時から午後 8 時まで

の間に、機構に対し、次の事項（新規記録通知データ）をファイル伝送により通知する。 
① 振替株式の銘柄 
② 加入者（カストディアン）の加入者口座コード 
③ 加入者（カストディアン）の株主等照会コード 
④ 振替株式の数 
⑤ 新規記録区分（「振替新株予約権でない新株予約権の行使による振替株式」を指定する。） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日を入力する。） 
⑦ 新規記録日（振替株式の交付依頼日の 3 営業日後の日を入力する。） 

 

コード」欄に、⑧は「取得日」欄に、

⑨は「フリーメッセージ」欄にそれ

ぞれ入力する。 
※ ⑨の入力例としては、新株を 500
株、自己株式を 500 株交付する場合

は、「交付株式総数 1,000 株、内新

株交付分 500 株、自己株式交付分

500 株」と入力する。 
 
 
※ 副転換代理人は、確認の結果、当

該通知の内容に過誤が判明したと

きは、直ちに、株主名簿管理人に対

し、電話等により連絡することと

し、株主名簿管理人は必要な措置を

とる。 
 
 
 
※ 新規記録通知データは、主転換代

理人から受けた新株予約権行使の

通知毎に作成する。 
※ 株式等リファレンスＮＯは入力

しない。 
※ 株主名簿管理人は、５．（２）に

おいて振替株式の交付内容に過誤

があった場合で、既に機構に対して

新規記録通知データを送信してい

るときは、当該データを訂正のう
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内 容 備 考 
 
 
 
（２）機構から副転換代理人への新規記録通知 

機構は、株主名簿管理人から新規記録通知データを受けた日の翌営業日の午前 3 時から午後 8 時までの

間に、副転換代理人に対し、次の事項（新規記録通知情報データ）をファイル伝送により通知する。 
① 振替株式の銘柄 
② 振替株式の数 
③ 副転換代理人の機構加入者コード 
④ 加入者（カストディアン）の加入者口座コード 
⑤ 新規記録区分（振替新株予約権でない新株予約権の行使による振替株式） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
⑦ 新規記録日（振替株式の交付依頼日の 3 営業日後の日） 

 
（３）振替口座簿における増加の記録 

機構及び副転換代理人は、新規記録日の業務開始時（9:00）に、新規記録通知の内容に基づき、振替口

座簿に振替株式の増加の記録を行う。 
 
 
 
（４）新規記録の処理結果の通知 

機構は、新規記録日の午前 3 時から午後 8 時までの間に、株主名簿管理人及び副転換代理人に対し、新

規記録の処理結果をファイル伝送により送信する。 
 
 
 
 
７．新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合の手続 
  株主名簿管理人は、会社が新株予約権行使に対して新株の交付に代えて自己株式を交付することとした

え、午後 8 時までにファイル伝送に

より通知する。 
 
 
※ 新規記録情報データの明細レコ

ード区分には、「口座通知なし」を

指定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 機構は副転換代理人の口座の顧

客口に増加の記録を行い、副転換代

理人はカストディアンの口座に増

加の記録を行う。 
 
 
※ 当該通知は、株主名簿管理人へは

「口座処理結果ファイル」により、

副転換代理人へは「機構加入者別口

座残高表」及び「機構加入者別口座

処理明細票」により通知される。 
 
 
※ 振替の申請は、先日付振替請求に
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内 容 備 考 
場合には、機構に対して、振替株式の交付日（新株を交付する場合の新規記録日と同日）の業務開始時

（9:00）を振替時とするカストディアンの口座への振替の申請を行う。 
 
 
 
８．新株予約権行使に伴い生じる単元未満株式の買取処理 
（１）単元未満株式の取扱い 

株主名簿管理人は、新株予約権行使に伴い単元未満株式が生じる場合には、単元株数部分と単元未満株

数部分を合算のうえ、機構に対し、新規記録通知又は振替の申請を行う。 
 
（２）単元未満株式の振替及び買取代金の支払い 

副転換代理人は、単元未満株式の買取処理が行われる場合には、買取日（振替株式の交付日）に、会社

の口座への振替の申請を行う。株主名簿管理人は、買取日（振替株式の交付日）に、副転換代理人に対し、

買取代金の支払いを行う。 
 

より行う。 
※ 新株予約権行使に伴う自己株式

の振替である旨を振替のメッセー

ジ欄に入力する。 
 
 
 
 
 
 
 
※ 当該振替先の会社の口座は、株主

名簿管理人に開設された口座とす

る。 
※ 買取処理による単元未満株式の

振替である旨を振替のメッセージ

欄に入力する。 
 

以 上 
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ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使（現行処理フロー）

主転換代理人
（カストディアン）

現地の金融機関等

投資家
（社債権者）

株主名簿管理人
（ＴＡ）

副転換代理人

常任代理人
（証券会社等）

（海外） （国内）

発行者

①行使請求

②行使請求

③行使通知

③行使通知
④行使通知の照合

⑤株券発行依頼

⑤行使連絡 ⑦株券引渡

⑧引渡完了通知

株式受取指図
（引渡当日までに通知）

⑥株券発行

資料1
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ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使（振替制度における処理フロー）

主転換代理人
（カストディアン）

現地の金融機関等

投資家
（社債権者）

株主名簿管理人
（ＴＡ）

副転換代理人

カストディアン名義口座

常任代理人
（証券会社等）

機構

（海外） （国内）

発行者

①行使請求

②行使請求

③行使通知

③行使通知
④行使通知の照合

⑤株式交付依頼

⑥株式交付内容
の通知

⑦株式交付内容
の確認

⑧新規記録通知
（振替指図）

⑨新規記録通知
（口座振替）

⑤行使連絡 ⑩口座振替

⑪引渡完了通知

株式受取指図
（引渡当日までに通知）

（注１） 副転換代理人は新規記録又は口座振替を受
ける口座を予め発行体及びＴＡに通知しておく。

（注２） 株式交付内容の通知及び確認（⑥、⑦）は、加
入者情報ＷＥＢ端末の「振替先口座照会」機能を活用
して行う。

（注３） 新株を発行する場合は新規記録処理、自己株
を充当する場合は口座振替処理により行う。（⑧、⑨）

資料2

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使（処理日程）

副転換代理人 機構 ＴＡ

Ｔ日
（新株予約権行使の効力発生日）

ＣＢの発行時

Ｔ＋１日

Ｔ＋２日

Ｔ＋３日
（新規記録日）

日中

夜間処理

日中

夜間処理

日中

夜間処理

日中

新規記録通知
データ

新規記録通知
データ

新規記録通知情報データ作成

新規記録通知
情報データ

新規記録処理

振替口座簿

帳票ファイル帳票ファイル

新規記録通知
情報データ

新規記録通知データ作成

加入者情報
サーバ

加入者口座コードの通知

株式交付内容の確認 株式交付内容の通知

12:00～16:30 8:30～12:00

3:00～20:00

3:00～20:00

3:00～20:00

TAは、加入者情報Ｗeb端
末の振替先口座照会機能を
用いて新株予約権行使に伴
い交付される株式の内容に
ついて次の事項を通知する。
・銘柄
・数量
・新規記録（振替）予定日
・新規記録先（振替先）の加
入者口座コード
・新株、自己株の別（フリー
メッセージ欄に記載）

副転換代理人は、加入者情報Ｗeb端末
の被照会状況照会の機能を用いて新株
予約権行使に伴い交付される株式の内容
について確認を行う。

副転換代理人は、発行時に、新株予約権
行使に伴い交付を受ける口座を予め発行
会社に届け出ておくものとする。

TAは、発行会社からの株式
交付依頼に基づいて新規記
録データを作成する。

副転換代理人は、発行時に、新株予約権
行使に伴い交付を受ける口座を予め発行
会社に届け出ておくものとする。
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【参考２】株式等振替制度の対象とならない新株予約権等の取扱いに関する事務処理について 

 

Ⅰ．非振替新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理 

 
○ 機構の取扱対象でない新株予約権付社債について新株予約権行使が行われる場合の事務スキームについて、以下に記述する。なお、機構の取扱対象で

あって振替制度に移行していない新株予約権付社債（特例新株予約権付社債）については、個別移行したうえで、振替制度において新株予約権行使を行

うことを原則とするが、個別移行についての同意が得られないものについては、当該事務スキームを適用する。 
 

内 容 備 考 

 
１．新株予約権行使の手続き 
（１）新株予約権行使請求の取次ぎの請求 
   新株予約権付社債権者は、新株予約権付社債に係る新株予約権行使請求を行う場合には、新株予約

権行使請求書に次に掲げる事項を記入のうえ、新株予約権付社債券及びその他発行会社の求める書類
を添えて、自らの口座を開設する口座管理機関に対し、新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行う。 

  ① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 
  ② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
  ③ 新株予約権付社債の銘柄 
  ④ 新株予約権付社債の行使請求額面 
  ⑤ その他発行会社の求める事項 
 
 
 
 
 
 
（２）新株予約権行使請求の取次ぎ 
   直接口座管理機関は、その加入者である新株予約権付社債権者から新株予約権行使請求の取次ぎの

請求を受けた場合又はその直近下位機関から新株予約権行使請求の取次ぎの委託を受けた場合には、
株主名簿管理人に対し、新株予約権行使請求書、新株予約権付社債券及びその他発行会社の求める書
類（以下「新株予約権行使請求に係る書類」という。）を送付することにより、新株予約権行使請求
の取次ぎを行う。 

 
 
 
 

 
 
 
※ 新株予約権付社債権者は、新株予約権の
行使条件を満たしていることを確認した上
で、行使を行う。 

※ 新株予約権付社債権者は、新株予約権行
使により交付される振替株式の記録を受け
るための口座（特別口座を除く。）をあらか
じめ口座管理機関に開設しておかなければ
ならない。 

※ 加入者口座コードを発行会社に正確に通
知する必要があること等から、当該新株予
約権付社債の新株予約権行使請求について
は、口座管理機関が発行会社に取り次ぐ方
法により行うことを原則とする。 

 
 
※ 間接口座管理機関は、直近上位機関に新
株予約権行使請求の取次ぎの委託を行う。
当該委託を受けた間接口座管理機関も同様
とする。 

※ 直接口座管理機関は、株主名簿管理人が
振替株式の新規記録日を特定できるよう、
新株予約権行使請求に係る書類を送付した
日（以下「新株予約権行使請求取次日」と
いう。）を新株予約権行使請求書に記入す
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
２．振替株式の交付の手続き 
（１）株主名簿管理人から機構への新規記録通知 
   株主名簿管理人は、新株予約権行使請求取次日の４営業日後の日の午前３時から午後８時までの間

に、機構に対し、次の事項（新規記録通知データ）をファイル伝送により通知する。 
  ① 新規記録をする振替株式の銘柄及び数 
  ② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
  ③ 新株予約権付社債権者の株主等照会コード 
  ④ 新規記録区分（９：その他） 
  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使請求取次日の６営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）機構から直接口座管理機関への新規記録通知情報の通知 
   機構は、株主名簿管理人から新規記録通知データを受けた日の翌営業日（新株予約権行使請求取次

日の５営業日後の日）の午前３時から午後８時までの間に、直接口座管理機関に対し、次の事項（新
規記録通知情報データ）をファイル伝送により通知する。 

  ① 新規記録する振替株式の銘柄及び数 
  ② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
  ③ 直接口座管理機関の機構加入者コード 
  ④ 新規記録区分（９：その他） 

る。 
※ 直接口座管理機関は、新株予約権行使請
求取次日の２営業日後の日までに、株主名
簿管理人に到着するよう取次ぎを行う。 

 
 
 
※ 株主名簿管理人による機構への通知に先
立ち、発行会社は、新株予約権の行使条件
を満たしていることを確認する。 

※ 株式等リファレンス NO は、設定しない。 
※ 株主等照会コードについては、ダミーの
コードを設定する。 

※ 株主名簿管理人は、機構に対し、株主等
照会コードの照会を行うことができる。 

※ 新規記録区分は、「９：その他」を指定す
る。 

※ 新規記録日は、新株予約権行使取次日の
６営業日後の日を設定する。 

※ 自己株式を交付する場合には、左記の事
項に加えて、次の事項を通知する。 
①自己株式充当区分（「充当あり」を指定す
る。） 
②自己株式充当数量 
③加入者口座コード（「充当元口座」を設定
する。） 

 
 
※ 新規記録通知情報データの明細レコード
区分には、「口座通知なし」を指定する。 

※ 直接口座管理機関は、機構から受けた新
規記録通知情報データに直近下位機関に係
るデータが含まれている場合には、直近下
位機関に対して、当該データを通知する。
当該通知を受けた直近下位機関も同様とす
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内 容 備 考 

  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使請求取次日の６営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
（３）振替口座簿における増加の記録 
   機構及び口座管理機関は、新規記録日の業務開始時（午前９時）に、新規記録通知の内容に基づき、

振替口座簿に振替株式の増加の記録を行う。 
 
 
 
（４）新規記録の処理結果の通知 
   機構は、新規記録日の午前３時から午後８時までの間に、株主名簿管理人及び直接口座管理機関に

対し、新規記録の処理結果をファイル伝送により通知する。 
 
 
 
 
（５）新株予約権行使から振替株式の新規記録日までの間に株主確定日を迎える場合の取扱い 

新株予約権の行使又は転換の請求の時期によっては、株主確定日までに振替口座簿への株式の記録
が間に合わず、総株主通知の対象とならない。そのため株主名簿管理人は、権利付最終日の翌営業日
から株主確定日までの期間、新株予約権の行使又は転換の請求を受け付けることができない。口座管
理機関は、加入者から新株予約権の行使又は転換の請求の取次ぎを受ける場合には、留意が必要であ
る。 

 
 
３．株主名簿管理人に対し、直接、新株予約権行使請求が行われた場合の手続き 
（１）新株予約権行使請求の受付 

新株予約権付社債権者が、自らの口座を開設する直近上位の口座管理機関を経由せず、株主名簿管
理人に対し、直接、新株予約権行使請求を行った場合には、株主名簿管理人は、当該新株予約権付社
債権者の加入者口座コード等に誤りがないかについて確認を行ったうえで、新株予約権行使請求を受
け付ける。 
 

 
 
 
 

る。 
 
 
 
※ 新株予約権付社債権者の口座を開設する
機構又は口座管理機関は、振替口座簿に増
加の記録を行う際に、効力発生日を付記す
る。 

 
 
※ 当該通知は、株主名簿管理人へは、「口座
処理結果ファイル」により、直接口座管理
機関へは、「機構加入者別口座残高表」及び
「機構加入者別口座処理明細表」により通
知される。 

 
 
※ 平成 20 年 12 月 5 日全国株懇連合会理事
会決定の「新株予約権行使請求書（兼）転
換請求書」を参照。全国株懇連合会理事会
決定事項については、平成 20年 12 月 10 日
に日本証券業協会から会員宛通知（日証協
（市企）20 第 42 号）がされている。 

 
 
 
※ 新株予約権付社債権者から株主名簿管理
人への直接の新株予約権行使請求は例外措
置であり、新株予約権付社債権者の口座を
開設する口座管理機関が新株予約権行使請
求を取り次ぐことを原則とする。 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から
口座管理機関発行の加入者口座コードを証
明する書面の提出を求める方法、加入者情
報 Web 端末の「振替先口座照会」機能を使
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内 容 備 考 

 
 
 
 
（２）口座管理機関への振替株式の交付通知 
   株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対し、当該新株予約権付社債権者が新株予約権行使請求
をした旨及び次の事項を通知する。 

  ① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称 
  ② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
  ③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び数 
  ④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
  ⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日） 

⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用する方法又は新株予約権付社債権者の口
座を開設する口座管理機関に問合せる方法
等により行う。 

 
 
※ 新株予約権付社債権者の口座を開設する
口座管理機関は、当該新株予約権付社債権
者が新株予約権行使請求を行ったことを把
握していないため、当該通知を行う必要が
ある。 

※ 当該通知は加入者情報 Web 端末の「振替
先口座照会」機能の使用又は FAX 等により
行う。なお、「振替先口座照会」機能を使用
して通知を行う場合、（１）新株予約権行使
請求の受付の際に実施する加入者口座コー
ドの確認を兼ねることとする。 

※ 「振替先口座照会」機能を使用せず、FAX
等にて通知を行う場合は、新株予約権付社
債権者の氏名又は名称に加え、必要に応じ
て住所についても通知を行う。 

※ FAX 等にて当該通知を受けた口座管理機
関が間接口座管理機関の場合には、直近上
位機関に必要な情報を通知する。当該通知
を受けた直近上位機関が間接口座管理機関
である場合も同様とする。 

※ 口座管理機関への加入者口座コードの確
認及び振替株式の交付通知を行う際に「振
替先口座照会」機能を使用する場合には、
各入力項目の設定方法は以下のとおりとす
る。 
・「照会先の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「振替先口座の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「受方機構加入者の機構加入者コード」欄 
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   振替株式の交付先である機構加入者
の機構加入者コードを設定する。 

・「振替元口座の加入者口座コード」欄 
   振替株式の交付元である発行会社の

加入者口座コードを設定する。 
・「渡方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付元である株主名簿管

理人の機構加入者コードを設定する。 
・「口座照会の事由」欄 
   「その他」を指定する。 
・「振替種類」欄 
   「その他振替」を指定する。 

 ・「振替予定日」欄  
    左記⑤を設定する。 
 ・「銘柄コード」欄（１行目） 
    交付する株式の銘柄を設定する。 
 ・「振替数量」欄（１行目） 
    交付する株式の数量を設定する。 
 ・「取得日」欄（１行目） 
    左記⑥を設定する。 
 ・「フリーメッセージ」欄   

【通知内容に係る記載】 

「非振替新株予約権付社債に係る新 

株予約権行使」と入力する。 

【行使数量に係る記載】 

行使された新株予約権付社債の数

量（「～円」）を入力する。 

【交付方法に係る記載】 

交付方法（「新株交付」または「自

己株充当」）を入力する。 

 
※ 振替株式を自己株充当により交付する場
合も同様に、「振替元口座の加入者口座コー
ド」欄に発行会社の自己株式の充当元の加
入者口座コード、「渡方機構加入者の機構加
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内 容 備 考 

 
 
 
 
（３）振替株式の交付に係る手続き 
   振替株式の交付に係る手続きについては、２．振替株式の交付の手続きと同様の手続きを行う。た

だし、振替株式の交付日は、口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日とする。 
 
４．新株予約権行使に伴い生じる単元未満株式の買取処理 

新株予約権の行使により生じる単元未満株式について、新株予約権者が買取請求を希望する場合に
は、新株予約権の行使により交付される振替株式が、口座管理機関の口座に記録された後、口座管理機
関に対して買取請求の取次ぎ請求を行う。 

 

入者コード」欄に株主名簿管理人の機構加
入者コードを入力する。 

 
 
 
 
 
 
※ 平成 20 年 12 月 5 日全国株懇連合会理事
会決定の「新株予約権行使請求書（兼）転
換請求書」を参照。全国株懇連合会理事会
決定事項については、平成 20年 12 月 10 日
に日本証券業協会から会員宛通知（日証協
（市企）20 第 42 号）がされている。 
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Ⅱ．取締役・従業員割当型新株予約権の新株予約権行使に関する事務処理 

 
○ 取締役又は従業員等に割り当てられた新株予約権について新株予約権行使が行われる場合の事務スキームについて、以下に記述する。当該事務スキー

ムは、現行において定着している実務慣行を踏まえ、発行会社及び新株予約権者の口座が同一の口座管理機関に開設されている場合を前提とする。 
 

内 容 備 考 

 
１．新株予約権行使の手続き 
（１）新株予約権行使に伴う払込み 
    新株予約権者は、新株予約権行使に際し、発行会社が指定する銀行等の払込場所において、当該新

株予約権行使に係る払込みを行う。 
  
 
 
 
 
 
 
（２）新株予約権行使請求 

新株予約権者は、新株予約権行使請求書に次に掲げる事項を記入のうえ、発行会社の求める書類を
添えて、発行会社に対し、新株予約権行使請求を行う。 

  ① 新株予約権者の氏名又は名称及び住所 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 新株予約権の銘柄 
  ④ 新株予約権の行使数量 
  ⑤ その他発行会社の求める事項 
 
 
（３）発行会社による払込みの確認 

発行会社は、新株予約権者から新株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権行使に係る払込
みの確認を行う。 

 
 
 
 
 

 
 
 
※ 新株予約権者は、新株予約権の行使価額
及び行使数量を確認し、払込金額に過不足
が無いことを確認する。また、新株予約権
の行使条件を満たしていることを確認した
上で、行使を行う。 

※ 上場会社の取締役等の報酬等として発行
された新株予約権の行使において、金銭の
払込みが不要とされた場合を除く。 

 
 
※ 発行会社は、口座管理機関の提供するス
トック・オプション管理サービスを利用し
ている場合には、新株予約権者の加入者口
座コードを把握することができることか
ら、当該新株予約権行使請求については、
口座管理機関による取次ぎは行わず、新株
予約権者自身が発行会社の新株予約権行使
請求受付部署に対して行う。 

 
 
※ 発行会社は、新株予約権の行使価額及び
行使数量を確認し、払込金額に過不足が無
いことを確認する。また、行使条件を満た
していることを併せて確認する。 

※ 上場会社の取締役等の報酬等として発行
された新株予約権の行使において、金銭の
払込みが不要とされた場合を除く。 
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内 容 備 考 

 
２．振替株式の交付指図 
（１）発行会社から株主名簿管理人への振替株式の新規記録指図 
   発行会社は、新株予約権行使請求に際し、新株式を交付することとした場合には、株主名簿管理人

に対し、次の事項を示して、振替株式の新規記録を指図する。 
  ① 新株予約権者の氏名又は名称及び住所 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 行使請求された新株予約権の銘柄及び数 
  ④ 新規記録する振替株式の銘柄及び数 
  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使の効力発生日の４営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
   
（２）発行会社から口座管理機関への自己株式の振替指図 

発行会社は、新株予約権行使請求に対して自己株式を交付することとした場合には、口座管理機関
に対し、次の事項を示して、当該口座管理機関の管理する発行会社の口座から新株予約権者の口座へ
の自己株式の振替を指図する。 

  ① 新株予約権者の氏名又は名称及び住所 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 行使請求された新株予約権の銘柄及び数 
  ④ 交付する自己株式の銘柄及び数 
  ⑤ 自己株式の振替日（新株予約権行使の効力発生日の４営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
（３）新株予約権原簿の記載変更 

株主名簿管理人は、（１）の指図又は（２）の通知を受けた場合には、新株予約権原簿の記載の変 
更を行う。 

 
３．振替株式の交付の手続き 
（１）株主名簿管理人から機構への新規記録通知 

株主名簿管理人は、発行会社から振替株式の新規記録の指図を受けた日の翌営業日の午前３時から
午後８時までの間に、機構に対し、次の事項（新規記録通知データ）をファイル伝送により通知する。 

  ① 新規記録をする振替株式の銘柄及び数 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 新株予約権者の株主等照会コード 
  ④ 新規記録区分（５：振替新株予約権でない新株予約権の行使による振替株式） 

 
 
※ 発行会社は、当該指図の内容を、口座管
理機関（ストック・オプション管理サービ
スを受託する口座管理機関）にも通知する。 

 
 
 
 
 
 
 
※ 発行会社は、当該指図の内容を、株主名
簿管理人にも通知する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 株式等リファレンス NO は、設定しない。 
※ 株主等照会コードについては、ダミーの
コードを設定する。 

※ 株主名簿管理人は、機構に対し、株主等
照会コードの照会を行うことができる。 

※ 新規記録区分は、「５：振替新株予約権で
ない新株予約権の行使による振替株式」を
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内 容 備 考 

  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使の効力発生日の４営業日後の日） 
  ⑥  効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
 
 
（２）機構から直接口座管理機関への新規記録情報の通知 
   機構は、株主名簿管理人から新規記録通知データを受けた日（新株予約権行使の効力発生日の３営

業日後の日）の翌営業日の午前３時から午後８時までの間に、口座管理機関に対し、次の事項（新規
記録通知情報データ）をファイル伝送により通知する。 

  ① 新規記録する振替株式の銘柄及び数 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 口座管理機関の機構加入者コード 
  ④ 新規記録区分（５：振替新株予約権でない新株予約権の行使による振替株式） 
  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使の効力発生日の４営業日後の日） 
  ⑥  効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
（３）振替口座簿における増加の記録 
   機構及び口座管理機関は、新規記録日の業務開始時（午前９時）に、新規記録通知の内容に基づき、

振替口座簿に振替株式の増加の記録を行う。 
 
 
（４）新規記録の処理結果の通知 
   機構は、新規記録日の午前３時から午後８時までの間に、株主名簿管理人及び直接口座管理機関に

対し、新規記録の処理結果をファイル伝送により通知する。 
 
 
 
 
（５）新株予約権行使から振替株式の新規記録日までの間に株主確定日を迎える場合の取扱い 

新株予約権の行使の時期によっては、株主確定日までに振替口座簿への株式の記録が間に合わ
ず、総株主通知の対象にならないことから、新株予約権者に不利益が生じる可能性がある。その
ため、新株予約権者においては、株主確定日間際の新株予約権の行使は避けることが望ましい。 

 
４．新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合の手続き 

口座管理機関は、発行会社から自己株式の振替指図を受けた場合には、振替株式の交付日（新株式を

指定する。 
※ 新規記録日は、新株予約権行使の効力発
生日の４営業日後の日を設定する。 

 
 
※ 新規記録通知情報データの明細レコード
区分には、「口座通知なし」を指定する。 

※ 直接口座管理機関は、機構から受けた新
規記録通知情報データに直近下位機関に係
るデータが含まれている場合には、直近下
位機関に対して、当該データを通知する。
当該通知を受けた直近下位機関も同様とす
る。 

 
 
 
※ 新株予約権者の口座を開設する機構又は
口座管理機関は、振替口座簿に増加の記録
を行う際に、効力発生日を付記する。 

 
 
※ 当該通知は、株主名簿管理人へは、「口座
処理結果ファイル」により、口座管理機関
へは「機構加入者別口座残高表」及び「機
構加入者別口座処理明細表」により通知さ
れる。 

 
 
※ 平成 20 年 12 月 5 日全国株懇連合会理事
会決定の「新株予約権行使請求書（ストッ
クオプション用）」を参照。 
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内 容 備 考 

交付する場合の新規記録日と同日）に、当該口座管理機関の管理する発行会社の口座から新株予約権者
の口座に振替株式の振替を行う。 
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Ⅲ．株主割当型新株予約権の新株予約権行使に関する事務処理 
 
○ 株主に対して割り当てられた新株予約権について新株予約権行使が行われる場合の事務スキームについて、以下に記述する。当該事務スキームは、株

主名簿管理人が新株予約権行使請求の受付場所となる場合を前提とする。発行会社が新株予約権行使請求の受付場所となる場合には当該事務スキームに

準じて処理を行う。 
 

内 容 備 考 

 
１．新株予約権行使の手続き 
（１）新株予約権行使に伴う払込み 

新株予約権者は、新株予約権行使に際し、発行会社が指定する銀行等の払込場所において、当該新
株予約権行使に係る払込みを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）新株予約権行使請求の取次ぎの請求 
   新株予約権者は、新株予約権行使請求を行う場合には、新株予約権行使請求書に次に掲げる事項を

記入のうえ、払込みに係る受領書等の写し及びその他発行会社の求める書類を添えて、自らの口座を
開設する口座管理機関に対し、新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行う。 

  ① 新株予約権者の氏名又は名称及び住所 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 新株予約権の銘柄 
  ④ 新株予約権の行使請求数量 
  ⑤ その他発行会社の求める事項 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※ 新株予約権者は、新株予約権の行使価額
及び行使数量を確認し、払込金額に過不足
が無いことを確認する。また、新株予約権
の行使条件を満たしていることを確認した
上で、行使を行う。 

※ 新株予約権者は、当該払込みに係る受領
証等の新株予約権行使に係る払込みを行っ
たことを証明できる書類を受領しておくも
のとする。 

 
 
※ 新株予約権者は、新株予約権行使請求に
より交付される振替株式の記録を受けるた
めの口座（特別口座を除く。）をあらかじめ
口座管理機関に開設しておかなければなら
ない。 

※ 加入者口座コードを発行会社に正確に通
知する必要があること等から、当該新株予
約権の新株予約権行使請求については、口
座管理機関が発行会社に取り次ぐ方法によ
り行う。 

※ 新株予約権者は、新株予約権行使請求の
取次ぎ請求に際し、新株予約権の割当通知
書等の口座管理機関が割当新株予約権数を
確認できる書類を提示する。 

※ 発行会社は、新株予約権の行使の条件と
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
（３）口座管理機関における新株予約権行使請求内容等の確認 
   口座管理機関は、新株予約権者から新株予約権行使請求の取次ぎの請求を受けた場合には、次の事

項について確認を行う。 
  ① 新株予約権の行使請求数量に相当する払込みを行っているかどうか。 
  ② 新株予約権の行使請求数量が新株予約権の割当通知書等に記載されている数量を超過していな

いかどうか。 
  ③ 特定口座を開設している加入者について、新株予約権の行使請求数量が割当基準日において、当

該口座に記録されていた割当対象株式の範囲を超える場合には、当該超過分の取次ぎを行うかどう
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）新株予約権行使請求の取次ぎ 

直接口座管理機関は、新株予約権者から新株予約権行使請求の取次ぎの請求を受けた場合又はその
直近下位機関から新株予約権行使請求の取次ぎの委託を受けた場合には、株主名簿管理人に対し、新
株予約権行使請求書、払込みに係る受領書等の写し及びその他発行会社の求める書類（以下「新株予
約権行使請求に係る書類」という。）を送付することにより、新株予約権行使請求の取次ぎを行う。 
 
 
 
 

して、信託銀行及び海外トラスティ等が株
主名簿上に登録された株主となっている場
合には、株主名簿上の株主ではない実質的
株主の経済的利益を確保するため、実質的
株主単位による新株予約権行使ができる取
扱いとすることが望ましい。 

 
 
※ 新株予約権の行使請求数量に相当する払
込みが適正に行われていない場合、当該取
次ぎ請求は受付けない。 

※ 新株予約権行使請求に伴い交付される振
替株式の特定口座の入庫の取扱いについて
は、新株予約権の割当対象株式が割当基準
日において特定口座に記録されていた場合
に、当該割当対象株式の範囲内で当該特定
口座に入庫することができる（租特法施行
令第２５条１０の２第１４項第１２号）（資
料５参照）。 

※ 新株予約権者は、（３）③において、当該
超過分の新株予約権行使請求の取次ぎ請求
を行わないこととした場合、割当基準日に
おいて、割当対象株式が記録されていた別
の特定口座を開設する口座管理機関に対
し、新株予約権行使の取次ぎ請求を行う。 

 
 
※ 間接口座管理機関は、直近上位機関に新
株予約権行使請求の取次ぎの委託を行う。
当該委託を受けた間接口座管理機関も同様
とする。 

※ 直接口座管理機関は、株主名簿管理人が
振替株式の新規記録日を特定できるよう、
新株予約権行使請求に係る書類を送付した
日（以下「新株予約権行使請求取次日」と
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
 
（５）株主名簿管理人による払込み等の確認 
   株主名簿管理人は、直接口座管理機関から新株予約権行使の取次ぎを受けた場合には、次の事項に

ついて確認を行う。 
  ① 新株予約権の行使請求数量に相当する払込みを行っているかどうか。 
  ② 新株予約権の行使請求数量が新株予約権原簿に記載されている数量を超過していないかどうか 
 
２．振替株式の交付の手続き 
（１）株主名簿管理人から機構への新規記録通知 

株主名簿管理人は、新株予約権行使請求取次日の４営業日後の日の午前３時から午後８時までの間
に、機構に対し、次の事項（新規記録通知データ）をファイル伝送により通知する。 
① 新規記録をする振替株式の銘柄及び数 

  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 新株予約権者の株主等照会コード 
  ④ 新規記録区分（９：その他） 
  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使請求取次日の６営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いう。）を新株予約権行使請求書に記入す
る。 

※ 直接口座管理機関は、新株予約権行使請
求取次日の２営業日後の日までに、株主名
簿管理人に到着するよう取次ぎを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 株主名簿管理人による機構への通知に先
立ち、発行会社は、新株予約権の行使条件
を満たしていることを確認する。 

※ 株式等リファレンス NO は、設定しない。 
※ 株主等照会コードについては、ダミーの
コードを設定する。 

※ 株主名簿管理人は、機構に対し、株主等
照会コードの照会を行うことができる。 

※ 新規記録区分は、「９：その他」を指定す
る。 

※ 新規記録日は、新株予約権行使請求取次
日の６営業日後の日を設定する。 

※ 自己株式を交付する場合には、左記の事
項に加えて、次の事項を通知する。 
①自己株式充当区分（「充当あり」を指定す
る。） 
②自己株式充当数量 
③加入者口座コード（「充当元口座」を設定
する。） 
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内 容 備 考 

（２）機構から直接口座管理機関への新規記録通知情報の通知 
   機構は、株主名簿管理人から新規記録通知データを受けた日（新株予約権行使請求取次日の５営業

日後の日）の翌営業日の午前３時から午後８時までの間に、直接口座管理機関に対し、次の事項（新
規記録通知情報データ）をファイル伝送により通知する。 

  ① 新規記録する振替株式の銘柄及び数 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 直接口座管理機関の機構加入者コード 
  ④ 新規記録区分（９：その他） 
  ⑤ 新規記録日（新株予約権行使請求取次日の６営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
 
（３）振替口座簿における増加の記録 
   機構及び口座管理機関は、新規記録日の業務開始時（午前９時）に、新規記録通知の内容に基づき、

振替口座簿に振替株式の増加の記録を行う。 
 
 
（４）新規記録の処理結果の通知 
   機構は、新規記録日の午前３時から午後８時までの間に、株主名簿管理人及び直接口座管理機関に

対し、新規記録の処理結果をファイル伝送により通知する。 
 
 
 
 
（５）新株予約権行使から振替株式の新規記録日までの間に株主確定日を迎える場合の取扱い 

新株予約権の行使の時期によっては、株主確定日までに振替口座簿への株式の記録が間に合わず、
総株主通知の対象とならない。そのため株主名簿管理人は、権利付最終日の翌営業日から株主確定日
までの期間、新株予約権の行使の請求を受け付けることができない。口座管理機関は、加入者から新
株予約権の行使の請求の取次ぎを受ける場合には、留意が必要である。 

 
 
 
３．株主名簿管理人に対し、直接、新株予約権行使請求が行われた場合の手続き 
（１）新株予約権行使請求の受付 

新株予約権者が、自らの口座を開設する直近上位の口座管理機関を経由せず、株主名簿管理人に対
し、直接、新株予約権行使請求を行った場合には、株主名簿管理人は、当該新株予約権者の加入者口

 
※ 新規記録通知情報データの明細レコード
区分には、「口座通知なし」を指定する。 

※ 直接口座管理機関は、機構から受けた新
規記録通知情報データに直近下位機関に係
るデータが含まれている場合には、直近下
位機関に対して、当該データを通知する。
当該通知を受けた直近下位機関も同様とす
る。 

 
 
 
※ 新株予約権者の口座を開設する機構又は
口座管理機関は、振替口座簿に増加の記録
を行う際に、効力発生日を付記する。 

 
 
※ 当該通知は、株主名簿管理人へは、「口座
処理結果ファイル」により、口座管理機関
へは「機構加入者別口座残高表」及び「機
構加入者別口座処理明細表」により通知さ
れる。 

 
 
※ 平成 20 年 12 月 5 日全国株懇連合会理事
会決定の「新株予約権行使請求書（兼）転
換請求書」を参照。全国株懇連合会理事会
決定事項については、平成 20年 12 月 10 日
に日本証券業協会から会員宛通知（日証協
（市企）20 第 42 号）がされている。 

 
 
 
※ 新株予約権者から株主名簿管理人への直
接の新株予約権行使請求は例外措置であ
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内 容 備 考 

座コードに誤りがないかについて確認を行ったうえで、新株予約権行使請求を受け付ける。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）口座管理機関への振替株式の交付通知 
   株主名簿管理人は、新株予約権者から新株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権者の口座

を開設する口座管理機関に対し、次の事項を示し、その加入者が新株予約権行使請求を行った旨を通
知する。 

  ① 新株予約権者の氏名又は名称 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 行使請求された新株予約権の銘柄及び数 
  ④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
  ⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り、新株予約権者の口座を開設する口座管
理機関が新株予約権行使請求を取り次ぐこ
とを原則とする。 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から
口座管理機関発行の加入者口座コードを証
明する書類の提出を求める方法、加入者情
報 Web 画面の「振替先口座照会」機能を使
用する方法又は、新株予約権者の口座を開
設する直近上位の口座管理機関に問合せる
方法等により行う。 

 
 
※ 口座管理機関は、その加入者が新株予約 
 権行使を行ったことを把握していないた
め、当該通知を行う必要がある。 

※ 当該通知は加入者情報 Web 端末の「振替
先口座照会」機能の使用又は FAX 等により
行う。なお、「振替先口座照会」機能を使用
して通知を行う場合、（１）新株予約権行使
請求の受付の際に実施する加入者口座コー
ドの確認を兼ねることとする。 

※ 「振替先口座照会」機能を使用せず、FAX
等にて通知を行う場合は、新株予約権者の
氏名又は名称に加え、必要に応じて住所に
ついても通知を行う。 

※ FAX 等にて当該通知を受けた口座管理機
関が間接口座管理機関の場合には、直近上
位機関に必要な情報を通知する。当該通知
を受けた直近上位機関が間接口座管理機関
である場合も同様とする。 

※ 口座管理機関への加入者口座コードの確
認及び振替株式の交付通知を行う際に「振
替先口座照会」機能を使用する場合には、
各入力項目の設定方法は以下のとおりとす
る。 
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「照会先の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「振替先口座の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「受方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付先である機構加入者

の機構加入者コードを設定する。 
・「振替元口座の加入者口座コード」欄 
   振替株式の交付元である発行会社の

加入者口座コードを設定する。 
・「渡方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付元である株主名簿管

理人の機構加入者コードを設定する。 
・「口座照会の事由」欄 
   「その他」を指定する。 
・「振替種類」欄 
   「その他振替」を指定する。 

 ・「振替予定日」欄  
    左記⑤を設定する。 
 ・「銘柄コード」欄（１行目） 
    交付する株式の銘柄を設定する。 
 ・「振替数量」欄（１行目） 
    交付する株式の数量を設定する。 
 ・「取得日」欄（１行目） 
    左記⑥を設定する。 
・「フリーメッセージ」欄  

【通知内容に係る記載】 

「株主割当型新株予約権に係る新株

予約権行使」と入力する。 

【行使数量に係る記載】 

行使された新株予約権の数量（「～

個」）を入力する。 

【交付方法に係る記載】 

交付方法（「新株交付」または「自

己株充当」）を入力する。 
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）振替株式の交付に係る手続き 
   振替株式の交付に係る手続については、２．振替株式の交付の手続と同様の手続を行う。ただし、

振替株式の交付日は、口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日とする。 
 

 

 
※ 振替株式を自己株充当により交付する場
合も同様に、「振替元口座の加入者口座コー
ド」欄に発行会社の自己株式の充当元の加
入者口座コード、「渡方機構加入者の機構加
入者コード」欄に株主名簿管理人の機構加
入者コードを入力する。 
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Ⅳ．振替株式でない取得請求権付株式の取得請求に関する事務処理 

 
○ 振替株式でない取得請求権付株式（以下、「取得請求権付株式」という。）に係る取得請求権行使（以下、「取得請求」という。）の対価として、振替株

式が交付される場合の事務スキームについて、以下に記述する。 
 

内 容 備 考 

 
１．取得請求の手続き 
（１）取得請求権付株式の株主による取得請求の取次ぎの請求 
   取得請求を行う取得請求権付株式の株主（以下「取得請求者」という。）は、次に掲げる事項を記

入した取得請求権行使請求書にその他発行会社の求める書類（以下「取得請求権行使請求書類」とい
う。）を添付し、自らの口座を開設する口座管理機関に対し、取得請求の取次ぎの請求を行う。 

  ① 取得請求者の氏名又は名称及び住所 
  ② 取得請求者の加入者口座コード 
  ③ 取得請求権付株式の銘柄及び数（取得請求に係るものに限る。） 

④ その他発行会社の求める事項 
 
 
 
 
（２）直接口座管理機関による取得請求の取次ぎ 
   直接口座管理機関は、その加入者である取得請求者から取得請求の取次ぎの請求を受けた場合又は

その直近下位機関から取得請求の取次ぎの委託を受けた場合には、株主名簿管理人に対し、取得請求
権行使請求書類を送付することにより、取得請求の取次ぎを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．振替株式の交付の手続き 

 
 
 
※ 取得請求者は、取得請求の対価として交
付される振替株式の記録を受けるための口
座（特別口座を除く。）を、あらかじめ口座
管理機関に開設しておかなければならな
い。 

※ 加入者口座コードを発行会社に正確に通
知する必要があること等から、取得請求に
ついては、取得請求者の口座を開設する口
座管理機関が発行会社に取り次ぐ方法によ
り行うことを原則とする。 

 
 
※ 取得請求の取次ぎの請求を受けた間接口
座管理機関は、直近上位機関に取得請求の
取次ぎの委託を行う。当該委託を受けた間
接口座管理機関も同様とする。 

※ 直接口座管理機関は、株主名簿管理人が
取得請求の対価として交付する振替株式の
新規記録日を特定できるよう、取得請求権
行使請求書類の送付日（以下「取得請求取
次日」という。）を取得請求権行使請求書類
に記入する。 

※ 直接口座管理機関は、取得請求取次日の
２営業日後の日までに、株主名簿管理人に
到着するよう取次ぎを行う。 
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内 容 備 考 

（１）株主名簿管理人による機構への新規記録通知 
   株主名簿管理人は、取得請求取次日の４営業日後の日の午前３時から午後８時までの間に、機構に

対し、次の事項等（新規記録通知データ）をファイル伝送により通知する。 
  ① 新規記録をする振替株式の銘柄及び数 
  ② 取得請求者の加入者口座コード 
  ③ 取得請求者の株主等照会コード 
  ④ 新規記録区分（９：その他） 
  ⑤ 新規記録日（取得請求取次日の６営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（取得請求日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）機構から直接口座管理機関への新規記録通知情報の通知 
   機構は、株主名簿管理人から新規記録通知データを受けた日の翌営業日（取得請求取次日の５営業

日後の日）の午前３時から午後８時までの間に、直接口座管理機関に対し、次の事項等（新規記録通
知情報データ）をファイル伝送により通知する。 

  ① 新規記録する振替株式の銘柄及び数 
  ② 取得請求者の加入者口座コード 
  ③ 直接口座管理機関の機構加入者コード 
  ④ 新規記録区分（９：その他） 
  ⑤ 新規記録日（取得請求取次日の６営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（取得請求日） 
 
（３）振替口座簿における増加の記録 
   機構及び口座管理機関は、新規記録日の業務開始時（午前９時）に、新規記録通知の内容に基づき、

振替口座簿に振替株式の増加の記録を行う。 
 
 
 

 
※ 株式等リファレンス NO は、設定しない。 
※ 株主等照会コードについては、ダミーの
コードを設定する。 

※ 株主名簿管理人は、機構に対し、株主等
照会コードの照会を行うことができる。 

※ 新規記録区分は、「９：その他」を指定す
る。 

※ 新規記録日は、取得請求取次日の６営業
日後の日を設定する。 

※ 自己株式を交付する場合には、左記の事
項に加えて、次の事項を通知する。 
①自己株式充当区分（「充当あり」を指定す
る。） 
②自己株式充当数量 
③加入者口座コード（「充当元口座」を設定
する。） 

 
 
※ 新規記録通知情報データの明細レコード
区分には、「口座通知なし」を指定する。 

※ 直接口座管理機関は、機構から受けた新
規記録通知情報データに直近下位機関に係
るデータが含まれている場合には、直近下
位機関に対して、当該データを通知する。
当該通知を受けた直近下位機関も同様とす
る。 

 
 
 
※ 取得請求者の口座を開設する機構又は口
座管理機関は、振替口座簿に増加の記録を
行なう際に、取得請求日を効力発生日とし
て付記する。 
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内 容 備 考 

（４）機構による新規記録の処理結果の通知 
   機構は、新規記録日の午前３時から午後８時までの間に、株主名簿管理人及び直接口座管理機関に

対し、新規記録の処理結果をファイル伝送により通知する。 
 
 
 
 
（５）取得請求から振替株式の新規記録日までの間に株主確定日を迎える場合の取扱い 

取得請求権の行使の時期によっては、株主確定日までに振替口座簿への株式の記録が間に合わず、
総株主通知の対象とならない。そのため株主名簿管理人は、権利付最終日の翌営業日から株主確定日
までの期間、取得請求権の行使を受け付けることができない。口座管理機関は、加入者からの取得請
求権の行使の取次ぎを受ける場合には、留意が必要である。 

 
 
 
３．株主名簿管理人に対し、直接、取得請求が行われた場合の手続き 
（１）株主名簿管理人による取得請求の受付 

取得請求者が、自らの口座を開設する口座管理機関を経由せず、直接、株主名簿管理人に対し、直
接、取得請求を行った場合には、株主名簿管理人は、当該取得請求者から通知があった加入者口座コ
ード等に誤りがないかについて確認を行ったうえで、取得請求を受け付ける。 
 

 
 
 
 
 
 
 
（２）株主名簿管理人による口座管理機関への振替株式の交付通知 
   株主名簿管理人は、取得請求者から取得請求を受けた場合には、取得請求者の口座を開設する口座

管理機関に対し、当該取得請求者が取得請求をした旨及び次の事項を通知する。 
  ① 取得請求者の氏名又は名称 
  ② 取得請求者の加入者口座コード 
  ③ 取得請求権付株式の銘柄及び数（取得請求に係るものに限る。） 
  ④ 交付する振替株式の銘柄及び数 

 
※ 当該通知は、株主名簿管理人へは、「口座
処理結果ファイル」により、直接口座管理
機関へは、「機構加入者別口座残高表」及び
「機構加入者別口座処理明細表」により通
知される。 

 
 
※ 平成 20 年 12 月 5 日全国株懇連合会理事
会決定の「取得請求権行使請求書」を参照。 
全国株懇連合会理事会決定事項について
は、平成 20 年 12 月 10 日に日本証券業協会
から会員宛通知（日証協（市企）20第 42 号）
がされている。 

 
 
 
※ 取得請求者から株主名簿管理人への直接
の取得請求は例外措置であり、取得請求権
者の口座を開設する口座管理機関が取得請
求を取り次ぐことを原則とする。 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から
口座管理機関発行の加入者口座コードを証
明する書面の提出を求める方法、加入者情
報 Web 端末の「振替先口座照会」機能を使
用する方法又は取得請求者の口座を開設す
る口座管理機関に問合せる方法等により行
う。 

 
 
※ 口座管理機関は、当該取得請求者が取得
請求を行ったことを把握していないため、
当該通知を行う必要がある。 

※ 当該通知は加入者情報 Web 端末の「振替
先口座照会」機能の使用又は FAX 等により
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  ⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（取得請求日） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行う。なお、「振替先口座照会」機能を使用
して通知を行う場合、（１）株主名簿管理人
による取得請求の受付の際に実施する加入
者口座コードの確認を兼ねることとする。 

※ 「振替先口座照会」機能を使用せず、FAX
等にて通知を行う場合は、取得請求者の氏
名又は名称に加え、必要に応じて住所につ
いても通知を行う。 

※ FAX 等にて当該通知を受けた口座管理機
関が間接口座管理機関の場合には、直近上
位機関に必要な情報を通知する。当該通知
を受けた直近上位機関が間接口座管理機関
である場合も同様とする。 

※ 口座管理機関への加入者口座コードの確
認及び振替株式の交付通知を行う際に「振
替先口座照会」機能を使用する場合には、
各入力項目の設定方法は以下のとおりとす
る。 
・「照会先の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「振替先口座の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「受方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付先である機構加入者

の機構加入者コードを設定する。 
・「振替元口座の加入者口座コード」欄 
   振替株式の交付元である発行会社の

加入者口座コードを設定する。 
・「渡方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付元である株主名簿管

理人の機構加入者コードを設定する。 
・「口座照会の事由」欄 
   「その他」を指定する。 
・「振替種類」欄 
   「その他振替」を指定する。 
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内 容 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）振替株式の交付に係る手続き 
   振替株式の交付に係る手続きについては、２．振替株式の交付の手続きと同様の手続きを行う。た

だし、振替株式の交付日は、口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日とする。 
 
４．取得請求に伴い生じる単元未満株式の買取処理 

取得請求権の行使により生じる単元未満株式について、取得請求権者が買取請求を希望する場合に
は、取得請求権の行使により交付される振替株式が、口座管理機関の口座に記録された後、口座管理機
関に対して買取請求の取次ぎ請求を行う。 

 

 ・「振替予定日」欄  
    左記⑤を設定する。 
 ・「銘柄コード」欄（１行目） 
    交付する株式の銘柄を設定する。 
 ・「振替数量」欄（１行目） 
    交付する株式の数量を設定する。 
 ・「取得日」欄（１行目） 
    左記⑥を設定する。 
 ・「フリーメッセージ」欄   

【通知内容に係る記載】 

「振替株式でない取得請求権付株式

の取得請求」と入力する。 

【行使数量に係る記載】 

行使された取得請求権付株式の数

量（「～株」）を入力する。 

【交付方法に係る記載】 

交付方法（「新株交付」または「自

己株充当」）を入力する。 

 
※ 振替株式を自己株充当により交付する場
合も同様に、「振替元口座の加入者口座コー
ド」欄に発行会社の自己株式の充当元の加
入者口座コード、「渡方機構加入者の機構加
入者コード」欄に株主名簿管理人の機構加
入者コードを入力する。 

 
 
 
 
 
 
※ 平成 20 年 12 月 5 日全国株懇連合会理事
会決定の「取得請求権行使請求書」を参照。 
全国株懇連合会理事会決定事項について
は、平成 20 年 12 月 10 日に日本証券業協会
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から会員宛通知（日証協（市企）20第 42 号）
がされている。 

以 上 
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非振替新株予約権付社債の新株予約権行使の処理イメージ

TA

機構

口座管理機関

加入者（新株予約権付社債権者）

②
新
株
予
約
権

行
使
請
求

③
新
株
予
約
権
行
使
請
求
・
口
座
通
知

・新株予約権付社債の銘柄
・加入者口座コード
・加入者の氏名・住所
・行使請求額面 等

・振替株式の銘柄
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等

①
口
座
開
設
契
約

④
新
規
記
録
通
知

⑤
新
規
記
録
通
知

資料１

（注） 新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合には、機構は、株主名簿管理人からの通知に基づき、自己株式充当口座から減少する方法により
口座振替処理を行う。

・振替株式の銘柄
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等
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非振替新株予約権付社債の新株予約権行使の標準日程
資料２

新株予約権行使

の取次ぎの請求

Ｘ－α

新株予約権行使

の取次ぎ

Ｘ
Ｘ＋１ Ｘ＋２ Ｘ＋３ Ｘ＋４ Ｘ＋５ Ｘ＋６

株
主
名
簿
管
理
人

機
構

口
座
管
理
機
関

新
株
予
約
権
者

新
株
予
約
権

行
使
請
求

新
株
予
約
権
行
使
請
求
・
口
座
通
知

新
規
記
録
通
知

デ
ー
タ

新
規
記
録
通
知

情
報
デ
ー
タ

3：00～20:00

3：00～20:00

新
規
記
録

9：00

（注１） Ｘは、口座管理機関が株主名簿管理人に対し、新株予約権行使請求に必要な書類を発送する日である。この標準日程においては、株主名簿管理人に必要書

類がＸ＋２に到着したと仮定し、その2営業日後の日に株主名簿管理人が新規記録通知を行う日程としている。

（注２） 新株予約権者が株主名簿管理人に直接新株予約権行使を行った場合には、株主名簿管理人は、口座管理機関に対し振替株式を交付する旨の通知を行い、
その翌営業日に、機構に対し新規記録通知データを送信する。
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取締役・従業員割当型新株予約権の新株予約権行使の処理イメージ

TA

機構

口座管理機関

加入者（新株予約権者）

・振替株式の銘柄
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等

・振替株式の銘柄
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等

①
口
座
開
設
契
約

⑦
新
規
記
録
通
知

⑧
新
規
記
録
通
知

会社 銀行

②
行
使
代
金
の
払
込
み

③
新
株
予
約
権
行
使
請
求
・
口
座
通
知

⑤株式交付
の指図

④確認

（注） 新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合には、口座管理機関は、会社からの指図に基づき、口座管理機関の管理する会社の口座から新株
予約権者の口座へ自己株式の振替を行う。

資料３

⑥
株
式
交
付
の
連
絡

・新株予約権の銘柄
・加入者口座コード
・加入者の氏名・住所
・新株予約権行使数 等

・上場会社の取締役等
の報酬等として発行さ
れた新株予約権の行使
において、金銭の払込
みが不要とされた場合
を除く。
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取締役・従業員割当型新株予約権の新株予約権行使の標準日程
資料４

新株予約権行使

Ｘ
Ｘ＋１ Ｘ＋２ Ｘ＋３ Ｘ＋４

会
社

株
主
名
簿

管
理
人

機
構

口
座
管
理

機
関

新
株
予
約

権
者

新
株
予
約
権
行
使
請
求

新
規
記
録
通
知

デ
ー
タ

新
規
記
録
通
知

情
報
デ
ー
タ

3：00～20:00

3：00～20:00

新
規
記
録

9：00

（注） 新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合には、口座管理機関は、会社からの指図に基づき、口座管理機関の管理する会社の口座から新株予約権
者の口座へ自己株式の振替を行う。

株
式
交
付
の

指
図

株
式
交
付
の
連
絡
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株主割当型新株予約権の新株予約権行使に伴い交付される振替株式の特定口座に関する取扱い 

 
 
１．新株予約権行使に伴い交付される振替株式の特定口座への入庫の取扱い 
  株主割当により交付された新株予約権の新株予約権行使に伴い交付される振替株式については、株主割当の基準日において特定口座に記録

されていた割当対象株式の範囲を超えて記録することはできない。 

 

（例）加入者（X）が A 証券会社及び B 証券会社の両方に特定口座を開設しており、株式 1,000 株につき新株予約権（新株予約権 1 個の目的で

ある株数は 1,000 株）1個の割合で新株予約権が割り当てられた場合の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
※１ α株は、株主割当の基準日において振替口座簿に記録されていた振替株式（新株予約権の割当対象株式）。 
※２ β株は、新株予約権行使によって交付された振替株式。 

A 証券会社 

加入者（X）特定口座 
α株 2,000 株 β株 2,000 株 

B 証券会社 

加入者（X）特定口座 
α株 3,000 株 

機構 

発行会社（TA） 
①機構から発行会社に
対して割当基準日の総
株主通知（加入者 X、α
株 5,000 株） 

加入者（X） 

②新株予約権

５個が割り当

てられる 

加入者（X）一般口座 
α株 0株 β株3,000株 

③新株予約権５個

を行使 
④β株 3,000 株の交付 ④β株 2,000 株の交付 

資料５ 

3,000 株は、Ａ証券会社の特定口座には入

庫できない。当該 3,000 株を特定口座に入

庫するためには、新株予約権３個の行使が

Ｂ証券経由で行われる必要がある。 
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（参考）租税特別措置法施行令第 25 条 10 の２第 14 項第 12 号 
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権（租税特別

措置法 等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号 
に規定する転換社債の転換権を含む。）又は当該特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは当該

特定口座内保管上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入

れを、振替口座簿又は株券等の保管及び振替に関する法律 に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの。 
 
２．口座管理機関における対応 
（１）特定口座に入庫可能な振替株式の数の把握 

口座管理機関は、株主割当の基準日において特定口座に記録されていた振替株式の残高を基に、加入者に対して割当てられた新株予約権

の数を把握しておく。 
（２）新株予約権行使の取次ぎに際しての確認 
   口座管理機関は、特定口座を開設している加入者から新株予約権の行使請求を受けた場合には、当該新株予約権の数が株主割当の基準日

時点で当該特定口座に記録されていた割当対象株式の範囲を超えるときは、当該超過分の新株予約権については、株主割当の基準日時点で

当該超過分の新株予約権に見合う株式が記録されていた口座管理機関に対して請求を行うよう案内する。 
 
※ 振替制度施行日から平成 21 年 5 月 31 日までの間については、１．（例）において、一旦、加入者（X）の一般口座に記録されたβ株 3,000
株についても口座管理機関に必要な書類を提出することにより、A 証券会社及び B 証券会社に開設された加入者（X）の特定口座に入庫す

ることができる。 
 
（参考）租税特別措置法施行令附則（平成 17 年 4 月 1 日から平成 21 年 5 月 31 日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経

過措置） 
第 11 条 平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間は、新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座（以

下この条において「特定口座」という。）に係る同項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新令第二十五条の十の二第十四項

各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が

有する新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等（新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等（以
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下この条において「金融商品取引業者等」という。）の営業所（新令第二十五条の十の二第五項に規定する営業所をいう。以下この条に

おいて同じ。）に係る社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされているもの及び金融商品取引業者等の営業

所に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされている

ものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。）とする。  

２  平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間に、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特

定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等

を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類

を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。 

 
３．発行会社における対応 
（１）新株予約権者への周知 
   発行会社は、新株予約権の割当対象株主に対して割当通知を行う際に本件について記した書面を同封する等の方法により、新株予約権者

に対し周知を行う。 
（２）新株予約権の分割行使の容認について 
   発行会社は、株主が複数の口座管理機関の特定口座に株式を保有している場合があることを考慮し、株主に対して割り当てた新株予約権

については、分割行使を容認することが必要である。 
 

以 上 

株式会社証券保管振替機構 株式等振替制度に係る業務処理要領（6.9版）



株主割当型新株予約権の新株予約権行使の処理イメージ

TA

機構

口座管理機関

加入者（新株予約権者）

・銘柄コード
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等

・銘柄コード
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等

①
口
座
開
設
契
約

⑥
新
規
記
録
通
知

⑦
新
規
記
録
通
知

銀行
②
行
使
代
金
の
払
込
み

③
新
株
予
約
権

行
使
請
求

⑤確認

④
新
株
予
約
権
行
使
請
求
・
口
座
通
知

資料６

（注） 新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合には、機構は、株主名簿管理人からの通知に基づき、自己株式充当口座から減少する方法により
口座振替処理を行う。

・新株予約権の銘柄
・加入者口座コード
・加入者の氏名・住所
・新株予約権行使数 等
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株主割当型新株予約権の新株予約権行使の標準日程
資料７

新株予約権行使

の取次ぎの請求

Ｘ－α

新株予約権行使

の取次ぎ

Ｘ
Ｘ＋１ Ｘ＋２ Ｘ＋３ Ｘ＋４ Ｘ＋５ Ｘ＋６

株
主
名
簿
管
理
人

機
構

口
座
管
理
機
関

新
株
予
約
権
者

新
株
予
約
権

行
使
請
求

新
株
予
約
権
行
使
請
求
・
口
座
通
知

新
規
記
録
通
知

デ
ー
タ

新
規
記
録
通
知

情
報
デ
ー
タ

3：00～20:00

3：00～20:00

新
規
記
録

9：00

（注１） 口座管理機関の所在地によって株主名簿管理人への必要書類の到着日が異なること等を考慮し、取次日から４営業日後に新規記録通知を行う日程とした。

（注２） 新株予約権者が株主名簿管理人に直接新株予約権行使を行った場合には、株主名簿管理人は、口座管理機関に対し振替株式を交付する旨の通知を行い、
その翌営業日に、機構に対し新規記録通知データを送信する。

払込みの確認等
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振替株式でない取得請求権付株式の取得請求の処理イメージ

ＴＡ

機構

口座管理機関

加入者（取得請求者）

②
取
得
請
求

③
取
得
請
求
・
口
座
通
知

・取得請求権付株式の銘柄
・加入者口座コード
・加入者の氏名・住所
・取得請求権付株式の株式数 等

・振替株式の銘柄
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等

①
口
座
開
設
契
約

④
新
規
記
録
通
知

⑤
新
規
記
録
通
知

資料８

（注） 取得請求の対価として自己株式を交付する場合には、機構は、株主名簿管理人からの通知に基づき、自己株式充当口座から減少する方法により
口座振替処理を行う。

・振替株式の銘柄
・加入者口座コード
・新規記録株式数 等
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振替株式でない取得請求権付株式の取得請求の標準日程
資料９

取得請求の

取次ぎの請求

Ｘ－α

取得請求の

取次ぎ

Ｘ
Ｘ＋１ Ｘ＋２ Ｘ＋３ Ｘ＋４ Ｘ＋５ Ｘ＋６

株
主
名
簿
管
理
人

機
構

口
座
管
理
機
関

取
得
請
求
者

取
得
請
求

取
得
請
求
・
口
座
通
知

新
規
記
録
通
知

デ
ー
タ

新
規
記
録
通
知

情
報
デ
ー
タ

3：00～20:00

3：00～20:00

新
規
記
録

9：00

（注１） 口座管理機関の所在地によって株主名簿管理人への必要書類の到着日が異なること等を考慮し、取次日から４営業日後に新規記録通知を行う日程とした。

（注２） 取得請求者が株主名簿管理人に直接取得請求を行った場合には、株主名簿管理人は、口座管理機関に対し振替株式を交付する旨の通知を行い、その翌
営業日に、機構に対し新規記録通知データを送信する。
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